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令和元年第４回白馬村議会定例会議事日程 

令和元年１２月４日（水）午前１０時開会 

（第１日目） 

１．開 会 宣 告 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

日程第 ３ 会期の決定 

      会 期 自 令和元年１２月 ４日 

          至 令和元年１２月１３日 

日程第 ４ 村長挨拶 

日程第 ５ 報告第 ５号 損害賠償事件に係る損害賠償額の専決処分報告について 

日程第 ６ 議案第５６号 工事変更請負契約の締結について 

日程第 ７ 議案第５７号 工事変更請負契約の締結について 

日程第 ８ 議案第５８号 工事委託に関する変更協定の締結について 

日程第 ９ 議案第５９号 白馬村上下水道事業経営審議会条例の制定について 

日程第１０ 議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の規定に

伴う関係条例の整備に関する条例について 

日程第１１ 議案第６１号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の規定に伴う関係条例の整

備に関する条例について 

日程第１２ 議案第６２号 白馬村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第６３号 白馬村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第１４ 議案第６４号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第１５ 議案第６５号 フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第１６ 議案第６６号 白馬村災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条

例について 

日程第１７ 議案第６７号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第４号） 

日程第１８ 議案第６８号 令和元年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

３号） 
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日程第１９ 議案第６９号 令和元年度白馬村水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第２０ 議案第７０号 令和元年度白馬村下水道事業会計補正予算（第３号） 
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令和元年第４回白馬村議会定例会（第１日目） 

 

１．日  時 令和元年１２月４日 午前１０時より 

２．場  所 白馬村議会議場 

３．応招議員 

   第 １ 番   太 谷 修 助      第 ７ 番   加 藤 亮 輔 

   第 ２ 番   丸 山 勇太郎      第 ８ 番   津 滝 俊 幸 

   第 ３ 番   田 中 麻 乃      第 ９ 番   横 田 孝 穗 

   第 ４ 番   太 田 正 治      第１０番   田 中 榮 一 

   第 ５ 番   伊 藤 まゆみ      第１１番   太 田 伸 子 

   第 ６ 番   松 本 喜美人      第１２番   北 澤 禎二郎 

４．欠席議員  

   なし 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

 村    長   下 川 正 剛    副 村 長   横 山 秋 一 

 教 育 長   平 林   豊    参事兼総務課長   吉 田 久 夫 

 健康福祉課長   松 澤 孝 行    会計管理者・室長   田 中   哲 

 建 設 課 長   矢 口 俊 樹    観 光 課 長   太 田 雄 介 

 農 政 課 長   下 川 啓 一    上下水道課長   酒 井   洋 

 税 務 課 長   横 川 辰 彦    住 民 課 長   山 岸 茂 幸 

 教育課長兼子育て支援課長   田 中 克 俊    生涯学習スポーツ課長   関 口 久 人 

 総務課長補佐兼総務係長   下 川 浩 毅     

６．職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長   太 田 洋 一 

７．本日の日程 

 １）諸般の報告 

 ２）会議録署名議員の指名 

 ３）会期の決定 

 ４）村長挨拶 

 ５）報告事項 

   報告第５号説明、質疑 

 ６）議案審議 

   議案第５６号から議案第７０号まで（村長提出議案）説明、質疑、委員会付託 
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８．地方自治法第１４９条第１項の規定により長より提出された議案は次のとおりである。 

 １．報告第 ５号 損害賠償事件に係る損害賠償額の専決処分報告について 

 ２．議案第５６号 工事変更請負契約の締結について 

 ３．議案第５７号 工事変更請負契約の締結について 

 ４．議案第５８号 工事委託に関する変更協定の締結について 

 ５．議案第５９号 白馬村上下水道事業経営審議会条例の制定について 

 ６．議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の規定に伴う関係条例の

整備に関する条例について 

 ７．議案第６１号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律の規定に伴う関係条例の整備に関する条例について 

 ８．議案第６２号 白馬村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例について 

 ９．議案第６３号 白馬村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

１０．議案第６４号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

１１．議案第６５号 フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

１２．議案第６６号 白馬村災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 

１３．議案第６７号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第４号） 

１４．議案第６８号 令和元年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号） 

１５．議案第６９号 令和元年度白馬村水道事業会計補正予算（第２号） 

１６．議案第７０号 令和元年度白馬村下水道事業会計補正予算（第３号） 
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開会 午前１０時００分  

 １．開会宣告   

議長（北澤禎二郎君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。これより、令和元年第４回白馬村議会定例会を開会いたしま

す。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 ２．議事日程の報告   

議長（北澤禎二郎君）  本日の議事日程は、お手元に配付しています資料のとおりです。 

 △日程第１ 諸般の報告   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１ 諸般の報告をいたします。最初に、監査委員から令和元年８月分、

９月分、１０月分の一般会計、特別会計、水道事業会計、下水道事業会計の例月出納検査報告書と

令和元年度定期監査の経過報告が提出されております。内容につきましては、お手元に配付いたし

ました資料のとおりですので、これをもって報告にかえさせていただきます。 

 次に、北アルプス広域連合議会令和元年１１月定例会が１１月１４日に行なわれました。内容に

つきましては、お手元に配付いたしました資料のとおりですので、これをもって報告にかえさせて

いただきます。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 次に、本定例会において受理いたしました請願並びに陳情は、お手元に配付いたしました請願文

書表並びに陳情文書表のとおりですが、これらの文書表のとおり所管の常任委員会に付託いたした

いと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、請願文書表並びに陳情文書表のとおり、所管

の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 △日程第２ 会議録署名議員の指名   

議長（北澤禎二郎君）  日程第２ 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議規則第１１９条の規定により、第８番津滝俊幸議員、第９番横田孝穗議員、第１０番田中榮

一議員、以上３名を指名いたします。 

 △日程第３ 会期の決定   

議長（北澤禎二郎君）  日程第３ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、別紙令和元年第４回白馬村議会定例会日程予定表のとお

り、本日から１２月１３日までの１０日間と決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から１２月１３日ま
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での１０日間と決定いたしました。 

 △日程第４ 村長挨拶   

議長（北澤禎二郎君）  日程第４ 村長より招集の挨拶を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  令和元年第４回村議会定例会を招集をいたしましたところ、議員各位におかれ

ましては、ご多忙の中ご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 先ほどは長きにわたり議員活動に貢献され、表彰を受けられた３名の議員の方々には、心よりお

祝いを申し上げます。 

 さて、本年１０月１２日に発生をいたしました台風１９号により亡くなられた方々のご冥福をお

祈りいたしますとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。 

 長野県内でも、北信・東信の千曲川水系の自治体が、復旧・復興に向けて応急仮設住宅建設など

に全力で取り組んでいるところですが、被災された皆様が一刻も早くもとの穏やかな生活を取り戻

すことができるよう、心より願っております。 

 ９月定例会以降の観光客の入り込み状況についてご報告をさせていただきます。 

 ９月は、昨年、天候不順が続いたこともありますが、前年比１４５.６％となる１８万人余りの入

り込みがありました。２週連続で３連休があったことや、月の前半は天候が安定をしたこともあり、

山麓部と山岳部ともに順調な入り込みであったようです。 

 対しまして１０月ですが、県内を含め、各地で甚大な被害をもたらした台風１９号の影響で、白

馬村では、直接的な被害はなかったものの、やはり客不足に大きく響いたようであります。県観光

部の推計によると、県内宿泊施設ではキャンセルが相次ぎ、その損失額は２０数億円に上がるとの

ことでありました。また、同時期に白馬村でもキャンセル状況の実態を把握すべく、各観光協会の

協力を得て調査を実施いたしましたが、回答のあったものを集計しますと、１０月末までのキャン

セルとしては約２,８００泊、金額にして約１,７００万円という結果でありました。これは鉄道の

運休や高速道路の通行止めが大きく響いたほか、旅行も自粛をするといった動きもあったようであ

ります。このような状況でありましたので、１０月の入り込み状況は、前年比６３.６％となる約６万

人余りで、これまでに例がないほどの落ち込みでありました。 

 長野県では、台風１９号により落ち込んだ県内の観光需要を早期に回復するために、「がんばろ

う信州！観光キャンペーン」と題して、旅行や宿泊料金を割り引く長野県ふっこう割や、情報発信

等の強化に取り組むための補正予算を組みました。村でも、これら事業を活用しながら、県ととも

に観光需要の喚起と回復に取り組んでまいります。 

 グリーンシーズンにおける観光客数で見ると、１０月分までの状況では、１０連休であったゴー

ルデンウイークや、比較的天候が安定をした８月と９月の貢献もあり、前年比では１１１.５％とい

う状況になっております。ウインターシーズンに向けて恒例の行事では、先月２３日には、スキー

場合同安全祈願祭、そして雪乞い祈願が行なわれ、議会、観光局、索道事業者の皆様とともに、一
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日も早い降雪とスキー場を初め、村内各所のにぎわい、そして事故のない安全なシーズンになるこ

とを祈願をしてまいりました。 

 さて、事業執行状況について説明をさせていただきますが、総務課関係では、今年度の地区役員

懇談会は１０月２８日から１１月２２日までを集中期間とし、この期間以外にも随時受け付ける方

式で実施をいたしました。区の課題や将来像について懇談をいたしましたが、少子高齢化による担

い手不足、不振等の負担軽減が共通課題として出されました。中には地区の人口予測を示してほし

い旨の意見もあり、来年度において策定予定の白馬村第５次総合計画後期計画において、地区ごと

の人口予測をしたいと考えております。 

 ふるさと納税の動向ですが、１０月末の状況は、対前年比較１２０％で、返礼品目については

１４１件です。特に多くの方に選んでいただいている返礼品としては、白馬産米、宿泊補助券、ス

キー場のリフト券を選んでいただく方が非常に多い状況となっています。また、返礼品目の中でも

ミルキークイーンにつきましては、引き続き非常に人気な状態が続いており、今年度収穫の新米が

既に品切れに近い状況となっています。 

 こういった状況を受け、村内認定農業者の皆様に向けて、来年度以降におけるミルキークイーン

を新たに作付をしていただける農家の募集を行なっております。 

 景観行政団体への移行に関しましては、住民向けワークショップ、庁内関係各課、白馬建築業組

合、大北建設労働組合との勉強会、長野県とは都市計画法における白地地域の見直しに関する打ち

合わせを行なっている最中であります。県からは、スケジュール化も大事だが、今後の村を形成す

る指針となるので、住民との対話を重視するようアドバイスを受けております。 

 環境省クールチョイス宣言の一環として、ＣＯ２削減を目的に、８月から１１月まで取り組んだ

ＥＶ電気自動車シェアリング事業ですが、稼働率は約９７％と多くの方々にご利用をいただくこと

ができました。シェアリング期間中に開催した防災訓練では、トヨタユー・グループ様よりＰＨＥ

Ｖによる炊き出しを実施をしていただき、この場をおかりし、改めて御礼を申し上げるとともに、

自然災害の際に活用できる電気自動車の可能性について再認識をいたしたところです。 

 里山景観保全、通年観光、村有地有効利用のために取り組んでいる東山白沢村有林整備ですが、

９月３０日に村内関係団体や景観計画策定にご協力をいただいている芝浦工業大学学生による登山

道整備、１１月の９日から１０日には、地域おこし協力隊企画による森林整備の移住体験ツアーを

実施をいたしました。広報はくば１１月号でこのコース紹介をしており、往復約５.２キロメートル、

広葉樹林帯の歩きやすい道ですので、里山の魅力を体験していただければと思います。 

 令和元年当初予算編成に向けては、これまで以上に財政健全化を堅持し、財政悪化を回避するた

め、先月２７日に全職員を対象に予算編成会議を行ない、村の財政状況を説明して、歳入の確保、

歳出の徹底した圧縮を行なう方針を示しました。各種施策の優先順位については、厳しい取捨選択

を行ない、個性豊かで将来性のある村づくりのため、全職員が一丸となって英知を集め、創意工夫
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を凝らして予算編成に取り組んでいくよう指示したところです。 

 具体的な手法といたしましては、今年度は１０年以上ぶりに課ごとに一般財源を配分する一般財

源の枠配分方式による予算編成作業を行なうことといたしました。この方式により各課では、その

範囲内で創意工夫のもと、予算を組み立てる自己責任、自己決定型予算編成となります。職員がど

のような考えで、どのような予算要求を上げてくるか、私も楽しみにしているところです。 

 新防災情報配信システム事業の進捗については、請負業者と協議を行ない、今年度と来年度の事

業費が固まりましたので、本定例会で来年度の債務負担行為を含め、事業費の補正をさせていただ

きますので、よろしくお願いをいたします。 

 観光課関係では、白馬山案内人組合１００周年記念事業として、１０月の５日から６日にかけて、

ウイング２１を会場にＨａｋｕｂａ山フェスタが開催をされました。著名人によるトークショーや

山と案内人の歴史の紹介、写真展示など、魅力的な内容の盛りだくさんなこのイベントには、２日

間で３,１００人の来場があり、来場者にとっても、主催する側にとっても、大いに満足できるイベ

ントとなりました。１１月には記念式典も開催をされたところですが、これらを含め、１００周年

記念事業の実施に携わっていただきました実行委員会の皆様に、敬意と感謝を申し上げます。私は、

次の１００年に向けてよいスタートが切れたものと確信をしております。 

 地方創生推進交付金事業といたしまして実施をしているドローン事業についてですが、９月下旬

にドローン物流の実用化に向けた実地試験を実施をいたしました。それまでに小型機を用いて構築

をした航行ルートを、実際にドローンが荷物を積んで飛行するといった試験で、猿倉と白馬尻、白

馬尻と２号雪渓と区間を区切って、それぞれ約５キロの荷物を積載をしたドローンの飛行を行ない

ました。 

 今回の試験では、バッテリーの消耗を初めとする飛行データを取得することはできましたが、ド

ローンがヘリコプターにかわる物資の輸送手段として有用であるのかという点で見れば、手段とし

ては間違ってはいないが、今回、試験に用いた機体とその輸送量では、物足りないと言わざるを得

ない状況であります。そのため、ドローン物流実用化協議会では、来年度以降の実施の可否を含め、

事業計画の見直しを行なっているところであります。 

 農林課関係では、ことしの米の作況指数でありますが、農林水産省の１０月１５日現在の発表で

は、長野県中心地区は１００の平年並みとのことでありました。７月の日照不足による生育のおく

れや、８月の猛暑、９月は台風や前線の影響により、定まらない天候が続く中での刈り入れとなり

ましたが、気温が平年に比べて高く推移をした分、平年並みに落ち着いたということで安堵をして

おります。 

 鳥獣被害対策では、９月以降、熊の出没が絶えず、昨年の３倍程度の目撃情報がありました。特

に西山では、ドングリ等が不作であったことから、餌を求めて一斉に里へおりてきたものと考えま

す。警察や猟友会、村の関係する課の連携をとりながら、朝夕の見回りの実施、広報やメールでの
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注意喚起や出没情報の発信を行なってきたところであります。また、猿による農産物の被害がここ

何年か続いておりますが、地域の農業を維持発展させる活動が基礎であってこその獣害対策であり、

また、猿被害の対策となりますことから、地域住民とともに、獣害に強い地域をつくる重要性を感

じているところであります。 

 建設課関係では、本年度予定をしておりました工事関係は順調に進んでおりまして、特に村道の

舗装修繕につきましては、本年度の計画路線について、１１月中に全て完了をしたところでありま

す。また、９月定例議会で予算をお認めをいただきました菅地区の災害復旧事業につきましては、

鋭意設計を進めておりまして、年内には発注の見通しとなっております。 

 住民課関係では、ご心配をおかけしておりますリサイクルセンター等の整備事業の延期の件であ

りますが、裁判が終了し、現在は登記名義人の整理に関する登記事務の段階とのことであります。

北アルプス広域連合とは、共有地の名義人整理が行なわれた上で、リサイクルセンター等の建設と

清掃センターの解体撤去を行なうこととなっておりますので、登記事務の進捗状況を把握をし、広

域連合を初め、地権者、地元関係者の皆様とも連絡を密にしながら、整備事業を進めてまいりたい

と考えております。なお、北アルプス広域連合では、整備事業の再開に向けて、設計単価の見直し

業務等の費用を１１月の広域連合議会に提出し、可決されました。それに伴い、白馬村におきまし

ても、本定例会に提出します一般会計補正予算に、事業再開に向けての費用の負担金分の増額を計

上をしましたので、よろしくお願いをいたします。 

 健康福祉課関係では、１０月１日から白馬商工会において販売を開始をしましたプレミアム付き

商品券ですが、低所得者向けの商品券については、全国的に低調で、内閣府は、１０月の２５日時

点で購入申請があったのは約７１４万人と、対象者の約３４％にとどまっていると公表いたしまし

た。本村でも、申請は対象者の約４割程度にとどまっています。国では、低調な要因として、周知

不足や申請手続の煩雑さ、購入費用の負担がネックになっていると分析をしており、今後、村とい

たしましては、未申請者に対し、広報等を通じ申請を呼びかけるとともに、申請期限を１１月の

２９日としておりましたが、期限後の申請についても柔軟に対応をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、デマンド型乗り合いタクシーの関係ですが、５月から行なっておりました実証運行が１０月

末で終了をいたしました。土日・祝日の運行につきましては、１日当たりの利用者数が平均５.５人、

１便当たりの平均は０.６人でした。また、追加便の９便、１７時の便でありますが、平均乗車数が

０.３６人という結果で、土日・祝日９便の実証運行は、いずれも１便当たり１人に満たない低調な

結果となりました。来年度以降のデマンド型乗り合いタクシーの運行については、現在、地域公共

交通としての検討が進められておりますので、あわせて、この実証運行の結果をもとに、地域公共

交通検討委員会の福祉部会においても、検討を進めてまいります。 

 上下水道課関係では、昨年度から実施をしてきました公共下水道白馬村浄化センターの長寿明化
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更新工事である監視制御設備の工事については、無事完了の運びとなりました。技術の進歩により、

監視制御モニター等は従前に比べコンパクト化されました。なお、工事費の精算において減額が生

じたことから、日本下水道事業団との変更協定について、本定例会に議案を提出をいたします。ま

た、今年度より下水道事業特別会計が公営企業会計となりましたが、引き続き経理内容の明確化や

経営の持続性、安定性など、企業としての経済性を発揮できるよう取り組んでまいります。来年度

に向けては、上下水道事業の経営に関する重要事項や、料金、使用料に関する事項等を審議をして

いただくため、白馬村上下水道経営審議会を設置をする方針であり、この条例の制定につきまして

は、本定例会に提出をさせていただきますので、ご審議をお願いをいたします。 

 教育課関係ですが、教育課関係では、小中学校への空調設備設置工事については、年内の完成を

目指して進めてまいりましたが、３校５４教室への設置工事はほぼ工程どおり竣工の見込みとなり

ました。教育委員会では、空調設備の運用指針の策定をし、各学校に周知をしたところであります。

指針では、設備の稼働は教室内の室温が２８度以上のときとしておりますが、２８度以下でも各校

の判断で稼働できるものと定めております。児童生徒の健康状態に十分配慮した上で、指針に基づ

きながらの柔軟な運用をするとともに、地球温暖化防止の取り組みを継続しながら、快適な学習環

境を提供してまいるものであります。 

 子育て支援課関係では、子供たちに生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障す

るとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に、１０月から幼児教育・保育の無

償化制度がスタートをいたしました。制度開始に伴う諸手続においては、特に大きなトラブルもな

く、３歳から５歳までの児童の保育料無償化など、順調に制度移行ができたと聞いております。今

後も、保育の質の確保とサービス向上に努め、子育て支援の充実を図ってまいる所存であります。 

 生涯学習スポーツ課関係では、１１月の２１日に、本村と小谷村、信州大学の連携による震災アー

カイブの報告会が開催をされました。村民や報道関係者９０名ほどが集まり、白馬中学生が被災者

の聞き取りを通じた防災教育への取り組み等の発表や、今後のアーカイブを活用する中で、５年前

の神城断層地震を思い起こしながら、この震災が風化されないように伝え続け、学び、備え、災害

に負けない村づくりへの思いや、防災・減災に対する意識が一層高まることを期待をするところで

す。 

 東京２０２０オリンピック聖火リレーにつきましては、来年４月２日に白馬村に聖火が参ります。

村全体でこの聖火リレーを盛り上げ、聖火リレーにおける沿道への参加の告知や、ミニセレブレー

ション等のステージイベントを実施することにより、一人でも多くの皆さんがこの貴重な経験を共

有し、将来に語り継がれるような聖火リレーになるよう、一般会計補正予算に計上をいたしました。 

 ウイング２１の高屋根改修工事におきましては、工事施工中に構造上から室内に雨水が浸入する

ことが発覚したため、主要部材を変更し、施工するための一般会計補正予算についても計上をさせ

ていただいております。 
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 さて、ことし９月２３日に開催をされました「世界気候サミット」に声を届けるために、９月の

２０日に世界中で「気候マーチ」が開催をされました。白馬村でも、白馬高校２年生の有志３人の

呼びかけで、「グローバル気候マーチｉｎ白馬」という行動を起こし、このパレードには、村内外

から約１２０名が参加をし、美しい自然環境を未来に残すためにアクションすることを訴えました。

参加者は「来たときよりも美しく」「雪を守ろう」「Ｊｕｓｔ ｔａｋｅ ａｃｔｉｏｎ（今行動

しよう）」などのメッセージを書き込んだ手づくりのプラカードを手に、ＪＲ白馬駅から村役場ま

でデモ行進をし、子供から大人、外国人など、さまざまな人々が参加をしてメッセージを呼びかけ

ました。終点となる白馬村役場において、私に対して気候非常事態宣言を求められ、この宣言を日

本、さらに世界に声を届けたいとの強い要請を受けました。そこで、この思いに応えるために、こ

の議場において、白馬村における気候非常事態を宣言することとし、宣言文を朗読をさせていただ

きます。 

 ２０２０年度以降の地球温暖化対策の枠組みとして、温室効果ガスの排出量が急増をしている中

国、インドを含む１９６の国連気候変動枠組み条約加盟国が、気候変動の脅威とそれに対処する緊

急の必要性を認識し、その対処の必要性を目標としたパリ協定の本格的な対策が始まります。 

 ２０３０年までに地球温暖化の対策の行動を引き上げなければ、産業革命前の水準から地球の平

均気温上昇を１.５℃に抑制をする道は閉ざされると言われており、人類が、１.５℃目標の実現の

ために、これから５年から１０年が最後のチャンスと認識をするとともに、覚悟を持って行動を実

施できるかが、生活や経済、ひいては地球の行く末をも決定づけることとなります。 

 世界の温室効果ガス排出量は、今もなお増加を続けております。今こそ、危機感を共通認識する

とともに、地域社会における資源循環を高めながら、気候変動に対する取り組みを大きく加速させ

なければなりません。 

 日本でも、これまで感じたことのない酷暑、台風の強力化、短時間における集中豪雨など、全国

各地で気候変動に起因すると考えられる異常気象が多発をし、これにより多くの被害が発生をして

おります。 

 本村は、雄大な北アルプス白馬連峰のもと、国内外の人々を魅了するパウダースノーを含め、四

季を通じて類まれな山岳自然環境と、里山をはじめ姫川源流など、豊かで美しい自然と景観に恵ま

れています。 

 これまで、将来の村づくりの姿を、北アルプス山麓の自然に恵まれた村であるからこそできる「む

らごと自然公園」と位置づけ、現在は「魅力ある自然を守る村」を村づくりの基本目標として、本

村の発展を目指してまいりました。 

 地球温暖化に起因する気候変動は、本村にとっても極めて深刻な脅威であり、雄大な自然の恵み

を受けてきた本村だからこそ、今こそ、村民とともに気候変動に対して行動をしなければなりませ

ん。ここに気候非常事態を宣言することにより、この危機的状況を正面から向き合い、再生可能エ
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ネルギーにシフトするなど、将来の村民に持続可能な社会を引き継いでいけるよう、次の活動に取

り組みます。 

 １、「気候非常事態宣言」により、村民とともに白馬村から積極的に気候変動の危機に向き合い、

他自治体の取り組む模範となります。 

 ２、２０５０年における再生可能エネルギー自給率１００％を目指します。 

 ３、森林の適正な管理による温室効果ガスの排出抑制に取り組むこと等により、良質な自然環境

を守ります。 

 ４、四季を肌で感じることができるライフサイクルや、四季を通じたアクティビティの価値観を、

村民一人一人が大切にします。 

 ５、世界水準のスノーリゾートを目指すために、白馬の良質なパウダースノーを守ります。 

 以上が宣言文です。よろしくお願いいたします。 

 本定例会に提出をいたします案件は、報告１件、議案１５件であります。議案等につきましては、

担当課長より説明をさせますので、慎重なご審議を賜りますようお願いを申し上げ、本定例会の開

会に当たりましての挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  これより報告事項に入ります。なお、本定例会の質疑につきましては、会議

規則第５５条の規定により、１議員１議題につき３回まで、また会議規則第５４条第３項の規定に

より、自己の意見を述べることができないと定められておりますので、申し添えます。 

 △日程第５ 報告第５号 損害賠償事件に係る損害賠償額の専決処分報告について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第５ 報告第５号 損害賠償事件に係る損害賠償額の専決処分報告につ

いて、報告を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  報告第５号 損害賠償事件に係る損害賠償額の専決処分報告につき

ましてご説明をいたします。 

 損害賠償事件に係る損害賠償額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分をしましたので、同条第２項の規定により報告するものであります。 

 １枚おめくりをください。専決第１３号の内容ですが、令和元年７月２８日の午後３時ごろ、白

馬村大字北城１６２７６番地１付近の村道０２０８号線において、損害賠償請求者が所有し、妻が

運転する乗用車が走行中、本村が管理する道路側溝のグレーチング上を走行した際に、グレーチン

グがはね上がり燃料タンクを損傷させたものです。 

 村は、損害賠償請求者に対して、車両の修理代金９万２,９３７円の全額を賠償したものです。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 本件は、報告事項ですので、以上で日程第５は終了いたします。 

 これより議案の審議に入ります。 

 お諮りいたします。日程第６ 議案第５６号は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会

付託を省略したいと思いますが、これについて採決いたします。この採決は挙手によって行ないま

す。日程第６ 議案第５６号は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第５６号の委員会付託を省略する件は可決され

ました。したがって、委員会付託を省略し、質疑、討論、採決をすることにいたしました。 

 △日程第６ 議案第５６号 工事変更請負契約の締結について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第６ 議案第５６号 工事変更請負契約の締結についてを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。関口生涯学習スポーツ課長。 

生涯学習スポーツ課長（関口久人君）  それでは、議案第５６号についてご説明申し上げます。 

 工事変更請負契約の締結について、次のとおり工事変更請負契約を締結したいので、地方自治法

第９６条第１項第５号及び議会の議決に付するべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第

２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的ですが、令和元年度白馬村ウイング２１高屋根改修工事でございます。 

 契約金額は、１億１,０００万円で、変更増加額を６８万２,０００円とし、変更後契約額を１億

１,０６８万２,０００円としたいものであります。 

 契約の相手方は、長野県北安曇郡の白馬村大字北城２６２番地、株式会社相模組白馬営業所所長

宮澤宏明であります。 

 工事の変更内容でございますが、本件は白馬村ウイング２１の雨漏りを抜本的に改修繕するため、

高屋根部に屋根を取りつけるカバー工法を採用しておりましたが、施工中に構造上、外壁より浸入

水があることが判明したため、外壁材等の変更をしたいものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決をいたします。この採決は、挙手によって行います。 

 議案第５６号 工事変更請負契約の締結についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手

を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第５６号は原案のとおり可決されました。 

 △日程第７ 議案第５７号 工事変更請負契約の締結について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第７ 議案第５７号 工事変更請負契約の締結についてを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。田中教育課長。 

教育課長兼子育て支援課長（田中克俊君）  議案第５７号 工事変更請負契約の締結についてご説明

をいたします。 

 次のとおり、工事変更請負契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。 

 契約の目的は、平成３０年度白馬村立小中学校空調設備設置工事でございます。 

 変更前の契約金額は１億４,８５０万円で、変更増加額を１１３万３,０００円とし、変更後、契

約額を１億４,９６３万３,０００円としたいものであります。 

 契約の相手方は、松本市大手３丁目４番５号、北野建設株式会社松本支店支店長、岩波智成であ

ります。 

 主な変更内容としましては、増額として、白馬北小学校でエアコン台数の増、白馬中学校で室外

機架台の仕様変更、３校の共通として、室外機転倒防止措置の仕様変更でございます。 

 また、減額として、白馬北小学校のキュービクルの仕様変更でございます。 

 説明は以上であります。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第８ 議案第５８号 工事委託に関する変更協定の締結について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第８ 議案第５８号 工事委託に関する変更協定の締結についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井洋君）  議案第５８号 工事委託に関する変更協定の締結についてご説明申し上
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げます。 

 次のとおり工事委託に関する協定の一部を変更する協定を締結したいので、地方自治法第９６条

第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定

により議会の議決を求めるものでございます。 

 協定の目的でございますが、白馬村公共下水道、白馬村浄化センターの建設工事委託に関する協

定の一部を変更するものであります。 

 平成３０年度から行ってまいりました白馬村浄化センターの長寿命化更新工事でありますが、こ

のたび監視制御施設の入れかえ工事が完了し、無事完了の運びとなりました。 

 工事の精算に伴い協定金額を変更するものでありまして、変更前の協定額が「１億３,０００万円」

であったものを２４８万円減額いたしまして、変更後の協定を「１億２,７５２万円」とするもので

あります。 

 協定の相手側ですが、東京都文京区湯島２丁目３１番２７号、地方共同法人日本下水道事業団理

事長、辻原俊博であります。 

 減額の主なものは、入れかえ工事に伴う仮設工事、また、管理事務費等を縮減したものでありま

す。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第９ 議案第５９号 白馬村上下水道事業経営審議会条例の制定について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第９ 議案第５９号 白馬村上下水道事業経営審議会条例の制定につい

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井洋君）  議案第５９号 白馬村上下水道事業経営審議会条例の制定についてご説

明申し上げます。 

 上下水道事業の円滑な経営を目的に、村長の諮問に応じ、経営的視点で必要な調査、審議を行な

うため設置をしたいものでございます。 

 １枚おめくりください。 

 １条の設置につきましては、地方公営企業法第１４条の規定に基づき設置いたします。 

 第２条の任務でございますが、村長の諮問に応じて、上下水道事業の経営に関する事項について

調査、審議するものでございます。 

 ３条の組織は、使用者及び受益者の代表者や識見を有する者、また、村長が必要とする者、公募
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による者から組織いたします。 

 ４条の任期につきましては、２年間といたしまして、５条から８条にかけまして、会長の選任、

会議、庶務等に関することを述べてございます。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１０ 議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の規定に伴う

関係条例の整備に関する条例について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１０ 議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する

法律の規定に伴う関係条例の整備に関する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

の規定に伴う関係条例の整備に関する条例についてご説明申し上げます。 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が公布をされ、令和２年４月１日からの施行

に伴い、これに関係する条例の改正、廃止を行なうものです。 

 新旧対照表でご説明をさせていただきますので１１ページをごらんください。 

 第１条は、白馬村執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部改正になります。 

 これは、特別職、非常勤職員の要件が厳格化され、本来、村長から諮問されている委員会が要綱

となっているものについては、附属機関として条例にこれらを位置づけるものなどになります。 

 １４ページをごらんください。 

 第２条は、白馬村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正になります。 

 これは、人事行政の運営状況の報告をする職員のうち、除かれる非常勤職員からフルタイム会計

年度任用職員を除く規定を加えるものになります。 

 第３条は、職務の専念する義務の特例に関する条例の一部改正になります。 

 これは、本条例の職員のうち、パートタイム会計年度任用職員及び短時間勤務職員を除く規定を

加えるものです。 

 １５ページをごらんください。 

 第４条は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正になります。 

 これは、非常勤職員の勤務時間及び休暇について、別に村長が定める規定に改正をするものでご

ざいます。 

 第５条は、白馬村職員の育児休業等に関する条例の一部改正になります。 
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 これは、育児休業をしている職員の勤勉手当の支給に関し、その職員の規定から、会計年度任用

職員を除く規定などを加えるものであります。 

 １７ページをごらんください。 

 第６条は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正になります。 

 これは、引用している地方公務員法の項が削除されたことによるものでございます。 

 １８ページをごらんください。 

 第７条は、職員の分限に関する条例の一部改正になります。 

 これは、会計年度任用職員の休職期間の規定を加えるものであります。 

 １９ページ、第８条は、職員の懲戒に関する条例の一部改正になります。 

 これは、パートタイム会計年度任用職員の減額となる報酬額の規定を加えるものです。 

 第９条は、白馬村特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正になります。 

 これは、特別職、非常勤職員の要件が厳格化されたことにより、報酬を支給できる吏員を整理す

るものでございます。 

 飛びまして、２７ページをごらんください。 

 第１０条は、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正になります。 

 これは、非常勤職員の給与等については、別に条例を定める改正となります。 

 第１１条は、白馬村公民館条例の一部改正になります。これは、館長及び副館長の任期の項を削

除するものです。 

 第１２条は、白馬村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正になります。 

 これは、企業職員の給与の基準について、給与条例を準用する規定に改正し、非常勤職員の給与

の規定を加えるものです。 

 １０ページの改め文にお戻りください。 

 第１３条は、白馬村嘱託職員の任用及び勤務条件等に関する条例を廃止するものです。 

 これは、会計年度任用職員への移行に伴い、本村の嘱託職員制度を廃止するものです。 

 附則として、この条例は令和２年４月１日から施行するものです。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１１ 議案第６１号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律の規定に伴う関係条例の整備に関す

る条例について   
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議長（北澤禎二郎君）  日程第１１ 議案第６１号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化等を図るための関係法律の整備に関する法律の規定に伴う関係条例の整備に関する条例について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第６１号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等

を図るための関係法律の整備に関する法律の規定に伴う関係条例の整備に関する条例についてご説

明を申し上げます。 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行に伴い、これに関係する条例の改正を行なうもので、各法律の成年被後見人及び被補佐人の項

が削除され、号ずれが生じることとなり、その号を引用している条例を改正するものです。 

 新旧対照表でご説明をさせていただきますので、２枚おめくりをいただきたいと思います。 

 第１条は、職員の分限に関する条例の一部改正になります。これは、号ずれに伴う改正でござい

ます。 

 第２条は、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正になります。これは、引用している条文

を削除するものです。 

 おめくりをいただき、第３条、白馬村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正になります。これは、号ずれに伴う改正です。 

 改め文の２ページをごらんください。 

 この条例は、令和元年１２月１４日から施行するものです。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  ただいまの日程第１１ 議案第６１号の説明の中で、「成年後見人」と言い

ましたが、「成年被後見人」ですので訂正をいたします。 

 失礼しました。 

 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１２ 議案第６２号 白馬村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１２ 議案第６２号 白馬村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第６２号 白馬村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する
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条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 この条例の一部改正は、令和元年人事院勧告に伴う特別職の職員の給与に関する法律の一部改正

に準拠し、議員の期末手当の支給月数を改定するため、所要の改正を行なうものです。 

 新旧対照表で改正内容をご説明いたしますので、２枚おめくりをいただき、第１条関係の新旧対

照表をごらんください。 

 改正の概要ですが、第４条は期末手当の支給率を、これまで年間「３.３５月分」であったものを

０.０５月分引き上げ「３.４月分」とするもので、改め文附則第１項で、条例の施行日を公布の日

とし、附則第２項の規定により、令和元年１２月１日に遡及して適用することとしております。 

 最終ページ、第２条関係新旧対照表をごらんください。 

 同じく、第４条で、令和２年度以降についての期末手当を６月支給分と１２月支給分の支給率を

１.７月と同じにすることとし、改め文附則第１項後段で、条例の施行日を令和２年４月１日とし一

部改正したいものです。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１３ 議案第６３号 白馬村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正

する条例について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１３ 議案第６３号 白馬村特別職の職員で常勤の者の給与に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第６３号 白馬村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例

の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 この条例の一部改正は、議案第６２号と同様で、令和元年人事院勧告に伴う特別職の職員の給与

に関する法律の一部改正に準拠し、常勤特別職の期末手当の支給月数を改定するため所要の改正を

行なうものです。 

 新旧対照表で改正内容をご説明いたしますので、２枚おめくりをいただき第１条関係の新旧対照

表をごらんください。 

 改正の概要ですが、第２条は期末手当の支給率をこれまで年間３.３５月分であったものを

０.０５月分引き上げ３.４月分にするもので、改め文附則第１項で条例の施行日を公布の日とし、

第２項の規定により令和元年１２月１日に遡及して適用することとしております。 

 最終ページ、第２条関係新旧対照表をごらんください。 
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 同じく第２条で、令和２年度以降についての期末手当を６月支給分と１２月支給分の支給率を

１.７月と同じすることとし、改め文附則第１項後段で条例の施行日を令和２年４月１日として、一

部改正をしたいものでございます。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１４ 議案第６４号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１４ 議案第６４号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第６４号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例についてご説明申し上げます。 

 この条例の一部改正は、令和元年人事院勧告に伴う一般職の職員の給与に関する法律の一部改正

に準拠した給与改定をするため、所要の改定を行なうものでございます。 

 新旧対照表で改正内容をご説明いたしますので、７ページをごらんください。 

 第２４条は、宿日直手当の上限額を５,９００円から６,１００円へ増額改定としております。 

 第３０条は、勤勉手当の支給割合を０.０５月分引き上げることとしております。 

 ８ページから１４ページまでの別表第１第５条関係の給料表は、民間との初任給との間に差があ

ることを踏まえ、若年層の月例給を平均改定率０.１％引き上げとしております。 

 ６ページの改め文にお戻りをいただきたいと思います。 

 この条例の施行日につきましては、公布の日から施行するものです。附則第２項は、別表第１の

給料表は平成３１年４月１日、０.０５月分引き上げの勤勉手当の額に関する規定は令和元年１２月

１日に、それぞれ遡及適用するものでございます。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１５ 議案第６５号 フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正

する条例について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１５ 議案第６５号 フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する

条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 
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参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第６５号 フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例

の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 ３枚おめくりをいただき、新旧対照表をごらんください。 

 別表第１の第５条関係では、本年の人事院勧告により本村の職員の給料表を改正することに伴い、

会計年度任用職員の給料表の改正を併せて行なうものです。 

 もう１枚おめくりをいただきたいと思います。 

 給料表の６１号俸から７５号俸については、新たに公営塾講師等の適用する号俸を加えたもので

す。 

 この条例は令和２年４月１日から施行するものです。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１６ 議案第６６号 白馬村災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１６ 議案第６６号 白馬村災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第６６号 白馬村災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改

正する条例についてご説明申し上げます。 

 ２枚おめくりをいただき、３分の２の新旧対照表をごらんください。 

 今回の改正は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が公布をされ、これに伴

い準則が通知されたことによるものです。目次といたしまして、第５章雑則を加えております。 

 第１５条償還等では、第３項災害援護資金の貸し付けを受けた者が、支払期日に償還金を支払う

ことが著しく困難と認められる時は、償還金の支払いを猶予することができるといった規定とする

ものです。 

 第１６条は、村における災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する調査、審議する合議制機

関として支給審査委員会の設置に関する規定になります。 

 この条例は公布の日から施行するものです。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 
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 △日程第１７ 議案第６７号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第４号）   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１７ 議案第６７号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第４号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第６７号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第４号）につ

きましてご説明をいたします。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５,１３６万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ６４億７,７８６万４,０００円とするものであります。 

 ８ページ、歳入明細をごらんください。 

 主なものについてご説明をさせていただきます。 

 ９款１項１目地方交付税は、普通交付税を６,００１万７,０００円増額するものです。 

 １２款１項５目観光使用料３５万円は、ナイトシャトルバスの延長運行による使用料の増額です。 

 １３款１項３目災害費国庫負担金１００万３,０００円の増額は、災害査定の結果、事業費の増額

によるものです。 

 ９ページをごらんください。 

 １３款２項２目衛生費国庫補助金２５６万７,０００円の減額は、国庫金の要綱改正による減額で

す。 

 １４款１項１目民生費県負担金２８０万９,０００円の増額は、主に国民健康保険保険基盤安定負

担金の額の確定によるものです。 

 １４款２項３目衛生費県補助金３３万２,０００円の減額は、県補助内示額の減額によるものです。 

 １０ページをごらんください。 

 １５款１項２目利子及び配当金４万円の増額は、財政調整基金利子の増額によるものです。 

 １６款１項１目一般寄附金１億１,０４０万円の増額は、寄附金額の増加に合わせて、ふるさと白

馬村を応援する寄附金を１億１,０００万円、ふるさと白馬ひとづくり寄附金を４０万円増額したこ

とによるものです。 

 １７款１項２目ふるさと白馬村を応援する基金繰入金６２０万円の増額は、主に東京２０２０聖

火リレー運営事業にスポーツ振興基金５００万円と、ナイトシャトルバスの延長運行に伴う国際観

光地づくり基金９０万円を繰り入れるものです。 

 １１ページをごらんください。 

 １９款４項１目雑入１２１万１,０００円の増額は、落雷による南小体育館煙感知器損害保険料

５９万８,０００円と、平成３０年度障害児入所給付費等国庫負担金と医療費等国庫負担金６１万

３,０００円によりものです。 

 ２０款１項村債では、６目消防債１億２,９６０万円の減額は、防災情報伝達システムの初年度工
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事費の額の確定によるもの。１０目災害復旧債９０万円の増額は、災害査定による事業費の増額と

起債対象事業費の増額によるものです。 

 １２ページ、歳出明細をごらんください。 

 全般的に一般職給料、職員手当、共済組合の負担金は、人事院勧告を受けた給与法等の改正によ

り、国に準拠し一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に伴いまして、増額補正を

させていただくものが主な内容でございます。 

 ２款１項１目一般管理事業１６０万９,０００円の増額は、非正規職員の人数増加による社会保険

料の増額が主なものでございます。６目ふるさと納税事業５,５２０万円の増額は、寄附金額の増額

に合わせましてプロモーション委託料と返礼品業務委託料の増額が主なものです。 

 １３ページから１４ページにかけまして、２款７項３目スポーツ振興事業５００万円の増額は、

東京２０２０オリンピック聖火リレー運営事業に係る経費です。これにつきましては、特定財源と

して先ほどもご説明させていただきましたふるさと白馬村を応援する基金繰入金を計上しておりま

す。 

 ３款１項３目心身障害者福祉事業４９７万４,０００円の増額は、児童福祉給付対象者数や件数の

増加による児童福祉給付費の増額が主なものです。 

 １５ページ、３款１項６目住民国保事業２１２万４,０００円の増額は、先ほども説明をいたしま

した保険基盤安定負担金の額の確定による繰出金の増額となります。 

 少し飛びまして１７ページをごらんください。 

 ４款１項１目合併処理浄化槽整備事業３２３万３,０００円の減額は、国庫金の要綱改正と県補助

の内示額減額に合わせて、事業費も減額したものです。同じく２目母子保健衛生事業７３万

３,０００円の増額は、平成３０年度未熟児養育医療費国庫負担金及び母子保健医療対策事業国庫補

助金の額確定による返還金となります。 

 １８ページ、４款２項１目塵芥処理事業９４万２,０００円の増額は、北アルプス広域連合１１月

定例会にて議決をされましたごみ処理広域化推進負担金の増額によるものです。 

 ５款１項４目多面的機能支払交付金事業６６万６,０００円の増額は、対象農地の増加によるもの

です。 

 少し飛びまして、２０ページをごらんください。 

 ６款１項３目海外観光客受皿整備事業１２９万４,０００円の増額は、ナイトシャトルバスの延長

運行による業務委託料です。これにつきましては、特定財源として先ほど説明いたしましたふるさ

と白馬村を応援する基金繰入金を計上してございます。 

 ２１ページ、８款１項４目防災事業１億３,０２２万７,０００円の減額は、防災情報伝達システ

ムの初年度工事費の額確定によるものです。 

 ２２ページ、９款２項１目南小学校管理事業５９万９,０００円の増額は、落雷による南小体育館
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煙感知器修繕費によるものです。 

 ２３ページ、９款５項２目ウィング２１維持管理事業９３万２,０００円の増額は、ウィング

２１高屋根改修工事の増工によるものが主なものです。 

 １０款２項２目現年発生公共土木施設災害復旧事業１５３万８,０００円の増額は、災害査定実施

結果による工事費の増額が主なものです。 

 ２４ページ、１１款１項公債費４５万４,０００円の減額は、１０年リース見直しにより、利率が

下がったことによるものです。 

 １２款１項３目ふるさと納税基金事業１億１,０００万円の増額は、寄附金の増額により積立金も

増額をしたものです。 

 ２５ページ、６目ふるさと白馬ひとづくり基金事業８０万円の増額は、これも寄附金の増額によ

り積立金も増額をしたものです。 

 お戻りをいただき、５ページをごらんください。 

 第２表債務負担行為補正につきましては、防災情報配信システムの事業の今年度と翌年度の費用

が確定をしたため、債務負担行為の限度額を変更するものです。 

 第３表地方債補正につきましては、防災情報配信システムによる防災事業と公共土木施設災害復

旧事業の補正に伴い、限度額をそれぞれ変更してございます。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１８ 議案第６８号 令和元年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１８ 議案第６８号 令和元年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会

計補正予算（第３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。山岸住民課長。 

住民課長（山岸茂幸君）  議案第６８号 令和元年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３号）につきましてご説明いたします。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０９万５,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を１１億１,０３７万４,０００円とするものでございます。 

 ５ページの歳入明細をごらんください。 

 ５款１項一般会計繰入金２１２万４,０００円の増額は、１節保険基盤安定繰入金３２１万

９,０００円は、本年度の繰入額が確定したことによるもので、５節事務費繰入金１１４万

５,０００円は、歳出の電算委託料の減額により繰入額を減額するものであります。 

 ２項基金繰入金３２１万９,０００円の減額は、保険基盤安定繰入金の増額により財政調整基金か
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らの繰入額を同額減額するものであります。 

 裏面の歳出明細をごらんください。 

 １款１項１目一般管理費一般管理経費１０９万５,０００円の減額は、国民健康保険の制度改正に

伴う電算委託料のうち、次年度において県下一斉にシステム改修することとなった費用の減額が主

なものであります。 

 ３款１項医療給付費分、次のページになりますが、３項介護給付金分４款１項特定健康診査等事

業費は、財源の組み替えを行なうものであります。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１９ 議案第６９号 令和元年度白馬村水道事業会計補正予算（第２号）   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１９ 議案第６９号 令和元年度白馬村水道事業会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井洋君）  議案第６９号 令和元年度白馬村水道事業会計補正予算（第２号）につ

いてご説明申し上げます。 

 第２条、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正したいものであります。 

 第１款収入の水道事業収益では、１,６７０万円を増額いたしまして、３億３,１９９万

９,０００円といたします。内訳でございますが、営業収益の関係で使用料と加入分担金がふえてお

りまして１,５５１万円、また営業外収益といたしまして消火栓の移転補償費等でございますが

１１９万円の増額でございます。 

 支出の水道事業費用の関係では、５８万６,０００円増額いたしまして、２億７,４４１万

６,０００円といたします。内訳は、企業会計支援委託費等でございます。 

 第３条の資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおりに補正するものでございます。 

 第１款資本的収入を３,５６１万１,０００円減額いたしまして、１,３９９万７,０００円といた

します。内訳でございますが、分担金及び負担金収入が１,１２１万１,０００円の減額、また企業

債が２,４４０万円の減額。 

 資本的支出の関係につきましては、３,２３２万４,０００円の減額といたしまして、９,６２１万

１,０００円といたします。内訳でございますが、建設改良費３,２３２万４,０００円の減額となっ

ております。 

 この資本的収入と支出の減額の大きな理由でございますが、当年度予定しておりました長野県大
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町建設事務所発注の県道白馬美麻線の改良工事、これは反田橋のかけかえを含みますので非常に大

規模な改良工事でございますが、この工事に合わせまして、現在添架されております水道施設の仮

設工事また布設替工事を実施する予定でございましたが、県側のほうで発注に至るまでに不測の日

数を要したようでございまして、つい最近の発注となったものでございます。その結果、私どもの

実施する工事の予定が来年度４月以降にずれ込むということが判明いたしました。そのため今年度

予算といたしまして、収入のもの、県からの補償負担金また建設改良費を減額いたします。またそ

れに伴いまして、借りる予定でございました企業債等も減額ということでございます。 

 次のページ、第４条の関係でございますが、起債を借りる予定がなくなりましたので廃止といた

します。 

 また第５条は、人事院勧告等に伴います職員の給与費の増額ということで、３万６,０００円でご

ざいます。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第２０ 議案第７０号 令和元年度白馬村下水道事業会計補正予算（第３号）   

議長（北澤禎二郎君）  日程第２０ 議案第７０号 令和元年度白馬村下水道事業会計補正予算（第

３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井洋君）  議案第７０号 令和元年度白馬村下水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて説明を申し上げます。 

 第２条の収益的支出予定額のうち、第１款の下水道事業費用の内容を組み替えるものでございま

して、第３項の特別損失の関係でございます。漏水減免還付金が不足となる見込みのため、４５万

２,０００円を増額いたしまして、１,３８５万円といたします。そのため、またその分を営業費用

と同額で減額ということで、既決予算額５億６,９９６万７,０００円は変わりはございません。 

 第３条資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおりに補正するものでございます。 

 資本的収入３,０４４万７,０００円を減額いたしまして、資本的収入総額４億４,３５８万

７,０００円といたしまして、資本的支出は３,９５８万７,０００円を減額いたしまして、資本的支

出総額５億７,１６１万６,０００円とするものでございます。 

 この資本的収入と支出の減額の大きな理由でございますが、先ほどの水道事業会計でもご説明い

たしましたとおり、長野県大町建設事務所発注の県道白馬美麻線の改良工事に合わせまして添架さ

れております下水道施設の仮設工事と布設替工事を実施する予定でございましたが、工事の実施が
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来年度にずれ込むということになったため、それぞれ減額をするものでございます。 

 また、収入のうち第３項の負担金につきましては増額となっておりますが、今年度、開発等が多

くございまして、区域外流入負担金がふえておりますので、９５２万円の増額とさせていただくも

のでございます。 

 次のページ、第４条起債の限度額の関係ですが、それも建設改良工事に合わせました形で補正を

させていただくものでございます。 

 第５条の関係に、職員給与費の関係につきましても、人事院勧告に基づく職員給与費の増額とい

うことでございます。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第５７号から議案第７０号までは、お手元に配付いたしました令和元年

第４回白馬村議会定例会常任委員会等付託書のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたした

いと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、議案第５７号から議案第７０号までは、常任

委員会等付託書のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 これで、本定例会の第１日目の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日１２月５日、午前１０時から本会議を行ないたいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、明日１２月５日、午前１０時から本会議を行

なうことに決定いたしました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。大変ご苦労さまでした。 

散会 午前１１時３３分  
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令和元年第４回白馬村議会定例会議事日程 

令和元年１２月５日（木）午前１０時開議 

（第２日目） 

１．開 議 宣 告 

日程第 １ 一般質問 
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令和元年第４回白馬村議会定例会（第２日目） 

 

１．日  時 令和元年１２月５日 午前１０時より 

２．場  所 白馬村議会議場 

３．応招議員 

   第 １ 番   太 谷 修 助      第 ７ 番   加 藤 亮 輔 

   第 ２ 番   丸 山 勇太郎      第 ８ 番   津 滝 俊 幸 

   第 ３ 番   田 中 麻 乃      第 ９ 番   横 田 孝 穗 

   第 ４ 番   太 田 正 治      第１０番   田 中 榮 一 

   第 ５ 番   伊 藤 まゆみ      第１１番   太 田 伸 子 

   第 ６ 番   松 本 喜美人      第１２番   北 澤 禎二郎 

４．欠席議員  

   なし 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

 村    長   下 川 正 剛    副 村 長   横 山 秋 一 

 教 育 長   平 林   豊    参事兼総務課長   吉 田 久 夫 

 健康福祉課長   松 澤 孝 行    会計管理者・室長   田 中   哲 

 建 設 課 長   矢 口 俊 樹    観 光 課 長   太 田 雄 介 

 農 政 課 長   下 川 啓 一    上下水道課長   酒 井   洋 

 税 務 課 長   横 川 辰 彦    住 民 課 長   山 岸 茂 幸 

 教育課長兼子育て支援課長    田 中 克 俊    生涯学習スポーツ課長   関 口 久 人 

 総務課長補佐兼総務係長   下 川 浩 毅     

６．職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長   太 田 洋 一 

７．本日の日程 

 １）一般質問 
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開議 午前１０時００分  

 １．開議宣告   

議長（北澤禎二郎君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。 

 これより、令和元年第４回白馬村議会定例会第２日目の会議を開きます。 

 ２．議事日程の報告   

議長（北澤禎二郎君）  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあります資料のとおりです。 

 △日程第１ 一般質問   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１ 一般質問を行ないます。 

 会議規則第６１条第２項の規定により、本定例会に一般質問の通告をされた方は１０名です。本

日は、通告された方のうち５名の方の一般質問を行ないます。 

 質問をされる議員は、質問、答弁を含めた１時間の中で、質問事項を明確、簡潔に質問されるよ

うお願いいたします。 

 なお、本定例会の再質問につきましては、会議規則第６３条の規定により、１議員１議題につき

３回までと定められておりますが、制限時間内での再質問は議長においてこれを許可いたしますの

で申し添えます。 

 それでは、あらかじめ質問の順位を定めてありますので、順次一般質問を許します。 

 最初に、第３番田中麻乃議員の一般質問を許します。第３番田中麻乃議員。 

第３番（田中麻乃君）  ３番田中麻乃でございます。 

 まず、初めに、１０月に発生した台風１９号の被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げ

ますとともに、被災された皆様が早く日常を取り戻すことができますようお祈り申し上げます。 

 昨日、白馬村は、気候非常事態を宣言されました。村長が、この宣言をする際に思いに答えたと

されるグローバル気候マーチを起こした白馬高校生は、気候危機を自分事に、一人一人の意識から

村全体の大きな意識につなげたい。私たちの未来や白馬村、日本のために気候変動に対する対策を

優先的にとってほしいなど、住民一人一人が気候変動に主体的になること。行政も具体的な対策を

優先して取り組むことを訴えました。 

 宣言後の村の具体的な行動が求められています。 

 本日は、この気候非常事態宣言にも関連した気候変動問題について、神城断層地震から５年経過

した今、災害に強い村になるための地域防災や危機管理について、通告に従い２問お伺いいたしま

す。 

 まず、初めに、気候変動問題についてです。 

 台風１９号では、交通網、住宅、工場、農業などビジネスにも破滅的な被害がありました。また、

台風１９号の極めてひどい強風は、地球温暖化によって世界的に嵐がその強さを増すという傾向に
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合致するもので、科学者は、地球温暖化がさらに進めば海面水温の上昇によってスーパー台風がよ

り一層ひどくなると予測しています。 

 国連気候行動サミットでスピーチを行なったグレタ・トゥーンベリさんが話題になっていますが、

科学に学び、気候危機に向き合うよう呼びかけている将来世代にとって、気候災害は大きな懸念の

一つです。気候災害をこれ以上激化させないための温暖化対策、省エネ、脱石炭、再生可能エネル

ギーへの転換など、地域、自治体、企業体、市民レベルで意識改革が必要です。そこで、以下につ

いてお伺いいたします。 

 １、白馬村のエネルギー自給率の目標と進捗について伺います。 

 ２、平成１９年には地域新エネルギービジョン、平成２１年には白馬村地球温暖化対策地域推進

計画が策定されています。それぞれの現在の位置づけと進捗について伺います。 

 ３、第５次総合計画では、クリーンエネルギー、自然エネルギーの利活用が掲げられています。

村の今後の考えと方向性について伺います。 

 ４、自然エネルギー導入を検討している行政区や地域企業がありますが、村の支援体制について

伺います。 

 ５、白馬村は、ことし５月にスノーコミュニティーの団体が、気候変動地域経済シンポジウムを

開催、白馬高校生が９月にグローバル気候マーチ、１１月にはチャリティーバザーを開催し、収益

の一部を気候変動の難民のための国連高等難民弁務官事務所を通して寄附する活動など、市民が気

候危機を自分事として立ち上がっています。村の気候危機に対する姿勢について伺います。 

 ６につきましては、昨日非常事態宣言をされましたので、改めてご答弁いただけることがありま

したらお答えいただきたいと思います。 

 ６、白馬でも、毎年雪不足に悩まされるなど、気候変動の影響を肌で感じ、地域の自然環境や社

会経済に与える影響が危惧されています。世界水準の環境配慮型の山岳リゾートとして、地球温暖

化対策をリードしていく姿勢を村内外に示すためにも、気候非常事態宣言を発動してはいかがでし

ょうか。 

 以上になります。お願いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  田中麻乃議員から、気候変動問題について６つの項目のご質問をいただいてお

りますので、順次ご答弁をさせていただきます。 

 １点目の、本村のエネルギー自給率の目標と進捗についてのご質問ですが、村独自の指標はござ

いませんが、認定ＮＰＯ法人、環境エネルギー政策研究所発表の永続地帯２０１８年度版の報告書

によりますと、本村の電力の自給率は１０１.７５％で、全国の１５１位であります。食糧自給や再

生可能エネルギーを含めたエネルギー自給率は１００％に満たず、全国のランキングに入ってはお

りません。 
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 白馬村もかつてそうであったように、農耕民族である日本では米や畑、山でとれた農産物、特用

の林産物を食べ、山でとれたまき、枝等で暖をとってきました。 

 これが、農山村の本来の姿であると思っております。村としては、やはり協定の中期目標年度と

リンクするような数値目標はございませんが、文明豊かな時代になり、どのご家庭でも多かれ少な

かれ、化石エネルギーの恩恵にあずかっており、家庭のレベルでエネルギー転換も考える時期にき

ているのではというふうに思っております。 

 その一方で、環境政策として、公共施設に再生可能エネルギー設備の導入も理想でありますが、

現実問題として導入費用をどうするかということが大きな課題であります。 

 ２点目の、地域新エネルギービジョン、地球温暖化対策地域推進計画の現在の位置づけの進捗に

ついてでありますが、再生可能エネルギー施策のスタートであると認識をしており、少しずつでは

ありますが、官民で取り組みを進めています。 

 過去には、民間団体で取り組んだ雪氷エネルギーの研究や、現在では各ご家庭での太陽光発電補

助、ＰＨＥＶに使用する充電装置の補助、ペレットストーブの補助、ＥＶシェアリング事業、公用

車の低公害車への転換、木質バイオマス調査研究、また小水力発電事業等を進めております。 

 また、本村は、平成２９年６月に地球温暖化防止対策のための国民運動、「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩ

ＣＥ（賢い選択）」を宣言をいたしました。これは、世界に誇る山岳環境や豊かな里山環境を有し、

美しい自然や景観に恵まれており、この豊かな自然環境の保全に努めてまいります。 

 ３点目と４点目は関連がありますので、まとめてお答えをさせていただきますが、第５次総合計

画に掲げられているクリーンエネルギー、自然エネルギーの利活用の考えと方向性ですが、先ほど

来申し上げているとおりですが、行政でも少しずつではありますが取り組みをしており、今後も継

続をする方針であります。 

 自然エネルギー導入を検討している行政区や、地域企業への村の支援体制についてでありますが、

過去に小水力発電事業に取り組んだ職員もおりますので、相談に乗ることはもちろんですし、初歩

的な地域を流れている河川や農業用水路、砂防ダムの水を利用して小水力発電所をつくれないかと

いった第一歩から相談に乗ってまいりますし、可能な限り支援をさせていただく方針であります。 

 水力発電建設計画においては、最も重要な資料である流量資料等の収集や測定方法、関連する河

川法や砂防法、農地法等で憂慮する点など、また協議をする際の国や県の窓口に同行するなどの支

援も考えられます。長野県環境部では、自然エネルギーの事業化を支援するため、地域のＮＰＯ、

中小企業等が地域金融機関等との連携をして行なう自然エネルギー発電事業に対して、経費の一部

を補助しており、申請に向けた際には村の意見も添えて、県環境部へつなげさせていただきます。 

 また、庁内では、昨年より小水力勉強会を開催しております。多くの職員が小水力発電事業全般

の知見を持ち、事業計画や資金調達などのプロジェクトの実現や支援ができるよう、庁内体制も進

めていきたいと考えております。 
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 ５点目と最後の質問も関連がありますので、まとめて答弁をさせていただきます。 

 昨日の１２月の定例会開会時の冒頭あいさつで気候非常事態宣言をさせていただきました。宣言

文の一部を引用をさせていただきますが、２０２０年度以降の地球温暖化防止対策の枠組みとして、

温室効果ガスの排出量が急増をしている中国、インドを含む１９６の国連気候変動枠組み条約加盟

国が、気候変動の脅威とそれに対処する緊急の必要性を認識をし、その対処の必要性を目標とした

パリ協定の本格的な対策が始まります。 

 ２０３０年までに、地球温暖化防止対策の行動は引き上げなければ、産業革命前の水準から地球

の気温上昇を１.５℃に制御する道は閉ざされると言われており、人類が１.５℃目標の実現のため

に、これから５年から１０年が最後のチャンスと認識をするとともに、覚悟を持って行動を実施で

きるかが生活や経済、ひいては地球の行く末をも決定づけることとなります。 

 日本でも、これまで感じたことのない酷暑、台風の強力化、短時間における集中豪雨など、全国

各地で気候変動に起因すると考えられる異常気象が多発をし、これにより多くの被害が発生をして

おります。 

 本村は、雄大な北アルプス、白馬連峰のもと、国内外の人々を魅了するパウダースノーを含め、

四季を通じて類いまれな山岳自然環境と、里山を初め、姫川源流など、豊かで美しい自然と景観に

恵まれています。 

 これまで、将来の村づくりの姿を、北アルプス山麓の自然に恵まれた村であるからこそできる村

ごと自然公園と位置づけ、現在は、魅力ある自然を守る村を村づくりの基本目標として本村の発展

を目指してまいりました。地球温暖化に起因する気候変動は、本村にとっても極めて深刻な脅威で

あり、雄大な自然の恵みを受けてきた本村だからこそ、今こそ村民とともに気候変動に対する行動

を起こさなければなりません。 

 ここに、気候非常事態を宣言することにより、この危機的状況に正面から向き合い、再生可能エ

ネルギーにシフトするなど、将来の村民に、持続可能な社会への実現に向けた活動に取り組む姿勢

を表すため、昨日気候非常事態宣言を行なったものであります。 

 １点目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。田中麻乃議員、質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  冒頭でも申し上げましたけれども、気候非常事態宣言を宣言された後、やっ

ぱり住民を巻き込んでどのように具体的に施策を進めていくかということが求められていると思い

ます。 

 質問もさせていただきましたけれども、１０年以上前に策定された地域新エネルギービジョン、

白馬村地球温暖化防止対策地域推進計画というものが、一番スタートとしての計画として策定され

たと思うんですけれども、それが果たして今続いていて、どういう形で村はその再エネルギーであ

ったり温暖化対策をやっていくのかという、まとまったものがわからない状態であると思っていま
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す。 

 その地球温暖化対策地域推進計画のもととなっている、地球温暖化対策推進法というのは、温室

効果ガスの排出削減対策緩和策ですよね、それは進めてまいりましたけれども、今問題となってい

る気候変動の影響による被害を防止、軽減する適応策というのは法的には位置づけられておりませ

ん。 

 現在、生じており、また将来予測される被害の防止、軽減等を図る気候変動への対応に、多様な

関係者の連携、協働のもと、一丸となって取り組むことが一層重要となっています。よって、新た

に平成３０年１１月に気候変動適応法が制定されているわけですが、その中では、地域での適用の

強化として、都道府県及び市町村は、地域気候変動適応計画の策定に努めることとするとあります。

１０年以上まえに制定された計画を見直して、地域気候変動適応計画の策定をしてはいかがでしょ

うか。 

 また、計画を具体的に実行するための環境施策に特化した組織をつくるお考えはないかを伺いま

す。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまの再質問の関係。まず、法律に伴う努力規定の計画の関係

ですけども、その前段で地域新エネルギービジョンそれと地球温暖化対策地域推進計画、これにつ

きましては、過去をさかのぼりますと京都議定書の発効以降、各自治体の化石燃料、いわゆる地球

温暖化の問題というのが非常に大きくなりまして、当時はチームマイナス６％とそれぞれの行動を

定めよということで村が取り組んだ計画となります。 

 新エネルギービジョンは、中期計画の１０年間が終わっておりますので、この計画は平成２８年

まで、温暖化対策推進計画は２４年までということで、この２計画につきましては、いずれも計画

期間が終わっているという形にはなってございます。 

 ご指摘のところの計画の策定についてでありますが、具体的な計画を策定するかどうかという部

分につきましては、来年度、第５次総合計画の後期計画の策定の年に当たります。また、それに合

わせて総合戦略と合わせる計画というふうに予定をしておりますので、その中で具体化な項目をつ

くるのか、それとも、新たな計画として策定するのか。その部分につきましては、ご意見として伺

いたいと思います。現時点での、それを策定するというような方向性までは、まだ持ち合わせてお

りませんので、いずれにしましても、先ほどの２つの計画については期間が終了いたしましても、

先ほどの村長の答弁にもありました行動というのは継続しているという部分がありますので、やは

りこれに伴いどういうことをやっていくのかというところは、計画に上げるものと、住民の皆さん

との意見交換についてはちょっと別建てで考えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 組織の関係につきましては、ちょっと私のほうからは。 
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議長（北澤禎二郎君）  横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  後半のほうの組織化の部分であります。 

 今、田中議員のご提案というふうに受け止めさせていただきました。確かに、今この時代が気候

変動に関して非常に、全世界的な課題となっているということは、重々認識しておりますし、村も、

きのうの宣言ということで、しっかりした受け皿というか、そこを推進していく体制というのは必

要だろうというふうに考えています。 

 ただ、直ちにその特化した課をつくるとか、そういったことはちょっと今のところ考えてはおり

ませんが、しっかりした取り組む姿勢を出せるような形はとりたいと思っております。 

 いわゆるきのうの宣言は、いろいろ最近、私もネットとかで拝見すると、１人が１００歩進むよ

り１００人が１歩進むような取り組みをしたほうが非常に広がるというようなことも、なるほどな

と思っておりますので、そういったような意味を行政を担うのがいいのかなというふうには個人的

に考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  もちろん、これからの時代、１人の１００歩よりも１００人の１歩というこ

とで、住民であったり企業を巻き込んで、村もともに進んでいくという姿勢が大事だと思うんです。

そういった中で、やっぱり気候変動への適応の推進のためには村がやれること、事業者がやれるこ

と、あと住民が担うべき役割というのをある程度明確にしながら啓発していかないと、なかなか行

動に移していけないと思います。 

 ほかの自治体も、例えば宝塚市におきましては、エネルギービジョン２０５０という形で指標を

掲げて、その中でしっかり行政がやること、住民がやること、企業も一緒に取り組むことというこ

とで明確にして、全体でやっていきましょうという形の細かな計画と、あと大まかな皆様の、住民

向けにやるものとを定めているんです。 

 なので、今までの答弁にもありましたように、第５次総合計画とかいろんなもので進めていくと

いうのはわかるんですけど、その中でしっかり住民とか企業を巻き込んで、そこにしっかり定義づ

けていくということが必要だと思うんですけれども、その点についてはどうお考えか、お伺いいた

します。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまの再質問でございますけども、まず総合計画の関係は、進

め方についてはご意見等も参考にしていきたいと思います。 

 その前段で、指標等につきましては、それぞれ出しているところの考え方というのが多少差異が

あるというふうに私も感じてはおります。 

 昨日の宣言文で行きますと、再生可能エネルギーの自給率につきましては、いわゆる食料自給率
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も含めているというような考えでおります。どれを指標にするのかという部分については、逆に住

民の皆さんとの勉強会で、例えば一つとすれば電力の普及率を、どれを考えてやっていくべきなの

か。こういうところについては、やはり行政での決めというよりも、新たな指標を設けるのであれ

ば、どういう考えに基づいて指標を立てるのかというところは、少し皆さんとの意見交換をしたほ

うがいいかなというふうには私自身も思っておりますので、その辺については、私自身も勉強しな

がら進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  ぜひ、住民の方々を巻き込んで進めていっていただきたいと思います。 

 昨日の気候非常事態宣言が、本当に住民の方がすごく活気づいていまして、本当にすばらしい宣

言をしていただいたと思っています。逆に、その宣言をしたから、今後やっぱりどうやって進んで

いくのかということを皆さんすごく注目していますので、ぜひともしっかり進んでいっていただき

たいと思います。 

 この気候非常事態宣言ですけれども、その中には村民とともに白馬村から積極的に気候変動の危

機に向き合い、ほか自治体の取り組む模範となりますとありますけれども、ＨＡＫＵＢＡ ＶＡＬ

ＬＥＹである小谷村、大町市との連携はどのようにお考えかお伺いします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  ＨＡＫＵＢＡ ＶＡＬＬＥＹというと、どうしても観光面で一番連携が進ん

でいるかと思いますので、その観点から言いますと、非常に密接に今、一緒に行動しているので、

一つの言い方、適切じゃないかもしれないですけど、こういったことに取り組むということは観光

地としても売りというか、受け入れ環境として非常に好印象を与えるという側面もあります。 

 あと、ＨＡＫＵＢＡ ＶＡＬＬＥＹ全体で事業展開をしている企業もありますので、そういった

方々等に呼びかけながら、ぜひ連携はとっていきたいというふうに考えております。 

議長（北澤禎二郎君）  下川村長。 

村長（下川正剛君）  きょうの報道なんか見てみますと、一番今、台風１５号、１９号、２１号、世

界で一番影響のある国はどこかと、そんな報道がけさありました。その中で、一番影響を被ってい

るのは日本だという、そんな発表がございましたし、昨日の気候変動の宣言で、私のところにメー

ルが来ましたので、ちょっとご紹介をさせていただきますが、エアコンの効いたオフィスで一日中

こもって仕事をしていると余り実感がないですが、外に出ると自分が子供のころと比べて確実に温

暖化が進行していると肌で感じる。そんな中で、毎年猛暑、そしてまた短くなる冬、頻発する災害、

数十年前から言われながらもいまいち世の中の反応が薄く、気づいたら取り返しがつかない状況に

なっていたというのは、人口の減少問題と同じ構造な気がする。こっちのほうが地球レベルでより

深刻ですが、数十年スパンで見ると排出を大きくふやしているのは産業部門よりも家計部門、もち
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ろん大きなエネルギー構造の転換は必須でありますが、経済界や行政の取り組みと同時に、我々一

人一人の意識や行動を変えていく必要があるというふうに思っております。それがまた、経済界や

行政を動かしていくのではないかというふうに思っておりますということ。 

 それから、若者が起こしたムーブメント、次にぜひつなげたい。そんなわけで、きょうも職場で

暖房を片っ端から消して、地味な活動を展開をしているという、そんなメッセージが私のところへ

届きましたけれども、先ほどＨＡＫＵＢＡ ＶＡＬＬＥＹのお話もありましたけれども、事あるご

とに行政それから村民が、みんなでこのメッセージを送っていく、こういったことが大事ではない

かというふうに思っておりますので、議員の皆様もぜひ、いろんな部分でこの環境問題についてメ

ッセージを発していくということは大事だと思いますので、ぜひ官民挙げて進めてまいりたいとい

うふうにおもっております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  今、メールのご紹介にもありましたように、やっぱり住民一人一人何かでき

ることがあるということを、いろんな事例であったりとか、ごみの減量もそうだと思うんです。自

分たちができることをしっかり伝え、自分たち一人一人でもこの大きな気候変動に立ち向かえると

いうことを、村が一緒に啓発していくということが大事だと思っています。 

 話をもとに戻しますと、ＨＡＫＵＢＡ ＶＡＬＬＥＹとしては観光の面でやはり連携している部

分が強いというふうにおっしゃいましたけれども、やはり世界水準の環境配慮型のリゾート地とい

う形で発信していくことによって、ＨＡＫＵＢＡ ＶＡＬＬＥＹ全体の観光地としての価値も高め

ていけるものだと思っています。そうなれば、ＨＡＫＵＢＡ ＶＡＬＬＥＹで働く人たちも、観光

を目的にして外から来る人たちも引きつけることができるんじゃないかと考えています。 

 今、３市村ＤＭＯという形で、観光の面では連携されていますけれども、やはり３市村で行政も

一緒になってこの気候変動適応広域協議会などというものを相談してしっかりつくっていく中で、

観光と連携していくということを考えられたらどうかと思うんですが、その点についてはいかがで

しょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  ご提案、受け止めさせていただきたいと思います。 

 確かに行政面でも、私ども北アルプス広域はかなり頻繁に協議を持つ機会、あります。ご承知の

とおり、北アルプスの連携事業という中もありますので、例えばそういう中でそのような取り組み

ができないかとかいうことは検討させていただければいいかと思いますので、広域連合等にもつな

いでいければなと思っております。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。下川村長。 

村長（下川正剛君）  今、３市村のＤＭＯという、観光という話もございましたけれども、当地域は
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確かに山岳観光、すばらしい景観があるわけでありますけれども、それを担っているのは田園風景。

農業が観光に寄与している力は非常に大きいというふうに思っております。農業がもたらす多面的

機能、あるときには気候の温度の減少にもなったり、あるときにはダムの役割をしたり、そういっ

たことが非常に貢献しているというふうに思っております。 

 最近、田んぼも非常に耕作の放棄地が多くなってきている。こういったことも、この気候変動の

役割に大きく寄与するのではないかというふうに思っておりますので、そういったことも、観光、

農業も含めた中で、いろいろな部分で行政として発進をしてまいりたいというふうに思っておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  今、村長の答弁にもございましたように、その田園を潤す豊かな水というの

も、雪がなければ、豊富な雪解け水がなければやっぱり成り立たないものなんです。 

 なぜ、３市村でやったほうがいいんじゃないか申し上げましたのは、大町も今、水のブランドと

いう形で確立して、サントリーも来られますし、やっぱり３市村って自然の中、自然の恵みで産業

が成り立っているような同じような構造だと思うんです。 

 観光に当たっては、やっぱりスキー場が連立している。数にもよりますけれども、そういった面

で３市村が環境を守るということで、対等な立場でしっかり連携していけるものだと思いますので、

しっかり進めていっていただければと思います。 

 質問させていただいた、小水力に関してなんですけれども、白馬村のエネルギー自給率は、ご答

弁では１０１.７５％というふうにおっしゃっていましたけれども、楠川や二股の水力発電所の大ま

かな数字というのは、この村の変電所に入っているのかどうなのかということについてお伺いいた

します。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  答弁させていただきます。 

 先ほどの数値の中には、家庭用、商業電力含めてという数値でありますので、それでご理解をい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  楠川や二股というのは、大手電力会社が持っているものでして、村内循環を

されていないんじゃないかなということを想像しています。 

 例えば、黒四ダムでしたり、高瀬ダムの大町市でしたら、恐らくそういう考え方をすると、

１,０００％を超えてくるとか、そういう形になるので、自分たちの地域で発電したものが、外に流

れていくような構造をつくっているんじゃないかなというふうに思います。 

 村でみずからやっているのは、平川の小水力発電だけだというふうに認識はしておりますけれど
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も、やっぱり今後、持続可能な地域をつくるというのは、自分たちの村でつくった電力を村の中で

しっかりと消費していく。循環型の地域をつくるということが大事だと思うんですけれども、その

点についていかがでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  先ほどの指数の関係でも答弁させていただいたように、何をとるの

かという部分については、先ほどの商業用、家庭用含めてやるべきものなのか。農業用とか、その

地域だけでやるのか。分母となりますのは、この白馬のエリアで使う電力に対して何を指数化する

のかというところは、先ほど答弁したとおり、何をどういう形をとるのがいいのかという部分につ

いて、私もいろんな方法があるということでお答えをさせていただきましたので、その辺について

は意見交換をする中で、どういう指標の立て方がいいのかというところを研究したいというふうに

思っております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  やはり、循環型の地域をつくるということで、やはり白馬村でつくったエネ

ルギーはしっかりその地域の中で循環させていくということを念頭に置いて、指標の考え方もお考

えになられたほうがいいと思います。あくまで、白馬村の自然で発電したものを外に流していては

意味ないと思いますので、ぜひそこをよろしくお願いいたします。 

 この小水力発電に関してですが、一部上場の大手企業が続々と小水力発電を含めた再エネルギー

事業に参入しております。白馬でも、大手企業による小水力発電調査が行なわれと聞いております

が、村は把握されているでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  答弁させていただきます。 

 大手というところについては、私ども聞いてはおりません。先ほど、村長の答弁にもありました

ように、地域が主体となってやっていきたいというところに関しては存じておりますが、ご質問の

大手というところではちょっと存じてはいないということでございます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  地域の企業というのは、自分たちの地域活性化のために、先ほど循環型の地

域をつくるために自分たちでつくったエネルギーを自分たちの地域のために使うという目的だと思

うんです。 

 ただ、本当に一部上場企業の大手の企業というのは、自然を使って売電するという売電目的で行

なわれている。もちろん、株式会社ですからそういう形で進めています。そうなってしまいますと、

幾ら地域の企業さんが地域活性化のために小水力発電事業を進めていても、売電目的の大手の企業
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に算入されては地域の企業を圧迫しかねないんじゃないかと、その地域の企業も危惧されています。 

 水利権や漁業権も含めて、地域外の企業に搾取されないために、村はどういう形で今後対応して

いく予定というのか、考えなのかというのをお伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  多分、きのうの宣言等も、どっちかっていうと自分たちでつくった再生可能

エネルギーを自分たちで消費するというのが、本来宣言の趣旨に合った行動かなというふうには考

えています。 

 そういった意味で、具体的にその大手企業というのが想定できなかったもので、頭にはなかった

んですけれども、ただ恐らくいろいろそういったもの、開発するには水利権の問題を初め、いろい

ろクリアしなければいけないことがありますので、そこら辺については自治体としてもしっかり監

視というか、余り営利目的だけを優先させてもいかがなものかなというふうな気はしています。 

 きょうのところは、そこら辺の答弁でお願いしたいと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  やはり、インバウンドの関係でもそうなんですけれども、外国人の方々の土

地の売買で、村の対応がおくれをとっているように、エネルギー資源にまで着手されないように、

ぜひともアンテナを張っていただいて危機感を持って対応していただきたいと思います。 

 恐らくは今、村が事業主体となって小水力を進めるという姿勢ではないという形で感じてはいる

んですけれども、そのかわり民間企業が自分たちの力で小水力、自分たちの自立するためのエネル

ギーをつくっていくという体制なのであれば、村がやれる仕組みづくり、例えば条例整備を含めた

早急な対応をぜひともとっていただきたいと思っています。ぜひ、アンテナを張っていただいて、

対応していただきたいと思います。 

 答弁にもありましたけれども、災害に遭ったときを想定して、防災拠点である公共施設への再エ

ネルギー設備の導入について、なかなか予算の関係上難しいとはおっしゃっていましたけれども、

やはりその防災拠点施設で自分たちで発電できるような設備というのは必要だと思うんですが、今

後の防災に関する計画も含めて、どのようにお考えかをお伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  防災に関するご質問でございますけれども、防災の観点からすると、

２つ考えられるのかなという部分はあります。 

 まず、避難所に関係する部分というのと、それぞれ組織が行動するためや備蓄をするための施設

というような考え方ができると思いますけれども、それを、今回の質問にあります再生可能エネル

ギーでどういうふうにやっていくのかというところについては、ちょっと現在、具体的な計画とい

うのは立ててはおりませんけれども、それぞれこれから公共施設等の個別計画もありますので、そ

ういう中である程度防災面でも活用できるところについては、そういうものも導入、また、避難所
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として民間施設等を指定している場合にあっては、どういうやり方ができるのかという部分につい

ては研究していきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  その再エネルギーの設備投資が、予算がなかなかつけづらいというところは

わかりますので、そういった国が出している地域の防災・減災と低炭素化を同時に実現する自律分

散型エネルギー設備等導入推進事業というのが、２０１９年度３４億円予算がついている補助金も

あります。なので、再エネルギーと防災を掛け合わせるとそういった発展的な補助金もありますの

で、上手に活用して再エネルギー設備の導入をぜひとも村でも進めていただきたいと思っておりま

す。 

 時間もないので次に移りたいと思います。 

 ２、地域防災・危機管理についてです。 

 神城断層地震から５年を経て、神城断層地震の震災アーカイブ報告会が１１月に開催されました。

地震の記憶を風化させることなく後世に伝え残し、地域防災や防災教育に生かすことが重要です。

一人一人の住民が防災を我が事と考え、みずからを守る意識を高めること、自分の力だけでは避難

や対策が難しい人に対しては、地域で自主防災組織や福祉関係者が連携して共助力を高めること、

それを後押しする自治体の支援が不可欠です。 

 特に、近年の災害においては、避難に時間を要する災害時要配慮者の被害が目立ちます。災害時

要配慮者が円滑かつ迅速に避難するための災害情報伝達、避難支援体制を整備することが重要です。

そこで、以下に伺います。 

 １、白馬村で計画されている新防災情報配信システム整備事業について、プロポーザルの審査は

どのように行なわれたか伺います。 

 提案されたシステム構成が適切と判断した理由について伺います。 

 ３、システム導入に当たり、重視した点や村の考えについて伺います。 

 ４、平成２１年に白馬村避難支援プランが策定されていますが、神城断層地震の際の災害時要配

慮者への対応について伺います。 

 ５、災害時要配慮者の把握と、避難行動要支援者名簿の作成、個別計画の進捗状況について伺い

ます。 

 ６、災害時要配慮者の避難誘導、避難所における支援体制について伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  ２点目の地域防災・危機管理について、６つの項目の質問をいただいておりま

すので答弁をさせていただきます。 

 １点目の新防災情報配信システム整備事業のプロポーザル審査について、お答えをいたします。 
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 まず、初めに、この事業は公募型プロポーザル方式の中でも、技術提案、交渉方式というより専

門的な知識を有する必要があるため、その道の専門である信州大学の教授と、多くの防災無線等の

設計管理等を行なっている一般財団法人高度映像情報センターに支援業務をお願いをし、村の業者

選定委員会の委員で審査をしております。 

 具体的には、各社から提案をいただいた提案書を。審査委員及び専門家に事前に見ていただき、

専門家からは一次審査を行なう前に審査委員に対し、各社からの提案内容等を説明していただき、

一次審査を行なっております。ここで、提案書に対する質疑についても、各社共通事項やそれぞれ

の提案に対してとりまとめ、二次審査での回答を義務づけました。 

 二次審査における各社のプレゼンテーションでは、再度専門家に同席をいただき、専門や質疑等

で助言等をいただいた上で、最終審査を行ない、決定をしております。 

 なお、一次審査では企業の実績等、技術提案及び整備費、運用費といったコストについて、二次

審査ではヒアリングにおける審査を行ない選定に至っております。 

 ２点目と３点目の質問では、まとめて答弁をさせていただきます。 

 まず、３点目の質問でありますが、システム導入に当たり重視をした点や村の考え方については、

いかに災害時において全村民に情報を伝達するかという点で、伝達方式が２系統あることです。こ

れは、国で公表をしている防災行政無線等の戸別受信機の普及促進に関する研究会の報告では、大

雨等や建物の構造等により、屋内にいる住民に聞こえない。避難状況に関して実施されたアンケー

トの結果によれば、避難指示等の入手手段として、屋外スピーカーと回答した住民が一番多かった

ものの、避難指示等はわかりやすかったかという問いには、約６割の住民が聞こえづらくわかりに

くいという回答でありました。 

 また、平成２８年の糸魚川大規模の火災の際の避難等の伝達に戸別受信機が有効であったとのこ

とであり、国でも戸別受信機の普及に力を入れております。 

 そのことを踏まえ、限られた財源の中で、村としては全戸、全屋外子局を整備することにより、

戸別受信機を各家庭に配付をしたほうがより多くの住民に情報がわかりやすく伝達ができると判断

をし、さらに防災アプリとメール配信のシステムと合わせて、今回のシステムを採用することとい

たしました。 

 これらにより、２つ目の質問にありますシステム構造が適正と判断をした理由という点になりま

すが、各社から提案書に基づいた一次審査における内容審査や、二次審査でのプレゼンテーション

の実施により、専門家の助言をいただいた中で審査員が各自配点をし、各審査員の持ち点２００点

から平均を算出をした点を得点として、最高位の得点者に決定をしております。 

 ちなみに、ほとんどの審査員が信頼性や機能性など、技術提案が他社に比べ高い評価として配点

をしたことも、審査結果から見受けられました。 

 ４点目の、神城断層地震の際の災害時要配慮者への対応についてお答をいたします。 



－43－ 

 白馬村避難支援プランは、国が示した災害時要支援者、要援護者の避難支援ガイドラインを踏ま

え、本村の災害時における災害時要援護者の避難支援については、地域の共助を基本とし、情報伝

達体制や避難支援体制の整備を通じて、より安心安全な地域を実現することを目的とし、平成２１年

１０月に策定をしたものであります。 

 神城断層地震の際の要配慮者への対応については、これまで過去の大規模災害が発生をした際の

救助については、消防・警察がすぐに救助を行なうには限界があり、ほとんどの被災者がギリギリ

で避難、または近隣住民に助けられたと言われています。まさに５年前の神城断層地震においては、

近隣住民の助け合いが大きな力を発揮をし、その迅速な初動体制に、対応によって１人の犠牲者も

出すこともなく後に白馬の奇跡と称され、最も有効であることが証明をされたところであります。 

 村の対応としましては、在宅要支援者の安否確認を行なうとともに、在宅や避難所での生活が困

難な高齢者等については、医療機関や介護施設へ確認を行ない、入院・入所調整を行なうなど、そ

れぞれの置かれている状況に応じ、必要な支援をさせていただきました。 

 ５点目の、要配慮者の把握と避難行動要支援者名簿の作成、個別計画の進捗状況についてのご質

問でありますが、まず要配慮者の把握と避難行動要支援者名簿の作成につきましては、村の保有す

る各種の情報、具体的に申し上げますと住民課の住基情報、健康福祉課の障がい者情報、地域包括

支援センターの介護認定情報等をもとに、高齢者、障がい者などを災害時、特に配慮を要する要配

慮者としてリストアップし、その要配慮の中からさらに一人暮らしの高齢者、または高齢者のみ世

帯、要介護認定３以上の方、身体障害者手帳３級以上の方、療育手帳Ａに該当する方などを、災害

発生時または発生するおそれがある場合に、みずから避難することが困難であるため、円滑かつ迅

速な避難の確保などの支援を有する人を避難行動要支援者とし、名簿登録を行なっているところで

あります。 

 個別計画につきましては、災害発生時において要支援者の安否確認、避難誘導、避難所での生活

支援を的確に行なうための個別避難計画で、避難行動要支援者登録台帳がこれに当たります。 

 台帳の登録につきましては、現在は災害時住民支え合いマップづくりに合わせて、地区役員、民

生児童委員の皆さんにご協力をいただき取り組んでおります。 

 引き続き、関係する方との連携により、災害時に支援を必要とする方に必要な避難支援等がなさ

れるよう、災害時要支援者名簿の整備とともに要支援台帳への登録を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 最後に、災害時の要配慮者の避難誘導、避難所における支援体制についてお答えをいたします。 

 まず、避難誘導につきましては、それぞれの個別計画や災害時住民支え合いマップを活用し、村

と地域支援者、地域住民等が連携をし、安全な場所まで避難誘導を行なうこととしております。避

難所において、それぞれの要配慮者の避難状況により、必要に応じ、障がい者用トイレの設置や車

椅子用スロープの設置等の環境整備のほかに、心身の健康管理や要配慮者のニーズを把握するため
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の相談体制の整備などを行ないます。 

 また、避難所での生活が困難な要配慮者については、介護施設への入所や医療機関への入院調整、

状況により福祉避難所の開設を行ないます。いずれにいたしましても、災害時に要配慮者等に対し

て円滑かつ迅速な避難支援等を実施するためには、地域住民、自主防災組織などの共助の力が重要

で、災害時住民支え合いマップづくりなど地域の防災力を向上するための取り組みについて、引き

続き支援をしてまいりたいと思っております。 

 ２点目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。田中議員の質問時間は答弁を含めあと６分です。質問

はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  支え合いマップの達成率というのか、白馬村で全てつくられているのかどう

かをお伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  支え合いマップづくりの進捗状況についてお答えいたします。 

 平成２２年度から社協のほうで取り組みをしているところでございますけれども、ことしの６月

にマップづくりの研修会を開催しまして、新たに２地区作成をいただき、現在３０地区中２３地区

で作成が終わっているところでございます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  残りの７地区が作成できていない理由をお伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  いまだに作成されていない地区につきましては、それぞれの事情があ

るというふうに考えております。 

 例えば、立の間地区とかああいう人の少ないといいますか、住民の少ないところで、普段から近

所の様子がわかっているようなところは特に作成する必要がないということで聞いておりますし、

また、大きな地区、例えば八方とかになりますけども、そこはまたちょっと作成にするに当たって、

いろいろ調整することが多くてなかなか難しいのではないかということで考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  いただいた答弁の内容ですと、恐らく神城断層地震の際、すごく被災された

地域というのは、要配慮者という方々が余りいらっしゃらなかった地域だというふうに聞いている

んです。東日本大震災関連の調査でも、要配慮者が避難所を利用する困難さというのが判明してお

りまして、設備や環境面から生活できないと感じた。ほかの避難者もいるためいづらいと思ったな

どの理由から、６割が避難所に行かず、避難が必要と判断する情報が入らなかった、市の支援がな

かったなどから避難したくても行けなかった要配慮者が２割ほどいたそうです。 
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 村の障がい児の保護者からも、災害時に避難所に連れていけないという声も聞いています。避難

支援プランでは──災害時要援護者になっていますけれども、法改正になりまして要援護者ではな

く要配慮者になっておりますので、文言の改訂もお願いしたいと思っているんですけれども、平時

より要配慮者への情報共有や支援について、日ごろから防災に向けてどのようなかかわり方をして

いるのかお伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  平時からどのようなかかわり方をしているかというお尋ねでございま

すが、先ほど申し上げました、災害時避難行動要支援者名簿に基づきまして、個別計画を作成を進

めているということでございます。 

 また、個別計画につきましては手上げ制ということで申請をいただいた方につきまして登録を行

なっているわけですけれども、それ以外に今後は避難行動要支援者名簿の中からそれぞれの緊急性

に応じて、順次各地区の役員さん、民生委員さんを通じて取り組みを進めていきたいと思っており

ます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。あと１分。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  あと１分なので、最後になりますけれども、最後の質問で、やはり計画も必

要なんですけれども、実際起こったときにどう対応していくかという、平時から災害時への対応が

必要だと思っています。災害時要配慮者参加型の防災訓練、避難訓練の実施と、その訓練に対する

参加率について伺います。また、その参加率が低ければ、向上するためにどのような取り組みを今

後されるのかを伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  そういった要配慮者の方につきまして、避難誘導から言いますと、普

段から要配慮者の方を安全に避難させるためには周りの支援だけではなくて、平時からの日ごろの

備えというのが不可欠になるのかなと思っております。 

 そのためには、隣近所の日ごろのコミュニケーションを密にしておくとか、あと支援者と避難経

路の確認を普段行なうとか、そういった取り組みについて災害時住民支え合いマップづくり等を通

じて、村として支援をしていきたいと思っております。 

議長（北澤禎二郎君）  質問時間が終了しましたので、第３番田中麻乃議員の一般質問を終結いたし

ます。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午前１１時０２分  

再開 午前１１時０７分  

議長（北澤禎二郎君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、第４番太田正治議員の一般質問を許します。第４番太田正治議員。 
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第４番（太田正治君）  ４番太田正治です。台風１９号より亡くなられた方々のご冥福をお祈りいた

しますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。 

 ことしは早くも雪が降り始め、観光のまち白馬には大変うれしいことでありますが、このままゲ

レンデに積雪されますことをお祈りいたします。 

 今回、議長のお許しをいただきましたので、一言お話をさせていただきます。平成２５年６月の

私自身初めての一般質問で、荒廃農地の解消、いわゆる圃場整備についてお尋ねしたところ、検討

していただける回答があり、平成２６年１月、圃場整備導入についての検討会開催に始まり、動き

出したわけでありますが、同年発生した神城断層地震により一時中断し、その後再開され、平成

２８年１１月２４日に北城南部地区推進協議会設立総会を行ない、以後、数多くの委員会、地権者

説明会などを開きながら、県、村の職員の方のお力をおかりし、地権者１１０名の最終的な同意を

いただき、事業実現にこぎつけました。 

 この１１月には、第１工区の入札が行なわれ、工事業者が決定し、いよいよ５年間をかけて４１ヘ

クタールの工事が始まります。これにより、農業と観光のまち白馬にふさわしい姿でお客様を迎え

ることができる、すばらしい圃場と景観ができると期待しています。また、北城北部地区において

も、圃場整備導入の検討がされているようであります。村には今後ともさらなるご支援をお願いい

たします。 

 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。今回、２点についての質問をさせてい

ただきます。 

 初めに、東山遊歩道トレッキングコースについて、２点目に、松本・糸魚川連絡道路（地域高規

格道路）について質問をさせていただきます。 

 初めに、東山遊歩道トレッキングコースについてであります。 

 村長の定例会招集挨拶の中でもお話がありましたが、９月３０日に、多くのボランティア、猟友

会、山案内人、林業関係、トレラン関係、景観計画受託業者、芝浦工大等の皆さんのご協力をいた

だきながら、村では二酸化炭素削減を目的に、まきストーブを活用した木質バイオマス設備の公共

施設への導入を図るため、村有林有効活用、里山景観、森林景観保全を図ることを目的に昭和５０年

代に整備された白沢トレッキングコース再整備を行なうとのことで、この整備に私も参加をしまし

た。私自身勉強不足もあり、このコースがあることを初めて知ったわけであります。 

 今回は２.５キロメーターの整備でありましたが、今までにどのような形で整備されていたのか、

さらに今後、黒豆、花園方面へのコースを、いつまでに整備する予定であるのか、また、距離はど

のくらいあるのかを伺います。 

 もう一点、以前の一般質問で、きこりの道の整備がされているのかお尋ねしました。そのときは、

「整備されている」とのことでありました。１０月半ばに、みねかたスキー場の尾根まで行ってき

ましたが、やぶ、または草が伸びており、歩けるような状態ではなかったです。 
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 今回、白馬中学校の生徒有志でつくる実行委員会は、１１月８日、トレイルランイベント「白馬

国際ミニオリンピックトレイルラン」を、ウイング２１を主会場で開き、中学生を初め多くの方が

きこりの道からハイランドホテルを回るコースを利用して、秋の白馬を満喫したようであります。

この草刈り等は１０月後半に整備を行なっているのを、何回か見ております。東山の観光目的ある

いはトレッキングコース（遊歩道）として整備していただくのが必要ではないかと思いますが、今

後どのような形で整備していくのかを伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  太田正治議員から東山遊歩道トレッキングコースについて質問が出されており

ますので、答弁をさせていただきます。 

 白沢トレッキングコースでありますが、再整備の経緯を申し上げますと、平成３０年度、公共施

設における木質バイオマス設備導入計画策定の事業がきっかけであります。村有林の木質バイオマ

ス資源の有効活用の可能性を探るために、昨年度は１１月と１２月に２回、大北森林組合、白馬猟

友会、総務課、農政課で調査いたしました。白沢村有林の公簿面積は９５ヘクタールですが、縄伸

びがありますので、実際にはさらに大きな面積になること、針葉樹の植林と広葉樹林が広がってい

ることを確認をいたしました。 

 今年度は５月から月１回程度整備をしており、９月３０日には白馬村林業経営者協会、白馬猟友

会、白馬国際トレイルラン実行委員会、ＮＰＯ法人Ｍｔ．ｏｎ ｔｒａｉｌ ｃｌｕｂ、山田建築

設計事務所、芝浦工業大学等多くの団体からご協力をいただき、整備をすることができました。こ

の場をおかりし、御礼を申し上げます。 

 また、１１月９日、１０日には、地域おこし協力隊員企画による森林整備・移住体験ツアーを、

地元林業技士を講師に招き実施をしたところ、２日間で、林業を志す１７名の方にご参加をいただ

きました。コースは国道４０６号白沢トンネル付近から植林地帯までの往復約５.２キロとなります

が、広報はくば１１月号にも掲載をしておりますので、ご参照をいただきたいと思います。私も一

度コース整備に参加をいたしましたが、歴史ある東山の広葉樹林帯から眺める白馬連峰の景観はす

ばらしく、議員各位にもぜひとも現地に訪れていただければと思います。 

 今後、黒豆、花園方面への整備については、地区の住民の居住環境のこともございますので、す

ぐにということは考えておりませんが、距離については、白沢トンネル付近から黒豆までの５.２キ

ロといった状況であります。 

 次に、きこりの道についてでありますけれども、昭和５３年度に、地域の要望により白馬グリー

ンスポーツ整備事業にあわせて、赤線や作業道などの昔から利用されていた道を、きこりの道とし

て整備を行ないました。しかしながら整備からしばらくすると、維持管理が行き届かずに荒廃して

しまったという過去があります。 

 平成２２年度の地区懇談会において、地域資源としてきこりの道を活用してほしい、そのための
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整備に関する要望があり、約２年がかりで再整備を行ないました。以後の整備につきましては、白

馬国際トレイルラン実行委員会や、ＮＰＯ法人Ｍｔ．ｏｎ ｔｒａｉｌ ｃｌｕｂなどの団体、ト

レイルラン、マウンテンバイク等の利用者が主体となり、整備の実施をしていただいております。 

 また今年度は、白馬国際トレイルラン実行委員会による常設コースの設定と、そのための整備が

行なわれ、常設コースにはきこりの道の一部が含まれております。これにより、きこりの道の利用

頻度が高くなるものと思われますので、コースの整備については、これまで主に取り組んでいただ

いている団体や利用者等とともに村も協力してまいりたいと考えています。 

 一方、ご指摘のとおり、利用頻度が低い道では草木が生い茂り、整備が行き届いていない箇所も

出ているのが現状であります。村では、木こりの道としてコースマップを公開しておりますので、

現場状況を再度確認し、整備状況が悪く危険度が高い箇所につきましては、再整備やコースからの

削除等を検討し、あわせてコースマップの更新をしていきたいと思っております。 

 以上、１点目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。太田正治議員、質問はありませんか。太田議員。 

第４番（太田正治君）  今、お答えいただきましたけれども、今の話の中で、白沢トレッキングコー

スの今後の計画っていうものは、具体的には出ていないというお話のようですが。先般、私が参加

したときには、今回の村の森林整備を行なった地帯の５.２キロあるゴールというところまで行って

いないんでわかりませんけれども、そこまでは、この前自分たちが行ったときも大分きれいにはな

っていました。 

 今後、整備計画がまだ計画されていないということでありますけれども、将来的に考えて、黒豆

から花園地域へ抜けられるような形で考えた場合に、距離は最終的にどのくらいあるでしょうか。

白沢トンネルから花園、黒豆の部落のところまで。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  先ほどの村長答弁にもありましたとおり、約５.２キロになります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第４番（太田正治君）  ありがとうございます。じゃあ、先般整備をされたところの往復で、私ども

が行ったときの総務課の担当者からは約５キロというお話がありましたので、あのときは、村のゴー

ルから折り返しで５キロという話でございましたので。白沢トンネルの入り口から黒豆の部落まで

抜けるところまで５キロという形であるなら、あと２.５キロ。できれば早く整備をしていただいて、

通り抜けをできるような形にしていただくのが理想ではないかと思うんですが、そのゴールから黒

豆、花園までの道の状態は、今現在どんな状態なんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  太田議員は地元だから当然、私はわかっているんじゃないかと思っているんで
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すが。私も歩きました。非常にいい道であります。昔の植林をした道路があるわけでありますけれ

ども。非常に歩きやすい、石は若干落ちておりましたけれども、軽トラの通るような広い道になっ

ているわけでありますけれども。 

 先ほど答弁でも申し上げましたけれども、やっぱり地元の住民の方がおりますんで、そこら辺の

環境をしっかり整えていかないと、いきなりやるというわけにはいきませんので。特に、林道の関

係も黒豆まで開通はしておりません。黒豆の地区のちょっと上でとまっているわけでありますけれ

ども。過去に、余り人が来ればちょっとというような話があったかのように聞いておりますけれど

も、それは定かではありませんが。ちょうど黒豆の林道につながるところに、県外の方が持ってい

る土地があるようであります。 

 太田議員が言われるように、遊歩道が、歩いてからずっと北のほう、黒豆のほうへ下っていく道

は相当ないい道がついておりますけれども。ただ、今、整備をしておりませんので、石が落ちてい

たりそういう部分はありますけれども、歩くには非常にいい道であります。 

 そんなことで、黒豆も整備するには地元の理解が得られなければいけないというふうに感じてい

るところであります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第４番（太田正治君）  今、地元というふうに指摘をされましたけれども、先ほど私、初めのところ

でもお話ししましたが、嶺方、いわゆる白沢のトンネルから、今回の「白沢トレッキングコースの

ルートがあるというのは初めて知った」というふうに、私は申しました。私は黒豆の部落まではわ

かっていますけれども、それから奥っていうものははっきり言って知りません。ですから、軽トラ

が通るというお話のようでございますが、できれば白沢から、先般コース整備をしたところは、人

間が歩いて通る道でございますので、それをうまく利用してというふうに思っていたんですが。逆

の方向、いわゆる黒豆から入るという方向もあるかなというふうに思っています。 

 ですから、５キロという部分であれば、景観も確かにいいところでございますので、ぜひ地域の

人たち、幾らでも自分も中に入ってお話ししますけれども、地域の森林については幾らでも話がで

きます。それから村長が言いましたように、県外の方というお話もありましたけれども、白沢から

尾根伝いにずっと、私の自分のふるさとのほうから行く鬼無里方面までのところに、大きい、県外

の人の土地があることは私も知っています。だけど、そこはルートが通っているか通っていないか

っていうのはわかりませんので、できれば、いいトレッキングコースになるという話になっていま

すので、少しでも、一日でも早いコースを上げていただいて、多くの方に利用していただければと

いうふうに思っておりますが。当面、村では計画がないというようなお話ですので、ぜひ一日も早

いルートを上げていただきたいなあというふうに思っております。 

 それで今回、整備に行ったんですけれども、行ったところに案内看板っていうものがないんです
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よね。今回のコース整備に行ったときに。奥のほうへつけたかどうかっていうのは私もわかりませ

んけれども、村長がこの間行ったということであれば、案内看板が奥のほうにあるのかないのか。

それからできれば、白沢トンネルの入り口のところが車を置くのにちゃんとした場所じゃないんで

すが、その辺の整備計画をして誘客できるような状態にしていくのかどうか。その辺をお伺いした

いと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  先ほど、黒豆の入り口というところに県外の人の土地があるというようなそう

いったお話もしたわけでありますけれども。私としては、あそこを歩いてみて、非常にすばらしい、

東山から見る北アルプスの絶景は本当に、行ってみてすばらしいところだなと改めて感じているわ

けであります。ここにおいでの、ある程度の年配者の議員の皆さんは、昔あそこにガラス工場があ

った。我々遠足に、当時は歩いたわけでありますけれども。ああいったところに、今はガスが出て

いるかどうかわかりませんけれども、ああいった資源もあるというようなことで。 

 そんなことも含めて、これから東山の観光の一つの拠点になればというふうに思っておりますけ

れども、まだそれぞれ整備もしている最中でありまして、今、言った花園、黒豆の地域の皆さんと

も協議をしなければいけないし、それからまた、今、「４０６号のところに駐車場を」というよう

なそんな話もございましたけれども、あそこには堀之内の土地もあるのではないかというように思

っておりますので、そこら辺も含めて。確かにあそこは東山の一つの観光資源になるということは、

私も行ってみて初めて認識をしたところでありますが。いずれそんなこともクリアしながら、でき

るところから進めてまいりたいというふうに思っております。 

 ただ、案内板というようなそんなお話がございましたけれども、まだまだ認知をした遊歩道では

ありませんので、逐次そんなことに努めてまいりたいというふうに思っておりますので。時間はか

かると思いますけれども、有望な観光資源であるということは議員と同感でありますので、そんな

ことでご理解をいただきたいというふうに思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第４番（太田正治君）  ありがとうございました。今後これからコースをつくっていくというような

意気込みでございます。やはり確かに、この間私も行ったところは景観がすばらしい。そういうも

のをもっとみなさんに知ってもらうためには、大きい駐車場でなくても結構です。この前行ったと

きには大勢で行ったもんですから、車は結構、道路際のぎりぎりまでとまっていましたけれども。

やはり、四、五台とまれるだけのスペースをつくっていただいて、安心して中に皆さんが入って歩

いて行けるというようなものをつくっていただくことも、一つは大事じゃないかなっていうふうに

思いますし。それから今後、白沢トレッキングコースの看板を、大きい看板じゃなくても結構です

ので、目印をつけていただくということも大事かなあというふうに思っています。 

 後のほうでもお話ししようと思っているんですが、やはり最近、鳥獣被害が多いもんですから、
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嶺方のほうでは鳥獣騒ぎは余り聞いていませんけれども、やはりそういうものに対する注意喚起も

必要かなあというふうに思っていますが、今後その辺、努力をしていただいて、ぜひこのトレッキ

ングコースを利用できるような形にしていただきたいなあというふうに思っています。 

 先ほど村長のほうから、村の山ですのでバイオマス利用というようなお話もありましたが、この

中には入れてありませんけれども、その辺の木材の利用をどのように考えているのか、その辺お聞

きできれば、聞きたいと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  木質バイオマスの利用の関係につきましては、昨年、調査事業とい

うことで調査をいたしまして、その事業の中でも、体制をどういうふうにしていくのかと。いわゆ

る白馬の中での賦存量、利用の可採量っていうのは非常に量的なものはありますので、それをどう

いうふうに体制を整えていくのかというところを、調査事業の中でもいろいろと関係する方、施業

される方ともお話をさせていただきました。 

 今後に向けてはそれを具体化していくというところで、調査事業もとまっておりますので、今後、

農政課等が主体になりますが、そこら辺の木質バイオマスの利用に向けて、村としては取り組んで

いくという方針については決定しております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第４番（太田正治君）  ありがとうございました。じゃあ、今までお話聞いた中で、今後、白沢トレ

ッキングコースについては、できれば早い時期に多くのボランティアの皆さんにお願いをしてコー

スをつくっていただきたいというふうに思っております。 

 それでは今度は、きこりの道の関係についてお聞きをしたいと思います。 

 先ほどから、地域の方とかボランティアというふうなお話もありますけれども、グリーンスポー

ツから入って蕨平を経由し、みねかたスキー場を経由し、飯森を下りるとか堀之内に出るとかいう

コースがあるわけでございますけれども、その辺の整備について把握できているのか、できていな

いのか。その辺をお聞きしたいと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  今のご質問にお答えします。 

 ４コース、きこりの道ありまして、ことし私たちが歩いたのは、白馬国際トレイルランが設定し

た常設コース約１５キロ、その部分は歩いて確認をしております。 

 ただ、今年度トレイルランの大会が一時中止になりました。というのも、コースの整備、それか

ら、運営体制をちょっと見直そう、考えましょうということから、一旦今年度中止していることか

ら、他のコースにつきましては、私ども今年度は歩いておりませんので、しっかりと把握していな

いというのが現状でございます。 
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 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第４番（太田正治君）  ありがとうございます。私は、みねかたスキー場の頭で草ぼうぼうだったり、

木があっていう部分をお話ししましたけれども、やはり地域の人とか、いろいろな人たちにお願い

をしていかないと、これからはコース整備はできないと思います。ボランティアでも何でもいいと

思うんですけれども、何らかの形で企画を立てていただいて、大勢の力をかりないと、トレッキン

グコースなり遊歩道なりができないというふうに考えます。そういう計画をする予定があるのかな

いのか。その辺はいかがでしょうかね。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  きこりの道自体が、先ほど村長答弁にありましたとおり、昭和５３年にで

きて以降ちょっと管理不足で、平成２２年に地区からの要望を受けて整備したというような経緯が

ございます。その整備についても、地域の方々、それと利用者と村が一緒になって整備をしてまい

りました。それ以降も毎年春、それから秋には一緒に整備をしてまいりました。ちょっと今年度は、

春の部分はやらなかったんですけれども、来年度以降、しっかりと利用者、団体の方、地域の方々

にも声をかけて、年に一度は、利用者の集まるグリーンシーズン前には、皆さんで歩いて整備が必

要なところを確認しつつ、分担しながら協働して整えていきたいというふうに考えます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第４番（太田正治君）  ありがとうございました。やはり、コースをしっかり整備しないと、歩く人

も歩けないというような形になります。今回、白沢のほうのボランティアもそうですけれども、何

らかの形で企画をしていただいてお声をかけていただければ、みんなで観光のためという形で作業

に出てくれるというふうに思っております。ぜひ春に計画を立てていただいて、グリーンシーズン

のお客さんの１人でも多く入っていただけるような形を考えていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 それと、先ほど観光課長のほうから中学生の関係の話が出ました。今回はコースの距離が３キロ

メーターを５周したというふうに聞いています。これを新聞紙上でも見たし、ある人からも話は聞

いてはいるんですけれども、やはりコースが長いという部分も一つありますので。今回、中学生が

利用したのは、ウイングから蕨平の山へ上がって、ハイランドの横を通って来るコースを周回で飛

んでいましたけれども、やはりコース整備をする人が、見ていたら同じ人が整備しているんですよ

ね。これは多分、保護者なのか先生なのかよくわかりませんが、その辺の把握はしているんでしょ

うか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  中学生のトレイルランに向けた整備っていうのは、ちょっと私、存じてい
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ないんですけれども、その後に行なわれた国際トレイルランの常設コースの試走会に向けては、ト

レイルラン実行委員会の皆さんが中心になって、道の整備、それから看板の設置などに取り組んで

いただきました。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  田中教育課長。 

教育課長兼子育て支援課長（田中克俊君）  このたびの中学校のほうのイベントの関係の整備ですけ

れども、この中学校のほうの大会の主催については白馬中オリパラＤＡＹ実行委員会っていうこと

で、中学校の生徒と職員で実行委員会をつくってやっております。その協力機関といたしまして、

白馬国際トレイルラン実行委員会、蕨平区、白馬中学校ＰＴＡ、白馬村ということになっておりま

す。 

 コースの整備につきましては、主に白馬国際トレイルラン実行委員会の方々に刈り払いですとか

そういった整備を行なっていただき、その手伝いとして白馬中学校の教職員あるいはスキー部、ア

ルペン部の生徒が加わったというふうに聞いております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第４番（太田正治君）  ありがとうございました。こういうコースは、私が見ただけでは１人であっ

たというふうに感じているんですけれども、やはり大勢の人たちの力をかりないと、コース整備が

できないというふうに思っております。ぜひこういう関係も皆さんで声をかけていただいて、少し

ずつ毎年毎年やっていれば、きれいなコースができてくるというふうに思っていますので。ぜひ地

域の力をかりるというような形が必要かなというふうに思っていますので。これからはもっと地域

の力を利用していただきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、次の質問に移っていきたいと思います。 

 松本・糸魚川連絡道路についてでありますが、２年ほど前にも質問をさせていただきました。今

年度の地区懇談会の席上でも話題に上がっております。村長の答弁では前回も、「安曇野北インター

チェンジ周辺の位置が確定していないので、村として決められない」というような内容であります。 

 地域高規格道路の話が出始めて４０年近く経過しているのではないかと思います。最近は道路拡

幅をして、大町への通行時間も以前よりは短縮されておりますが、命をつなぐ道路として、国道

１４８号線は重要な道であります。大きな事故でもあると、渋滞だけでなく、通行止めになってお

ります。最近でも通行止めになりました。最近は大型車両が多く、地域住民の方が安心安全な生活

を脅かされております。以前、白馬商工会で要望されております、「大糸線より東側のルートを」

と言われております。できたら、村も決めて要望していただきたいというふうに思っております。 

 安曇野市には、県で何件かのルートを提案するというお話もありましたし、大町でも３案くらい

の検討をしているようでというふうに、私がこの要望書を書いたときにはそういうお話でありまし
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たけれども、先月の下旬２８日より、松本・糸魚川連絡道路については、新聞紙上をにぎわせてお

ります。大町建設事務所は２８日、東中央西の３ルート帯案の中から絞り込むとしております。大

町市街ルート帯案については、比較評価した検討結果を市議会全員協議会に示したともあり、市街

地ルートの結論につながる検討結果が注目されます。 

 くどいようでありますけれども、村としてどのような考えでいるのか村長の考えを伺いたいと思

います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  ２点目の、松本・糸魚川連絡道路について答弁をさせていただきます。 

 太田議員ご指摘のとおり、村民の安心安全の確保や観光振興の面からも、この道路の早期の整備

は私たちの悲願であります。現在、安曇野市の起点側ルートがなかなか決定を見ないことから、事

業全体が進まない現状についてはご承知のとおりでありますが、去る１１月２７日に、大町市街地

のルート案について県から評価結果が示されたことは、一歩前進と捉えております。 

 村内では、通地区の白馬北工区において、地域高規格道路の基準に沿った改良工事が始まりまし

たが、いわゆる白馬市街地区間については、ルート案の検討作業はいまだ着手されておりません。

その点に関しましては、大町市のルート帯絞り込みの作業経過も踏まえながら、村内区間のルート

検討について早期に着手をするよう、県に対して要望をしているところであります。 

 太田議員からは具体的に、「大糸線より東側のルートで」とのご意見もいただいておりますが、

今後の対応にしましては、県の検討結果を踏まえ、白馬村にとっても最適なルート案の選択をして

いくこととなります。さらにその前提となるのが、沿線地域の皆様の同意であることは申すまでも

ありませんので、そういった点も踏まえ、ある程度幅広い帯域におけるルート案も念頭に置きなが

ら、比較評価を行なっていくことになろうかと思います。 

 村といたしましては、引き続き県と協調しながら進めてまいりたいというふうに思いますので、

よろしくお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。太田議員、質問はありませんか。太田議員。 

第４番（太田正治君）  ありがとうございます。毎回同じような質問をし、同じような回答という形

にはなっておりますけれども。最近、村内でこんなようなうわさが出ているんですけれども、１つ

は、オリンピック道路とは別に、南より八方口に建設されております、スノーピーク周辺を通ると

のお話です。このうわさ話を村長は耳にしたことがありますでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  そういううわさ話というか、うわさの話はいろんな話があると思いますけど、

そこまでは把握もしておりませんし、今初めてそんな話を聞くわけでありますけども。うわさの段

階になるといろいろなうわさが出てくるわけでありますけれども、それをいちいち取り上げていて
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もいけませんので。大所高所から、先ほど答弁をしたとおり、県のほうには、ぜひルート帯を早期

に調査をしていただきたいということは事あるごとにお願いをしているところでありますので、そ

んなことでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 重複しますけれども、うわさの話は、今こういうところで言われても答弁に困りますので、お願

いしたいと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第４番（太田正治君）  うわさ話ですので、多分、耳の片隅には聞いてはいるかと思うんですけれど

も。その辺はこの辺にしておいて。 

 １つは、私は圃場整備の地域の確認のために、県の方や農政課担当、それから宮澤県議とオリン

ピック道路の周辺でお話をしたときに、私から県議に「地域高規格道路を、このオリンピック道路

とあわせるわけにはいかないか」とお聞きをしました。そしたら県議は、「その話が出るなら、圃

場整備のお話はご破算になるぞ」ということでありました。 

 このような話をされておりますが、村長はいろんな要望活動をしていただいているんですが、こ

の話を聞いてどのように考えますでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  そういったことも含めて、県のほうにお願いをしているという段階であります

ので、私のほうからどうかと言われても答弁には困りますけれども。 

 当時、白馬村では東側ルート、それから真ん中の今の県道、そして西側ルート。３案が当時の区

長会のほうで検討していただいた経過があります。その中では、東側のルートが一番いいのではな

いかといったそんなお話がございましたけれども。細部についてはまだ詰めてはおりませんけれど

も、いろいろ地域の皆さんの合意がなければ、まえどへは進んではいきませんけれども。ただ、早

く県のほうでルート案を示していただきたいというそういったお願いは、先ほどの答弁のとおりで

あります。 

 大町も今、ルート案を示されたようでありますけれども、東西非常に幅の広い、このルート案が

示されているようでありますけれども、まだまだこれから細部については、時間がある程度かかる

のではないかというふうに思っておりますけれども。 

 今ようやく大町市がそんなことになったというようなこと、そしてご案内のとおり、安曇野市が

今度また新たに新しいルートを提案したというようなことで、まだまだ時間がかかるふうに言われ

ておりますけれども。とりあえず白馬村の中でも、ぜひルート案を調査していただきたいというこ

とをお願いをしているところでありますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第４番（太田正治君）  松本・糸魚川連絡道路については、先ほども言いましたように長い年月が過

ぎております。国が松糸道路の起点である、いわゆる前の波田町、現在の松本市ですけれどもここ
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を候補路線に、平成６年１２月に指定をしました。それから考えると、２５年を経過した現在、安

曇野市ではルート帯決定に向けて４案を説明、提示をしたと。このような大きな報道がある中で、

前に進めようとしているのは、これは県で一生懸命やっているということはよくわかります。 

 ここ白馬においても国道１４８号においては、先ほども言いましたように、大型車両、重量車両

が多く走り、大きな事故が多く発生しておりまして、通行止めになったり、地域住民の安心安全な

生活が危ぶまれておるということでございます。この大北でも北部は、高速交通網から置いてきぼ

りをされております。 

 これを一日も早い形で、命をつなぐ道路、高規格道路になるように、村長にさらなる要望をお願

いして、これで一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

議長（北澤禎二郎君）  質問がありませんので、第４番太田正治議員の一般質問を終了いたします。 

 ただいまから午後１時まで休憩させていただきます。 

休憩 午前１１時５３分  

再開 午後 １時００分  

議長（北澤禎二郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第６番松本喜美人議員の一般質問を許します。第６番松本喜美人議員。 

第６番（松本喜美人君）  ６番松本喜美人です。先月の下旬ごろより、朝に夕に、空と白馬連山を眺

め、一喜一憂の日々が続きました。これは、毎年ここ１０年くらいこのような状況でございます。

しかしながら、今回の冬型の気圧配置で白馬の里にもようやく衣がえのときを迎えました。昨日、

下川村長より、白馬村気候非常事態宣言が行なわれました。宣言により、村民一人一人が気候変動

を認識し、意識変革の動機づけを願うものであります。 

 それでは、早速質問に入らさせていただきたいと思います。 

 今回は、通告書に基づきまして、１、白馬村浄化センターの安全基準と災害時対応について、２、

棚田地域振興法について、３、本村の経済循環分析についての３項目について、村長の見解をお伺

いいたします。 

 まず、１項目めについて質問をさせていただきます。 

 本年１０月に発生いたしました台風１９号は、東日本を横断し、平成以降最大級の被害をもたら

し、本県におきましても、河川の氾濫等により、特に東信・北信地域が大きく被災しました。この

ような惨状において、６市町村の下水処理施設が停止し、完全復旧に２年間くらい必要とのこと、

また、修繕には膨大な資金が必要という報道がありました。 

 平成５年に建設されました白馬村浄化センターは、施設の特性から姫川に隣接しており、また、

平成３０年度実績では、村民の約６５％が利用し、汚水流入量は約８８万立米で、多くの村有施設

の中で、特に生活に密着した施設の一つであり、安心して暮らせる村づくりの観点から、次の４点

についてお伺いいたします。 
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 １点目、本村浄化センターの豪雨時における、安全であると判断する基準は何か。 

 ２点目、村の防災マップには、姫川の氾濫危険水域３メートルと示されており、本村における直

近の大きな豪雨災害では、平成７年の７月１１日から１２日にかけての県北部豪雨災害です──で

は、この２日間の雨量は２９９ミリであり、このときの大出地区の天神宮橋推移観測所での水位は。

ただし、これはもう２０年以上前でございますので、もし当時の記録が残っておりましたらご答弁

をいただきたいと思います。 

 ３点目、本村浄化センターの豪雨災害時対応について。 

 ４点目、上下水道施設の災害時における、応急復旧工事の災害協定の有無と締結内容と内訳につ

きまして、以上４点、お伺いをいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  松本喜美人議員の質問に対して答弁をさせていただきますが、まず最初に、白

馬村浄化センターの安全基準と災害時の対応についてであります。 

 白馬村浄化センターの安全基準と災害時対応についてでありますけども、今回の台風１９号は、

長野県内に初めて大雨特別警報が発表されるほどの記録的な大雨をもたらしました。特に長野市千

曲川流域下水道の基準基幹施設である終末処理場クリーンピア千曲では、下水道処理場が冠水し、

施設設備の被災により下水の受け入れが一時的に停止をし、国土交通省のポンプ車により排水能力

を確保し受け入れを開始したものの、下水排水が集中する時間帯や雨水の流入等により、マンホー

ルからあふれ水が確認をされたりしましたが、現在は、処理場内の仮設ポンプの稼働により、排水

で解消をされているようであります。 

 仮設ポンプの稼働により、これまで応急的に行なってきた消毒のみによる簡易処理放流から沈殿

過程を経ることによって、一定の下水処理能力の向上が図られております。それでも、災害前の処

理能力を満たしておらず、水処理の完全復旧は令和３年３月を目標として、市民の皆様には、排水

量の削減につながる節水の協力をお願いをしているというふうに聞いておるところであります。 

 それでは、４つの項目について順次答弁をさせていただきますが、１点目の本村の終末処理場で

ある白馬村浄化センターの浸水被害の可能性と安全性でありますが、大町建設事務所が公表をして

いる姫川、松川の浸水想定区域図には、終末、その処理場のエリアは入っておりません。 

 この浸水の想定区域図は、過去、ダムの整備状況を考慮して、おおむね１００年に１度程度に発

生する大雨を想定をしたシミュレーションを行ない、その結果から、姫川、松川が氾濫をした場合

に浸水すると予想される区域を示しているものであります。 

 施設の浸水被害の可能性についてでありますが、管理棟、水処理施設の床の高さは大町建設事務

所が示している処理場付近における姫川のハイウオーターレベルより高い位置となっております。 

 具体的な標高で言いますと、放流環境のハイウオーターレベルが６６７メートルであるのに対し、

水処理施設の床レベルは６７２.７５メートルであり、約６メートル高く設定をされております。さ



－58－ 

らに、管理棟の床レベルは６７５メートルであり、８メートル高いということになります。浸水被

害に対して、床レベルにおいては安全性があると考えられております。 

 また、処理場付近の姫川は、一般的にいうところの掘り込み稼働となっており、処理場の基礎部

分の地質はほぼ岩盤で構成をされていることが建設工事の際にも確認をされているところでありま

す。処理場手前で蛇行している水衝部のコンクリートブロックで護岸工が施されていることから、

護岸が崩壊する可能性は低いものというふうに予想しております。 

 ２点目の平成７年の県北部の豪雨災害時の天神宮橋観測所の水位についてのご質問ですが、大町

の建設事務所に問い合わせましたところ、当時の正確な記録が確認できませんでした。恐らく氾濫

危険水位に迫っていたものと推測をされますが、浄化センターに被害はありませんでした。 

 ちなみに、一昨年の平成２９年７月に豪雨があり、このときの総雨量は７日間で１,０００ミリ近

い大雨が降りました。これは、平成７年豪雨の１.７倍の雨量であったものの、浄化センターを含め

村内の家屋に被害はありませんでした。これは、関係各位の努力の結果、砂防や河川改修事業の進

捗により安全度が向上したことが伺い知れます。 

 ３点目の豪雨災害時の対応についてですが、神城断層地震時の経験を踏まえ、国土交通省の下水

道ＢＣＰ策定マニュアルに基づき、白馬村下水道ＢＣＰ事業継続計画を策定をしております。 

 計画では、被災から暫定機能の確保を行ない、応急復旧までを基本とし、緊急点検、調査から緊

急措置、一時調査からの応急復旧、さらに、二次調査からの本復旧までの体制や優先業務、目標時

間などを制定をしています。 

 当初、国土交通省で策定したＢＣＰマニュアルは、地震や津波被害を中心に想定をしたマニュア

ルであったことや、近年はゲリラ豪雨が頻発し、想定を超える豪雨災害が発生をしていることから、

停電、洪水、水害等にも対応したマニュアルの見直しや改正作業が進められております。 

 来年度早々には、県内でも改定のための勉強会が開催をされ、見直し作業が進められることから、

本村としても積極的に参加をし、災害対応に備えてまいりたいと考えております。 

 最後に、災害時における応急復旧工事等の災害協定の有無と締結内容と内訳についてであります

が、水道事業関連では、長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱が定められており、日本水

道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定との連携をしております。構成員は長野県水道協

会加盟の団体であり、本部は長野県環境部水大気環境課で、中心ブロックは松本市が代表となって

おります。 

 大地震の際には、震度と被災事業体の要請により、出動できる体制をとることとされており、応

急の給水部、応急復旧部、広報支援部などで構成をされております。神城断層地震の際には、長野

市と県内の市町村も被災したため、中部地方支部からの応援ということで、名古屋市、新潟市、富

山市などからの応援もいただき、給水の早期復旧への支援には改めて感謝をするところであります。 

 生活排水事業関連では、長野県生活排水事業における災害時応援に関するルールが定められてお
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り、やはり関東ブロックや中部ブロックの応援ルールとも連携をしております。構成員は県内で下

水道事業を実施をしている団体であり、本部は長野県環境部生活排水課であり、代表区ブロックは、

大町市が代表となっております。 

 大規模災害の際は、代表市町村からの応援要請に基づき、調査、応急対策、設計、査定等の復旧

計画の策定や、機材、資材の提供に対応をしております。 

 そのほかにも、長野県下水道協会、全国町村下水道推進協議会長野県支部、長野県下水道建設管

理業協会との間で、下水道管路施設の災害時における支援協力に関する協定を結んでおります。こ

れも大規模災害の際に、協定会員からの支援要請に基づき、下水道の建設及び管理業を営む業者さ

んが中心となり緊急点検、調査を行なっていただける協定であります。 

 村内においては、上下水道工事店組合加盟の業者を中心に８業者との間で、上下水道給水排水施

設維持管理業務契約を結び、緊急時の要請に応じ、随時緊急対応を行なう体制を構築しております。

村全体としては、建設業組合及び建築業組合に加盟している業者さんとも緊急時の協定を結んでい

るところであります。 

 二度と大きな災害は起こってほしくはないわけでありますが、職員には災害時の対応を含め、白

馬村ＢＣＰ事業継続計画をみずから策定することにより、内容の理解を深め、有事の際に活用でき

るよう、資質の向上に努めてまいります。 

 以上、１点目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。松本喜美人議員、質問はありませんか。松本議員。 

第６番（松本喜美人君）  ただいま村長より答弁をいただきました。総括的には、多少の雨量といい

ますか、先ほどの例で申し上げますと、平成２９年、７日間で１,０００ミリというようなところで

も何ら心配がないというような答弁をいただいたわけであります。 

 その中で、安全というような部分でございますので、再質問をさせていただきたいと思いますけ

ども、豪雨時の浄化センターの安全確保の観点から、矢口建設課長にお尋ねをさせていただきたい

と思います。 

 姫川は、国・県が管轄する一級河川でありますが、神城地区から深空地区までは比較的直線的流

れでありますが、蕨平地区から大出地区まで、村内で最も蛇行しており、堤防への負荷が最大のエ

リアと認識しております。 

 先ほどの村長答弁の中には、ブロックもすえたり、安全であるという答弁をいただいたわけであ

りますけども、このエリアの、特に河川パトロールというものについてはどのように実施をされて

いるのか、お尋ねをしたいと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  松本議員から、一級河川の河川パトロールはどのようにやっているのかと

いうようなご質問でございますけれども、姫川あるいは平川、松川といった一級河川につきまして
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は、長野県、具体的に言いますと大町建設事務所が管理をしているわけでございまして、現在大町

建設事務所では、河川巡視員が週１回はパトロールを行なっているということでございます。 

 ただ、ご質問にあります、これは、決して浄化センターの安全確保ということではなくて、当然、

流域全体の安全確保の観点からパトロールしているということでございますのでよろしくお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。松本議員。 

第６番（松本喜美人君）  引き続き、同じ考えがございますけども、蕨平地区の姫川につきましては、

非常に急峻な傾斜地でありまして、崩壊が懸念される特別警戒区域に指定されております。 

 こういった地域につきましては、豪雨時だからとか台風直前だからということではなくて、いつ

崩れてもおかしくないわけでありますので、そういった危険箇所については、平常時は安全確認の

パトロールというのがどのように実施されているか、お伺いしたいと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  急傾斜地の平常時の安全確保という、安全確認というご質問でございます

けれども、ただいまのご質問では、蕨平地区、ピンポイントの場所を想定してのご質問と受けとめ

ましたけれども、白馬村全体を見渡しますと、いわゆる急傾斜地の特別警戒区域というのは１５５カ

所あります。これは防災計画に載っております。 

 さらに、これとは別に、土石流の危険渓流特別警戒区域が５３カ所、さらに地すべりを加えます

と３００カ所以上の危険区域があるということになりまして、松本議員ご指摘のように、当然、平

常時の安全確認というのは非常に重要ではあるんですけれども、正直、これ全て網羅して確認がで

きているかというと、できていないというのが現状でございます。 

 そうした中で、じゃ、何が重要かということでありますけれども、これらの危険区域を、やはり

地域、その地域に住んでおられる村民の皆さんが、自分の住んでいる、この周りが、ここが危険な

んだよということで、やっぱり、しっかり把握するということが一番大切なことだと思いますし、

当然、万が一のときには、そういった住民の皆さんからの、やっぱり情報提供というのも非常に重

要な部分になってこようかと思いますので。 

 以前、防災を所管しております総務課のほうから、防災マップというのを全戸配布しております

けれども、あれを見ますと、結構わかりやすく表示している部分がございますので、こういった県

内大きな災害がございましたので、こういったことを機会にもう一度、その周知という意味で、や

はり、もう一度見直してみる必要があるのかなということは感じております。 

 以上でございます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。松本議員。 

第６番（松本喜美人君）  ありがとうございました。 
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 それでは、再質問の３点目でありますけども、先ほど村長のほうから、災害協定について答弁を

いただきました。応急的には、いわゆる近隣の行政体並びに民間の業者から応援をいただくという

ようなことで答弁をいただいたかというふうに認識しております。 

 そこで、酒井上下水道課長にお尋ねをいたします。このたびの台風１９号の県下の災害状況を見

た中で、災害協定についてさらに補強すべき分野があるというふうな部分の認識はあるのでしょう

か。 

 それと、もう一点でありますけども、神城断層地震から５年経過しまして、震災の教訓として、

震災前より上下水道課として強化されたといいますか、震災前よりこの部分をこのように変えまし

たというような事業がございましたら、お伺いをいたしたいと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井洋君）  協定の関係につきましては、先ほど村長答弁申し上げたとおりでござい

ますが、特に下水道関係につきましては、長野県の災害時応援ルールというのが定められておりま

して、これは、もともとつくったのが、私どもの神城断層地震の経験を踏まえて、さらに内容もよ

り実践的なものに書きかえられているという形で行なっております。 

 この５年間の間につきましては、やはり県主導で、私どもの断層地震の経験を踏まえた形の訓練

ということで、全県で集まりまして、ロールプレイング的な形でそれぞれの町村がどんな動きをす

るかというようなものを大きな会場に集まりまして、実際に訓練を行なったところでおります。 

 それから、ブロック内の関係につきましても、私どもは大町市がブロックの中心ということでご

ざいますが、大町市を中心といたしまして、震災災害が起こったという想定のもとに、それぞれの

市町村に電話連絡等々のやりとりをするというような訓練も行ないました。 

 また、さらにうちの村におきまして、大町市、それからの池田、松川、小谷村のそれぞれの担当

が集まりまして、実際、私どもの村のマンホールの鉄ぶたをあけて、マンホールの中をのぞくとい

うような確認をそれぞれの担当者が行なうというような訓練も実施してございます。 

 実際、それから５年前の震災のときも、例えば下水道事業団等が、この応援ルールの中でしっか

りお互いがやりとりをするという覚え書きを取り交わしておりまして、実際、５年前のときも直ち

に村のほうへ来ていただきまして、浄化センターの位置調査をやっていったり、実際のところ、最

終沈殿池等にふぐあいがあったわけでございますが、それに対する調査、設計、災害査定に向けた

設計書の作成というようなものを直ちに実施していただいたということでございますので、先ほど

村長が言ったように、二度とこのような災害は起こってほしくないわけではありますが、５年前の

経験を踏まえまして、より一層迅速な対応ができるような形で訓練等を行なっているのが現状でご

ざいます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  もう一点、あったんじゃない。 
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第６番（松本喜美人君）  多分、私の意図しているところは、災害協定の中で、村長答弁の中には、

行政体の応援、民間業者の応援ということでありますけど、先ほどの酒井課長のほうから、日本下

水道事業団が触れておりましたので、多分そこが私の質問に対する答弁であったのかなという解釈

をしております。よろしいですか。 

議長（北澤禎二郎君）  じゃ、答弁終わったということでいいですね。じゃ、質問はありませんか。

松本議員。 

第６番（松本喜美人君）  ありがとうございました。大出地区の浄化センターにつきましては、豪雨

時につきましては、非常に安全度は高いという、相対的にそのような認識でおりますし、私も今回

の台風１９号の災害状況、テレビ画面で見たり、それから、平成７年の７月の豪雨の隣の小谷村の

状況を見ますと、河川のほうが高い天井川のエリアで災害が起こっているというような認識をして

ございます。で、堤防が決壊して、それらが被害を大きくしているということで、そういう点では、

大出地区というのは、地形的にも、先ほどの村長の答弁から言いますと、河川から８メートルくら

い、それから建物においてもということになりますと、１０メーター以上ついても大丈夫だという

ふうに再度認識させていただいたわけであります。 

 それで、実は、豪雨時で、私が一番懸念しておるというのは、姫川左岸につきましては、飯田地

区から、村内非常に左岸は急峻な地形で、今までも豪雨時のときに、飯田地区でもあったり、深空

地区でもあったり、それから、蕨平地区の左岸については、既に大きな、えぐれているといいます

か、というような部分がございます。 

 それで、堤防の決壊というよりも、そういったところの大きな崩落があったとき、姫川をせきと

めるような場面というものがあったときって大変だなという想像をしております。 

 それで、一般質問においては、こういう想定についてどうですかと言うと、なかなか答弁はでき

ませんよというところが多いわけでありますので、私のほうから、これは行政側への要望でありま

す。 

 姫川の左岸の地形によります危険度について、全てコンクリ等々で補強をしていくというような

ことは、現実、村の事業でできるわけではありませんけども、既に崩落している部分等につきまし

ては、国も今回の１９号の災害において強靱な国土づくりというような方針を打ち出してございま

すので、そういった中において、国・県のほうに、ぜひ、そういったものの不安が強いと、むしろ

堤防の崩壊よりも、私は姫川左岸の崩落によってダム湖といいますか、そういったものに対する、

今から不安解消で要望をぜひお願いしたいなということをうたいます。 

 要望としてお願いをして、１点目の質問を終わらせていただき、２項目めの棚田地域振興法につ

いて説明をさせていただいた後、質問をさせていただきたいと思います。 

 本年６月に、人口減少や高齢化に伴い、荒廃の危機にある棚田の保全を目的とした棚田地域振興

法が５年間の時限立法で成立いたしました。同法の事業範囲は、地方創生、農村交流、体験、文化
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的景観保護、国土保全、観光の促進、自然環境の保全と鳥獣被害対策等、非常に多岐にわたっての

活用が可能な法律でございます。 

 そこで、次の２点についてお伺いをさせていただきたいと思います。 

 同法の政令によります棚田地域の要件は、勾配が２０分の１で、棚田の面積が１ヘクタール以上

という定めがございます。本村の該当地区の有無と地区名は。 

 ２点目、多岐にわたる財政支援がある同法を調査研究し、積極的に活用する考えがあるかどうか、

２点についてお伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  棚田地域の振興法について２つの項目の質問をいただいておりますので、順次

答弁をさせていただきます。 

 最初に、同法の政令による棚田地域の要件は、勾配が２０分の１で、棚田の面積が１ヘクタール

以上と定めていますが、本村の該当地区の有無と地区名はとの質問でありますが、棚田地域振興法

の定義にすり合わせる中で、現在、村で行なっている中山間地域、直接支払事業の農地の保全や機

能の確保、勾配２０分の１以上とほぼ同じ条件であることを踏まえますと、北城地区では青鬼、野

平、立の間、神城地区では内山、飯田や堀之内の一部が該当をします。 

 次に、多岐にわたる財政支援がある同法を調査研究し、積極的に活用する考えはとの質問であり

ますが、まず、この棚田地域振興法を活用をしていくには、認定基準を満たす必要がございます。

要件に当てはまるかは当然でありますが、活動計画の作成、計画を立てるに当たっての協議会の構

築、その構成員、活動をしていく上で、その計画が確実に実施をされると認められる必要がありま

す。 

 このようなことを踏まえて、農政関係では、現在行なっている多面的機能支払交付金事業や中山

間地域直接支払事業との内容や目的もほぼ似かよったものであることから、この点についても精査

をしながら活用ができるか判断をしていきたいと考えております。 

 また、棚田地域振興関連予算を見ますと、総務省、文部科学省、文化庁、農林水産省、林野庁、

国土交通省、官公庁、環境省、内閣府などによるさまざまなメニューがありますことから、各集落

に合った事業を見きわめながら検討をしていく必要があるというふうに思っております。 

 ２点目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。松本議員。 

第６番（松本喜美人君）  今、村長のほうからは答弁をいただいたわけでありますけども、下川農政

課長のほうに再質問をさせていただきたいと思います。 

 棚田地域の地形的要件では、先ほど、北城地区においては青鬼、野平、立の間というようなこと

でご答弁はいただいたわけでありますが、この棚田地域振興法の中にもう一つの要件がございまし

て、同法の政令による要件では、昭和２５年２月１日における市町村の区域内であるという新たな
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要件があるんですけど、この区域要件を満たす地区というのは、先ほど村長が答弁いただきました

青鬼、野平、立の間等というものはクリアするのかどうかということをお尋ねします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  質問にお答えいたします。 

 先ほど議員がおっしゃいました昭和２５年の２月１日における市町村の区域はというところで、

当村につきましては、北城村それから神城村ということになります。 

 あと、区域の要件を満たす地区についてはという内容でございますけども、これは圃場整備等に

よりまして改良された農地の規制みたいなものはないという部分で考えますと、先ほど村長の答弁

にもありましたとおり、今、中山間地域直接支払事業というものを行なっている青鬼、野平、立の

間、それから内山、あと飯田、堀之内の一部は全て該当するという内容になります。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。松本議員。 

第６番（松本喜美人君）  ありがとうございました。私は、白馬村、村内における棚田の代表的な地

域といたしましては青鬼地区だというふうに捉えております。それは、平成１１年に農水省の日本

棚田百選に選定され、さらには、伝統的建造物群保存地区として、現在整備が進行中であります。 

 そういった中で、青鬼地区、野平、立の間もそうなんでしょうけども、やはり、こういったエリ

アというのは、日本の原風景として、将来にわたり保存をしていくべきというふうに捉えておりま

す。 

 そういった中で、先ほど村長、農政課長のほうから多面的、それから中山間地域の直接支払いと

いうような部分で現在事業が行なわれておるということでありますけども、こういった部分に、棚

田地域振興法では観光の振興というような部分も新たに加わっておるということでありますので、

そういう点では十分に地域住民とコンセンサスを得るということが基本でありますので、そういっ

た中で、ぜひ新たな部分で使えるところがあればというふうに考えております。 

 そこで再質問でありますけども、これは下川村長のお膝元でありますけども、野平地区でありま

す。これ、この地域につきましては、八方の観光協会とタイアップをされて、酒米の山恵錦を育て、

その酒米を利用して純米吟醸白馬八方黒菱を商品化し、さらに、八方尾根開発株式会社の旅行業部

門であります村旅で、田植え、稲刈りツアーを募集をして農業体験をしてございます。 

 私の聞き取り調査で村旅に出向いてお話を伺ったところ、２年間ツアー募集も行なっているよう

でありますけども、田植え、稲刈りともに、地元スタッフを加えて１００名くらいの参加者をいた

だいておるという実績でございます。 

 この、特に野平地区でありますけども、棚田を活用して農業体験をし、そこでとれた米の加工を

して白馬八方黒菱という加工品をつくり、そして、その作業の過程でツアー募集を行なうという。

規模的なものは小さなものかもしれませんけども、非常に、日ごろから村長がおっしゃっています、

観光と農業のコラボというようなもの、規模は小さいんですけど、まさにこのことではないのなか
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と。 

 それで、あと足りない部分で申し上げるならば、農業を通じて、よそから白馬村にお越しをいた

だいて農業体験をしていただくと、この部分はこれでクリアな部分になります。 

 あとは、農産物加工品の販売という部分で言えば、野平地区においても、加工品は黒菱という日

本酒にかわっておるわけでありますけど、こういったイベントを通じて、例えば棚田米というよう

なものを販売するというような、そういたしますと、いわゆる村長が日ごろおっしゃっております

農業と観光のコラボ、規模はともかくとして、非常に完成度の高い事業になるのではないかなと。 

 そういったところで、再度お聞きをいたしますけども、ハード面では、確かに多面的、中山間地

があるからいいですよということでありますけど、この棚田地域振興法については、ソフト面とし

てそういった観光との結びつきというようなこともございますので、そういった点では調査研究を

いただいて、それから、この法律につきましては、特に、国・県の機関の中で同法の地域担当コン

シェルジュを設置していくということでありますので、そういったところとご相談といいますか。 

 先ほど村長答弁の中にもありましたとおり、計画等々、それから協議会をつくる、野平地区にお

いては、今やっていることを文書化すればすぐ計画ができるのではないかなということですし、協

議会は先ほど申し上げたメンバーを加えれば、すぐできるのかなというようなことで、もう一度お

伺いいたしますけど、そういった観点から、この棚田地域振興法について検証をしてみる、上級官

庁への相談をかけるという考えはございませんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  質問にお答えいたします。 

 今、野平地区では、山間部の酒米ということで、山恵錦を作付しておりますけども、この事業に

ついてちょっと聞いてみると、県の事業を活用しているということも少し聞いております。 

 それで、今言ったような観光の部分、それから農業の部分を結びつけるような内容で、この棚田

振興関連の事業を活用できないかという内容でありますので、その活用に向けては、今後研究をし

ながら検討していきたいというふうに農政課は考えております。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。松本議員。 

第６番（松本喜美人君）  ありがとうございました。ぜひ、庁内で農政課、観光課、それから、特に、

これは小さな規模かもしれませんけど、私は、村長、観光局の代表理事でございますので、こうい

ったことが日ごろ観光局で行なわれていくというのが、営業としては少ないんですけども、基本的

な力点としては、こういったところに置かれた観光局運営がなされるべきではないのかなというこ

とを意見等申し上げまして、３点目の質問に移りたいと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  下川村長。 

村長（下川正剛君）  今、この松本議員から担当課のほうにいろいろ提案をさせていただきました。

本当に、私も同感であります。 
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 ただ、先ほど、太田議員の話にもありましたけれども、この地域の地区の皆さんの理解を得ると

いうことは非常に大事であります。本当に観光と農業が一緒になって、そして、大勢のお客様に来

てもらう。そして、来てもらった人たちに、例えば、何か地元でできたら、農作物を買ってもらっ

たりと、そしてまた、来た人がいいところに行ったと喜んで帰れるような、そういったことがこの

村としての役割だというふうに思っておりますので。なかなか地元の理解を得るためには、大変ハー

ドルが高い部分もありますけども、村としてはそういったところにどんどん観光振興として、そし

てまた、農業振興していく必要があるということは、私も常々思っているところであります。 

 そしてまた、先ほど来、白馬花三昧という議長も出席をしていただいたわけでありますけども、

本当に東山から見る山岳景観は非常にすばらしいものと。そういった中で、ぜひ、その花を取り入

れてもらえないかという、そんなお話がございました。 

 そんな中で、ことしは、私の地区ではありますけども、地元の人たちがボランティアで菜の花が

まいてある。そして、結構大きな畑に菜の花をということを。そしてまた、役場の地域おこし協力

隊のほうで野沢菜、菜の花まいてもらったところで、来年の春には、どんな花になるかちょっと期

待はしているわけではありますけども、そんな思いをしているわけであります。 

 いずれにいたしましても、地元との理解を得るなら進めていきたいというふうに思っていますの

で、よろしくお願いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。松本議員。 

第６番（松本喜美人君）  今、下川村長のほうから答弁いただきましたとおり、何事もやっぱり地域

住民との十二分なるコンセンサスを得て進めていくというのは大原則でありますので、そういった

基本姿勢を貫いていただきたいなと、それで、事業の完成を目指していただきたいなというふうに

思います。 

 それでは、私、最後の３点目の質問でありますけども、本村の経済循環分析について。 

 本村では、県の観光機構と共同で観光における経済効果や村外への資金流出を把握するための経

済循環分析を実施しておりますが、この事業の進捗状況についてお伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  松本議員から３つ目の質問でありますけども、本村の経済循環分析についてで

ありますが、この事業の目的につきましては、観光地域づくりには、観光のマーケティングを推進

をする来客者のデータのほかに、地域の経済実態を把握することが必要であります。 

 白馬村においては、観光業が主な産業でありますが、観光業等で外部から獲得をした所得が地域

内でどれだけ循環をしているかを把握する必要があります。このため、効率的な観光地域づくりを

推進をするため、基礎資料として、白馬村版の産業連関表を策定をし、白馬村の産業構造、取引構

造を明確にすることであります。 

 事業の組み立てといたしましては、白馬村、白馬村観光局、長野県観光機構が連携の業務として
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実施をしております。 

 また、今回の地域経済分析を長野県の観光機構のパイロット事業と位置づけ、村と連携をして作

業を行ない、行政データ、国・県のデータの使用方法などのノウハウを長野県観光機構内に蓄積を

することとしております。 

 調査体制につきましては、専門機関、アドバイザー、そして白馬村職員のプロジェクト体制で作

業を進めており、業務の終了後も村職員が継続的にメンテナンスができるよう、有志の職員が積極

的にこの事業に取り組んでいるところであります。また、白馬高校の国際観光科生徒にも事業の一

環として可能な範囲で協力をいただいているところであります。 

 調査の手順といたしましては、まずはリーサス等の既存の統計データをもとに、白馬村経済構造

を概略として把握をした上、事業者へのヒアリング、郵送調査を実施をし、分析を行なっておりま

す。 

 現在は、アンケート集計も終了し、まとめの段階に入っております。１２月中には、第２回の有

識者会議を開催をし、来年２月までには、最終の報告ができるかというふうに考えているところで

あります。 

 松本議員の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。松本議員の質問時間は答弁を含んであと９分です。質

問はありませんか。松本議員。 

第６番（松本喜美人君）  ありがとうございました。 

 それでは、この事業の所管であります総務課かと思いますので、吉田参事兼総務課長のほうに再

質問をさせていただきたいと思います。 

 この事業のサンプルといいますか、基礎データの収集について、先ほどの村長答弁の中にもあり

ましたとおりでありますが、村内におけます商工業者数、平成２８年度の経済センサスで申し上げ

ますと、小規模事業者数は９６６ということで公表されております。それで、これ、昔の事業所統

計でありますので、出てくるものには神社仏閣、学校等々全部含まれておりますので、商工業関係

というのは、私のこれ推計でありますけど、おおむね１,１００くらいではないかと思いますけども、

１,１００に対しての基礎データの回収率というのはどのくらいになるんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまのご質問の回収率の関係でございますが、議員の再質問の

中では、事業所数１,１００ぐらいじゃないかという推計ということでございますが、今回、村のほ

うで行ないました調査につきまして、数字等、私のほうから申し上げさせていただきます。 

 飲食業、建設業、鉄道業、その他を含め、それと宿泊業を含めまして、送付数につきましては

７７６の送付をさせていただきました。そのうち不着が２０、したがいまして７５６に対しての回

収率ということで回答させていただきますと３０.７％というような回収率でございます。 
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 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。松本議員。 

第６番（松本喜美人君）  ありがとうございました。こういった郵送等々によるアンケートというの

は大体回収率が２０％を超えると成功だと言われておりますので、非常に高い回収率というふうに

認識をさせていただきます。 

 それで、村長答弁の中に、一応この事業については来年の２月ごろまでに最終報告ができるよう

な進め方というようなことで答弁をいただいたわけであります。 

 そこで、再質問２点目でありますけども、その地域、いわゆる白馬村でありますけども、経済効

果を高めるためには、行政の歳出額というものも大きな源泉であります。平成３０年度決算ベース

で、一般会計、特別会計、企業会計との歳出総額は９２億１,３１６万円になります。そのうち経済

効果に波及しない歳出、支出でありますけども、それぞれの会計間の操出金、繰入金、それから公

債費、いわゆる借入金の返済と支払利息、それから、各会計での基金積み立ての歳出部分を減額し

ますと、ほかにもあるんでしょうけど、私の推計で言いますと、約７０億円弱が具体的に経済効果

を高めるための支出が行なわれた金額ではないかと思われます。 

 そして、７０億円弱のうち、村内に支払われたものというものが白馬村の経済に直接影響をもた

らす歳出でありますけども、この金額幾らではなくて、この金額を含めて白馬村の経済効果という

ようなものを分析されるのかどうか、吉田参事兼総務課長にお尋ねいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  再質問の行政経費に関するものもこの産業連関表に含めるかという

ところでございますが、今回の調査の中で、専門機関であったりアドバイザーのご意見でいきます

と、まず地域の産業連関表のパターンが見えてくると。それを当てはめることによって、ある程度、

行政の経費につきましても類似的なものが見えるというお話は伺っております。 

 国のほうのリーサスにつきましても、行政経費を含めているというようなことを、このリーサス

のほうからも回答をいただいておりますので、でき上がったものを見ながら、改めて行政経費につ

いても調査のほうに諮っていきたいということで、断定は申し上げることはまだできませんけども、

関連する部分があるということで、その作業については、この作業は一旦終わった後で入っていき

たいと、このように考えています。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。松本議員。 

第６番（松本喜美人君）  ありがとうございました。これも要望で申し上げたいわけでありますけど

も、毎年行政の決算が行なわれるわけでありますけども、その折に、村内への個人事業所への支払

い総額というようなものをぜひ公表していただくことがありがたいのかなと。それが、ある意味、

行政運営の透明性を高めていくということにもつながるのではないかと。そのようなことで、これ
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は、すぐできる、できないという部分もあろうかと思いますので、ぜひ庁内でご検討をいただける

とありがたいなということであります。 

 それで、残り時間が余りないわけでありますけども、最後の質問でありますけども、さきの第３回

定例会の一般質問で同僚の加藤議員から、一般質問の資料といたしまして、箱根町の観光局実態調

査報告書が配付されました。 

 これは、配付されたのはごく一部でありましたので、私も箱根町のところからプリントアウトを

いたしまして観光データの収集のための何か手がかりがつかみたいなということでさせていただき

ました。 

 その質問の折に、箱根町のほうに研修に行ったらどうでしょうかという問い合わせに、横山副村

長のほうから、ぜひ行ってみたいというようなことで答弁をいただき、過日、観光課長のほうで箱

根町のほうにお邪魔をしたというふうに伺っております。 

 限られた時間でありますけども、そういった中で、箱根町へ出向いて一番参考になったところを

お答えいただけるとありがたいです。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  今、松本議員さんのお話にあったとおり、ことしの９月、加藤議員さんか

ら、箱根町の取り組みをご紹介を受けて、行ってきたらどうだというご提案も受けました。その点

を受けまして、先月２７日に箱根町に赴きまして、観光統計に関すること、いろいろとヒアリング

してきました。 

 ヒアリングの中で、特に印象的であり、村として参考にしなければならなかったなというふうに

感じたのは、統計の中にある宿泊客数が各施設から提出されている数字の積み上げであったという

ことです。白馬村では、どうしても推計というところに大きく頼っている部分が、箱根町では積み

上げだったということに、まず驚きました。 

 加えて驚いたのは、調査表を各施設に配って、それを提出してもらって、それを積み上げていく

んですけども、その回収率が、箱根町は５０３宿泊施設があるそうなんですけども、８割に達する

ということです。そこに、特に驚きました。 

 白馬村では、これまで宿泊施設数自体を概数でしか捉えることができなかったんですけれども、

箱根町ではそれもしっかりやっている。その部分、非常に勉強になりましたし、この冬から、その

宿泊施設の全数を把握するようなこと、取り組んでまいりたいというふうに、今考えているところ

です。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  質問事項は終了しましたので、６番松本喜美人議員の一般質問を終結いたし

ます。 

 ただいまから５分休憩といたします。 
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休憩 午後 ２時０２分  

再開 午後 ２時０７分  

議長（北澤禎二郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第７番加藤亮輔議員の一般質問を許します。第７番加藤亮輔議員。 

第７番（加藤亮輔君）  ７番、日本共産党の加藤亮輔です。ちょっと質問が多いですから、ちょっと

挨拶は省きます。 

 今回は、２０２０年（令和２年度）予算編成について質問いたします。 

 地区要望を聞く役員懇談会も１１月２２日で終わり、来年度の予算編成はスタートしました。

２７日には予算編成方針の説明も行ない、今、各課で事業のとりまとめが行なわれている最中だと

思います。年明けには総務課査定、村長査定と続き、２月に公表するスケジュールです。 

 国は、社会保障制度を後退し続けています。その結果、将来不安が増大し、厳しい状況が続いて

います。そのような状況の中で、村は福祉の増進と村民の暮らしの向上を目指して編成作業を行な

っていると思います。そこで、来年度の予算案の方針と概要について、以下１３項目について質問

いたします。 

 まず１番、子育て支援策として、保育園の副食費を池田、松川、小谷村では減免しています。当

村でも幼稚園を含め、減免すべきと考えますが、来年度予算案に計上いたしますか。 

 ２番、地方創生事業関連の観光予算事業の内容と予算規模はどのようになりますか。 

 ３番目、村は新たな観光財源を目指していますが、その前に、国から財源を確保する方法として、

新税（出国税）から生まれる財源をもとに、全国の観光地に観光振興策を観光庁が１００カ所募集

いたしました。６月議会で質問したとき、観光を推進する組織と検討していきたいとの答弁でした

が、どのような企画書を提出いたしましたか。 

 ４番目、２０１８年度の福祉対策のデマンド型乗り合いタクシー事業費は１,２３５万円。観光関

連の冬期間のナイトシャトルバス事業費は１,５０９万円でしたが、グリーン期のバス事業、１番、

アルペンライナー事業、４月１５日から１０月８日の９６日間運行したものです、２番目、白馬シ

ャトルバス事業、４月２７日から１１月８日の特定日運行のこの２つのバス事業の決算額は幾らで

しょうか。また、来年度の予算規模はどうなりますか。 

 ５番目、子供のための通学バス運行予算を来年度計上いたしますか。 

 ６番目、ニセコで土地取引３０億円申告漏れが記事になっていましたが、白馬でも起こる可能性

があります。税の公平の観点からも、また、未納額の減少と村税（法人税、固定資産税）の増収を

図るために、観光課と協力して全事業所を対象に調査を行ない、データを確保する必要があると指

摘されていますが、来年度実施するか伺います。 

 ７番、人口減少が続いている中、移住相談は長野県が１位です。当村の移住相談は、２０１８年

度何人でしたか。また、創業塾が定住促進に寄与し、塾サポート協議会も発足しました。来年度の
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定住支援事業の予算は増額方向かどうか。 

 ８番、来年度から同一労働同一賃金のかけ声のもと、庁内で働いている嘱託職員が会計年度任用

職員に変わりますが、中級・上級事務嘱託職員及び初級・中級保育嘱託職員は月額及び年収で平均

何万円の待遇改善になりますか。また、嘱託職員の人件費総額は、制度変更に伴い、幾ら増額予定

ですか。 

 ９番目、２億７,８００万円を使って新防災情報配信システム事業が行なわれますが、現在３０カ

所ある屋外子局が１５カ所に減少するため、情報が届かない地区が発生しそうで心配です。聞きづ

らい地区が出た場合の増設は、契約額の中で処理できるのか、それとも、新たな予算立てを行なう

のか伺います。 

 １０番目、２０１８年度の村内公共施設の電気代は幾らだったか。また、各地区も負担している

村内全ての街灯代の総額は幾らなのか。 

 １１番目、庁内に小水力研究会、勉強会を立ち上げたそうですが、小水力発電建設に向けた予算

計上の予定は。 

 １２番目、整備が見送られている障がい者グループホームの建設は、来年度前進しそうですか。 

 １３番目、多目的ホールのトイレの不具合な状態が続いています。来年度は改善できますか。 

 以上１３点、よろしくお願いします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  加藤議員から、２０２０年度の予算編成について、１３項目についての質問に

ついてお答えをいたします。 

 １点目の保育園、幼稚園の副食費の減免についてでありますが、本村における副食費やおやつの

食材料費の取り扱いにつきましては、これまでも基本的に施設による徴収または保育料の一部とし

て保護者が負担をしてきた経緯から、幼児教育・保育の無償化に当たっても、この考えを維持する

国の方針に従うものです。 

 また、免除要件につきましては、内閣府令に従い、年収３６０万円未満相当世帯及び全所得階層

の第３子以降の第１号認定子ども、第２号認定子どもに対して副食費を免除するものです。 

 加藤議員からは副食費の免除の枠をさらに広げるといった趣旨の質問であると思いますが、在宅

で子育てをする家庭でも生じる費用であること、また、子育て支援ルームで実施をしている一時預

かり事業や授業料が無償化されている義務教育の学校給食においても自己負担されていることを踏

まえますと、保育園や幼稚園に通う児童に限った副食費の免除制度を他の子育て支援施策と先んじ

て実施をする必要は低いものと思慮するところであります。 

 いずれにしましても、子育ての支援に関しましては、来年度においても重点を置く施策の一つで

あるというふうに考えておりますので、他の子育て支援施策とその必要性や事業効果などを検討し

た上で予算配分をしてまいりたいというふうに考えております。 
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 それから、２点目の次年度の地方創生推進交付金事業、観光事業の内容と予算規模についてであ

りますが、このタイミングでは、あくまでも交付金事業の当初計画に基づく事業の内容及びその予

算ということとなりますので、その点はご理解を願います。 

 令和２年度の地方創生推進交付金事業、観光事業の予算事業といたしましては、大きく２つの継

続事業を予定しております。 

 １つ目は、Ｈａｋｕｂａ Ｖａｌｌｅｙ（白馬バレー）、世界に冠たる通年型マウンテンリゾー

トに実現に向けたグランピング等によるアクティビティーの強化魅力増強事業、いわゆるグランピ

ング事業です。 

 この事業は５年計画の３年目の事業に当たり、内訳としては、冬期間でも営業可能となるグラン

ピング施設の建設費などのハード事業費に１億５００万円、そして、八方口のグランピング等商業

観光拠点施設におけるイベントの構築とそのプロモーション活動やエリア全体の通年アクティビテ

ィーを国内外の富裕層等にＳＮＳやインフルエンサーの招聘といった内容でプロモーションを行な

う事業。さらには、可能性ある新たなアクティビティーを追加開発し、そのテストマーケティング

を行なう事業など、いわゆるソフト事業費に１億４,０００万円を計上をしております。 

 ２つ目の事業は、世界級通年型マウンテンリゾートＨａｋｕｂａ Ｖａｌｌｅｙ（白馬バレー）

の実現に向けた、ドローンを活用した次世代型山岳観光創造事業、いわゆるドローン事業です。こ

の事業は３年計画の２年目事業に当たり、内訳としては、この事業において、新たな山岳観光展開

の中核を担う山小屋として位置づける頂上宿舎と天狗山荘のそれぞれのトイレの一部を様式化改修

し、山小屋滞在環境の向上を図るためのハード事業費に３００万円を、ソフト事業として、ドロー

ンによる物資輸送の運送ルート構築関係費や、ドローン活用により撮影された映像をもとに、エリ

アのアウトドアアクティビティーのプロモーション展開を行なう事業費など、ソフト事業費に

３,５９０万円を計上しています。 

 ３点目の観光庁の観光振興事業についてお答えをいたします。 

 まず、質問の企画提案については提出をしておりません。観光庁では、訪日の外国人を含む旅行

業者の受け入れ環境整備の一貫として、観光地のまち歩きの満足度向上整備支援事業を実施をして

おります。この事業は無料Ｗｉ─Ｆｉ、環境整備、多言語対応、キャッシュレス対応、公衆トイレ

の整備など観光地における旅行環境の整備の取り組みを集中的に支援等をするというものです。 

 村では、この事業を活用しながら、町なかにおける多言語観光案内標識の一体的整備に取り組む

ことを考えています。それに先立ち、令和２年度には、地域連携ＤＭＯに登録をされたＨＡＫＵＢ

ＡＶＡＬＬＥＹ ＴＯＵＲＩＳＭが主体となって、白馬村と大町市、小谷村の統一的なデザイン構

造の作成に取り組みます。 

 この作成には、観光庁の支援事業を活用するとともに、長野県では重点施策地域に指定をする３市

村に対しては、県補助金の上乗せも計画をされているというふうに伺っておりますので、これらを
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もれなく活用しながら、３市村連携のもとで取り組んでまいりたいと思います。 

 ４点目の今年度のグリーン期のアルペンライナー及び白馬シャトルのそれぞれのバス事業の決算

見込額と来年度の予算規模についてお答えをいたします。 

 まず、アルペンライナー事業でありますが、北アルプス３市村観光連絡会が実施をするこの事業

の決算見込みは３３８万２,９６８円です。 

 次に、白馬シャトル事業です。白馬村観光局が実施をするこの事業の決算見込みは８８４万

９,１５１円です。また、来年度の予算規模については、現時点では、両バス事業とも今年度と同規

模の事業と予算を想定をしております。 

 ５点目の通学バスの予算化についてでありますが、通学バスの運行につきましては、白馬村地域

公共交通網形成計画に基づき、現在総務課と教育委員会、教育課が連携をしながら検討を進めてい

るところであります。 

 計画に定める通学用公共交通の核に関する事業スケジュールでは、本年から３カ年を検討期間と

して、令和４年度以降に計画実施としているところでありますが、登下校における防犯や熊出没に

対する安全確保、冬期の気象状況や降雪による路面状況、また、昨今の夏期における異常な暑さへ

の対策など、児童生徒の安心安全な登下校に公共交通の利用は有効な手段であると認識をしている

ところであります。 

 新年度の予算編成では、現在進行中でありますが、これらのことを十分に踏まえた上で、事業の

必要性や効果、優先度を厳密に判断した上で予算配分をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 ６点目のニセコの記事は私も承知をしておりますが、加藤議員もご存じかと思いますが、誤解の

ないように改めて申し上げます。 

 この記事は外国で行なわれた不動産取引や日本国内資産の使用料などに対する所得についてであ

り、国税の申告漏れの話であります。仮に、白馬村でそういった事例が発覚をした場合、関連して

地方税が増となるのは法人村民税の税割に影響するかどうかといったことかと思っております。 

 ご質問の全事業所調査についてですが、まず観光課で考えている取り組みについてですが、その

趣旨は観光地経営に資する資源、つまり宿泊施設の実態を捉え、その状況を把握することであり、

具体的には宿泊施設の全数調査を実施するというものであります。これまでは推計しか捉えられな

かったものを宿泊施設の総数や総ベッド数を実数で捉え、これを実態に近い統計データの確立に役

立ててまいります。 

 なお、全数調査には、この冬から取り組むことを計画をしております。 

 また、現在、税務課でも不動産業者や別荘管理業者などと、外国人が所有する土地・建物のデー

タベースの共同構築を計画しており、現在、システム構築や制度設計を検討中で、経過や概要につ

いては、この議会の委員会等でもご報告をする予定であります。 
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 それから、７点目の人口減少が続いている中、白馬村の移住相談者は２０１８年度何人か。また、

創業塾が定住促進に寄与し、塾サポート協議会も発足をし、来年度の定住支援事業の予算は増額方

向かについてお答えをいたします。 

 ２０１８年度の移住相談者は３５名になります。内訳といたしましては、電話・メールでの相談

が１７件、直接窓口での相談が１８件となります。 

 また、その他に県内で開催をした移住相談関係のイベントに６回参加をしております。 

 白馬創業塾は平成２７年度から実施をしており、今年度で第５期を迎えます。これまでの受講者

総数は２２０名で、そのうち１１３名は村外からの受講者です。また創業塾を経て実際に創業した

創業者総数は５１名で、そのうちの９名は村外出身者ですので、この９名は創業を機に白馬に移住

をしたということとなります。 

 来年度の移住交流事業の予算につきましては、これから予算編成作業となりますが、現状では今

年度と同等額を予定を考えているところであります。 

 それから、８点目の会計年度の任用職員に変わり、中級・上級事務嘱託職員及び初級・中級保育

嘱託職員の待遇改善及び嘱託職員の人件費総額は、制度変更に伴い幾ら増額するかについてお答え

をいたします。 

 会計年度任用職員の移行に伴い、新たな制度の構築に向け、業務等の見直しを行っております。

会計年度任用職員の任用については、基本、パートタイムで任用する方針ですが、職種によっては

フルタイムでの任用としています。 

 ご質問の事務職については、現在の業務量等を踏まえ、パートタイムでの任用を考えており、勤

務時間が短くなるため月額給は下がることとなりますが、一方で年収では経験年数に応じて下がる

職員もいれば上がる職員もおります。パートタイムの勤務状況で比較すると、中級の事務職では月

額３６２円の三角から１,６２５円の減額になる一方、年収では約１２万３,０００円から１４万

９,０００円の増額に、上級の事務職では月額三角の３,７０３円から１,８９７円、年収では約８万

６,０００円から１５万９,０００円の増額となります。 

 保育士はフルタイムで勤務を予定しており、初級保育士は月額４００円から４,４００円、年収約

１６万５,０００円から２１万７,０００円、中級保育士は月額三角の５,０００円から２００円、年

収約１０万６,０００円から１７万４,０００円の上げ幅となります。 

 また嘱託職員の人件費の総額については、共済組合負担金や退職手当の負担金を合わせると、今

回議案として提出をしている人事院勧告後の給料表で試算すると約２,２００万円の増額となりま

す。９月の関係する条例の可決以降において、実際に合法の位置づけ等を近隣市町村との給料月額

と調整をする必要が生じたこともあり、そのときに想定をした金額からは増額幅が大きくなったこ

とも理由の一つであります。 

 それから、９点目の２億７,８００万円使って新防災情報配信システム事業を行うが、現在３０カ
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所ある屋外子局が１５カ所に減少するため情報が届かない地区が発生するなど、聞きづらい地区が

出た場合の増設は契約額の中で処理できるのか、それとも新たな予算立てを行うかについてお答え

をいたします。 

 田中麻乃議員の一般質問の中でも同様の質問がありましたが、村の整備方針により、今回の提案

の採択に至った経緯と考え方等については、先ほど答弁をしたとおりであります。 

 請負者はあらかじめ提案に際し、事前に簡易な電波調査を行っておりますが、あくまでも簡易測

定ということであり、まずは、正式な手続になりますと、電波法に基づく総務省への無線局の開局

申請を行ない、電波出力を含めた免許を受けることが実施に際し最優先する業務となります。 

 このように、出力等免許内容に基づき事業を進めていく中では、実際の音達状況が変わる部分は

考えられます。この音達状況につきましては、基本的に各戸に配置をする個別受信機を最優先させ

ることが必要ですので、屋外における個別受信機の音達状況が低い場合には移行することが考えら

れますが、個別受信機の音達状況に支障がなく、屋外子局のみの増設変更については、現時点では

考えておりません。 

 先ほど、理由により変更事項が生じた場合には、基本的には現在の契約額の中で対応していくこ

とで考えておりますが、工事に着手をしたばかりなので、進捗状況については、都度、議会に報告

をさせていただきますので、ご理解をお願いしたいというふうに思います。 

 それから、１０点目の２０１８年度の村内の公共施設の電気代は幾らかについてでありますが、

村内の公共施設の平成３０年度の電気代の総額は約７,０００万円弱ですが、ちなみに役場が約

５５０万円、保育園が約２００万円、ふれあいセンターが約２７０万円、下水道施設関係が約

１,３００万円、ジャンプ競技場、クロスカントリー競技場、体育施設等の合計が２,２００万円、

小中学校が約１,０００万円であります。 

 なお、各地区が負担をしている村内の街灯代の総額については把握しておりませんのでご了承を

願いたいというふうに思います。 

 それから、１１点目の小水力の発電研究についてでありますけれども、小水力の発電は環境に優

しく、太陽光発電と違って１日を通して安定をした発電が可能な再生可能エネルギーとして注目を

されていることは十分認識をしております。 

 ことし６月に藤本副村長の声かけにより、平川小水力発電所にその小水力発電の実現と可能性に

ついて研究会を立ち上げました。メンバーは、興味のある有志と、関係が深いと予想される建設、

農政課等の職員１０名であり、現在まで５回の会議を重ねてまいりました。この研究会では、白馬

村内で実施した調査事業のおさらいを初めとし、国内外の事例の研究、国県を含めた補助制度につ

いて、また財政面からも可能性研究等を行っているところであります。 

 小水力発電所を建設する場合、数億円規模の大規模な整備費をいかに賄うかが問題となります。

各地では自治体での直営方式に捉われず、民間資本を活用する取り組みが進んでいます。山梨県都
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留市で行った市民公募債や、須恵町で設立をされた地域新電力会社など、電力事業のノウハウを持

つ民間事業者と自治体が出資をして第三セクターを設立する事例なども報告をされているところで

あります。環境への負荷が少ない循環型社会を目指し、積極的に自然エネルギーを活用することを

目指すのであれば、直営方式にこだわらず、民間資本を活用して整理する方式も有効と考えられる

ところであります。 

 小水力発電は、白馬村の地形を生かした自然エネルギーとして大変有効であることは十分理解を

しているところであります。多額の事業費を有することや、国等の補助制度が先細りになっている

ことから、実現性についてはさらに研究が必要であると考えております。 

 １２点目の障がい者のグループホームの建設に関する質問でありますが、この関係につきまして

は、これまでの議会一般質問において何名かの議員さんからの質問をいただき、その都度答弁をさ

せていただいているところでありますけども、当地域におけるグループホームの整備につきまして

は、１０年以上前から保護者の方々から強いご要望をいただいております。村といたしましても、

障がいのある方が住みなれた地域で暮らしていくためには安心して生活できる場所を確保すること

が重要であると考えており、この地域におけるグループホーム整備の必要性を十分認識した上で、

早期実現に向けて取り組んでまいりました。 

 この間、グループホーム設立の意思を示した事業者は幾つかありましたが、残念ながら今のとこ

ろ現実には至ってはおりません。現在のグループホーム整備についての状況でございますが、今年

度に入りまして新たな事業者からグループホーム建設について大変前向きなお話をいただいており

まして、来年度大きな進展があることを大いに期待をしているところであります。そのためにも、

これまで一貫して申し上げているとおり、村としてできる支援はしてまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 最後に、多目的ホールのトイレの不具合については、ここ数年続いており、その都度簡易的に修

繕を行っているところであります。公共施設の個別計画で修繕計画を立てておりますが、役場庁舎

も老朽化が進み、急を有する修繕箇所も多いことから、来年度も実施できるかはわかりませんが、

簡易的修繕で対応し、二、三年の間には本格的な改修をしたいというふうに考えているところであ

ります。 

 以上、加藤議員からの質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。加藤亮輔議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第７番（加藤亮輔君）  村長、長い答弁ありがとうございました。 

 それで、いろいろ１３の項目を出して、全てをおさらいするというわけにはいきませんので、か

いつまんでやっていきたいと思います。 

 それで一番最初、副食費の問題ですけど、どうもちょっと消極的というか、そういう答弁だった

と思うんです。そこでちょっと私がつくった資料を村長にもお渡ししてあると思うんですけど、予
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算案をつくる基本中の基本になると思うんです。 

 表１のものは、各地区別の経年の人口比較を掲載しました。一番上にみそら野で、一番下は南方

というような地名になっています。これで南方入れて３１という地区名です。 

 それで、これ見ていただくように、２００９年と１４年と１９年、１０年前とあと５年刻みに記

載してあります。それで人口はどうなったかというのが一番下を見ていただければわかるように、

２００９年９,１４８人が、この２０１９年ことしの１０月は８,６７１人になったと、この１０年

間で８７７人減少しているということです。 

 それで、各集落の動きもちょっと興味あるもんですから、そのまま事務員からいただいたものを

記載しました。この中で、今まで飯田、白馬町が一番、１位、２位の大きな集落でしたが、みそら

野のほうが５７名ふえて、飯田、白馬町はそれぞれ５０名、６０名減ったということで、みそら野

が一番大きな集落になったということです。 

 それから、もう１つちょっと気になるのは、瑞穂は１０２人ふえています、この１０年間で。そ

れから蕨平は１３人ふえているということです。それで、あと大きくちょっと私が調べて一番驚い

たのは、９番の飯森です。飯森が１０年前は７６０人いらっしゃったと、それがこの１９年には

７６１人。これ、ことしの１０月には３９８名と、３６３名も減っちゃったと。これはちょっと村

の中でも、行政のほうでも少し、何でこんなに減ったのか、ちょっとこれ研究してもらいたいと思

うんです。 

 それで、私の言いたいのは、こういうぐあいに人口がまず減ってきておるということを土台に置

いて予算を立てていかなければならないと思う。 

 それからもう一つは、今度、裏の面を見てください。表２を見ていただくとわかるように、上は

厚労省が出した国民生活基礎調査の全国所得の階層別を整理したものです。一番上が５０万円未満

の人たち、それからずっと、表としては１,０００万円以上まで上は区切りを入れてあります。下は

白馬村の世代別所得階層分布図です。同じような刻みで見やすいように比較できるようにしてあり

ます。 

 それで、これを見ていただくとわかるように、やっぱり２００万円以下の世帯がまだ白馬村は多

いと。一つは自営業者が多いということで、経理で落としますから多少ふえるのは仕方がないと私

も思うんだけども、これは２６年の調査より３１年のほうが５％ふえているというところは、ちょ

っとこれやっぱり所得、それから生活の苦しさ、厳しさというところがまだまだ続いているという

あらわれだと思うんです。 

 そういう中で来年度の予算案はきっと立てられると、これ以外にもいろんなデータを駆使して計

画事業を展開しているということは、前々回の議会の中でそういう答弁をいただいていますけど、

今の副食費の問題にちょっと移りますけど、この副食費について言えば、小谷村は３歳児未満も含

めてゼロ、保育園児全員が副食費をいただいていないということです。それから松川、池田町、こ
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れは３歳以上の子供たち全て無料になっています。３６０万円以上というような、そういう所得制

限をかけてはいません。 

 だから、やはり白馬村のこういう実態、人口が減っている実態を見て、それから今後も少子化も

続いていくというところで、近隣の地域と保育園料の副食費でこういうぐあいに差をつけるという

ことになると、子育てしにくい村というイメージがやっぱりつきまとうと、これ年間比較すると月

４,３３０円ですから、１２カ月で５万１,０００円の負担増になるということになるんです。だか

ら、その辺ももう少し考えて、これからまだ来年の２月までたっぷり時間ありますから、いろいろ

ほかの地域と比べて考えていただきたいというのが、まず１つ目の来年度に対する要望です。 

 それで、質問にちょっと移りたいと思うんですけど、その通学バスは、今、答弁では３年ぐらい

延びるというような感じでしたけど、これはアンケート、ＰＴＡのアンケート、村がやったアンケー

トを見ても、非常に要望が高い、強いものですから、そういうぐあいに余り先延ばしするんじゃな

くて、早く事業化してほしい。来年から事業化できないのは、これはお金の問題なんですか、それ

ともまだまだ調整ができていないというような事情なんですか。その辺のお答えをお願いしたいと

思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  加藤議員、せっかくいい資料をつくっていただいたんですが、飯森が３６３人

も減っているという、そういった、今、資料なんだけども、せっかくいい資料をつくってもらった

んだから、これ、この内容についてはめいてつはどうなっているんですか。めいてつの分が……。 

第７番（加藤亮輔君）  ああ、そういうことか。 

村長（下川正剛君）  そうなんですよ。せっかくあなた、こういういい資料をつくっていただいたん

だから、正確な資料を出していただきたいなと、こんなふうに思います。 

 それで、人口増減の令和元年度、一番下のマイナスの８７７ですか、この数字も違っていて

４７７であります。せっかくいい資料をつくっていただいたんだけども、そういうことであります

ので、私から、ほかのことについてはまた担当課のほうで説明しますけど、加藤さん、いいですか、

そういうことです。 

第７番（加藤亮輔君）  いいですよ。次の答弁でお願いします。 

議長（北澤禎二郎君）  吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  通学バスの予算化の関係でありますが、村長の答弁では計画の期間

の答弁をさせていただいたところです。 

 現在、既に庁内での調整の作業というところについては、総務課と教育課と健康福祉課、現在あ

る資源をどのようにうまく活用していくのかということで、実務の段階に入っているというところ

であります。 

 これが、当然のことながら、村の考える示し方と事業者というものが対応できるかというところ
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もありますし、実際にバスの運行になりますと、バスの停留所、どういうふうに設定をするのか、

停留所までどのように保護者の方が連れていくのか、いろんな問題点というのがまだ課題として残

っておりますので、作業自体には入っているというところであります。 

 どこの段階でできるのかというのは、現在、作業は詰めているところなんですが、いろいろな手

続等を踏まえると、今、予算編成の作業に入っているところですので、鋭意努力はしているという

ところで、本日の答弁については控えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。 

第７番（加藤亮輔君）  どうも、村長、資料のつくり方がまずくて失礼いたしました。 

 めいてつの分を抜かしちゃったというか、一番最初の２００９年のところで含めなかったという

のが、ちょっと、めいてつの急に独立したからこの４００名の数が違ったということです。だから、

先ほど言ったように、村長から指摘されたように、全体では４７７名減っているということです。

あとについては間違いがないと思います。 

 このことについては、私も余りにもめいてつが減っているもんで、住民課のほうへ再度、きょう

の朝もちょっと確かめたんですけど、表面上はめいてつをやっぱり抜かしちゃったもんで、そうい

う結果になったと思います。ご無礼いたしました。 

 それで、今の通学バスは４年度ぐらいから実施できるんじゃないかということなんですけど、や

はり子供たちは毎年新しい人が入ってくるんだけど、今いる１年生の子が、４年たてば５年生にな

るというような感じで、今いる小学校の５年生の子はもう使えないというようなことになるんです。

だから早急にやるというのが非常に重要なことだし、やっぱり村民の要望に応えて、それで村民の

方からまた村政に対して協力していただく、お互いのこの循環をつくる一つの大きな役割を果たす

と思うんです。だから、余り先延ばしするんじゃなくて、早く事業化していただきたいと思います。 

 これについても、まだまだＰＴＡのほうとも相談はできる機会がありますから、保護者の方とも

相談しながら、どうやったら実施できるんかというところをもう少し詰めていただきたい。１年で

も早く進めていただきたいというふうに思います。 

 それから次に、時間が余りないもんですから、今度は８番目の問題に移ります。このことについ

ては前回も少し質問いたしましたけど、会計年度任用職員の問題です。それで、新聞を見ますと、

１２月２日の信濃毎日新聞だったと思うんですけど、この経費については、まずは総務省のほうが

交付税措置をするというふうには表明しておるということ、それから期末手当についても２年目以

降、１.４５カ月分の支給ということで説明されていますけども、実際、正職員との余り差をつける

なということで、２.６カ月分支給するようにということ、これも総務省のほうからそういう通達が

出ています。 

 これで、長野県からの指導を仰いでこの１.４５に決めたんかなと思って長野県のほうを見ると、
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長野県の県のほうは、職員組合と県の財政担当と、もう２.６で妥結しているということが新聞に、

それから労働組合のほうからも聞いています。だから、白馬村もこの２年目１.４５にするんじゃな

くて、これはやっぱりそれを同一労働、同一賃金、それから官製ワーキングプアをなくするという

ような大きな目標のために始めたことですから、少しでもやっぱり待遇改善をしていくという意味

合いからも、ぜひともその２.６にすべきだと思うんですけど、どういう事情からこの１.４５にし

たのか、そこのところをお聞きします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  会計年度任用職員の期末手当の数値の関係でありますが、本村でい

きますと、９月の議会に議案として提出をさせていただきました。 

 時事通信のところでいくと、１２月議会での提出の自治体が非常に多かったというふうに、私、

認識をしております。という部分で申し上げますと、他の自治体の事例というのがなかなか見えて

こなかったと、近隣の大北のところについては電話等で照会等はさせていただいたというところが

ありますけども、他のところについては数字等が把握できなかった。議員おっしゃるとおり、県の

ところについては１.４５から２年目以降２.６というところは私も存じてはいるところであります。 

 １.４５に決定をしたというところについては、県の指導というようなことではなく、村としてど

の数値を採用するのかというところで申し上げますと、再任用職員の率を採用するというところで

試算のほうに入っているというところであります。 

 今後、この制度が施行された以降でどのような形で影響が出てくるのか、また業務として、村長

の答弁にもありましたとおり、基本的にはパートタイム職員ということにしておりますので、この

業種も含めながら、その率等については２年目以降見直しというところは考えられる部分ではござ

いますけども、いきなりその２.６という数字を採用するかどうかという点については、現在ではま

だ未定でございますので、進める中で検討のほうをさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。加藤議員。 

第７番（加藤亮輔君）  事情はわかりました。やはり同じ職場で働いている皆さんですから、きっと

少しでもたくさん給料をあげたいと、それはきちんと考えていると、やっぱり村の事情が許さない

というようなところで、はざまにあっているということは重々私も理解はできるんですけど、やは

りそこで働いている人は、そのお金で生活していくんだから、やはり一定の保障、保額、少し余裕

が出ること、子育てやっている人は子供を大学へ行かしたいというようなときのお金もやっぱり蓄

えたいということですから、ただ生活ができればいいという額じゃなくて、やっぱり少し貯金でき

るような額を支給するように、会計年度任用職員の方はきっと組合というかそういう組織もないと

思う、だから対等に話をすることもできないから、やはりこっちのほうで気をきかして対処してい

ただきたいと思います。 
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 それから、もう１点、問題を指摘したいんだけど、事務系職員がパートタイマー会計年度任用職

員になる、それで４時に帰ると、つまり４５分早く帰宅するということになりますよね。その分給

料が減るということなんですけど、その給料が減ることも問題なんですけど、４時に帰った後、４時

から一応５時半まで窓口があいている、この間の対応がちょっとお留守にならないのかという問題、

それから帰ったことによって、残っている正職員に労働過重にならないのかという問題も考えて、

一般職のパートタイム、それはクリアできるということでパートタイム会計年度任用職員にしたん

ですか。それともお金の問題でやったのか。それはどっちなんですか、事情は。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  業務につきましてはフルタイムで必要なのかどうなのかということ

で、それぞれの業種を確認して決定をしたということでありますので、結論から申し上げますと、

時短になったとしても窓口には支障はないというところで判断をさせていただいたところでござい

ます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。加藤議員の質問時間は答弁を含めあと７分です。質問

はありませんか。加藤議員。 

第７番（加藤亮輔君）  もう少し議論したいんですけど、次のところにいきます。 

 １０番目、１１番目のところです。電気代の問題と小水力研究会の小水力発電所の問題。午前中、

同僚議員が地球温暖化の問題、それから気候変動の問題など、大分濃い質疑をしましたので、そこ

のところはちょっと割愛して質問したいと思います。 

 ただ１つだけ言っておきたいのは、今は余り余裕がないということなんです。それで、今、ＣＯ

Ｐ２５がやられて、私も聞きかじりで悪いんですけど、ＩＰＣＣ、国連気候変動に関する政府間パ

ネルの１.５℃特別報告書というものがあるんです。これ、今、第６次の討議をしているということ

なんですけど、その中の生態系にどういう影響があらわれるかというこの部会です。その中で、

１.５℃温度が上がると昆虫が６％、それから植物が８％、それから脊椎動物が４％、これだけのも

のが生息域を半減しちゃうと。それからまた２℃上がれば、先ほど言った昆虫が１８％、それから

植物は１６％、それから脊椎動物が８％の種が生息域を失うということで警告しているんです。だ

から、ただ単に雪が降らないというようなことだけじゃなくて、もっともっと私たち人間が生きて

いく上でどうなのかという、もう本当に差し迫った問題だということで考えていただきたいと思う

んです。 

 あとについては、午前中の質問者と一緒のような考えで私もいますので、私の言うこの小水力に

ついて、ちょっと意見を述べながら、やはりこの問題について、この村は使命があると思うんです、

小水力を活発にやらなければならないという。一つは、国際観光都市を目指していると。世界で生

きていく観光都市を目指すということは、世界に影響を与えてはいけない。そのために一番この村



－82－ 

でやれるのは何かといったら、これは一人一人がプラスチックを使わないということもあるけども、

やはりこの村のエネルギーのもとである小水力をやる下地の分ぐらいはあるんだから、それをやっ

ぱり積極的にやるべきだと私は思います。だから、こういう豊富な水を活用して小水力をやって世

界に発信していく、それから自然環境にも優しく、観光地としてのブランド力も高めていくという

のが、やっぱりこの村の私は使命だと思います。 

 それで、先ほど自治体がやるべきか民間がやるべきかという問題が、ちょっと答弁が出ていまし

たけど、１つ紹介したいのは、日本で一番最初に自治体が独自に電力会社をつくった群馬県の中之

条町という町なんですけど、これは２０１４年現在で、役場、道の駅、温泉施設、保育園、小学校、

中学校、高校、体育館、野球場、医療センターなど２５カ所の電気を自分たちがつくった電力で賄

っておると。まだ余るところを家庭に回したり、売電をしてやっていると。だから、やろうと思え

ばできるんです。 

 お金の予算の優先順位だと私は思うんです。そこを、先ほど言ったように、民間からお金を集め

て第三セクターみたいな感じでやってもいい、それは私はどっちの方法でもいいと思うんですけど

も、村はもうちょっとリーダーシップを持って、ずるずる延ばすんじゃなくて、やはり１歩前へ踏

み出すと、きのうの宣言は非常に私もいいものを村長が出してくれたと思います。でも、あとは自

己なんですから、この村として何をするのかというところは、そういうところで見せていってほし

いと思うんです。 

 だから、一つはやっぱり私はそういうふうな形をやってもらいたいもんで、この村の役職の中に

そういう担当者をきちんと決める、それで、できたら２人ぐらいでもう実施に向けて動き出すとい

うような、来年度の４月の人員の変更のときにそういう形に持っていくような積極的な考えがある

かないか、即答はできないと思うんですけど、要は積極的にやろうと思っているのか、それとも民

間がやってくれるならそれでいいんじゃないかなというような感じなのか、その辺はどっちのスタ

ンスなんですか。ちょっと教えて……。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  組織体制に関することということで、午前中の質問にもつながりますけれど

も、議員さんおっしゃっているとおり、その小水力の可能性というのは私ども否定は全くしていな

くて、積極的に取り入れたいということで、ことし研究会まで立ち上げているというところであり

ます。 

 ただ、いかんせんまだ研究を進めないと、いきなりその専任の職員を置くというところになると、

その２人分、何か業務を減らさなければできないというような状況にもなるかと思いますので、お

っしゃるとおり即答はしかねますけれども、小水力を重要視しているということはぜひご理解いた

だきたいと思っております。 

議長（北澤禎二郎君）  それでは質問時間が終了しましたので、第７番加藤亮輔議員の一般質問を終
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結いたします。 

 ただいまから５分間休憩いたします。 

休憩 午後 ３時０７分  

再開 午後 ３時１３分  

議長（北澤禎二郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第８番津滝俊幸議員の一般質問を許します。第８番津滝俊幸議員。 

第８番（津滝俊幸君）  第８番津滝俊幸です。 

 それぞれ、執行部の皆さん、大変お疲れのところ、本日一番最後の質問者となりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 まず初めに、台風１９号により今回、災害に遭われた皆様に対しまして、改めてお見舞いと、そ

れから亡くなられた方にお悔やみを申し上げたいなというふうに思います。同じ信州人として、ま

た地震の災害を体験した者として本当にお互いに寄り添いながら、復興、復旧に努めていきたいな

というふうに思っているところであります。 

 それから、本日は大北の降雪がありまして、先ほど観光課長に聞いたところ、白馬五竜スキー場

と、それから４７スキー場が今週末からオープンというようなことで、非常にありがたいなと。こ

の大北管内、ずっとスキー場のオープンいつになるかなというふうにスマホ等で見ていたんですが、

ずっとゼロで、積雪量はゼロで非常に心配したところでありますが、これでなんとか年末年始のと

ころに間に合ってきたのかなというふうに思うところであります。 

 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきたいと思います。 

 今回は、森林整備についてでございます。 

 昨今の気象変動に伴う地球温暖化防止に向けて、温室効果ガスの削減など、森林を有効に活用し

ていく機運の高まりや、台風や集中豪雨に伴う山地災害の激甚化などにより、昨年度に国では森林

環境譲与税（森林環境税）が創設されました。また、長野県でも森林づくり県民税が第三期として、

平成３０年度から５年間継続決定されています。いずれも森林や里山の整備、間伐や路網です、産

業道や木材の利用、人材育成、担い手の確保、さらには教育や観光等の分野で多面的な森林の活用

にも取り組むことが使途目的だそうであります。次の事について伺います。 

 白馬村では上記の目的に沿って白馬村森林整備計画が策定されていますが、計画に沿った事業の

進捗状況を伺います。 

 ２つ目として、森林環境譲与税（森林環境税）による新たな森林管理システムとは何かを伺いま

す。 

 ３番目として、森林づくり県民税を利用した当村の現在の事業はどのようなものなのか、伺いま

す。 

 ４番目、昨年度、木質バイオマス利用の調査が行なわれ、１,３８０万円余りを使用しました。全
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額これは補助金ですが、その調査内容と今後の利用方法についてお伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  津滝議員、最後の５番バッターでありますが、非常に私も疲れておりますので、

端的に答弁をさせていただきます。 

 まず、森林整備について４つの項目ですが、１点目のさまざまな目的に沿って白馬村森林整備計

画が策定をされており、計画に沿った事業の進捗状況を伺いますとの質問でありますが、村では平

成２８年度から令和８年度を期間として、白馬村森林整備計画書を定めております。 

 この計画は、村が５年ごとに作成をする１０年を１期とする計画であり、地域の森林、林業の特

徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や、これを踏まえたゾーニング、地域の実情に則した森林

整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を

定める長期的な視点に立った、森林づくりの構想となっております。 

 主な計画事項は伐採、造林、保育、その他森林の整備に関する基本事項、立木の標準伐採齢、立

木の伐採の標準的な保護法やその他森林の立木地区の伐採に関する事項、その他造林樹種、造林の

標準的な方法などを定め、また委託を受けて行なう森林の施業または経営の実施の促進に関する事

項や、森林施業の協同化を促進するに関する事項、鳥獣害の防止、森林区域及び当該の鳥獣害の防

止、森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項、葉害虫の駆除及び予防、林業に従事する者の

養成や確保など、村の森林整備に関する基本的な事項が定められたものでありますが、前半計画期

間でのこの計画に基づき行なわれた森林整備については、平成３０年度末で６カ所、２９.９４ヘク

タールの森林整備が行なわれました。ただし、堀之内、三日市場は飯森地区での森林整備について

は、地震の影響や施工事業体の問題により計画が進んでいない状況であります。ただ、堀之内、三

日市場は地区の整備につきましては、次年度より事業を再開に向けた打ち合わせをしているところ

であります。この計画後、令和２年度が５年目となりますので、中間年における見直しを行なう必

要があろうかと思います。 

 ２点目の森林環境譲与税、いわゆる森林環境税による新たな森林管理システムとは何かとの質問

でありますが、本年度から森林環境譲与税の交付が決まりました。森林の有する公益的機能は、地

球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切

な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境

界がわからない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。このような現状のもと、

支援的条件が悪く、採算ベースに乗らない森林については、村自らが管理を行なう新たな制度を創

設をし、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源

を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って、我が国の森林を支える

仕組みとして創設をされたものであります。 

 先の台風１９号による災害でライフラインの長期寸断がありましたが、未整備森林の倒壊による
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復旧困難が一因と報道されておりました。ただ、全ての山を森林環境税で整備をするというわけで

はありませんが、比較的管理が容易な山林や伐採が獲れるような山林については、山林所有者、意

欲のある経営体にその管理をあっせんをし、その他、整備困難な森林については、森林所有者への

意向調査を実施した上で、優先順位をつけ、経営管理計画を作成し、村において森林整備を実施を

するものであります。 

 実施方法については、先に前に述べていますが、白馬村の森林整備計画の方針に沿った整備を実

施することとなりますが、またこの整備の優先順位については、県の森林組合や事業体との連携を

しながら、地域住民の意見を踏まえ検討するものとなります。これらの事業の財源に森林環境譲与

税、後の森林環境税を充てることができ、その人は毎年公開する必要があると言われております。 

 今年度から森林環境税を環境譲与税として交付が始まりましたが、本年６月に議決をいただきま

した基金条例に基づき本年度交付は、全額基金化を行なう予定であります。令和２年度では、森林

経営管理を含めた、森林に関する事項を大北の５市町村で共同実施するため、北アルプスの連携自

立圏の中で実施をする方向で調整をしています。令和２年は、県の管理する森林部を、森林計画図、

施業理念の収集を５市町村の共同事業で実施することとしております。この共同実施は、今後、長

期間にわたり、各市町村が森林管理を推進する上で、森林基本条例が情報が森林整備の方針作成、

住民や事業者との調整等、さまざまな場面で有用であることを広域で整備をし、地域全体の情報を

共有することにより、県、林業事業者等との調整を行なう上で円滑化が期待ができることから行な

うものであります。 

 また、白馬村では林地台帳の整備を行い、所有者情報の整備を行なう中で、森林情報、施業履歴

を収集し、白馬村の森林の状況を把握をし優先し、整備をすべき森林を順位付ければ、できるとい

うふうに思っております。 

 それから、３点目の森林づくりの県民税を利用した当村の事業は何かとの質問でありますが、村

発注業務では、森林づくり推進支援金事業を活用し、毎年、間伐を含む緩衝帯整備を実施をしてお

ります。今年度は、緩衝帯整備として、深空地区と八方口地区のやぶ刈りの実施を予定をしていま

す。以前には、塩島城址の管轄も実施をするなど、主に森林景観の整備や有害鳥獣対策といった事

業に活用しております。昨年より見直しを行なった森林づくり、県民税の里山整備の利用地域にお

ける支援事業を活用し、地域の実情に応じた森林づくりを今後進める地区もあります。 

 最後に、昨年度における木質バイオマスの調査内容でありますけども、大きく２つあります。 

 １つ目は、森林の賦存量の調査を実施をいたしました。これは森林簿やＧＩＳデータ等を参考と

し、村の森林特性と賦存量を把握をし、周辺地域を含む森林林業関係者への聞きとり、現地確認の

上、主伐、間伐状況、素材生産量、排出システム、天然林も含む施業適地等の現状及び将来的に供

給可能な木質バイオマス量を把握するものであります。結果、森林保存料は年１万５,７９９立米、

樹種別内訳は針葉樹９,３９０立米、広葉樹６,４０９立米と推計をされました。特に、針葉樹が比
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較的里に近い地域にあり、森林整備を実施をし、保全と資源環境を図る必要があることが改めてわ

かりました。 

 ２つ目は、村内外の木質バイオマス燃料の状況。燃料単価、供給熱量を化石燃料と比較をし、対

象公共施設へ導入した場合の採算性について調査をいたしました。薪は村外業者、チップは村内の

破砕チップ専用業者と村外の切削チップ製造業者へ聞き取りを行ない、含有率をチップ３０％、原

木５０％と仮定をした場合の各施設への導入予測結果を申し上げます。庁舎へ１２０キロチップボ

イラー導入の場合、概算工事費が約５,０００万、燃料消費量チップ３９トンで、原木５５トン相当。

光熱費削減額を年額４８万円、年収支額マイナス１８９万円であります。 

 ２番として、庁舎へ４９キロワット、電源供給システムプラス２５０キロワットのチップボイラー

導入の場合、概算工事費が２億円、燃料消費量チップ４６７トンで原木６５４トン、光熱費削減額、

年額４３２万円、年収支額マイナス収支の８３９万円。 

 ３番として、庁舎へ２２キロワットの薪温風の暖房機を導入した場合、概算工事費４００万円、

燃料消費量、薪８トン、原木１１トン相当。光熱費削減、年額５万円、年収支額マイナス１７万円、

Ｂ＆Ｇプールへの１７０キロワットの薪ボイラーを導入する場合は、概算工事費が５,０００万円、

燃料所要肥料が薪１３トン、原木１８トン相当。光熱費削減、年額が３万円、年収支額マイナス

２０１万円。 

 ５番として、村道の３１４９号線ロードヒーティングへの４００キロワット、チップボイラーを

導入の場合、概算工事費が１億円、燃料消費量チップ１６２トンで原木２２７トン相当、光熱費削

減、年額１９６万円、年収支額がマイナス２１７万円といった、各施設に対するバイオマスの設備

の調達結果となりました。 

 以上の結果から、費用対効果を勘案し、３の庁舎への薪温風暖房機を導入方針として、今後の設

備導入を目指すことといたしました。 

 ちょっと長くなりましたけども、以上が津滝議員からの質問に対する答弁であります。よろしく

お願いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。津滝議員、質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  ４番目のところに関しては、本当に丁寧な説明ありがとうございました。私

のほうでは、そこまで聞いているつもりはなかったんですけども。 

 順を追って再質問させていただきますが、まず白馬村森林整備計画書についてですが、これがそ

の計画書になります。私は、この森林整備のことについて今回、聞こうかなというふうに思ったと

きに、もともとは先ほどのこの木質バイオマスの調査のことがちょっと気になっていたところがあ

りまして、それでもこの山のことはこれからどうしていくのかなというところで、非常に気になっ

ていました。それで、村のホームページの中を見ていった中で、この森林整備計画書っていうのが

あるんです。議員さん、これ何かわかりますか。 
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 計画期間は、平成２８年から平成３８年、ですから令和８年までということになりますか。一応

これ１０年間の計画でやられたということになっております。非常に、中身を見ると村の今の森林

の状況ですとか、どんな樹木がある、ですとか、そういったようなことが詳細に書かれております。

もともと、そのこれをつくる前の前段で、やっぱり国で、先ほど申し上げましたけども、森林環境

譲与税、今この日本の至るところにある森林をどういうふうに管理、守って、そして次の世代につ

なげていくか。もう個人所有と言いながら、個人所有の域ではなくて、管理もできなくなっている

ような状況で、こういうような状況を国民全員で何とかしていきましょうということで始まったと

いうふうに私は聞いています。 

 この整備計画書に基づいて、今村長が答弁していただいた内容で、現在進行形でいろいろな事業

が行なわれているというふうに思っているわけですけども、その中で現状と課題というところで、

ほとんどが間伐は先ほど言ったように、ある程度の進捗が毎年少しずつやっているけれども、神城

断層地震や地元の森林組合の不正事件等々があって進捗していないと。来年度から、そのことにつ

いてもう少し前へ進めていくということになっているんですが、まずこの間伐だとか作業道だとか、

それからそれをこの実行していく業者っていうのは、もしくはそういう人たちっていうのは、この

白馬村の中におられるんですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  お答えいたします。業者的には田中建設と太田造園が該当になります。ほ

か個人的な林業者等もおりますけども、業者的にはその２件かなということであります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁終わりました。質問はありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  大北森林組合はその中に、業者に入らないんですか。 

議長（北澤禎二郎君）  下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  今、村内とおっしゃったので一応、そういうことで出しましたけども、大

北管内でいけば今言った大北森林組合、また山仕事創造舎等も入ってきます。 

第８番（津滝俊幸君）  今、個人事業主の話が出てこなかったんですけども、個人事業主というのは、

要するに森林を所有している人たちが自ら施業をしていくというんですか、そういうようなことを

する人たちの話が出てこなかったんですけども、村内では今言う２業者、大北管内では今言う２業

者、小谷のほうにも同様な間伐だとかそういう施業をやっている業者が何社かあります。そういう

人たちにこれから、この白馬のこの地域の山林というか森林を間伐したり、整理していっていただ

くということを、ここに計画にそのように書いてあるんですけど、本当に実施しているんですか。

予算のほうはどうなっていますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  先ほど、村長の答弁にもありました中で、県税を使った部分につきまして
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は、緩衝帯整備とか間伐を行なっておりますけども、この辺は森林組合が行なっております。 

 それから、以前には田中建設とかその辺のところでも間伐を行なっているという状況もあります。

あと、森林組合と契約した中で、例えば飯森地区であれば森林組合がちょっとできない状況が出た

部分、三者契約を結んで、現在、山仕事創造舎が間伐を行なっているというような状況でございま

す。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  今、予算の話もしたんですけど、お金の話がちょっと出てこなかったんで、

この山を管理してくのに、業者にそうやってお願いしていくというときになったら、まず所有者が

お金を出すのかどうなのか。それから、税金はどのくらい投入してもらえるのかどうなのか、いわ

ゆる補助事業としてやるということになるんですけど、そういうここの計画の中にあって、いわゆ

る一番元の計画これなんですけども、自主的な計画というのは何かたてられているんですか、今。

その業者には、今言うように業者にお願いをしていくと。だけど、我々森林を所有している、山林

を所有している者はただお願いしますねというふうにして、木切ってもらったり、間伐してもらっ

たり、緩衝帯の整備やってもらったりとかというようなことは、何も自分たちの負担は何もなしに

やれるということなんですか。今のところでいくと、全然そこのところに触れていないですけども。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  緩衝帯整備につきましては、先ほど言ったように県税を使ってそちらのほ

うで金額を出してやっていると。あと通常の林業業者が行なうものについては、間伐した材が出ま

すので、その辺、今非常に材の値段も低いわけですけども、地主と話をしながら、返せるものは返

すというような形で現状は進んでいるという状況です。幾らというのはちょっと、ここでは把握で

きておりませんけど。整備を進める中で、地主等と話をしながら林業体が進めているところであり

ますので、ご理解をいただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  議長、この計画書に基づいて実施計画を作っていかなきゃいけないんだけど、

それに対してやっぱりお金はどのくらい使うかというのが、ある程度面積から把握されてなきゃお

かしいと私は思っているんです。そのことを今、聞いているんですけど、そのお金のことについて

はなかなか答えられないというのはどうなんですか。じゃあ聞く人を変えます。すいません。 

 今、申し上げたとおり、今、農政課長のほうではちょっとなかなか答弁できないということなん

ですけども、執行部のほうはどうですか。白馬村では大体、村の面積の内、森林面積が全体の８０％

というふうなかたちになっています。そのうち、いわゆる、ここにも書いてあるんですけど、私有

林、村有林とか国有林は別ですけど、民有林と言われるのが針葉樹だけで２,１４２ヘクタール、蓄
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積ですか、要するに持っている木の量なんですけど、５７万９,４６６立方メートルというふうに出

ているんです。これは、ざっくり計算すれば大体このくらいの予算はかかるんじゃないかというの

は出るもんじゃないんですか、でないんですか。 

議長（北澤禎二郎君）  横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  すみません、どの程度、お答えできるかは自信ないんですけれども、そもそ

も村の予算に計上される森林整備というのは、本当ごく一部のはずです。ほぼほぼ国の森林整備に

関する補助金をどこの事業体も活用して、森林整備するというのがルール、約７割が最低出るのか

なというのが、当時、私は、私担当したのもう１０年も前なんですけども、そういったイメージで

います。そうした中でいくと、地主負担は当時、例えば堀之内に行なって説明したときは、１ヘク

タール５００円とか１,０００円負担してねという感じで説明会をした記憶があります。ただ、その

後、結構補助金が手厚くなって、現実には地主負担なかったりした時代がありました。ちょっと今

がどうかというのはわかりませんけれども、間違いなく今も森林整備に関する国の補助金がなけれ

ば、材を売ったお金と地主負担だけでは、絶対森林整備という事業はできないというふうに私は認

識しておりまして、ほぼほぼ国に頼っているというような事業であるなという認識でいます。答え

になっているかわかりませんけれども。 

 村で、前やっていたのは、その国の補助金に対して、若干やっぱり足りない部分が出るので、そ

こに重ね補助というのを村が独自でやっていたと、そういう時代がありました。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  質問はありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  ちょっと、私の質問の仕方が悪かったですかね。面積があってどのくらいの

蓄積があって、これを間伐、実際に進んでいるところが全体のさっきでいくと二十四、五％、残っ

ているのがどのくらいあって、そこにざっくりと。私は村の予算のことを聞いているわけじゃない

です。それをやっていくためにどれだけのお金がかかるんですかっていう話を聞いているだけのこ

とで、それがないと、それこそ村の予算立てできないんじゃないですか。だからそこはちゃんと押

さえてください。 

 質問の時間もありますから、前に進めていきますけども、そういったようなことをこの整備計画

書に基づきながら、今度実施計画というのをつくっていかなきゃいけないので、実施計画を農政課

のほうでつくっていくということになろうかなというふうに思います。新たな森林管理システムと

いうのが、俗に言うとこの環境税、森林贈与税によって、これからつくっていくんだよという話で

あります。これは、今年から５年間、国がまず先に起債をつくって、そこから各市町村に交付して

いくというようなことで、聞くところによると今年は２７０万円、今後、この森林譲与税というの

は５年間ずっとお金がもらえる。これまず、交付金額というのはこの５年間でずっと同じ金額なの

か。 
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 それから、そこから今度１人１,０００円ずつお金をいただくということになっているようであり

ますが、こうになったときに、この環境税になったときに、村は幾らもらえるのかをお伺いします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁をお願いします。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  お答えいたします。まず、５年間の話なんですけども、ことし３１年が

２７０万で、これが３３年まで同額できます。その後に３４年から３６年につきましては４１０万

円、１年間に４１０万円ずつです。それから、３７年から４０年、これにつきましては１年間に

５８０万円ずつくるということで、今、１０年間の話をしたんですけども、合計で３,７８０万円が

１０年間でくるという今の譲与額の予定です。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  はい、津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  それで、ことしは実際にどういうふうに使っていくかというところが具体的

に見えていないので、我々議員が聞いている話ですと、それで基金化したということなんですけど、

この基金化したものを１０年間で３,７８０万円、これを原資にしながら、今後具体的に事業を進め

ていくわけですけども、使途的に使っていいことがあったりなかったりするんですが、村としては

どのような形で使っていくつもりでおられますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  譲与税を活用した森林整備ということなんですけども、まず森林整備に必

要な所有者の情報、それとか既に施工した箇所とか、あと保安林、地形の状況、まず林地台帳のシ

ステムに網羅するということがまず一つあります。その上で、村全体の森林の状況を把握する必要

があるのかなと。その後に地区の要望とか優先する整備すべき要は森林の順位付けをしながら、こ

れは１,０００円ずつ税がとれるわけでございますので、公平性の観点を含めまして精査をしながら

森林整備を行なっていくというところで、具体的に何年に何平米という部分はまだちょっと出して

おりませんけども、一応そういう考えでいこうと思っております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  まだ具体的な内容ついては決めてないということでありますが、もう既にも

らっていて、次に来年度も同じ金額をもらうと。大体、次にもらってくる、この１０年間でもらっ

ていかなきゃいけない金額も担当課としてはある程度見えているという中で、やっぱりどういうふ

うにこの森林を、環境税を使って、どのようにこの村の中の山林を管理していくかということは、

本当喫緊の取り組んでいかなきゃいけない課題じゃないのかなと。 

 何でかということなんですけど、国では交付金をもらったら、この村はこういうことをやってい

ますということを、要するに情報を公開しなきゃいけないということが、この政策というか、省令

というか、法律の中で決まっています。ですので、今は基金化でとりあえずいいのかもしれません
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が、具体的に我々、白馬村としてはこういう形でこの交付金を使って、その上に村税とか違う交付

金、補助金も使いながらやっていくということをやらなきゃいけないのかなと思います。この新た

な管理システムの中で、とっても大事なことがありまして、それは何かということなんですけども、

経営管理が行なわれていない森林について、市町村が仲介役となって森林所有者と担い手をつなぐ、

経営管理の委託ということを村がやらなきゃいけない、行政がやらなきゃいけない。森林経営に適

さない森林は市町村自らが管理していくということがうたわれています。 

 さらに、所有者不明の森林についてもしっかりと対応していくと。結構、これ私は多いんじゃな

いかなと思います。亡くなってしまったりしているような方です。それから、将来的には林業経営

に適さない人工林、既にこの白馬村は主伐、いわゆるカラマツだとか、一番多いのは杉であります

けども、５０年から７０年ぐらいたっている木でありまして、ほとんどが主伐していかなきゃいけ

ない状況にあります。本当に、この間の台風のときに強風がふかなくてよかったなと思っているん

ですけど、大きな強風が吹けば、この山の木はどんどんばっさり倒されるんじゃないかなと私は思

っているところなんですけど。適さない人工林なんかは、今度管理コストの低い、いわゆる主伐し

て、針広、「コウ」というのは広葉樹の広です。混合林に誘導していくということがあるそうです。

これはなんでかということなんですが、管理コストが低い、要するにちゃんとした杉林なら杉林を

管理するのと広葉樹ばっかりの山を管理するのでは、全然管理コストが違うよという、そういうこ

とを言っているんだと思います。 

 だから、こういうようなことで村の責任が相当重くなってくるんです。ここのところはどういう

ふうにお考えですか。これはちょっと農政課長じゃなかなか難しいので、執行部のほうでどうです

か。 

議長（北澤禎二郎君）  下川村長。 

村長（下川正剛君）  村の体制はという、そういったお話でありますけども、今、大北５つの市町村

があるわけでありますけども、今、大北も森林組合が従業員も減っちゃっているというような中で、

どこの市町村も非常にこの森林整備については苦労をしているというようなこと。そしてまた特に

この池田あたりは、もう松が食い荒らされているということで、近々にやらなければいけないとい

う状況でありますけども、なかなか今まで森林組合に依存をしていきているというような状況の中

で、非常に頭を悩ませているところであります。 

 そんな中で、大北のこの５市町村、いろいろな協調をする中で、この森林整備を進めていかなけ

ればいけないというふうに、改めて思っているわけでありますけれども、いかんせん従業員がいな

いというような、そういったこのジレンマがあるわけでありますけども、そんなことも含めて今後、

広域のほうでも検討していきたいというふうに思っております。 

 先ほど言ったように、言っていることは十分よくわかるわけでありますけども、いかんせんそん

な状況であるということだけ、ご理解をいただきたいというふうに思います。 
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議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  非常に、これ白馬村だけじゃなくて、非常に頭の痛い問題だと思います。ぜ

ひ、ほかにもやらなきゃいけないことが行政側としては山積しているわけですけども、特に大北管

内、特に白馬村、山の恩恵を受けながら現在まできているわけでありますので、行政側もそこのと

ころ十分理解しながら、前に進めていただきたいなというふうに思います。 

 直接的に今、村長の話の中に、大北森林組合の不正事件があって以降、中の従業員がいなくなっ

たりしたりとか、今までいた人たちもだんだんやめていくというような形になっているわけですが、

農業も林業も非常に似ているところがありまして、担い手不足という話です。白馬でも２業者だけ

というようなことになっていて、この計画書の中にもそうですし、それから環境税のところでもそ

うなんですが、担い手をつくっていかなきゃいけないという話がありました。 

 先ほど、同僚議員が東山のいわゆる林道というんですか、散策路を整備する中で、そういう人た

ちも参加してもらえるようにということで担い手を募ったところ、１７名ですか、なんか来られた

ということで、内容はどのような人たちなのかは今回はいいんですけども、特に一番かかわってい

る人たちは林業経営者協会、俗に言うと林経の人たちなんです。この今の林経、これは直接林業経

営だから、林業によって収入を得たりなんかしているということになるわけですけども、加入者数

がどのくらいいて、そこの平均年齢はどのくらいなのか。これは農政課長、お願いします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  お答えいたします。林業経営者協会の人数につきましては、１９名となっ

ております。平均年齢はちょっと試算してございませんけども、おおむね７０近いかなというふう

に思います。ちょっと試算していないのですいませんが、お答えできません。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁終わりました。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  今、聞いていただいたとおり、林業経営者でさえたった１９人しかいなくて、

平均年齢はもう７０代、私も知っている限りの人たちの名前を聞くと、ああもうというふうにちょ

っと思ってしまうのが現実なのかなというふうに思います。やっぱりここに、若い人たちが何とか

林業で生活ができる。ただ木を伐採して販売するだけではなくて、この山をどうやって活用してい

くかということも大きなテーマなのかなと。そういったことにも、この環境税というのは使ってい

くことができるということになっています。もちろん、人材を育てるということにも使えます。 

 これは、別に基金化しなくても、今回の県税ですね、県税を使いながらでもやっていくことがで

きると思うんです。そういうカリキュラムも、実は県にはあります。県でそういう林業経営者をつ

くろうというようなカリキュラムもあったりなんかする。村では何かそういうことに対して、たま

たまこの間やったという話なんですけど、今後やっていくつもりはありますか。担い手をつくって

いくという意味で。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 
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農政課長（下川啓一君）  担い手つくりにつきましては、積極的に進めていきたいなという部分はご

ざいます。ただ、具体的に今、どんな手法でということは考えておりませんけども、つくっていか

ないといけないという思いではあります。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  正直言って、心細いちょっと答弁だったかなというふうに思います。もう人

数がこれしかいない、業者も２業者しかない、その２業者も別に林業を専門でやっている業者じゃ

ない、建築とか何かほかのこともやりながら、建設とかやりながら、林業も一緒にあわせてやって

いるという形であります。 

 確かに、そこから売った材料で、資材で収入を得てくるというのはなかなか難しいことなのかも

しれないけど、村としてはその林業に携わる人間をいかにつくっていくかという意気込みぐらいは、

私は示してほしいなと思っています。 

 それで、もう一つ。これ同僚議員が午前中に話したことに関連してくるんですけども、この森林

譲与税、もしくは環境税、これは計画の中では、白馬村の整備計画の中では、森林を観光に生かし

ていきたいんだということがうたわれています。これどういうふうに観光に森林を生かしていきた

いのかということと、それからもう一つはその目的として、その観光に、皆さん考えている観光に

このお金を使っていくことが可能なのかどうなのかということをお伺いします。これは農政課長の

ほうがいいのかな。入ってくる、使途の関係だから。それから観光課はどういうふうに考えている

か、森林はどういうふうに考えているか、両方にちょっとお伺いします。 

議長（北澤禎二郎君）  下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  じゃあ農政課、林業の関係の部分で言いますと、路網等が必要であるとい

う部分がありますので、その辺、今の間伐につきましては搬出の間伐ということになりますので、

路網整備はしていくと。その部分をまた観光につなげていけるような状況にもできるのではないか

というふうには考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  森林の観光資源としての活用というご質問ですけど、ちょっと今いくつか

考える中では、午前中、太田正治議員の質問にあったような、トレーニングとしての利用というの

が、まず一つ考えられると思います。そのほかに環境に関することを勉強する機会というんですか、

フィールド、子供たちのそういう機会とかフィールドになるのかなというふうに思います。 

 例えば、学習要項の題材にしたりとか、そんなところが、すいません、思いつきなんですけども、

そんなところで考えております。 

議長（北澤禎二郎君）  横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  先ほどの太田議員の質問にもダブるんですけども、観光に生かすのはやはり
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森林整備事業を取り入れないと、まず無理だと私も思っています。やはり整備する作業道をそれな

りに遊歩道化するとか、トレイル化するというのが一番手っ取り早いというか、実現可能はそれし

かないのかなと。例えば、先ほどの太田議員の質問にあった黒豆から先というのは過去に緑支援機

構というのが、東山の山奥で植林作業をしました。そこへ向かう道というのは非常に立派な道が当

時できていて、それこそトラックが通れるような道もあったというふうに聞いておりまして、そう

いったものを取り入れながら観光に生かすというのが、現実的というか唯一の道なのかなというふ

うには考えています。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  整備していくときに作業道、路網をつくっていく、間伐して、主伐も間伐も

やっぱり木を切って、その木を搬出しなきゃならないので、路網をつくらなきゃならないので、跡

利用として何かそこのところを使えないかというのが、今、それは皆さんおっしゃるとおりの話で

１点。 

 先にも言った環境税の中で、税を直接的に観光に使えるかと言ったら、これは使えないはずなん

です。ですから、やっぱりそこのところはひとつ知恵をしぼっていただいていくしかないのかなと。

やっぱり森林を生かした観光資源ということでいけば、やっぱりそこでとれる、例えば山菜だとか、

きのこだとか、そのような食材をいかに観光に生かしていくかとか、それからつくられた、つくら

れたというか切った木の中から、広葉樹の中から木製の何かをつくっていくとか。俗に言うとこの

森林の六次化みたいな話です、そういうようなこと。それから観光課長が言っていた自然そのもの

を何か教育資材として使っていくというようなことが、一つの案として考えられると思います。 

 ぜひ、ここも大事なところ、観光できていく村、白馬ということでいけば非常に大事なところな

ので、そこのところは村長、ぜひ前向きに考えて対応していっていただくと。こういうようなこと

をあわせもってやると、人材の育成にもつながってくる。ただ木切りに入ってくれと言っても、こ

れはなかなか難しい話なんで、そういうことをぜひ考えていただきたいなと思います。 

 議長、まだ時間ありますか。 

議長（北澤禎二郎君）  あと９分です。 

第８番（津滝俊幸君）  はい。それで、森林整備、今、農政課長も非常に、何と言うのかな、力不足

のような、発言力に力がないような話をしておりますけども、これからやらなきゃいけないことっ

て、何が一番大変かというと、先ほどもちょっと話がありましたけど、所有者や地域の人たちの合

意形成なんです。相当、そこのところに人を、これは人でやるしかしょうがないので、機械がやっ

てくれるわけではありませんので、行政側がやっていくしかしょうがないんです。ここのところの

部分について、今の私が見る限りの農政課としてのマンパワーというんですか、所有者や地籍の調

査をするだけでも大変です。これ全然マンパワーが農政課に足りていないというふうに思っている

んですけども、まず、農政課長に聞きますけども、今、森林、林務担当が何人なのかということ。 
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 さらに、村長には今このマンパワーが足りていないところに、やっぱり俗に言うところの、人、

モノ、金を集中しないと一気に事は進んでいきません。がらっと動かすためには、まずそこでアク

セルを踏まないといけないと思うんですけど、その村長のお考えをもう一回、聞いてみます。聞き

たいです。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  森林整備の担当ということですけども、係長が１名、あと集落支援員とこ

とし入った新人の佐藤くんという３名体制でやっております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  今の３名ですが、あくまで農政部門というのは兼務がほとんどです。という

ことでご承知ください。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。村長。 

村長（下川正剛君）  村長アクセルを踏んでという、そういう発言がありましたけども、全く私もそ

う思います。先ほど来、議員の皆さんがいろいろな要望をしたり、指摘をしたりしているわけであ

りますけども、私としてはできるだけアクセルを踏んで、みんなの仕事を、その村民の付託に応え

られるようなことはしたいとは思いますけども、予算もあったり、それから人的な制限もあったり、

なかなかそのアクセルを踏むということも、大事なことは十分わかっておりますけども、総体的に

見る中でやっぱり人事は動かしていかなきゃいけないし、予算も対応していかなきゃいけないとい

うふうに思っております。 

 それから１点、過去に姫川源流の話を皆さんにしたことがあるかと思います。今まで、姫川源流

が国道から２分か３分しかいかないところに源流があるなんてところは、長野県のこの白馬村とそ

れから静岡県のどこかの村しかないというような、そんなお話になって、非常にこの価値があると

いうような話の中で、私も源流サミットという組織に入りまして、そしていろんな要望活動をして

いるわけでありますけども、そんな中で、非常にこの源流がもたらす地域に対しての、例えば水道

水とか、いろいろな環境とか、いろいろな関係で非常に貢献しているというようなことで、ようや

く国のほうも議員連盟ができたようであります。 

 そんなことも含めて、いろいろなこの森林についての要望活動を国のほうへ働きかけていきたい

なと、こんなふうに思っておりますので、すぐは解決はできない部分はあるかと思いますけども、

そういった地道な運動をしていきながら、この森林整備というのをしていかなければいけないとい

うふうになっておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  時間の関係があるので、最後の質問というか、になるかなと思います。ぜひ、

森林整備進めていかないと、何が一番困るかというと、私もそうなんですけど、山へ入っても、も
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う自分の山がどこかというのはわからないんです。はっきり言って木がでっかくなっちゃって。そ

れで、私の親父なんかに聞くわけです。もう９２であります。先ほど林業経営者の人たちの話もあ

ったりなので、そういうもう先人の人たちの声を聞きながらというわけにも、もういかなくなって

きているのが実情であります。 

 ですから、アクセルを踏めと言ったのは、そういう人たちがまだ元気でいる間に、やっぱりやっ

ていただかなきゃいけないことだと、私は思っているんです。だから、ここ１０年ぐらいが一つの

山かなと。ちょっと親父には聞くわけにいかないんであれですけども、ぜひそういうことを肝に銘

じて進んでいただきたいなと思います。 

 最後に、木質バイオマスのところですが、これは結構な金額で１,４００万という金額をかけて調

査をしていただきました。川上、川中、川下という形で、木質バイオマスに資するものは調査の中、

公共的な施設に使えるかどうかという話でありますが、現段階で実際に動いているものというのは、

目に見える形ではありません。具体的に、今後これを、川上で言えばさっきの話になるんですけど

も、乾燥実験だとか、来年度はいろんな施設整備計画なんかも出てくるような話になっていますが、

総務課長、ここのところはどういうふうに考えていますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  まず、施設整備に関係につきましては、公共施設への導入というの

は、先ほどの村長の答弁にもありましたとおり、役場等への施設を導入することで今、予定をして

いるという状況でございます。 

 今後の展開といたしましては、先ほどの森林計画とも密接に関係してくると思いますが、今回の

施設に関しては、公共施設に対するバイオマスということで、議員のおっしゃったとおり、川上に

なる燃料材の供給体制の構築です。それと、川中の燃料の製造の部分、これを公共施設でなく村全

体と捉えたときにどういうふうにやっていくのかというのが今度の課題かと思います。確かに、や

っている事業者の数も限られておりますので、この辺の担い手という部分と、年間安定して供給が

できるようになると、これは事業化ということも視野に入れることができると思いますので、総務

とすればエネルギー対策として、そこら辺を重点的に進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  では最後になります。地球温暖化に伴う気象変動の危機について、村長挨拶

で、これ同僚議員もみんな話していましたが、気象非常事態宣言をした村として、やっぱりこのこ

とは非常に大きな前進だと私も思っています。 

 それで、白馬の先人たちが山と共にこれは生きてきました。その山に植林をして長い年月かけて

育ててきた森林であります。この山が持っている力は、地球温暖化の防止や災害の防止、国土保全、

水源の涵養等、さまざまな恩恵を我々にもたらせています。公的な機能は村民ならず広く国民に、
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今、村長が源流の里というような話をしましたけど、全くそのとおりで、源流の里であるここ白馬

から、これから先も山と共に生きていくとするならば、適切な森林の整備は全ての人の命を守って

いくことにつながっていくと私は考えます。山を森林を有効に活用して、守り育てていくことがこ

れからとても重要だと思っておりますので、これからも我々議員、そのことに対して、非常に注視

をしていくつもりでおりますので、ぜひ、同席する皆さんも、このことにしっかりと取り組んでい

ただきたいなということを、最後に私の質問とさせてもらいます。ありがとうございました。 

議長（北澤禎二郎君）  質問時間が終了しましたので、第８番津滝俊幸議員の一般質問を終結いたし

ます。 

 以上で、日程第１ 一般質問を終結いたします。 

 これで、本定例会第２日目の議事日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日１２月６日は午前１０時から本会議を行ないたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、明日１２月６日は午前１０時から本会議を行

なうことに決定いたしました。 

 これをもちまして、本会は散会いたします。大変ご苦労さまでした。 

散会 午後 ４時１４分  
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令和元年第４回白馬村議会定例会議事日程 

令和元年１２月６日（金）午前１０時開議 

（第３日目） 

１．開 議 宣 告 

日程第 １ 一般質問 
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令和元年第４回白馬村議会定例会（第３日目） 

 

１．日  時 令和元年１２月６日 午前１０時より 

２．場  所 白馬村議会議場 

３．応招議員 

   第 １ 番   太 谷 修 助      第 ７ 番   加 藤 亮 輔 

   第 ２ 番   丸 山 勇太郎      第 ８ 番   津 滝 俊 幸 

   第 ３ 番   田 中 麻 乃      第 ９ 番   横 田 孝 穗 

   第 ４ 番   太 田 正 治      第１０番   田 中 榮 一 

   第 ５ 番   伊 藤 まゆみ      第１１番   太 田 伸 子 

   第 ６ 番   松 本 喜美人      第１２番   北 澤 禎二郎 

４．欠席議員  

   なし 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

 村    長   下 川 正 剛    副 村 長   横 山 秋 一 

 教 育 長   平 林   豊    参事兼総務課長   吉 田 久 夫 

 健康福祉課長   松 澤 孝 行    会計管理者・室長   田 中   哲 

 建 設 課 長   矢 口 俊 樹    観 光 課 長   太 田 雄 介 

 農 政 課 長   下 川 啓 一    上下水道課長   酒 井   洋 

 税 務 課 長   横 川 辰 彦    住 民 課 長   山 岸 茂 幸 

 教育課長兼子育て支援課長    田 中 克 俊    生涯学習スポーツ課長   関 口 久 人 

 総務課長補佐兼総務係長   下 川 浩 毅     

６．職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長   太 田 洋 一 

７．本日の日程 

 １）一般質問 
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開議 午前１０時００分  

 １．開議宣告   

議長（北澤禎二郎君）  皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。 

 これより令和元年第４回白馬村議会定例会第３日目の会議を開きます。 

 ２．議事日程の報告   

議長（北澤禎二郎君）  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあります資料のとおりです。 

 △日程第１ 一般質問   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１ 一般質問を行ないます。 

 会議規則第６１条第２号の規定により、本定例会に一般質問の通告をされた方は１０名です。５名

の方の一般質問は昨日終了しておりますので、本日は５名の方の一般質問を行ないます。 

 質問される議員は、質問、答弁を含めた１時間の中で、質問事項を明確、簡潔に質問されるよう

お願いいたします。 

 なお、本定例会の再質問につきましては、会議規則第６３条の規定により、１議員１議題につき

３回までと定められておりますが、制限時間内での再質問は、議長においてこれを許可いたします

ので、申し添えます。 

 それでは、あらかじめ質問の順位を定めてありますので、順次一般質問を許します。 

 最初に、第１番太谷修助議員の一般質問を許します。第１番太谷修助議員。 

第１番（太谷修助君）  おはようございます。昨日もスキー場開きのお話がありましたが、けさの観

光局のメールを見させていただきまして、八方もオープンしたということで、とても基本的に私も

同じ商売していますので、スキー場関係の皆さんは一様にお喜びの状態ではないかと考えておりま

す。これが続けて降雪につながってくればいいというふうに考えております。 

 それでは、一般質問に入らせていただきます。 

 私は、２つの項目についてご質問させていただきます。 

 まず最初は、鳥獣害対策について、鳥獣害被害対策についてであります。 

 全国的に鳥獣の被害が報告されて、各都道府県も対策に苦慮している状態と聞く。本村もいろい

ろな地区から被害報告を聞いている。熊による被害も人的被害が報告されているが、農作物被害が

深刻で、特に猿、イノシシの被害が深刻である。耕作意欲をなくしてしまうような被害をなくすた

めに、次の質問をします。 

 １、農作物被害額は地区的におおよそどのくらいあるのか。 

 ２、対策費用は本年度当初予算では約５３４万３,０００円、ちょっと訂正いたしました、５３４万

３,０００円であるが、これで十分足りているのか。 

 ３、猟友会の皆さんに活躍していただいているが、高齢化や担い手不足で減少傾向と聞いている。
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現在駆除活動をされている方々は何名で、どのくらいの成果が上がっているのか。 

 ４、国、県の補助金等を活用して、猟友会に加入していただける若者や協力者を増員する考えは

あるか。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  おはようございます。冒頭に修助議員から鳥獣被害対策について、４つの項目

について質問をいただいておりますので、順次答弁をさせていただきます。 

 先ほど冒頭、スキー場のオープンというようなお話がございました。きょうエイブル五竜、そし

てまた４７、白馬八方尾根がオープンするというようなことで、非常に楽しみにしているわけであ

りますけども、きょう銀座ＮＡＧＡＮＯで、午後でありますけども、プロモーションボートのほう

で、Ｈａｋｕｂａ Ｖａｌｌｅｙということで、東京のほうでいろいろなお客様を呼んで、オープ

ンの知らせをするようであります。大勢のお客様が白馬に来ていただくことを期待をするところで

あります。 

 それでは、質問に対して答弁させていただきますが、１点目の農作物の被害額は地区におおよそ

どのくらいあるのかとの質問でありますが、地区的にどのくらい被害があるのかは、被害通報の有

無、また通報内容は農地から住宅地、それから山地など幅広く、出荷農家だけでなく、自家消費農

家もあるため、試算が困難であり、正確な被害額は把握はできておりませんが、毎年、県には把握

している分での報告はしているところであります。ちなみに、平成３０年度の鳥獣被害額の報告は

５９万５,０００円であります。 

 なお、議員のおっしゃるとおり、鳥獣による農作物被害は、被害額の大小いかんにかかわらず、

農家の営農意欲をそぐものであり、被害防止の観点から電気柵の購入補助や貸し出し等の事業を実

施をしているところであります。個人の営農意欲の減退を防止することが、耕作放棄地の増加防止

に寄与するものであるというふうに考えているところであります。 

 ２点目の対策費用は、本年度当初予算では約４７２万４,０００円であるが、これで十分足りるか

との質問でありますが、本年度の当初予算は５３４万３,０００円でありますので、ご了承を願いま

す。 

 さて、ことしは小動物やイノシシ、鹿等の被害が多く、既に９月補正により個人向け電気柵設置

に係る補助金を４６万円余りでありますが、お認めをいただいているところであります。 

 また、毎年、農作物、観光客、住民へ獣害を少しでも軽減するため、森林整備の予算を活用し、

緩衝帯整備を行っております。９月以降は熊の出没が多発をし、鳥獣被害対策実施隊、猟友会であ

りますけども、出動も大幅にふえており、当初予算では足りていない状況であります。 

 特に出動による実施隊の報酬については、取りまとめが間に合っていないこともあり、また昨年

同様、年度末までにも出動が見込まれることから、具体的な金額は現段階では算出はできておりま
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せん。次回３月補正に計上しお願いをする予定としておりますので、よろしくお願いを申し上げた

いと思います。 

 ３点目の猟友会で現在駆除活動されている人数とその成果が上がっているのかとの質問でありま

すが、太谷議員のおっしゃるとおり、どこの市町村でも高齢化と担い手不足については苦慮してい

るところでありますが、白馬猟友会はここ３年間で新たな若い加入者が１０名あり、内訳としては

３０代が４名、４０代が５名、５０代以上が１名と、本村では逆に会員は増加をしており、総数で

３１名となっております。ベテラン会員は若手にさまざまなノウハウを教えるなど、担い手の育成

にも力を入れている状況であります。 

 一方、鳥獣被害の対応は、鳥獣被害対策実施隊が行っており、総数では２５名であります。実施

隊の行なう成果は、その年、その年でさまざまな条件が異なるため、一概にどの程度捕獲したかの

内容では判断できかねますが、近年の新たな脅威となっているイノシシ、ニホンジカ、ニホンザル

への対応は、猟友会でも有害鳥獣の研究を進め、駆除技術の向上を図っておりますので、村民の皆

様にもわな設置などへのご理解とご協力をお願いをしたいと考えます。 

 ちなみに、１０月末までの捕獲実績としては、小動物（鳥類を含む）８５頭、イノシシ３９頭、

ニホンジカ７頭、ツキノワグマ１３頭となります。 

 最後に、国、県の補助金等を活用して、猟友会に若者や協力者を増員していく考えはあるかとの

質問でありますが、既に国及び県の補助金を活用し、資格の取得、更新などへの支援を実施をして

おります。今後もより有効な補助金等があれば積極的に活用し、鳥獣被害対策の中核である猟友会

の増強に努めてまいりたいと思います。 

 また、協力員とは地区住民とのことであると考え、地域ぐるみで有害鳥獣の隠れ家となるような

場所の草刈りや集団で行動するニホンザルの追い払いなどを共同で行ない、人間と野生動物のテリ

トリー分けを行なうことにも補助金等の活用ができないか、検討すべきというふうに考えておりま

す。 

 太谷議員の鳥獣被害対策の質問に対しての１点目の答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問ありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  村内の各地区の被害状況というのは、村長の今の答弁のように、具体的には

個人個人でおつくりになっている農家の方の数字なんかは、ほとんど出てないと思います。ただ農

業法人をおやりになっている方たちのようなところで、大きな被害が出た場合のような数字だとい

うように考えております。 

 ただことしの、先般行なわれましたシニアクラブの皆さんの懇談会の中にも、白馬町近辺まで猿

なんかが出てきて、今までそういう経験がなかったところに来て、家の周りに、屋根まで上がって、

啞然としてというような話から、私も個人的には猿に対しては非常に憤りを感じていまして、八方

の方々、それから瑞穂、私どものエリアあたりも相当数、今回は出たわけでありまして、この被害
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については、役場の皆さんも相当数のお話は聞いていると思います。 

 これとして何としても対策をとっていただかなきゃということで質問させていただいたんですが、

今村長の答弁の中に、一昨日ですか、村長の定例会の挨拶の中でも、鳥獣被害対策については触れ

ていただいていまして、非常に気にはされているということを私も感じましたんで、鳥獣被害対策

については、南部のほうでは既に相当前からあったということはお聞きしているんですが、いよい

よ北部の北城地域のほうにも、相当数のいろいろな被害が出ていて、特にことしは熊もそうですが、

山のほうに餌がないのか、イノシシを含めてカモシカ、鹿、相当数のものが出てきているというこ

とは聞いております。 

 それで、ちなみに、全国的にどのぐらいの数字があって、長野県だけが特別なのかなと思って調

べましたら、長野県だけではなくて、この３年間をとっても被害額と被害エリア、面積というのは

徐々に減っているそうです。それは電柵対策をしたりとか、それから猟友会の皆さんに頑張ってい

ただいたというようなことで、減少傾向にはあるそうなんですが、いずれにしても、先ほど村長の

答弁にありましたように、耕作意欲をなくしてしまうようなことがあっては、決していいことでは

ないというふうに思っておりますので、そこは続けて、何らかの形で対策をとっていただきたいん

ですが、そういう中で今４つの質問させていただいたんですが、農政課長にお聞きしますが、

５３４万３,０００円という金額が多いか少ないかというのは、今の村長の答弁でも理解してほしい

ということなんですが、村民の皆さんからいろいろな意見は農政課のほうに来ていると思うんです

が、何とかしてほしいという声は相当数あると思うんですが、いかがでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  お答えいたします。 

 今議員がおっしゃるように、相当数の電話、それから各集落懇談会の中でも、要望は何地区もあ

るというような状況でございます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  それで、例えば被害があったから、ぜひ何とかしてほしいということで、農

政課に電話あった後の対策は、どういう対策を講じているんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  猿の関係につきましては、非常に対策が難しい状況でございまして、農政

課のほうでは、一応電話がかかってきた方につきましては、集落の外まで追って、追い払いをお願

いしたいなという話はしております。 

 こちらのほうに電話がかかってきたときには、必ず農政課も行って、追い払いをしたり、見回り

をしたりという対策、今年度の対策として、とりあえずそこまでの対策しか今現状では行っており

ません。 

 以上です。 
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議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  私が聞いている中では、そういう場合、農政課の３人の方が対応されている

というお話ですが、例えばＢＢ弾を２発、３発撃って、それでというようなお話を聞いて、結局、

ここのエリアからちょっと追ったと思ったら、今度は逆の隣のエリアに入っていくようなことで、

堂々めぐりをされていると思うんです。 

 これについてはある程度集中的に、猟友会の皆さんにある程度、ウェアを着た人たちがそういう

ところに姿を見せることで、ある意味での威嚇というんですか、猿に対してそういうことをやるこ

とが、私はとりあえずいいと思うんですが、猟友会の皆さんが、先ほどのお話し聞いたら、三十数

名の方で頑張ってられるというんで、そういうことを含めて、どんどん打てる手を打っていただき

たいと。そういうことをしていただきたいと思います。 

 二、三発のＢＢ弾で追い払った後はというようなことでは、つけ焼き刃的なことになってきます

んで、根本的な対策はなかなか難しいと思いますけど、行政側としても何かもうちょっと積極的に

知恵を絞るなりしてやっていただければと思っております。 

 それから、猟友会の方たち、３０代が３名とか、４０代が４名ですか、５０代が１名です。１０名

くらいの方がふえたということなんですが、これについては補助金を使ってふやすという考え方で

よろしいんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  補助金を使ってふやすというよりは、銃を取得した部分の免許の取得費と

か、そういうところに補助が出るのでという部分はございますけども、補助金を使ってふやすとい

う内容ではないわけです。 

 こういう鳥獣関係の──鳥獣関係といいますか、銃を取得したいというような方が、結構若い方

でも結構今ふえておりますので、そういう方の情報を得ながら、農政課のほうでは猟友会にも入ら

ないかというような話はしてございます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  法定狩猟には３種類あるそうで、甲乙丙という形で、甲についてはわなをか

けるとかというようなことで、具体的に銃を使うというようなことはないそうが、今法令では甲は

除いて、乙と丙については、乙の資格をお持ちの方は丙の資格も充当するというような今法律にな

っているそうですが、今の猟友会の皆さんたちは、押しなべて全員甲の資格をお持ちということで

しょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  すみません。甲乙丙の部分の分けは把握をしてございません。お答えでき

ません。 
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議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  農政課長、お答えできないそうです。私が調べたところでは、今お話したよ

うに、甲はわなをかけるとかということで、具体的に銃を使うということじゃない狩猟なんだそう

です。乙と丙については、乙はいわゆるライフル銃を所有して実射ができるという方たちだそうで

す。甲乙、丙はいわゆる空気銃です。これを所有して撃つことができるという資格だそうです。 

 それで、全国でも狩猟を趣味でやってらっしゃる方たちも、そういう最近は鳥獣被害が多いもの

ですから、空気銃で威嚇をするという行為が、非常に知恵の発達した猿たちには有効だというよう

なことで、猟友会の皆さんの中でも、ライフルは撃てないけど、空気銃は撃てるという方たちに応

援をお願いして、ウェアを着た人たちを適材適所に配置することで、彼らをある程度里山の奥に押

し込めるとかというようなことを今やっている自治体が多いそうですので、村長にお伺いしますけ

ど、この村もそういうような形で補助金を使ってでも、若い方たちに空気銃の資格を取ってでも、

１人でもふやしていただけるような対策をとっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  ありがとうございました。大変ありがたいご提案だと思っております。私の

知っている限りでは、猟友会員、ほとんどがライフル銃を所持できる資格を持っていると。ただ資

格取得は経験年数が必要で、ライフルになるというふうに聞いていますので、若手が多いというこ

とは、若干まだライフルの現場には出れないかもしれませんけれども、そういった若手に対して、

更新の費用が結構負担なんですよね、取得とか。そういったものには、今農政課長が言ったとおり、

村で補助金を出しながら支援をしているというのが実態だと思っております。 

 あと空気銃でも有用だということは、私もそう思いますので、検討させていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  ぜひそういうことで補助金を使うなりして、若い方たちに狩猟の楽しさもあ

るかと思いますが、これだけ被害が出ていますと、そういう資格を持った方たちのご協力をいただ

かなければ前に進んでいけないということでしたら、ぜひ補助金等を活用してやっていただきたい。

できればありがたいと思っております。 

 それで、電柵について一つお聞きしたいんですが、今電柵もトータル的にはどのくらいの補助金

がそこに投入されているか、お答えいただければありがたいと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  電気柵の補助金につきましては、まず広域の部分、広域の部分というのは

地区単位のような部分ですけども、そこに補助金を充てております。金額的にはことし１２０万程

度でございます。 
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 あとそれから個人用の電気柵、これにつきましては上限９万円で、設置金額に対しまして２分の

１の補助で、上限が９万円というものがございます。これにつきましては、先ほど村長の答弁にも

ありましたけども、９月の議会で補正をお願いしてつけていただいたという内容でございます。電

気柵につきましては、一応その２点が補助の対象。 

 あとは貸し出しの関係もございますけども、これにつきましては設置費用をうちのほうで、うち

のほうというか、村のほうで持っているという予算立てはしてございます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  柵については、電気柵だけではなくて、もうちょっと安価な中にワイヤーメ

ッシュというのがあるそうなんですが、それ鳥獣の種類によって対象になる、ならないものがある

というようにもお聞きしているんですが、ちなみに、猿を電柵で対応するとすると、７段ぐらいま

でというから、およそ２メーター近くでしょうか。これは今まで設置をしなければいけないと、膨

大なお金がかかっていると思うんです。 

 そういう猿なんかの飛び越えるようなものを対象にしない。例えば鹿だとかカモシカだとかとい

うのは、ある程度の高さで制するなら、ワイヤーメッシュのようなものを対策として講じられると

思うんですが、これは大体１メーター１,０００円程度でできるということなんですが、そういうも

のに対しても電柵だけでなくて、補助金として対象になっていると思うんですが、この村の中でワ

イヤーメッシュを私、余り見てないもんですから、どっか設置してあるとこはありますでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  今、ワイヤーメッシュの関係については、私も把握はしておりません。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  ちなみに、隣の大町あたりで農業法人をおやりになっている知人のお話なん

か聞きますと、ワイヤーメッシュも安価でいいんですけど、イノシシなんかがぶつかったりすると、

割と早く壊れてしまうというようなことで、最終的に電柵が一番ベターではないかというような結

論には達しているそうなんですけど、いずれにしましても、私どもこの村の中で農業法人的に大き

くやられている方ではなくて、個人でせっかく優秀な能力を持っているのに、そういう被害があっ

て、心が折れて、農作物をつくることができないというのは、これとても悲しいことでありますの

で、何か対策的には安価なもの、それから余り費用かけなんでも定期的に追い払えるような仕組み

とか、そういったものを今後もつくっていっていただけりゃ、とてもありがたいなというように個

人的には思っています。 

 それで、今まで私の知っている人生の中でも、白馬村に猿が出るというのは数年前から聞いてい

ましたけど、何でそんなにふえたのかなというので調べてみましたら、数年前ですか、ＮＨＫの番
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組で７月の終わりに槍ヶ岳の頂上下のハイマツの実を食べに上がってくる猿がいるっていう、生態

の調査のテレビ放映がされたんですが、それを私も見てまして、例えばここで言いましたら、大町

市の高瀬渓谷から、それから穂高の有明渓谷あたりには３４の猿のグループがいるんだそうです。

それが定期的にこういうように移動しながらして、高瀬渓谷にいた猿が徐々に徐々に時間をかけて

テリトリーを広げていって、今白馬まで入ってきている。それで、ましてや国道１４８号を既にこ

っちの東側に渡ってしまったっていうことが、結局は毎年テリトリーを広げることになっているそ

うですので、このあたりも参考にしながら、ぜひ、熊の被害は定期的ではないと思うんですが、猿

とイノシシについての対策は、ぜひぜひ今後とも重点課題としてやっていっていただければありが

たいと思っています。 

 時間の関係もありますので、次の質問へ入らせていただきます。２番目の質問は、景観行政団体

に移行した場合、何がどのように変わるのかということでご質問させていただきます。 

 本村は来年度、県内で２６番目の景観行政団体に移行するという趣旨を伺っている。景観法や景

観形成住民協定といった従来からの規則を十分踏まえた上での法律であると考えているが、以前の

ように長野県がバックアップしてくれていたものが、村が今度は主体の団体になれば、防波堤の役

目が十分果たせないことも考えられる。 

 そこで、以下の質問します。 

 １、現在、進捗状況としては、いつごろに認定をいただき、施行日はいつごろを目指しているの

か。 

 ２、景観計画策定にあらかじめの公聴会や説明会、シンポジウム、ワークショップ、パブリック

コメント等を実施し、住民の意見を反映させる必要があるとされているが、どのぐらいの実施がな

されてきたか。 

 ３、本村は１０カ所を超える景観形成住民協定を締結している関心度の高い村であるが、これを

踏まえて、具体的な数値として建蔽率、容積率、隣地後退、高さ制限、エリアカラーの充実につい

ては、どのような考えを持っているか。 

 ４、策定して、よりよいものに移行するのでなくてはいけない。仮に違反が発覚した場合には、

どのような対策を講じているのか。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  ２点目の景観行政団体に移行した場合、何がどのように変わるのかについて、

４つの項目の質問をいただいておりますので、順次答弁をさせていただきます。 

 ご質問の景観行政団体とは、景観法に基づき良好な景観形成のための景観施策を実施する自治体

のことを言います。現在、本村は長野県景観条例を基本に景観事務を行っていますが、景観行政団

体に移行すれば、景観法に従い、村が条例や計画で定めたルールのもとに、一定の強制力を持って
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景観行政を執行することができます。 

 １点目の景観行政団体認定と施行日はいつごろかとのご質問でありますが、当初予定では、令和

３年１月を予定をしておりましたが、県との打ち合わせにおいて、５つの項目についてのアドバイ

スがありましたので、紹介をし、今後の予定を述べさせていただきます。 

 １つとして、観光地である白馬村が移行していただけるのは大変ありがたい。 

 ２として、移行に際し議論を尽くしたほうがよいが、時期にかかわり過ぎる必要はない。３年程

度を要している自治体が多い。 

 ３番として、景観法によらない独自項目を記載をしている自治体もあるが、村の判断が必要であ

る。ただし、住民から同意書を徴収することは厳禁だと。 

 それから４として、都市計画法による白地地域の建築規制の建蔽率６０％、容積率２００％の見

直しは可能だが、県との協議が必要。 

 ５番として、立地適正化計画との整合性が必要である。 

 以上のアドバイスをもとに、庁内関係各課や協力団体、委託業者と準備を進めておりますが、都

市計画法や立地適正化計画との整合を図るため、令和３年４月の移行を目指したいと考えておりま

す。 

 なお、前段として進めている景観計画については、今年度中の策定を予定をしております。 

 ２点目の住民意見を反映させる手段の実施が試されたかとの質問でありますが、現在までシンポ

ジウム１回、ワークショップ６回、協力大学の芝浦工業大学によるフィールドワークが約２１日、

そのほかに県や白馬建築業組合等の関係団体との打ち合わせは、随時進めております。 

 それから、３点目の具体的な数値として、建蔽率、容積率、隣地後退、高さ制限、エリアカラー

の充実については、どのような考えを持っているかとの質問ですが、先ほども触れましたが、建蔽

率、容積率については、景観法ではなく、都市計画法に規定をされており、景観法に効力はありま

せん。雪等のトラブルを防ぐためには、県の所管する都市計画法に基づく建築形態規制図を基準変

更する必要がございます。 

 県によると建蔽率は６０％、５０％、４０％、３０％、容積率は２００％、１００％、８０％、

５０％というように、法令で定められていると伺いましたので、この数値を組み合わせる必要がご

ざいます。 

 高さ制限に関しましては、建築基準法に規定をされていますが、容積率と斜線制限に関係します。

例えば建蔽率４０％、容積率２００％とすると、現在より細長い５階建て程度の建物になりますが、

雪処理はしやすくなります。また、建蔽率４０％、容積率１００％とすると、雪処理もしやすく、

２階建て程度の建物になりますが、現在の６０％、２００％という基準に合わないといった適合不

適格の建物が混在することになり、これをどう判断するかと。斜線制限の変更については可能か否

かが課題となります。 
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 隣地後退は、民法には５０センチと規定されておりますが、地域の慣習があればそれに従うとい

う規定もございます。現在の村の指導基準は１メートルですが、現実問題として、この距離では落

雪トラブルが発生しますので、建築士等の専門家に相談するとともに、財産権とのバランスを考慮

しながら、雪国に合った後退距離の設定が必要と感じています。現在の指導は、あくまでも基準は

基準として当たり前のことでありますが、自己所有地内で雪処理をするよう、指導をしているとこ

ろであります。 

 色彩については、年代や個人個人の趣味趣向があり、非常に難しいと感じております。自然色や

日本古来の色を幾つかテーマ色としてはどうか。同じ色でも銅板系とか塗装系、素材により異なる

ために、色相の幅で調整してはとの意見もありますので、これらの意見を参考にわかりやすい設定

ができればというふうに考えております。 

 最後に、よりよいものに移行するために、違反等が発覚をした場合には、どのような対応策を講

じるのかとの質問でありますが、一般的には勧告、指導、命令となります。さらに踏み込んで過料、

罰金も制度的には可能ですが、まずは景観行政団体移行後の体制づくりが最も大切な課題と考えて

おります。 

 一口に景観といっても、さまざまな意見がございます。景観法の規定だけではなく、他の法令、

他の計画との調整を有する事項から、個人でも実施可能な草刈りや森林の下草刈り等、景観を形成

する要因は幅広くあります。景観行政団体移行というプロセスをきっかけに、一人一人ができるこ

とから始めていただければ、よりよい村になるのではないかというふうに感じているところであり

ます。 

 以上、太谷議員の２つ目の質問の答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問ありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  私は去年の９月の定例会の一般質問から終始一貫して、外国人の方たちがた

くさん白馬のほうには入ってきていただいて、いろいろな生業をされたり、別荘を建てたりとかお

やりになっている方たちがいて、その方たちも押しなべて私どもが住んでいる白馬村の住民と同じ

ように、ルールを守ってやっていただきたいというのが原点で、一般質問をずっとさせてきていた

だいたんですが、その中で住民の皆さんから大変、あるいは村民の皆さんから不安を感じるという

ようなことが耳にたくさん入ってきまして、それは何とか私たちも守るルールを彼らにも理解して

いただいて守っていただきたいということで、私は質問させていただいた中で、総務課長のほうか

らも、景観行政団体になったら、何か対応が前向きになれるような発言を聞いていましたので、ど

のように変わるのか楽しみにしていたんですが、今の村長の答弁の中では、慎重にやらなきゃいけ

ないということはよくわかるんですが、ルールを緩やかにしろとか厳しくしろというようなことを、

公聴会や意見会や、あるいはシンポジウムなんかでもみ合った中から住民の意見を十分踏まえたり、

それから専門の皆さんからの意見を取り入れる中で、私たちも、それから外国の方たちもルールが
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わからないで来ているんですから、そのルールをきちんと教えてあげる仕組みというものをつくっ

て、お互いに手を取り合って、白馬の発展のためにやっていければいいなというのは、私の本当の

考え方です。 

 だから、ただ単に外国の方たちがいけないんじゃなくて、彼らも私どもの白馬村の経済活動を助

けてくれているわけですから、それを拒否することもできないし、むしろ彼らが注目して、白馬に

来ていただいているうちに、次のステップを踏んで、次の世代に渡すということを私は考えていか

なきゃいけないというふうに思っています。 

 そういう中でルールをきちんとつくっていただきたいということで質問させていただいたんです

が、村長の答弁の中にありました、県のほうから４つ、５つの提案があって、そんなに時期急ぐ必

要もないし、よく話し合って、あるいは都市計画法の中で白地地域についてなんかの検討している

ということも、きのう、おとといの挨拶の中でお聞きしましたんで、いいものに変わっていければ

いいかなというふうに思ってましたんで、期待をしております。 

 それで、そういう中にも、今、村のほうにも苦情がたくさん来ているかと思うんですが、今の現

在の景観形成住民協定なんか、エリア、エリアで決められているものの、ルール違反をしていたり、

あるいは建築法にのっとってもいないような建物ができたりというようなことで、いっぱい苦情が

来ているかと思います。 

 私はあえて言うのは、私どもエコーランドを含めてもそうなんですが、何でこんなわけのわから

ない真っ黒い建物が、隣の隣地との雪の覆ってくる、相手の地域、地区だか土地に覆ってしまう雪

の問題とか、そういうことをクリアもしないで、簡単にどうしてできてしまうのかとか、片屋根な

んかいいって書いてないんですよね。 

 だけど、努力目標の部分なんていうのは、あっても意味は私はないと思っているんです。これ守

ることが大事なことで、ただアバウトな言葉にしてあるのは、私は少し、もうちょっと役場の職員

の皆さんも、毅然とした態度で決められたルールを守っていただく、法の番人の一部を担ってほし

いなというふうに私は思っているんです。 

 例えば片屋根もそうですが、隣地のところに間違いなく落ちるような屋根の形状や距離を置かな

いで、隣地の承諾を得たのかどうかも、相手が外国人だからわからないというような話をよく聞く

んですよ。結局言葉がわからないから、どうなっているんだねっていって村のほうに言ったら、い

や、あの、そのというようなことを聞いているというようなお話も聞くと、本当に憤り感じるんで

すが、ただ敷地内に樹木を切って建物建てたら、必ずエコーランドの場合でしたら、１本木を切っ

たら１本植樹をするというようなルールになっているんですが、いまだかつて宿の名前もついてな

ければ、前は荒れ放題のような状態になって、冬、雪が降れば、その下の汚れなんか全然わかりま

せんから、それでお客さん泊めているというような形だと、本当に住民の皆さんは、これじゃいけ

ないじゃないかって、本当に憤り感じているのはよくわかります。 
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 それで、農道が私、何メーターぐらいの幅の農道というのかよくわかりませんけど、明らかに奥

にいる農家の皆さんが使うための利便性の道路なんだけど、ちょっと舗装されているために、そこ

に一部とは言いながら、大型の車が入ってきて、物資を運んで、隣接した土地に建物を設置してい

るというような、こういうひどいものを目の当たりにしているんですけども、あるいは和田野にあ

る、無許可で屋外広告物をつくって、これルール違反じゃないかって言っても、役場のほうの対応

はどうしたのか、私、わかりませんけど、こういうことがまかり通ってたら、ルールがルールでな

くってしまうと思うんです。そうするとここに押しなべてきた外国の方たちが、日本はルールなん

てねえんだっていうふうにとっている人たちが、私は多いと思うんです。 

 ここのあたりは総務課を含めて、一度きちんとまた再度対応してもらえればありがたいと思って

おります。そのあたり、総務課長、いかがでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  現在の景観形成の指導の関係のご意見でございますけども、まず幾

つか出されました中で、最近の傾向として、雪処理が自己の敷地の中でできないというケースは多

くなっているという部分は、私どもも感じているところではあります。この辺をどういうふうにし

ていくのかというのは、現在の景観計画の中でも検討しておりますので、基本的には自己の敷地内

で処理するべきというお願いは、配置からして厳しいものについては、村としても届け出を出す設

計士等には話をさせていただいているところです。 

 例として出されました和田野の看板につきましても、多分これ懇談会の後、あの中でのお話だと

思いますけども、それについても既に設置事業者のほうとは話をさせていただいているというよう

なところでもありますので、指導イコールすぐ対応してくれるのかという部分は、相手もあります

ので、行政のほうでは速やかに指導についてはさせていただいているというところはご理解をいた

だきたいと思います。 

 今後に向けて、住民協定のところもそうですけども、今現在、先ほどの村長の答弁にもありまし

たとおり、都市計画法の白地、いわゆる建築の建蔽率、容積率、この辺が配置の後退距離、建物の

後退距離にも影響してくるということで、これについて今時間を割いて協議をしているというよう

な状況です。 

 仮に建蔽率、容積率を厳しくした場合に、県のほうでも持っております建築形態規制図というも

のがありますので、これをすることによって不適合となる建物はどのぐらい中に出てくるのかと、

こういう作業も必要になってまいりますので、机上での作業だけでは少し終わらないというのが県

の指導でございます。 

 先ほどの答弁にもありましたとおり、景観計画につきましては、今年度中に策定をし、いわゆる

景観行政団体については令和３年４月ということで、タイムラグがあるんですが、その間、村の定

めた景観法を届け出に来る際には、このように移行しますんで、ぜひともお願いをしていきたいと
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いう指導にはシフトしていく考えではおります。 

 ただ効力を発効できるのは、いずれにしましても、村の都市計画審議会、県の都市計画審議会を

経て、公示という手続を経ないと景観行政団体という団体になりませんので、その間は独自の計画

で指導させていただくということで、それにより多少なりともセットバックの問題とかは、ある程

度具体的な指導ができるかなというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  最初の村の計画では、来年の３月までにつくって、９月の議会に上程したい

というような、ホームページには載っていたような気がするんですが、それは時期はおくれてでも、

十分検討してしっかりしたものをつくっていただけば、それいいと思います。 

 ただ、私、今、お話ししたように、景観形成行政団体に移行するまでの間に、駆け込み何とかじ

ゃないですけども、建物がどんどんできたりしているというのは、村も把握しているかと思います

が、こういったことは許しておかないような仕組みも、きちんととっていっていただきたいと思っ

ています。 

 それで、いわゆる白地地域についてなんかも、さっき村長の答弁にありましたように、６０、

２００の、建蔽率、容積率が６０、２００じゃなくて４０、１００、建蔽率が４０で容積率が１００と

いうぐらいだと、少しゆったりした敷地と、それから景観上も私はいいかと思うんで、このあたり

が一番落としどころではないかなと思ったりするんですが、いろいろな利害が絡んだりしますので、

難しいのは重々承知しているんですが、本来の村民の人たちが安心して暮らせる以上に、白馬が気

に入って、景観が気に入って、この風景がよくて移住してきた方たちが７割いるわけですから、こ

の人たちのことを考えれば、余りむやみな開発をしていくというふうなことは、何とかとどめてい

ただければなというふうに、田舎暮らしをしている私にしてはお願いをしたいところであります。 

 先ほどのお話の中にありましたけれども、白地地区というのは、都市計画法の中では、どういう

ふうに位置づけられていて、それ自身がもっと緩やかなものにしていくのか、厳しいものにしてい

くか、村長も４０、１００が望ましいという答弁をいただいていますんで、そこのあたりはどうな

んでしょう。なるべくいい質のものになっていく、していきたいという考えはあるんでしょうか、

お聞きします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  お答えいたします。 

 景観計画については、もちろん住みやすく、景観を守るというところが根本にありますので、た

ださっき言いました、いろいろと規制を基本的には強めていくというふうに思っていただければ結

構かと思いますが、強めたときに、いわゆる強めた区域の中に存する適合不適格の建物がどのぐら

い出てくるのかという部分を把握しないと、簡単にできるという部分ではないというのが県からの
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指導でありますので、そこら辺も踏まえながら、どのように規制を厳しくできるのかというところ

は、まさに今作業を詰めているということで、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  今の総務課長の発言で、とても前向きな考え方をしているというように、私

も捉まえております。いずれにしても、村民の皆さんが、先ほど言うように、幸せを感じるような

村につくっていくということが大前提ですので、そのあたりはぜひよろしくお願いいたします。 

 それから、去年の９月に一般質問させていただいた中に、統一看板ができないかという質問をし

たときに、答弁では、国道や県道を管理している県と相談した上で検討していくというような回答

があったんですが、きれいな、おしゃれなウエルカムボードはつくることは考えてないけども、そ

れは検討するというお話あったんですが、景観行政団体に移行したら、そのあたりの統一看板なん

かについても、今度は村独自でそういうことができるということなんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  村内の案内標識とか案内看板ということでよろしいでしょうか。 

第１番（太谷修助君）  はい。 

観光課長（太田雄介君）  もちろん村の屋外広告物条例という中でのことになりますけれども、今、

白馬、小谷、大町で進めているのは、景観に合う統一的な看板、デザインを統一化していきましょ

うというような動きがありますので、この景色というんですか、景観に合ったような形、デザイン

というものを来年度、しっかりと構成してつくり上げていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。太谷議員の質問時間は、答弁も含めあと７分です。太

谷議員。 

第１番（太谷修助君）  ありがとうございました。今、観光課長の顔見て思い出しました。先日、観

光地経営会議に議会のほうにも声をかけていただいて、数人の議員も参加させていただいて、オブ

ザーバー的にお話を聞かせていただいた中で、アドバイザーの下村先生が景観、観光地経営という

ことに関しては、非常に景観というものも大事なんだと。そのために今、景観行政団体のお話は、

どのあたりまで進捗しているんでしょうかという発言に対して答えがあったんですが、いずれにし

ても、そういう観光地経営計画の中でも、白馬村そのものが持っているのは、まさに景観を十分考

慮した上での観光地経営というものは、これ切っても切り離せないものだと思っていますので、今

後とも村長、そういうことも踏まえて、ぜひぜひ前向きに、いいものにしていくために、ぜひ努力

していただきたいと思います。 

 いろいろ私もお願いをしているばっかしでいけないんですが、ただ気持ちとしては村が豊かにな

って、いいものに変わって、次の世代につないでいきたいという気持ちは同じように、村長と同じ
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ですので、ぜひいろいろな検討をする中で難しい問題もあろうかと思いますけど、前向きにしてい

ただければありがたいと思います。 

 以上で質問終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  質問がありませんので、第１番太谷修助議員の一般質問を終結いたします。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午前１０時５６分  

再開 午前１１時０１分  

議長（北澤禎二郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第５番伊藤まゆみ議員の一般質問を許します。第５番伊藤まゆみ議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  ５番伊藤まゆみです。 

 先ほどの同僚議員の景観に関する質問で、近くにここはフロリダかと思えるような色に塗りかえ

られた建物が国道沿いの私の家の近くにあらわれました。無秩序で何のルールもないように見える

この村は、本当に世界水準として目指していける資質があるのかなと、私、非常に不安に思いまし

た。 

 時間も限られておりますので、通告してあります２つの質問のうち、１番目に入りたいと思いま

す。 

 １番目、地方創生人材支援についてであります。 

 当村は地方創生人材支援制度を利用し、総務省より藤本元太氏を迎え、平成２９年８月より本年

７月までの２年間、副村長として勤めていただきました。この制度は、地方が自立につながるよう、

自治体みずからが考え、責任を持って戦略を推進する地方版総合戦略において、国が情報支援、人

的支援、財政支援を切れ目なく展開する制度の一環であります。 

 藤本氏には当村の企画力が弱いとの理由で来ていただきました。この２年間でその目的がかなっ

たのか。また、氏の手がけた事業をどう評価し、今後の当村の自立につなげていくのか、その方向

性について伺いたいと思います。 

 １、観光振興のための財源検討の評価は。 

 ２、「『Ｈａｋｕｂａ Ｖａｌｌｅｙ』世界に冠たる通年型マウンテンリゾートの実現に向けた

グランピング等によるアクティビティ強化・魅力増強事業」の村内への経済波及効果はというふう

に訂正させていただいたつもりだったんですが、先日配っていただきました通告書には、「に対す

る評価は」となっておりましたが、私、これどちらでもいいかなと思っております。 

 ３、地域公共交通会議の評価は。 

 ４、全般的に見て当村の企画力はどう向上したのか。 

 ５、上記事業を自立に向けてどうつなげていく予定か、その将来像はということで、よろしくお

願いいたします。 



－115－ 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  地方創生人材支援について、５つの項目のご質問をいただいておりますので、

順次答弁をさせていただきます。 

 １点目の地方創生人材制度で、この７月まで２年間、副村長として赴任いただいた藤本前副村長

の手がけた事業への評価はとの質問でありますが、まずは藤本氏の白馬村における仕事ぶりを私な

りに評価というか、感想を述べさせていただきます。 

 そもそも地方創生人材支援制度の活用は、それまで神城断層地震の復旧・復興を基軸に最優先で

取り組んだため、地域課題の克服、地域振興及び地方創生への取り組みが十分でない状況であると

いう認識のもと、起爆剤となればという思いから、総務省から人材派遣を国に要望をしたものであ

ります。 

 平成２９年８月の着任を前に、３０代の総務省キャリア官僚が副村長に就任するということで、

課長など管理職の中には警戒感や懐疑的な見方をする者もいたかと聞いております。ただ２カ月、

３カ月経過をし、そのような懸念はほぼ払拭をされたと思っております。そのぐらい彼の働きは、

私の期待を超えるものでした。 

 ざっと思いつくまま上げても、観光振興のための財源検討、地域公共交通政策の見直し、新図書

館の建設基本構想、白馬高校支援業務、地域未来投資促進法事業に地方創生推進事業、テレワーク

事業、そして企業版のふるさと納税の創設、白馬版の産業連関表の策定、小水力発電事業の研究、

若手職員の教育に働き方改革等々、わずか２年とは思えぬ、幅広く業務に取り組み、確かな成果を

残したと評価をしております。その能力の高さと難しい課題に対してもひるまず向かう姿勢に感銘

を受けました。 

 その中でも３つの事業について尋ねられていますが、最初に観光振興のための財源検討は、観光

地経営計画で定められた検討事項であり、村長の附属機関として、観光振興のための財源確保検討

委員会を設置をし、委員会、ワーキンググループでは、宿泊拠点や山岳域の環境保全、観光地全体

の景観整備など、目的に即して柔軟に活用できる新たな財源のあり方について検討をしたもので、

約１年の検討を経て、報告書としてまとめられました。 

 内容についてはご承知のことと存じますので申し上げませんが、安定的な観光財源の確保を検討

する取り組みは、少子高齢化が進行する中で、官民問わず、観光振興に充てられる財源が減少をし

ていく中、将来においても白馬村の観光地としてあり続けるには避けられない事項であるというふ

うに認識をしているところであります。 

 もちろん報告にもあるとおり、導入には非常に高いハードルがあり、拙速にできるものではない

ことは承知をしておりますが、現に全国各地の観光地において、観光財源確保の取り組みが見られ

る状況からしても、時代の趨勢におくれをとらない取り組みであったと評価をしているところであ

ります。 
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 ２点目のグランピング等によるアクティビティ強化・魅力増強事業がもたらす村内への経済波及

効果についてでございますが、この事業は地方創生推進交付金を活用し、北尾根高原におけるグラ

ンピング宿泊施設整備と八方口の地籍への体験型の複合施設ランドステーション白馬整備のハード

２事業と、それに付随するプロモーション等ソフト事業が主な内容で、通年型観光地への脱皮を図

る事業と認識をし、期待をしているものであります。 

 経済波及効果でございますが、北尾根高原のグランピング事業は、ことし夏前に本格稼働し、天

候に左右された面もありますが、宿泊利用者には好評で、まずまずのスタートと運営会社から報告

を受けており、現在整備中のランドステーションは話題性もあり、大変な数の集客が期待され、か

なりの観光消費額があるものと予想をしているところであります。 

 ただ観光消費額が村内へ循環しなければ、本来の地方創生に結びつかないと考えておりますので、

施設を拠点ににぎわいのある町並みとなり、地域全体へお金が落ちるような取り組みを望んでおり

ます。 

 また、施設内でも積極的に地場産品を扱ってもらったり、マルシェ等で、地域の生産者や小売業

を活用していくよう働きかけたいというふうに考えています。 

 お尋ねに対しかなりの経済波及効果という、非常に曖昧な表現にとどまり恐縮ですが、村が現在

取りかかっている本村の産業連関表の研究により、もっとはっきりした効果をお伝えしていきたい

というふうに思います。 

 また、当事業においては、新規雇用者数のＫＰＩに掲げられており、既に昨年度、北尾根グラン

ピング事業では、８人の新規雇用の実績があり、ランドステーション運営においても、スタッフ採

用説明会に３０名を超える参加者があったというふうに聞いています。これも大きな経済効果につ

ながるものというふうに期待をしているところであります。 

 それから、３点目の地域公共交通会議の評価ですが、昨年度は白馬村地域公共交通の総合連携計

画策定から約１０年が経過をし、白馬村第５次総合計画においても、村内の移動手段の確保の必要

が上げられておりました。また、今後の人口減少と高齢化により、村内各地域における生活移動手

段サービス確保は喫緊の課題で、地域住民の自立をした日常生活の確保、活力のある地域活動の実

現、観光客の利便性向上、地域間交流の促進並びに交通にかかわる環境への負荷低減を図るための

基盤となる公共交通網の形成を推進することが重要とされておりました。 

 そこで、白馬村地域に公共交通網形成計画を策定をいたしましたが、この計画は白馬村のこれか

らのまちづくりを考慮し、まちづくりと連携をした面的な公共交通ネットワークを再構築をし、地

域の足を維持確保していくための具体的な方策を検討し、地域の公共交通体系の構築に向けた計画

であります。 

 課題とされております観光交通と生活交通とをどう融合していくかについて、今後検討していき

たいと考えておりますが、この計画策定につきましては、今後の公共交通のあり方や方向性を定め
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る上で、村にとって大変重要なものであると認識をしており、評価をしているところであります。 

 このように３事業とも藤本氏は端緒をつくっていただいたもので、それぞれしっかりと実のある

形にするのは我々職員でありますので、鋭意取り組んでまいりたいというふうに思います。 

 ４点目の全体的に見て当村の企画力はどう向上したかとの質問ですが、直ちに目をみはる企画力

の向上を可視化するのは難しいと思います。そこで、藤本氏の取り組みによる職員への影響につい

て、少し紹介をさせていただきますが、昨年６月、働き方改革関連法成立に伴い、地方自治体も取

り組みが求められ、白馬村でも３０年度後半から藤本氏を中心に取り組みを開始をいたしました。 

 方法としては、全職員を対象に白馬村役場働き方改革ワーキンググループへの参加者を募集をし、

ワークショップ形式で自由に改革案を提案をしてもらい、検討を重ねながら具体策としていくもの

で、４０人近い参加者がありました。 

 この取り組みでは現場環境の改善や業務の効率化、職員の資質向上への提案が１１１項目に上り、

一つ一つが職員の意欲が感じられる提案であり、非常に有意義な検討会となりました。 

 このように藤本氏がチームリーダーとなって、職員が本来業務の傍らで、村の課題克服のため参

加するプロジェクトは、白馬版産業連関表策定や小水力の発電施設検討でも同様であります。 

 お尋ねの村の企画力という意味で、組織は人でありますので、イコール職員の企画能力であると

いうふうに考えます。こうした藤本氏の取り組みは職員の積極性、仕事への意欲性を、意欲を引き

出し、目的達成のためどうすべきかを提案することは、発想力や企画力を高めたものと確信をして

おります。 

 最後に、これまで述べてきた事業を自立に向けてどうつなげるか、その将来像はとのことですが、

村の将来像として目指す姿に、世界水準の滞在型山岳リゾートがあります。以前も他の職員から一

般質問でお答えを申し上げましたが、世界水準と言われているリゾート地には、共通をして、滞在

するだけで楽しい町があると言われています。 

 観光地が一時的な刺激、息抜きを提供すれば足りるのに対し、リゾート地は理想的なライフスタ

イルを提供できるエリアであるということです。訪ねたい、見たいから住みたい、暮らしたいエリ

アにしていくまちづくりの視点が重要であるというふうに考えており、心地よさとにぎわいをもた

らす空間デザイン、住民の生活の質を高める環境が重要なキーワードになり、藤本氏が端緒をつけ

た事業は、いずれも深く関連をしており、すなわち自立に向けてつながっていると言えるかと存じ

ます。 

 以上で、１問目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。伊藤議員、質問ありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  ご答弁ありがとうございました。一つずつ、１問、１つ目からお伺いして

いきたいと思います。 

 観光振興のための財源検討なんですけれども、今村長がおっしゃったみたいに、全国各地で導入
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の検討をされております。そこで、どうしたらいいのかということが、こういった形で出ておりま

した。見せていただいたんですが、観光関連税制の現状と経済学的論点ということで、宿泊税、入

湯税を中心にというふうになっていました。 

 それで、そこで一番大切なところなんですが、税の導入・拡大は地域の観光産業に負担を与える。

この負担を上回る経済効果をもたらすような観光振興施策を行なわれなければ、観光関連税が地元

観光関連業者の理解を得ることはできないだろうと言っております。これすごく大切だったと思う

んですが、この辺、検討委員会では検討されたと思われますでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  新たな財源の関係の経済波及効果ということかと思いますけども、

整備が先か、財源を求めるのが先かというところもあろうかと思いますが、まずは観光地経営計画

で出されている白馬の地の魅力を高めるために、どういうことをやっていくべきなのかというとこ

ろから、それを切り口に入っているというところでありますので、トータル的には議員のご指摘の

ところは当然必要かと思いますけども、まずはどういうところを魅力を高めて、それに対する対価

として、どういうものを備えていくのかというところから入ったという点では、当然のことながら

この中には含めて検討してきたということでご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。伊藤議員、質問ありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  結果的に宿泊税が有力だというふうにあったかと思うんですが、税収の使

途と課税方法の選択についてというのもありまして、受益とそこから生ずるコストの対応関係が明

らかにある場合、その使途を決定することも言われた。宿泊税を導入すべきか、入湯税の引き上げ

をすべきかといった問いについても、税収の使途の議論から出発すべきだ、使途から出発しろと言

っているんです。その使途が、広く宿泊施設ないし宿泊者に対するものなのか。温泉施設ないしは

温泉利用者に関する支出なのかといった対応関係を明らかにすることは極めて重要であると言って

いるんです。このことを検討されましたでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  すみません。確認したいんですけれども、今回の一般質問の趣旨は、地方創

生人材支援制度についてということで、その中で派遣された藤本氏が検討した内容について、どう

評価するかということであったと思います。今のご質問は、全て今後のことに関することというこ

とで、趣旨が、確かに過去どうやって検討したかということでありますが、若干趣旨が変わってき

ているのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

第５番（伊藤まゆみ君）  私、評価、財源というと評価はどうかというふうに聞いています。これ検

討されてないですよねという話なんですよね、評価すれば。これちゃんとこういったことを評価の

中に入ってないですよねということなんですよね。だから、結果的に４２１の施設が徴収義務者に
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ならないと言ってきたわけですよ。大きく評価できるかなんていったら、私は大きなクエスチョン

マークだと思います。 

 それで、まず検討されてなかったことなんですけども、需要減少の懸念についてというのがある

んです。観光地間での価格競争というのがありまして、大きく分けて、国際間の旅行に関すること

なんですが、ビジネス目的の場合は弾力性というのはマイナス０.３５、１％上げた場合です、旅費

が。それで、休暇を過ごすための旅行に対してはマイナス１.１％になっているそうなんです。 

 そういうことを勘案しますと、観光関連税制の導入・拡大を地元の大きな負担がなく行ない得る

地域は、１、代替的な渡航先（類似の観光地）が少ない。２、ビジネス客の割合が高い。３、外国

人旅客の割合が高いといった特徴を持つことがわかると。この辺を多分検討されずに、言ってみれ

ば違うところでもやっているし、京都でも導入しているからいいんじゃないのというような結果だ

ったと思うんです。そうではないですか。 

議長（北澤禎二郎君）  吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  まず、新たな観光財源を何にしていくのかというのは、藤本が中心

になって、その税目になるのか、財源については白馬の未来観光税ということで、複数の候補があ

るという経過の中では、それぞれの税目等についても検討してきたと。 

 今議員のおっしゃった渡航であったりとか、ビジネスであったりとか、そこら辺の項目は、具体

的な項目、今言われたばかりで中身がわかりませんので、即答はできませんけども、少なくてもこ

の地で魅力を高めるために、どういうことが必要なのかということで、新たに財源を確保するのは、

どういうことが必要なのかという点で、それぞれどういうことが考えられるかということで、考え

られる項目については、全て検討してきたという経過でございますので、そこはご理解をいただき

たいと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  やはり何に使うか。使途を決定しろというふうに言っていたのに、そこを

やっていただけなかった。そこは本当に残念で残念で仕方ありません。これだけお金を税として取

って、皆さんに負担をかける。だから、これだけ入ってきますよというようなものが欲しかった。

そういうことだと思うんです。 

 その反対された方、４２１施設ですが、一般財源に振りかえられるんじゃないかというような懸

念もあるというふうに、これには書いてありました。ぜひ皆さん、ＰＨＰで出しているものなんで

すが、読んでいただければなと思います。 

 この次、担当される方は、これを引き続き担当される方はどなたなのか、教えていただけますで

しょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 
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参事兼総務課長（吉田久夫君）  藤本在任の際には、藤本がリーダーになって、総務課に企画政策の

職員がおりますので、企画係が当たっていたということで、その後については、私、総務課のほう

で担任をさせていただき、現在でも作業のほうは進めているという状況でございます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  時間も余り、ここに先ほどの指摘されておりますので、先に進みたいと思

います。 

 ２つ目のＨａｋｕｂａ Ｖａｌｌｅｙの関係なんですが、商工会会員の方から、すごく不安だと

いうことで、産業経済委員会とか懇談を求められています。 

 この世界に冠たる商業施設です。特に商業施設のほうなんですが、観光消費額があると期待され

る、かなり経済効果を期待しているというふうに村長の答弁にもありましたし、拠点に、そこが拠

点になって、地域全体にお金が落ちる仕組みをつくっていければいいかなというようなことをおっ

しゃっていたかと思うんですが、そもそもこういうのができる前に商工会さんとそういったお話を

して、業者さん交えてやるべきだったんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  計画申請したときの担当という立場で答弁いたしますが、確かに地方創生の

中で人を引きつける魅力ある施設づくりというのを前面に出した計画ということでありまして、採

択後につきましては、今言われたような地元の方々の不安があるとしたら、払拭するための取り組

みはしていかなければいけないと思いますけれども、まず地元商店街との調整ということまでは、

当時の私としてはそこまでの考えはありませんでした。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  商工会の方とかがおっしゃっていることは、事業者さんが個人でやる分に

は、それはもちろん村はかかわらないのでいいんじゃないかと。ただ税金が入っているんだと。そ

れであるならば、それをどうやって地域と一緒にやっていくかっていうことだと思うんです。 

 それで、この前、白馬創業塾の交流会があったらしくて、地元の商工会さんに入っている会員の

方なんだと思うんですが、その方がコメントを述べてらして、地域と積極的に交流している人こそ

が成功している人、お客様や地域の人に寄り添う事業を心がけてというふうに、創業塾の方に言っ

てらっしゃいました。ここすごく生き延びるということは、１０年、２０年生き延びるということ

がものすごい大切なことで、地域とどうやってかかわっていくかは、支え支えられというところだ

と思うんです。それが本当にできているのかなっていうのが、できる段階でこういう、今はまだま

だできてないんですが、疑問に思うところであります。 

 １１月２６日の日に説明会があったんですが、それに参加させていただきました。３０分という

短い時間でしたから、本当にこうなのという感じだったんですけれども、それで私、そこに参加で
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きない方のために、何か聞きたいことあったら、私、聞いてきますということで聞いてきたんです。

そしたら２回発言したら、質問したらとめられました。どうしてそういうふうになったんですか。 

議長（北澤禎二郎君）  観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  あの日は当初からご案内していたとおり、説明会は３０分で、その後、現

地の現場も見てほしい。また、スノーピーク白馬としても、地域の方の声を聞きたいということで

スケジュールが組まれておりました。３０分の中で伊藤議員だけのご質問というわけにいかなくて、

ほかの方も手を、挙手されておりましたので、私のほうで２回で区切らせていただいて、次の方に

マイクを渡させていただいたという経過です。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  説明会以前の創業塾の交流会の話ですが、創業塾の交流会、私も参加させて

いただいて、非常に起業したやる気のある、特に移住される、されてきている方々とのお話し合い

は非常にためになりました、参考になりました。ありがたいと思いました。 

 その中のご意見であった。一方ではそういう、もちろん皆さん、地域とかかわり合いながらやる

のが、とっても重要だということはみんな共通していましたが、その中で今後起業が決まっている

ご夫婦と話した中では、たまたま八方口にできる施設の近くに起業することになったんで、非常に

施設には期待していると、そういったようなお話も伺いました。 

 なので、一概に不安をあおっている施設だけではなくて、期待もされている施設であるというこ

とをぜひご理解いただきたいのと、新施設に対しては地域との密着さというのは、ぜひ求めていき

たいというふうには考えています。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。伊藤議員、すみません、伊藤議員の質問の一問一答に

なってないような気がするんです。一問、これ地方創生の人材支援について質問しといて、話題が

どんと広がっちゃうと、このことが済まなくなるので、できるだけ戻してください。 

第５番（伊藤まゆみ君）  大丈夫です。 

議長（北澤禎二郎君）  質問ありませんか。 

   （「全然大丈夫じゃない」の声あり） 

第５番（伊藤まゆみ君）  大丈夫ですよ。ここは評価なので、どういう評価するかというのは大切だ

と思うんですよ。引いてきた責任者なんですから、あの方、ですよね。いなくなっちゃってて、誰

が引き継ぐのって話なんですよね。どなたがやられるんですか、この後。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  以降担当課が所管しまして、私、課長が責任者として、この取り組み、取

り組んでいきます。 

 以上です。 



－122－ 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  もとに戻させていただくと、そういう地元と話し合いといいますか、地元

の意見聞いて、本当にお互いに一緒に高め合ってこようよねっていうお気持ちがあるんでしたら、

そこで２問でやめるというのはやめていただいたほうがよかった。十分一緒に膝突き合わせて話し

合いましょうよという形のほうが、私はよろしかったんじゃないかなと思います。 

 それで人材派遣のほうです。ここは前提なんです。今までは前置きということでやらせていただ

いたんですが、藤本副村長の最終的な「白馬を走る 最終回」ということで、広報はくばですか、

そちらに載っていたのは、施策の面でいえば、観光財源、公共交通、図書館、白馬高校、働き方改

革、地域循環強化等を手がけてきましたが、まだまだ道半ばのものばかりですと。やはり時間的な

制約、マンパワーの問題もあり、やりたいことの１０分の１もできなかったというのが本音ですと

いうふうに書いてあるんです。 

 でも、村長はブログの中で、地域を巻き込めるコミュニケーション能力がある人とか立案した施

策を具体的に展開するためにとか、いろいろ政策立案にもたけてとか、そういうことをブログに書

いてらっしゃって、ぜいたくな要望を上回る大活躍でありましたってあるんですけど、確かな成果

を残されましたってあるんですが、村民目線というか、私などから見ると、財源検討なども４２１の

方がああいって反対をされている。あそこの商業施設に関しても、皆さん不安を持ってらっしゃる。

確かな成果なんですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  伊藤議員、後ろ向きな話ばかしなんで、ぜひ私もさっきの人材派遣をどう思う

かということを答弁したつもりでありますけども、彼が来たおかげに非常に白馬村も元気になった

というふうに感じております。 

 伊藤議員、先ほどから何か後ろ向きの話っきりしているんだけども、もっと伊藤議員、議員だっ

たらもっと前向きな発言をぜひしていただきたいというふうに思います。 

 先ほど冒頭、近くに何か色の違った建物ができたとか何とかって、そういうお話もありましたが、

その件もあれですが、近くの多分お店だと思いますけども、あなたのうちのすぐ近くじゃないです

か。そのこと言っているんじゃないですか。あなた、もしそうだったんだったら、当然行って、す

ぐ行って、あなた、違いますよとか何とか言ったっていいじゃないですか。そういうことはしない

で、何か行政に全責任を負うというような、そんなことは、一体あなた、考えていただきたいと思

います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  色がブルーなんです、その建物、塗りかえられたんですよ。だから、えっ

と思ったんですが、こんな色にしてもいいのというふうに思ったわけでありまして、決して私、こ
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れから藤本元副村長のことを全面的に否定しているわけではありません。でも、そういうふうにと

られたんなら仕方ないとは思うんですが、村長のブログの中に延長を申し込んだけれども、断られ

たっていうことも書いてあったかと思うんですが、これどうして断られたんですか。 

議長（北澤禎二郎君）  下川村長。 

村長（下川正剛君）  すみません。先ほど私のほうで反問権というような、そんな言葉が私の耳に入

ってきたわけでありますけども、それはそれとして訂正をさせていただきますけども、いずれにい

たしましても、藤本副村長については、非常に村民の中で評価が高い。私、今思いを、私の思いを

言ったわけでありますけども、白馬村全体をいろいろ聞いてみると、非常に若い人たちから、いろ

いろな方々が評価をいただいていることに対して、本当に私もよかったなと、そんな思いでありま

す。 

 そして、彼が口を開いて今までやってきたこと、先ほども答弁で申し上げましたとおり、あとは

職員、そして我々理事者、そしてまた議会の皆様と一緒になって、この白馬村をよくしていくよう

な、そういった取り組みをしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひご協力をお願いを

したい。 

 そしてまた、先ほど延長をお願いをしたら断わられたという表現がありましたけども、私も総務

省のほうへ出かけていって、お願いをした経過がございますが、総務省のほうでも２年ということ

で人事計画を組んでいるんで、気持ちはよくわかるけども、ぜひご理解をいただきたいというふう

に言われておりました。 

 そんな中で何とかならないかということで、また再度、そんなお願いもした経過がありますけど

も、総務省のほうの人事計画の中で、どうしても継続はできないということで、断腸の思いで断念

をしたところであります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。行政の方にお願いしますが、ここ討論会じゃありませ

んので、一般質問の場ですので、ひとつよろしくお願いします。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  大丈夫ですよ。私、心が広いですから。反問されてもかちんと来ませんの

で大丈夫です。 

 私が国だったらということなんですけど、先ほど村長おっしゃったみたいに、藤本氏は多分能力

が高かったんだろうなんて思います。問題だったのは、受け入れ側の体制だったと思うんです。本

当に何を彼に求めていたのか。それがはっきりしてなかった。だから、いろいろ手をつけてしまっ

たんじゃないか。これもというか、これもお願い、あれもお願いってやってしまったんじゃないか

なと思うんです。 

 だから、これをいい勉強の機会として、人に頼るのはやめましょうと。自分たちで企画力という

のはつくっていくんですよ。経験からしか出てこないですよ、こういうのは。その辺も用意したん
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ですが、時間がありませんので、先ほど働き方改革で全職員集めて、改革を提案してもらったとい

うことで、すごくいいことされたなと私、思っています。 

 それで、２日前の村長挨拶の中に、各課ごとに一般財源を配分する一般財源の枠配分方式にする

ようにしたと。創意工夫で自己責任、自己決定型予算編成をするというふうになっていて、これと

てもいい動きだなと思ったんです。すごくいい動きしている。これは働き方改革の中から出てきた

もんですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまの質問ですけども、働き方改革の中でのお話という部分で

はございません。来年度における予算編成の考え方として、現在の村の置かれている財政状況を踏

まえ、どういうやり方がいいのかといったときに、今議員が述べられたような形で、一般財源の枠

配分ということで、予算編成のほうの立てさせていただいたということでございます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  とても、先ほども述べましたように、いい動きだなと思っていまして、皆

さんで危機感、２７日に全職員に対し予算編成会議を行ない、財政状況を説明してというふうにな

っていまして、それでこういうふうに皆さんで情報を共有して、危機感があるんだとみんなで共有

するというのは、すごく大切だと思うんです。こういうことは藤本さんの関係だったのか、よくわ

かりませんけども、動き的にはすごくよくなっているんじゃないかなと私は思っています。 

 それで最終的に、誰が判断するかというところなんですが、予算とかでも。話が別になってしま

うかもしれませんけれども、一番考えた人が判断するっていうことが大切なようです。例えばプロ

ジェクトでも、これがいいんじゃないかっていう方向性です。それは時間をかけた方が、一番熱意

があるということなので、ぜひそうしていただきたいなと思っております。 

 時間がありませんので、次の質問に行かせていただきたいと思います。２つ目であります。白馬

村第５次総合計画・総合戦略評価についてであります。 

 令和元年１０月付の白馬村第５次総合計画・総合戦略評価（村の通知表）の評価は、ほとんどの

事業で３の半分程度の成果以上になっています。この結果を見ただけでは、現在この村が抱えてい

る課題が何かが見えてきません。 

 そこで次の点について伺います。 

 １、「白馬村総合戦略評価シートの地域の資源と人を活かしたしごとを創出する」の新規正規雇

用者数ＫＰＩを「大北地区企業説明会白馬高校からの参加者」に変更した理由は何か。 

 ２つ目、指標の設定が適切であったと思われるか。 

 よろしくお願いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 
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村長（下川正剛君）  ２点目の白馬村第５次の総合計画・総合戦略評価についてでありますけども、

まず評価目的、仕方等について説明をいたします。 

 第５次総合計画・総合戦略の重要業績評価指標というＫＰＩに基づく事業進捗状況をＰＤＣＡサ

イクルに基づき、役場内、内部と外部（住民）がそれぞれ毎年度、評価をしております。 

 内部評価は、役場各課による実績値報告と自己評価コメント、それをもとにした外部評価は、通

知表方式の５段階評価と外部評価コメントをいただいております。さらに、外部評価委員による目

合わせをし、平均点をつけ公表しているところであります。 

 白馬村の第５次の総合計画、２１ページ、３の総合計画の推進の項目には、開かれた村政と住民

参画の推進を村政運営の基本といたします。計画期間中は、事業の達成度や時代潮流の変化を確認

するために、計画が進捗をしているかの検証を行なうための組織の設置、コーディネーター役の配

置、ＰＤＣＡサイクルの仕組みの構築などを行ない、随時点検と見直しを行ないます。 

 また、白馬村総合戦略の３１ページ、６のＰＤＣＡサイクルの確立の項目には、まち・ひと・し

ごと創生を実現するためには、ＰＤＣＡサイクルを確立をすることが必要不可欠であり、重要業績

評価指標のＫＰＩの設定により効果の検証を行ない、必要に応じ見直しを図りますとあります。内

部、外部で検証を繰り返すことによって、各課で見直すべきと判断したＫＰＩは見直しをしており

ますが、どう見直したかわかるような記載には心がけております。 

 それでは、２つ目の項目の質問をいただいておりますが、まとめて答弁をさせていただきますが、

総合戦略評価において、新規正規雇用者数という指標を大北地区企業説明会の白馬高校からの参加

者に変更した理由についてお答えをいたします。 

 まず、総合戦略では、地域の資源と人を生かした「しごと」を創出をするという基本目標におい

て、地域経済の活性化を図り、豊かな生活を実感できる活力ある村づくりのため、地域資源の特徴

を生かし、年間を通した安定的な雇用の場と雇用機会を創出をしますという基本的な方向を定めて

おり、その重要業績評価指標として新規正規雇用者数を採用していました。 

 総合戦略の計画の初年度は平成２７年度ですが、その後、地域の人材等雇用という面で、具体的

な事業が幾つかスタートをいたしました。平成２８年には将来の観光地づくりを牽引する人材を育

成するため、白馬高校国際観光科を設置をされました。また、平成２９年には北アルプス連携技術

圏が形成をされ、就労支援の分野において、大北圏域の企業の人材確保に加えて、圏域在住学生の

定住促進を図ることを目的に、大北地区企業説明会が開催をされるようになりました。 

 地域にとって、国際観光科で学ぶ生徒は人材という資源であり、彼らには白馬村で就労、定着を

して、世界水準の山岳リゾートとなる白馬村を牽引してほしいという願いがあります。そのために

は、まず村にどのような企業、仕事があるのかを知っていただく必要があります。その貴重な機会

が大北地区企業説明会であると考えています。基本的な方向として示されている地域資源の活用、

安定的な雇用の場と雇用の機会の創出という点から、より具体的な取り組みと結びつく重要業績指
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標として、大北地区の企業説明会の白馬高校からの参加者へ変更を行なったところであります。 

 先ほどの評価の方法で答弁したとおり、内部、外部で検証を繰り返すことによって、見直すべき

と判断したＫＰＩは見直しており、どう見直したかわかるような記載には心がけており、検証に伴

い、実情に合ったＫＰＩの設定とさせていただいているところであります。 

 ２点目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。伊藤議員の質問時間は、答弁を含めあと１１分です。

質問ありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  この総合戦略が策定されたときに、私質問しておりまして、平成２８年の

多分３回と４回やっているのかなと思うんですけども、ちょっと今説明いただいた大北地区の企業

説明会白馬高校からの参加者に変更した理由は、地域資源の活用をするためだというような答弁だ

ったかと思いますが、平成２８年に質問したときなんですが、新規正規雇用者を設定した理由なん

ですが、実はこれをするときに、これでうたっていたことやったことがあると思うんですよね。吉

田課長は覚えてらっしゃると思うんですが。こういうふうに総合戦略で新規正規雇用者をこういう

ふうにしますとうたってあるので、これをやりますというふうに言われたこと、これがもとになっ

ていますということ言われたことがあると思うんですが、覚えていらっしゃいますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  覚えているかとご質問ですが、覚えておりません。 

議長（北澤禎二郎君）  質問ありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  これで環境条例の見直しやったんですね。こうしないと、そのときの答弁

といいますか、あるんですが、ここでこういうふうに新規で正規雇用者を雇うためには環境条例を

見直して、大型の投資を呼び込まないといけないというふうに、だからやるんですよという大前提

があったはずなんです。それをなぜこういうふうに崩したんですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  お答えします。 

 私、今総合戦略でのＫＰＩのところでのお話は覚えてはおりませんと言いましたが、いわゆる環

境、開発の関係ですね、開発の関係についての改正については、これも私も言った記憶はございま

す。これとこれが今のＫＰＩを設定した総合戦略とが、私、イコールであったという記憶はござい

ませんので、それは要素の一つというふうには考えられると思いますけれども、これは広く白馬村

を見た中での新規雇用者数ということでご理解いただければと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  それで、私は総合戦略のこのＫＰＩはおかしいんじゃないかと私は言った

はずなんですね。この村ではそういった正規の雇用というのは比較的難しいと。何でした、ちょっ
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と名前忘れた、牧瀬稔さんの講演会があって行政の方も一緒に聞いたときに、３００万円をこの村

で収入があるのは非常に難しいと。それができるのは農協さんと銀行さんと役場だけというふうに

言われて、そういう働き方は地方ではできない。だからこのＫＰＩおかしいよ、違うんじゃないの

と言いましたら、やはりこういうふうにうたわれて、これをやることで大型の施設が入ってくれば

正規雇用者がふえるんだ、そういう認識だったんですが、違いますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  繰り返しになりますが、要素の一つであることは間違いないとは思

いますけども、それだけを察して数字を設定しているというものではございません。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  達成したか、できるかできないかという、その判断をされたのは、変えよ

うと判断したのは課長でよろしいですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  この指標の変更については、観光課で検討して提案させていただいたもの

です。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁終わりました。質問ありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  やはり基準を変えることによって、これを目標にしたわけですから、達成

できるかできないか、最後までおやりになるべきだったと思うんですが、その点はいかがですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  先ほどの村長の答弁の中でも申し上げてあったんですけれども、この当時

から新しい取り組みがスタートしておりますので、関連する雇用、仕事、これに関連する指標を、

取り組みをしたものを設定したというところです。それに合わせて、これまでの実績値も新たに設

定する数字に変えてありますので、今後はこれに向けて取り組みを進め、目標値の達成に向けてい

くということになろうかと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁終わりました。質問ありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  環境条例の基準を変えるというときに、旗艦ホテルの誘致及び優良な投資

開発の誘致についてという、これが審議会に出されたんですね。これは名前も日付もない、言って

みれば怪文書みたいなもんだったんですが、これが審議会に出されまして、これおかしいんじゃな

いかって私一般質問でさせていただきました。そのときに、その後、また環境基準の緩和どうして

するかと言ったら、雇用創出や通年雇用につながる、また産業の活性化といった雇用につながると

いうようなことを言われていました。 
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 今現在３年たって、このいただいた答弁なんですが、書いたシナリオどおりに、そのとおり、書

いたシナリオどおりになっていらっしゃると思いますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  先ほどの質問の回答にもあったとおり、例えば地方創生交付金事業でＫＰＩ

を新規雇用者数にしたりしている事業、それがある意味新規の参入事業でありますが、そこで実績

が８プラス今年度末アルファがあるというようなことがあるので、一定のそういった進捗状況は現

象として見られるのではないかというふうに考えています。 

 当時私、索道事業者等には、全社において最近の新規雇用について聞いたところ、１０年くらい

全く新規雇用なかった業界が最近は新規雇用しているという話も聞いておりまして、新規雇用の流

れというのはあるというふうに認識しております。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁がおわりました。質問ありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  今現在、やっぱり私は村の課題というのは、担い手不足ですとか後継者不

足、これが一番だと思います。それで、平成２７年の総合戦略のアンケートやったときに、開発を

促したほうがいいという回答が３.２％だったんですね。さらに厳しいルールが必要というのが

３０.６％、現状のとおりでいいというのが４０.８％だったんですよ。合計で７１％に、住民の方

がアンケートで答えているのに、それをあえて無視して規制緩和の方向に進んだわけなんですね。 

 結果的にどうかというと、確かに今は建設ラッシュですね。ことしなどは８０とも１００ともい

われる新築物件ですか、こちらがあるということなんですが、これが本当に雇用につながるかなと

いうふうに思うんですが、今後雇用につながるというふうな見通しを立てているのか、その辺お聞

きします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  先ほどのグランピング事業で設定しているＫＰＩの一つである新規雇用者

数、ちょっとこの辺りご紹介させていただいて、ちょっと方向がずれるかもしれませんけども、そ

れでご理解いただきたいんですけども、グランピング事業では、５年間この事業やるんですけども、

５年後に純増として２２名の新規雇用を生みましょうというような設定になっています。それに対

して、昨年度の１年目は、村長答弁にありましたとおり８名の新規雇用が生まれていると。加えて

今年度になろうかと思いますけども、スノーピーク白馬が来年度オープン、４月オープンするんで

すけども、それに向けて採用活動をしている中では、現地、白馬村での正規雇用の人数は３名を計

画していると。そのほかに、スノーピーク側でもう社員１名、それからアルバイト１０名弱雇用を

計画しているということですので、事業自体しっかりと雇用の創出という面では貢献されているの

かなというふうに私は考えています。 

 ちょっと方向が違って申しわけございません。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。伊藤議員、最後は２０秒です。まとめできますか。伊
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藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  私も実は先ほどの商業施設の経済効果とかいう資料いただいてありまして、

ここでは新規の雇用が２０名というふうに、２０名から２２名ということでなっているんですが、

これをぜひともチェックする、これをもとに私たち議会は賛成しております。ですから、これをぜ

ひとも達成していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  質問時間が終了しましたので、第５番伊藤まゆみ議員の一般質問を終結いた

します。 

 ただいまから午後１時まで休憩といたします。 

休憩 午後 ０時０２分  

再開 午後 １時００分  

議長（北澤禎二郎君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、第２番丸山勇太郎議員の一般質問を許します。第２番丸山勇太郎議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  ２番丸山勇太郎です。 

 観光白馬のメインのシーズンが開けようとしています。一昨日からの雪が根雪となって順調に滑

り出してくれることを願っていますが、残念ながら近年温暖化の影響からか降雪が不安定になって

います。 

 本定例会冒頭、村長より気象非常事態宣言がされました。昨日は信濃毎日新聞の１面にも取り上

げられ、今後は内外に発信されるものと思います。昨日登壇した議員も複数この宣言のことに触れ

ましたが、私も触れさせていただきます。白馬村はこの宣言に見合った取り組みがされるか、これ

から常に注目されるものと思います。 

 余り時間をおかず、宣言を具体化する実行計画・行動計画を策定し、今度は売電収入が一般財源

化できる形での村内２基目の小水力発電への早急な着手や身近な取り組みの啓発、温暖化対策を意

識した施策、事務事業の見直しなど着実な歩みを進めることを期待します。それらへの本気の取り

組みが観光地白馬の魅力づけになり、選ばれる観光地になるものと思っています。 

 さて、今回の質問は９月議会でのやり残しの質問です。９月議会で私はさまざまな計画はつくっ

ているが、策定自体が目的化していないか、それぞれの計画には関連性があるにもかかわらずコー

ディネートされていないのではないか等々質問する中で、２から３の計画を取り上げて質問をしま

した。 

 今回質問する公共施設等総合管理計画は、特に重要な計画と思っていましたが、各施設群の個別

計画の主管課からの提出締め切りが１０月末になっているということを伺い、この計画だけを切り

出して今回質問するものです。１問しかやりませんので十分にやり取りできたらと思います。 

 それでは質問に入らせていただきます。公共施設等総合管理計画について。 
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 平成２９年３月に策定された同計画書には、村が保有の公共施設が網羅されています。その数た

るや、いわゆる箱物公共施設が７７施設、総延べ床面積約６万平米、インフラでは道路が延長

３１７キロ、橋梁１１１本、上水道が管路延長２０１キロ、配水池、ポンプ室など３０施設、下水

道が１０６キロ、３施設と大変な数になっています。これら公共施設とインフラの今後４０年間の

更新費用等の総額は１,０４０億円、試算期間における平均費用は年間２６億円との大きな数字が記

載されています。 

 計画書では人口減少や将来財政を考慮し、可能な限り公共施設は縮減を進めていくとし、財政均

衡を図るための縮減目標は４２％、しかし、現実的に目指す縮減率は１５％とし、個別の施設を具

体的にどうしていくかの結論はそこでは出さずに、それぞれの個別計画は所管する課で後日検討し、

策定するということでした。 

 ２年８カ月が経過しました。個別計画は出そろっているものと思いますので、策定結果について

伺います。 

 １番、山小屋の個別計画を伺います。 

 ２番、学校の個別計画を伺います。 

 ３番、オリンピックレガシー施設、ジャンプ台、スノーハープ、ウイング２１のコスト削減策に

ついて伺います。 

 ４番、取り壊し対象、売却対象としていく施設を伺います。 

 ５番、使用料、指定管理料等、収入のある施設で今後、収入増を図る施設を伺います。 

 ６番、総量縮減率とは、コストベースか施設数ベースかを伺います。 

 ７番、出そろった個別計画で必須目標とする総量縮減率１５％は達成できる見通しなのか伺いま

す。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  丸山勇太郎議員から公共施設等総合管理計画について７つの項目の質問をいた

だいておりますので、順次答弁をさせていただきます。 

 １点目の山小屋の個別施設計画についてお答えをいたします。 

 村営の山小屋は、頂上宿舎、天狗山荘、猿倉荘、八方池山荘の４施設があります。いずれの施設

も耐用年数を大幅に超過しており老朽化が著しいことはもちろんのこと、高い標高に位置すること

から環境条件は厳しく、毎年の風雪害等により多額の修繕費用を要している状況にあります。 

 担当課として作成をした計画では、天狗山荘と八方池山荘については、今後も軽微な修繕を継続

的に実施をしながら維持管理をしていくこととしております。 

 一方、頂上宿舎と猿倉荘については、施設の劣化状況や利用状況を踏まえ、譲渡または一部取り

壊し等という方向性を示しました。令和２年度には山小屋等検討委員会を立ち上げ、その中で山岳

関係者や住民等の意見をお聞きをしながら専門家にも助言を求め、山小屋のあり方について検討を
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進める考えであります。 

 ２点目の学校関係の個別計画ですが、教育委員会では昨年１２月、白馬村立小中学校長寿命化計

画を策定をし、公表をいたしました。この計画は文部科学省が平成２７年４月に策定をした学校施

設の長寿命化計画策定にかかわる手引きに沿って策定をしたもので、本村の公共施設等総合管理計

画の学校施設における個別計画を位置づけています。 

 本村の学校教育施設は、村有の公共建築物全体の約３割を占めており、延べ床面積約１万

９,０００平米、２３棟を有しています。小中学校に関しては、比較的新しい白馬中学校でも建築か

ら２２年を経過しようとしており、南小学校の南校舎、北小学校の北校舎はそれぞれ建築後４７年、

４８年を経過しており、建物や設備等の老朽化による改修や修繕が毎年必要な状況であり更新需要

が高まる中、国や本村の財政の状況は厳しく、従来の整備方法では対応が難しいと認識をしている

ところであります。 

 本計画では、現状の規模と機能を維持をしながら、長寿命化できる建物については長寿命化し、

適正な修繕や建てかえを実施するとともに、修繕には優先順位を設け、中長期的な維持管理に係る

トータルコストの縮減と財政負担の平準化を図りながら、学校施設に求められる機能と性能を確保

することを目指しています。 

 長寿命化計画期間は２０１８年度から２０３８年度までの２０年間としていますが、計画期間前

半の２０２８年度までの１０年間の保全実施計画を作成し、施設の老朽化状況と財政状況等を踏ま

え、必要に応じて見直しを図りながら２０２７年度までに後半の実施計画を作成することとしてい

ます。 

 施設の老朽化の考え方でありますが、新耐震基準となった昭和５６年以前に建てられた校舎は、

先ほども述べた南小学校の南校舎、北小学校の北校舎の２つでありますが、いずれも耐震診断を行

なった後、耐震補強工事を完了していますので、現状では全ての学校施設が耐震基準を満たしてい

ます。 

 また過去に実施をした耐力度調査では、耐力度点数が危険な状態と判断される基準点を上回って

いることから、これらの校舎を含む全ての建築物の長寿命化が可能であると判断したものでありま

す。 

 続いて、耐用年数の考え方でありますが、先ほど述べた２つの校舎は鉄筋コンクリート造りであ

り、普通品質の場合、その目標耐用年数は５０年から８０年とされています。本計画では、目標耐

用年数を中間値である６５年と設定をしました。ただし、日本建築学会が出版した「建築物の耐久

計画に関する考え方」が提案する耐用年数算定の式によれば５６年という数字が導き出されており

ます。 

 学校施設は児童生徒の生活の場であり、安全で安心な施設環境の保全は必須業務であります。そ

のためにも本計画における算定上の耐用年数が迫ってきた際には、学校施設のあり方や方針等につ
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いて検討を行なう必要があり、現在ちょうどその時期を迎えようとしているものと考えております。 

 ３点目のオリンピックレガシーの施設のコスト削減案につきましては、人件費から始まり日々の

電気代までさまざまなことが考えられます。 

 現在の削減策としては、一般論として一括契約によるコスト削減やエレベーターの維持管理のよ

うに役場施設と同様に契約と合わせて、入札により電力関係も中部電力から新電力に移行すること

による使用料単価を削減しております。個々としては、省エネ化としてＬＥＤ照明への移行、役場

やふれあいセンターで実施をされた工事費を負担せずにＬＥＤ照明の譲渡権つきリースによる整備

を現在ウイング２１で検討しております。 

 また、コスト削減を進めると同時に、財源確保及び適正な受益者負担の検討をしなければなりま

せん。来年度中には施設の使用料の見直しについて利用者への情報提供を積極的に行ない、適正な

サービスの構築を目指したいと考えております。 

 ウイング２１では、利用が低迷をしていたクライミングウォールについて、民間活力で有効利用

がされることを前提に売却をいたしましたことも削減策の一つであります。 

 ４点目の取り壊し、譲渡、売買対象予定としている施設についてお答えをいたします。 

 今後において検討委員会等により方針を決定していく施設もありますので、現時点では全ての説

明については控えさせていただき、施設名のお答えは差し控えさせていただきます。また、あくま

で現時点での予定ということでご理解をいただきたいと思います。レクリエーション施設、観光施

設につきましては４施設、学校施設は１施設、幼児・児童施設は１施設、公営住宅は５施設、その

他施設は１施設の取り壊し、または譲渡を予定しております。 

 ５点目の使用料、指定管理料等、収入のある施設で、今後収入増を図る施設についてお答えをい

たします。 

 各種施設の使用料については、一定期間での見直しは必要と考えており、今後においても利用ニー

ズ等を踏まえた料金改定等は検討させていただきたいと考えます。 

 指定管理者制度は公の施設の管理を村が指定した者に代行させる制度で、一般論として施設の管

理に要する必要な経費は村から指定管理者に支払われます。そして施設の管理から生ずる使用料等

は指定管理者が施設の管理をしていくために施設管理に充てることとし、施設管理者の収入となり

ます。このため指定管理者にとっては村からの委託料と使用料等の収入をもって施設を管理するこ

ととなります。村とすれば、利用料金がふえることは指定管理者のインセンティブが高まり、サー

ビスの質や量が向上すると利用の増加につながるものと考えます。 

 ご質問の指定管理料等の収入増の施設では、先ほどの説明のとおり多くの施設を見込むことはで

きませんが、本年より指定管理者業務の施設となりました白馬ノルウェービレッジが多くの方に利

用していただき集うことで施設利用料としての増額収入を期待をしています。 

 ６点目の総量の縮減率とは、コストベースか施設数ベースかについてお答えをいたします。 
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 白馬村公共施設等総合管理計画の中では、公共施設等の更新に必要な金額は公共施設等の縮減に

比例して減少すると仮定しています。公共施設等の方針に充当可能な財源は公共施設等の縮減によ

り維持管理、事業運営費が比例して縮減することで増加すると仮定をしています。 

 したがいまして公共施設保有総量とは、維持管理のコストの削減も公共施設等の施設数縮減も含

めているということで、コスト、施設数とも削減すると解していただきたいと思います。 

 最後に、出そろった個別計画で必須目標とする総量縮減率１５％は達成できる見通しなのかにつ

いてをお答えをいたします。 

 各課から提出をされ、単純集計として取りまとめて以降、現在の作業としては当然その目標値に

向けた調整を行なっております。今後においては具体的にヒアリング形式による施設の現状と課題、

または各種計画と照らし合わせる中で目標達成に向け、作業を進めていきたいと考えております。

ただし検討委員会における作業が必要な施設もありますので、この作業には時間を費やす可能性が

高いことはご理解をいただきたいというふうに思います。 

 丸山議員の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。丸山議員、質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  この計画づくりは恐らく国の指示によって全国でやったこととは思います

けれども、今後の行財政運営上、この公共施設等総合管理計画は、ここ数年来、次々と作っている

計画の中では最も重要な計画だと私は認識しております。 

 たまには褒めさせていただきますけれども、この公共施設等総合管理計画の背景調査、背景分析

は非常によくできています。この策定支援に入ったコンサルはいいコンサルではないかと思います

けれども、全国でやったことから事例が全国にあったからそれを参考にしたのかもしれませんけど

も、この背景調査、背景分析がその後の他の計画づくり、例えば観光財源検討でもこれが参考にさ

れていました。 

 よくできているからこそ極めて深刻かつ脅威でありまして、ただいま最後の１５％が削減できる

のかという質問については、結局まだ作業中ですというそういう答えですね。いつまで作業を続け

るのかちょっとよくわかりませんけれども、再質問に当たりまして、最初にこの質問をしてから始

めたいと思いますが、村長に質問をいたします。図書館複合施設は本当に計画どおりつくりますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  図書館の関係につきましては、ただいま図書館検討委員会でいろいろ検討をし

ているところであります。そういった中で、まだ私も決定はしておりませんし、そしてまた以前に

丸山議員さんから言われたように、この財源を積み立てをしたらどうかとそんな提案もされている

わけであります。そんなことを含めて白馬村の財政状況を考えたりする中で、当初３４年には完成

をしたいということで今取り組んでいるわけでありますけれども、いろいろなこの弊害もある中、

何とか、できれば３４年ぐらいまでにはある程度の見通しはつけてまいりたいというふうに思って
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おります。 

 今、検討委員会でもいろいろな検討をされているわけでありますけれども、また具体的になりま

すとやはり議会の皆さんからも相談をいただきながら、何とかこの白馬村、長年の懸案であります

図書館建設についてはぜひ私の任期中にある程度の方針は出せるかなと、こんな思いでおりますの

で、また皆さんからもぜひご協力をいただきたいとそんなふうに思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  本当に図書館をやるなら、これから建てるこの図書館複合施設によって、

相当数の施設を減らす必要があるのではないかと。 

 先ほど１５％が縮減目標でしたけども、それはこれからつくる図書館複合施設を除く縮減率でな

ければならないというふうに思っています。それは計画書の３０ページの縮減目標の基本的な考え

方の１番に、今後公共施設を新設する場合は、同等面積以上の施設を縮減するというふうに書いて

あります。 

 先ほどその肝心の１５％が削減できるかのお答えがないわけですけれども、もしその１５％が達

成できもしないならば、図書館複合施設はまだ手をつけるべきではないというふうに考えていると

ころです。 

 というのも図書館複合施設は間違いなく相当なランニングコストがかかる施設になるものと考え

ております。建設するならコストベースで同等以上に施設を壊すなり村の管理外にする、そういう

覚悟をもって臨まなければいけないと思っております。 

 そういう身を切る改革、一部の人は職員の給与削減を身を切る改革というようなことを言ってお

りますけれども、私はそうではなくて、大変でもこういった公共施設を削減する、コスト削減をす

る、大変でもそういう努力をすることを身を切る改革というふうに私は思っております。なぜなら、

これをやらなければ白馬村は生き残っていけないし、観光財源で新たな負担をいただくことなども

できるものではないと思っております。 

 このほかにも決して削減することができないインフラがあるわけです。道路、上水道、下水道、

これらは、「来年から水道が出ません」とか「来年からこの道は通れません」というわけにはいか

ないわけでして、そういった例えば水道管の老朽化も相当いっているものではないかと思いますが、

私はそのインフラについては今回質問はしません。この後、同僚議員の質問の中にもありますので、

そちらに任せたいと思っております。鍵を握るのは、今回私が質問をした山小屋や学校、そしてオ

リンピックのレガシー施設かと認識しております。だからそれだけを項目として特出しして質問を

いたしました。 

 以前、私の一般質問に対し、村長は「タブーに手をつける」とこういうふうに言いました。これ

は平成３０年１２月議会で学校統合について私が質問したときの答弁です。こう言い切ったことは
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頼もしく思うところでございます。 

 ところが実際はまだ始まっていない状況があるようでして、先ほどは学校につきましては長寿命

化計画をつくって、まだ２０年もたせるというようなこともおっしゃいましたが、その一方で耐用

年数は５６年なんだとか、南小の本校舎、北小の北校舎とも本当に間もなく満で５０年になるわけ

でございます、さらに２０年もたせるのでしょうか。統合は決して避けられないし、タブーとはし

ないと村長は明言しました。早急に検討委員会を設置し、本気に検討に入るべきではないでしょう

か。 

 そこで教育長あるいは教育課長に質問いたします。統合に向けての検討委員会の設置と検討のス

ケジュール感を伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  平林教育長。 

教育長（平林豊君）  学校のあり方につきましては、令和２年、来年度、委員会を立ち上げ、検討し

てまいりたいと考えております。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  先日、先日と言っても１カ月前ですけれども、１１月８日付の大糸タイム

スに、大町市が旧市内の小学校４校を２校、中学校２校を１校にするという素案を検討委員会に出

したという、この新聞記事がございました。どうしてこんなにスピーディーに基本方針を出せるん

だろうと驚き、大町市の教育委員会に私、取材に行ってきました。聞いたところ、３０年７月に委

員２０人で大町市少子化社会における義務教育のあり方検討委員会を設置し、その中に研究部会も

設けて、これまで９回やって、その部会で素案を出したというのがこの段階のようでございます。 

 大町市の中学校といいますと仁科台中学校と、一中、これ、それぞれ最近つくったものなんです

よね。４０億それぞれかけた施設・学校でありながら、それを１校にするという素案を出すという、

この大胆さというのは驚きましたけれども、そのぐらい大胆にこれからの少子化、あるいは子供の

数の減少も見込む中で取り組んでいるわけでございまして、ぜひ我が村の教育委員会におかれまし

ても、来年度から設置ということでございますが、これは真剣にスピーディーにその検討を進めて

いただければというふうに思うところでございます。 

 次に、建設課長かあるいは理事者か、どちらかにお答えいただきたいんですけれども、建設課で

やっている立地適正化計画、このことにつきましては前回質問いたしましたけども、この立地適正

化計画というのは、居住誘導区域と都市機能誘導区域を定めると、それだけのことに１,０００万も

使うのは本当にもったいないというふうに思っていまして、さらに都市計画マスタープランも間髪

入れずつくらなければいけないという時期にあるわけです。 

 この立地適正化計画というのが初めて言葉に出されたのが、午前中の質問ではありませんけれど

も、私の質問に対して当時の藤本副村長が答えて始まったことです。そのとき私はどういう質問を

したかっていうと、白馬村でどのあたりを賑やかにしていくのかというようなことを質問したら、
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当時の藤本副村長が立地適正化計画をつくって検討していくということでしたけれども、これ本当

は都市計画マスタープランと言うべきじゃなかったかと私は思っております。 

 それをわかっていたのかどうかは知りませんけれども、しかし、手をつけてしまった立地適正化

計画でございまして、だったらせっかく作るんだから、作ることの意味合いを持たせたいという私

の考えの中で、前回は観光施設等立地誘導区域、いわゆる賑わいを創出する区域をオリジナルでも

いいから設置したらどうかという提案をいたしました。その辺検討していただけるのかまだわかり

ませんが、単に世間並みに居住誘導区域と都市機能誘導区域だけを色づけするならば、ひとつ提案

があります。 

 都市機能誘導区域に位置づけて決めていくべき都市機能は、これからの白馬村を考えれば、ただ

の２つではないかと。それは先ほど来の図書館複合施設をどこにつくるのかと、それと統合小学校

をどこにつくるのかと、この２つだと私は思っておりまして、小学校の統合議論にはある程度時間

はかかっても、立地適正化計画の中で場所だけはあらかじめ定めておくべきではないかと思います

がいかがでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  では、立地適正化計画に関する質問でございますけれども、ただいま丸山

議員のご質問にもございましたとおり、都市機能誘導区域には、まさに学校であったり図書館施設

といったようなインフラを想定して区域を設定していくような形になります。 

 参考までに今作業の進捗度合いを説明させていただきますと、あくまでも機械的にエリアを現在

決めさせていただいて、将来的にどこにどういった施設を誘導するかという部分に関しましては、

１点の点でどこにという形のものは、今現在はまだ決められませんので、当然、今後それぞれの施

設なりの存続させていくのか、あるいは縮小していくのかという部分の議論も踏まえながら、面で

設置を設定していくような形になろうかと思います。 

 したがいまして現在機械的に設定されたエリアを今庁内の中に検討委員会を設けまして、庁内の

中で今議論を始めているところでございます。その内容については今度、庁外のまた検討委員会で

また広げた形の中で検討していかなければいけないと思っていますけれども、今議員ご指摘のとお

り、そういった学校施設、都市施設等も当然念頭に置いた計画にしていかなければいけないという

のもご指摘のとおりであると考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  次に、オリンピックの施設の関係を聞きます。 

 ジャンプ台２,３００万円、スノーハープ２,３００万円、ウイング２１、２,１００万円、これは

いずれも管理運営コストの一般財源ベースの昨年の実績です。要するに白馬村の続く限り、これだ

けの一般財源、計６,７００万円、ずっとこの施設にかかるということです。手放すということも壊
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すこともできない施設は何とかコスト削減策と収入の増収策を講じてほしいと。先ほども村長答弁

の中にもありましたけれども、そこで生涯学習スポーツ課長に伺います。 

 ジャンプ台は、県との指定管理契約が今年度で切れるとのことでございます。再契約時に指定管

理料の見直しを図れないか、要するにもう少し指定管理料をもらえないか。あるいはノーマルヒル

を、今現在ノーマルヒルは村有ということですけれども、これを県有財産に加えてもらえないか。

いかがでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。関口スポーツ課長。 

生涯学習スポーツ課長（関口久人君）  お答えさせていただきます。 

 まず最初に、ジャンプ競技場の指定管理料の関係でございますけれども、指定管理料の見直しの

中で昨今のジャンプ台のリフト収入というのが少し下がっているといった部分で、前回、５年前に

見直しをしてもらったときの分ですと、リフト使用料３,３００万ということでやっていたところで

すけれども、そこの部分を大幅に下げていただいております。加えてコストの削減等につきまして

は、ジャンプ競技場につきましては、お客さんが多く来てもらってリフト収入が上がると。リフト

収入が上がることによって一般財源も減ってくるという部分もあります。 

 ただ５年後の部分での見直しのときに今度はリフト収入を県のほうから増収というふうに判断さ

れることもあろうかと思いますけれども、まずはお客さんが減っているという部分も何とかしてい

かなければならないということで、ジャンプ競技場の部分では、一つにはバックヤードの見学会、

要は選手がジャンプ競技場でスタート、飛ぶところですね、スタート台に立つところ、今まではそ

の上に観客エリアがあるんですけれども、飛び出すところに一度座ってみてもらうとか、あるいは

カンテがどうなっているのかとか、カンテですとかそういったところというのは一般のお客さんは

入ることはできませんので、そういったところに入って実際にどうなるのか見てもらうとか、ある

いはジャッジハウスに入っていただいて、実際にジャッジというのはこうやってやるんだよといっ

たものをやってもらったりということで、今白馬観光のほうとはスキーのジャンプのファンという

のも増やしていく努力をしていかなければならないということで現在進めております。 

 ノーマルヒルにつきましては、前回の指定管理の中で県との話の中では、逆に県からジャンプ台

自体を白馬村にという話も出たぐらいでありまして、なかなかノーマルヒル自体を県の施設にとい

う形にはならないというふうには思っておりますけれども、指定管理料の上乗せの部分については、

いろいろ検討はしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  言うだけ言ってください、是が非でも。 

 あと使用料のことですけれども、先ほどちょっと答弁も書き切れませんでしたが、値上げについ

ては検討はしているけれど、まだ時間をかける、そういう答弁でしたか。すみません、ちょっとも
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う一度。 

議長（北澤禎二郎君）  総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまの使用料の関係ですけれどもご質問のとおりで、税率の関

係もございますし、今後の使用料、一般財源の確保という点でも見直しをするべきかどうかという

のを予算編成に向けてどういうふうにしていくのかを各課に検討させているという状況でございま

す。 

議長（北澤禎二郎君）  質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  その使用料についても、やはりこれ大町市の例で先ほどの学校の記事の１週

間後ぐらい後に、やはり大糸タイムスに大町市は８４ある公共施設のうちの８割の６８の公共施設

で使用料を値上げするという方針を出しております。これもスタートは同じだと思います。白馬村

も大町市もこの公共施設等総合管理計画の見直しの中でこういうような決定をしていくわけでござ

います。 

 白馬村もスピード感を持ってその辺の検討をしていただきたいと思いますけれど、そういった中

で、先ほど手放す施設あるいは壊す施設について、現時点では施設名は言えないが全部で１２の施

設についてはそれを検討しているというような答弁でしたよね。たしかこれもぱぱっと書いていた

ものであれですけれども、その中に「庄屋まるはち」は入っていますでしょうか。 

 私は、庄屋丸八というのは土地はそもそも村のものではありませんし、今の使用状況、旅籠丸八

の事業展開の中で村が所有している必要ない施設ではないかなと、もういい金額で買い取ってもら

ってもいいんではないかと。もし所有を続けるならば指定管理料をもっと上げるべきではないかと

いうふうに思います。何であんな格安な指定管理料でＧＣ、その次が自然と伝統の融合した白馬岩

岳の街並み活性化株式会社、その次がファニーというように、どんどん転貸・転貸というような形

になっているんですけれども、そういった状況は本来ではないのではないかとそういうように思い

ます。 

 それともう一つ。神城多目的研修集会施設という施設があります。もう使われなくなってかなり

の年数がたっております。みそ加工する部分は使っていることは知っていますけれども、そうでな

い集会施設部分は中に入ると大変汚くみすぼらしい状況になっております。あれは壊して農協と土

地交換をしながら、道の駅の第２駐車場にするという案はどうでしょうか。２つお聞きします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  まず前段として、私のほうから先ほど村長の答弁にもありました

１５％の達成、単純集計という話をさせていただきましたので、あくまでも現時点で調整はしてい

るという前提において、私のほうから現時点でのまとめた数字のほうを最初に発表させていただき、

それで各課の個別の答弁をさせていただきたいと思います。 

 削減する箇所につきましては、議員のご指摘のとおり、取り壊し合わせて１２ということで、計
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画書７７の施設に対する１５％としては、これは達成をしているということになります。ただ、こ

れは上がってきた数字を単純集計しておりますので、今後まださらに調整する部分は出てくるとい

うものでございます。 

 計画書に対する先ほども面積と施設数、両方ということでありますので、延べ床面積に関しては、

やはりこれは逆に１５％に達していないという状況です。面積的には約６万平米のところの床面積

に対し２,２００平米ほど、現在１５％に達していないという状況ですので、これをそれぞれヒアリ

ングをしながら、ともに関連する施設数もさらに減る可能性がありますので、これを調整している

ということで、ちょっとこの数字だけあらかじめ現時点でということでお示しをさせていただき、

個別のほうの答弁とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  庄屋まるはちという具体的な施設名が出てきたんですけれども、現段階で

昨年の４月から新たに指定管理が始まっているというところで、まだ指定管理者との調整もしっか

りと済まない中での担当課としての考えということで聞いていただきたいと思います。 

 現在の施設使用料は、丸山議員おっしゃるとおりに格安といえば格安であります。ただ、昨年の

１２月から営業のスタイルが変わりました。ＧＣが指定管理者なんだけれども、レストランの一部

を自然と伝統という地域の会社に１２月に一部委託して、これでちょうど１年経ちます。昨年の冬

の状況を聞けば結構お客さんも入って売り上げも上がったというお話を聞いているんですけれども、

その後のグリーンシーズンの状況、また状況は変わってくると思いますので、１年を通じた状況を

お聞きして、施設使用料については年度協定で定めてまいるので、状況を確認した上で来年度は施

設使用料についても考えてまいります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  神城多目的研修集会施設の関係につきましては、確かに議員のおっしゃる

とおり、ほとんど使用はないという状況ではございます。加工施設は残すにしても、それ以外の部

分につきましては地区との部分のすり合わせ等もある中で、現状では残す方向で今はしております

けれども、今後、先ほど言うように非常に維持管理費等がかかってまいりますので、再度検討して

いきたいというふうに考えます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  いずれもしっかり検討していただきたいというふうに思います。 

 今後のことですけども、計画書の５３ページ、フォローアップの実施方針というところに、１、

本計画については十分な村民説明を行なっていきます。２、本計画の進捗状況については随時村議

会に報告します。３、本計画の個別施設の再編整備計画などの作成に当たっては、村議会や村民と
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協議を重ねますというふうにあります。 

 総務課長に伺います。今後の個別計画の議会説明や村民への説明の開催などは予定していますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  フォローアップのご質問でありますが、計画書に書いてあるとおり、

これについては実施していく予定でありますけども、いずれにしろ、まず１５％の達成という部分

の調整をしなければ、やはりそれを公表するというわけには、目標達成できないということになっ

てしまいますので、その辺の作業について先行させていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  残して、今後とも使用し管理していく施設は、当然それなりにちゃんと管

理する必要がございます。これは当たり前のことです。 

 さて、特に足元の役場庁舎と隣の多目的研修集会施設ですけれども、雨漏りですとか壁は大変汚

いですとか、屋上には植物が生えていて屋上緑化かというようなことも言われておりまして、今回、

建築業組合からは陳情書が議会にも上がりました。 

 昨日、同僚議員の質問にもありました多目的集会施設１階の女子トイレは、４つのうち２つまで

が１年以上使用不可の張り紙が出されたままです。その張り紙もぼろぼろです。私もこの質問に立

つ３０分前にもう一度確認しに行ってきましたが、やっぱりぼろぼろのままでした。シニアクラブ

の女性からも言われております。これでいいはずはありません。村民の中からも、何か大切なこと

を忘れている今の役場と映っております。この現状を村長はどう思いますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  現状どう思うかといえば、いいわけがないというふうには認識しております。

役所にいるとすぐ予算・予算と言って本当に恐縮ですけれども、何とかしたいという思いはあると

いうことで、今日のところはご理解ください。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  質問ではなくて、最終意見を述べさせていただきます。 

 再度、学校について本気度のある協議の場を持ち、大町市のようにスピード感ある検討をお願い

したいというふうに思います。そうしていても、やっぱり１０年は有にかかるものというふうに思

っております。学校を含めまして、この公共施設等総合管理計画は、再度各課に指示して庁内協議

を重ね、目標を達成するため努力いただきたいと。そうでないと、図書館を含む施設はつくれない

と私は考えております。計画を先延ばしするしかないんではないかというふうに思っておりますの

で、ぜひ本気の取り組みをお願いしたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  質問がありませんので、第２番丸山勇太郎議員の一般質問を終結いたします。 
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 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午後 １時５０分  

再開 午後 １時５５分  

議長（北澤禎二郎君）  次に、第１０番田中榮一議員の一般質問を許します。第１０番田中榮一議員。 

第１０番（田中榮一君）  １０番田中榮一です。 

 今回は２つの質問を用意いたしました。 

 初めに、氷河認定についてであります。 

 唐松沢雪渓が日本で７番目の氷河として認定されました。学術的に非常に価値あるもので、白馬

村としても大きな財産となりました。これからは観光スポットとして、子供たちの教育材としての

取り組み等、どのように活用していくのか早急に検討していくことが求められるかと思います。と

同時に、この氷河をどのように守っていくのかも課題として義務づけられたのではないかと思いま

す。 

 次のことについて伺います。 

 １、先に認定された鹿島槍氷河、カクネ里氷河でありますけれども、ともに２カ所氷河を身近に

見ることができる村になりました。観光スポットとしてどのように活用していくのか伺います。 

 ２、認定に至るまでの経過や模型づくり等、資料をつくる考えがあるのか伺います。 

 ３、児童・生徒用教材としての活用方法を伺います。 

 ４、地球温暖化傾向にある現在、ヨーロッパアルプス地域では将来において氷河消滅の危機が懸

念されておりますが、村としても対策条例の制定などを視野に、国内外に発信していくことも義務

づけられたのではないかと思いますが、考えを伺います。 

 ５、不協和音が感じられる村の観光地経営ですが、この機会に広く村民とともに知恵を出し合い

ながら、氷河ツーリズムと名づけて村内外に発信する考えがあるのかを伺います。 

 以上、５点であります。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  田中榮一議員から氷河認定について５つの項目で質問をいただいておりますの

で、順次答弁をさせていただきます。 

 １点目の観光スポットとして活用についてでありますが、１０月５日にウイング２１で開催をさ

れました白馬山フェスタでは、新潟大学の奈良間先生から唐松沢氷河に関する報告がありました。

その報告の最後に、白馬村の氷河の価値という話があり、白馬村の雪渓、氷河はふもとから見るこ

とができる八方池から見れる唐松沢雪渓など、学校登山などの環境教育に利用できる、氷河が形成・

維持できる環境条件、質量収支、氷河過程、流動機構など学術的な面で大きな価値を持つとして、

その上で白馬村の氷河では観光資源、観光山岳環境教育に利用でき、日本の山岳ツーリズムのモデ

ルケースになり得る可能性を秘めているとされました。 
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 この報告を受けて、私はこの氷河の価値を住民に理解することがまず必要であると感じました。

白馬山フェスタには多くの方が来場し、奈良間先生の報告に耳を傾けましたが、このような機会を

継続的に設けることで住民理解につなげ、観光資源としての活用に結びつけてまいりたいというふ

うに考えております。なお、学習旅行に取り組む団体では、唐松沢氷河を環境保護について考えさ

せる一つの教材として活用したいとの声もあります。 

 ２点目と３点目の認定に至るまでの経緯や模型づくり等、資料をつくる考えがあるのか、児童、

生徒用教材としての活用方法については関連がありますので、まとめて答弁をさせていただきます。 

 氷河として認められた経緯等は、大町市のカクネ里雪渓が氷河と認められ、同じ後立山連峰にあ

る唐松沢雪渓も氷河の可能性があると示唆され、さらに平成２９年１２月には白馬山案内組合及び

白馬山とスキーの総合資料館から唐松沢雪渓が氷河の学術的な観光資源として高い評価を有すると

して調査に対する要望書をいただいたところであります。 

 これを受けて白馬村では、白馬にある雪渓が氷河であると認められれば、観光資源や環境教材と

しての重要な役割を果たす可能性があることから調査を行なうことといたしました。調査団のメン

バーにつきましては、白馬の大雪渓の調査を行なっている新潟大学、カクネ里氷河の調査を行なっ

た立山カルデラ砂防博物館に参画をしていただき、ガイドとしての白馬山案内人組合等も加わり、

昨年の６月１日に新潟大学の奈良間准教授を団長として、唐松沢の氷河調査団を結成いたしたとこ

ろであります。 

 調査方法につきましては、まず氷河の定義が重力によって長期間にわたり連続をして流動する雪

氷体とされていることから、雪渓が厚い氷体を持ち、氷体が現在連続的に流動していることを証明

することが必要なため、氷河の氷厚、厚さと流動の観測を行ないました。氷厚の測定では電磁波を

使って地中レーダー測定を行ない、流動の測定では長さ４.６メートルのポールを６カ所に設置をし

て、１カ月間の移動距離を観測をいたしました。 

 調査の結果、唐松沢雪渓の氷厚は平均で２５メートル程度、最深部では３５メートルほどの氷厚

があることが確認をされました。また１カ月間の流動観測においては、最大で年２.９５メートルの

流速があり、氷厚と流速に比例関係があることがわかりました。この唐松沢氷河調査の論文がこと

しの１０月１日に日本雪氷学会に受理をされ、氷河として認められました。今後は唐松沢雪渓、そ

して杓子沢雪渓、不帰沢雪渓が氷河である可能性が高いことや地球温暖化に伴う唐松氷河の変化に

ついても調査をしてまいりたいというふうに考えております。 

 模型づくりは、村内の氷河がどのようになるかによると考えますし、資料としてはヨーロッパア

ルプスの氷河と白馬の雪渓の氷河の違いや成り立ちについて継続して調査が必要となりますことか

ら、現時点での作成することは考えておりませんが、なお児童生徒用の教材としては、その調査に

よって詳しい成り立ち等の地域副読本を作成をし、活用できればと考えているところであります。 

 ４点目の地球温暖化に伴い、氷河消滅の危機が懸念をされており、村としての対策条例等により
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国内外への発信についての考えについてですが、条例ではございませんが、昨日の田中麻乃議員か

らも同様の趣旨のご質問をいただき、昨日の答弁と重複をいたしますが、１２月定例会の開会時の

冒頭挨拶で気候非常事態宣言をさせていただきました。宣言文では日本でもこれまで感じたことの

ない酷暑、台風勢力の強力化傾向及び短時間における集中豪雨などの災害により痛ましい被害が発

生するなど、全国各地のどこでも気候変動に起因すると考える異常気象現象が多発しております。 

 本村は雄大な北アルプスの白馬連峰のもと、四季を通じてたぐいまれな山岳自然環境と里山を初

め、姫川源流など豊かで美しい自然と景観に恵まれています。これまで将来の村づくりの姿を北ア

ルプス山麓の資源に恵まれた村であるからこそできる「むらごと自然公園」と位置づけ、村づくり

の理念として本村の発展を目指してまいりました。このような地球温暖化に起因する気候変動が人

間社会や自然界にとって極めて深刻な脅威となっていることも認識をするとともに、ここに気候非

常事態を宣言をするとともに、この危機的状況に正面から向き合い、再生可能エネルギーにシフト

をするなど、持続可能な社会の実現に向けた活動に取り組むことを宣言したものであります。 

 最後になりますが、ご提案の氷河ツーリズムについては、発信でありますけども、現時点ではカ

クネ里にしましても唐松沢にしましても遠くに見るものができるもので、氷河ツーリズムと銘打っ

て発信するには訴求力に乏しいというのが正直なところであります。 

 ただ、奈良間先生の報告にもありましたが、不帰や白馬沢、杓子沢の雪渓も現存氷河の可能性が

あるとのことでありましたので、これらが唐松沢氷河のように氷河と認定されるようになれば、議

員の提案の氷河ツーリズムも実現できるものと考えているところであります。そのためにも先ほど

申し上げました幾つかの雪渓に関する調査は計画的に実施を検討していきたいというふうに思って

おります。 

 以上で１つ目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

 すみません、ちょっと訂正をさせていただきますが、先ほど氷河である可能性が高い雪渓として、

唐松沢雪渓と申しましたが、白馬沢雪渓ですので訂正をさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。田中榮一議員、質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  それでは順次ちょっと言います。 

 それで１番に観光スポットとしてどのように活用していくのかというところで、おおむねわかり

ました。 

 それでことし認定されたというところでもってすぐに、去年はカクネ里なんですよね、それで地

元っておかしいですけど、神城地区の観光に携わる人たちにしてみればもうすぐに、例えば遠見尾

根なんかは間近にそのカクネ里を見ることができるというようなところで、看板をぜひ設置してほ

しいというそういう要望がありました。 

 すぐにやっぱり対応するということも大事なところだというふうに思いますけれども、その点、

看板の設置というのは遠見尾根のカクネ里見えるところ、それと唐松沢の氷河が見えるところとい
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う、もうすぐに２カ所か、岩岳のほうからも見えるということですので、とりあえず３カ所という

のは来年度予算でもって対応してほしいなと思いますけれども、観光課長どうでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  お答えします。 

 カクネ里の件、五竜の方からもことしご要望をいただきました。来年度はカクネ里が見えるポイ

ント、それからできれば唐松雪渓氷河が見えるところを村として案内板を立てていきたいと思いま

す。その内容については大町市の山岳博物館とか、あとは奈良間先生から助言を受けながらポイン

トと簡単な説明なんかも加えながらやっていければというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  私ごとなんですけれども、私も孫を連れてことしお盆のときに行ってきま

した。それで小さい５歳の女の子なんですけれども、五竜の山頂からリフトに乗って、それで１時

間、２時間ぐらい行っていくとその小遠見までつくんですよね。そのぐらい小さな子供も行くこと

ができる、それでそのときにもお年寄りの方でもう７０、８０近い方、新潟の方でしたけれども、

お２人で老人２人がとことこと登ってそれでそのカクネ里を見ていたというようなところで、非常

に身近に見る場所だというように思います。だからそういう意味合いにおいても、ぜひ看板の設置、

気軽に来てちょうだいというふうなところはぜひ宣伝をしてほしいというふうに思いました。 

 それで２番目のほうの認定に至るまでの経過や模型づくりの資料等の考えがあるかというところ

を質問したわけでありますけど、今のところはないというようなところなんですけれども、私にし

てみれば非常に貴重な観光スポットというようなところで、できれば村民ロビー、もしくは八方の

スキーの総合資料館、そこにでも八方の人たちにもお願いして、少しぐらいの予算をつけて、少し

ぐらいっておかしいかな、つけてもうぜひ設置してちょうだいよというようなところもこれからも

要望してほしいというような気がします。 

 それでもっと言えば、大町も自分たちで身近に大町市内からカクネ里を見にいくっていうのは非

常に難しいんですけれども、大町も氷河の町、市というようなところで非常に力を入れております。

それで６次産業というかお菓子もつくったりなんかして氷河のある市というようなところで宣伝し

ているというようなところもありますので、大町の山岳博物館等にもそのお願いをしていくという

ところもぜひやってほしいと思います。そんなところで２番はよろしくお願いしたいというような

ところでございます。 

 それで３番のほうの児童・生徒用教材というようなところを先ほど答弁がありました。それでち

ょっと文科省のほうの新学習指導要領における観光教育にかかわる主な内容というふうなところが

出されているんですけれども、小学校においては３、４年生から５年というようなところで、自然

環境を大切にしてその保全に寄与するというような態度を学ぶというようなところがあります。そ
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れから中学生においては、その社会科の中で今度は世界のほうに移ります。世界の人々の生活や環

境の多様性というようなところも学んだり、環境やエネルギーに関する課題、それから自然環境が

地域の人々の生活や産業と環境を持っていること、そういうところを学ぶというようなところが新

学習要領に書かれております。 

 そんなところで、本当に身近にこういう貴重な世界に発信できる村であるというようなところで、

こういうところをぜひ児童や生徒に本当に伝えてほしいというふうに感じるんですけど、教育長そ

れから教育課長、どちらでもよろしいので答えていただければというふうに思いますが。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。田中教育課長。 

教育課長兼子育て支援課長（田中克俊君）  お答えします。 

 先ほど村長のほうからは地域副読本を作成して児童生徒の学習教材として活用したいという答弁

でございましたけれども、今田中議員おっしゃるとおり、小学校の３、４年生では社会科のほうで

自分の住んでいる地域ということを学ぶ地域学習という機会があるわけですけれども、普段使用し

ています教科書というのは見本として取り上げられている地域が紹介されているだけで、どうして

も地元といいますか地域固有の事柄が学習できないということがございますので、その手段として

自らの地域の教材を地域副読本として取りまとめて活用することは、極めて大きな意味を持つもの

だと思っております。 

 また、この地域学習というのは、地域のことをより具体的に学び、社会の一員として自覚を身に

つけ、地域に誇りを持ち地域愛を育むという大きな目的があります。また、今おっしゃられました

ように新学習指導要領では、過去を知り今を見つめ今を考える社会科へ転換していくということが

必要であると言われております。 

 今回氷河として認められたことは田中議員がおっしゃるとおり、子供たちの学習教材としても非

常に価値のあるものでありまして、この地域を学ぶ、地域で学ぶ、この２つを両輪とした地域学習

を展開する上でも大きな期待を持っているところであります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  それでは４番目のところの再質問というところなんですけれども、昨日、

きょうとこういう同じような質問で答えももう出尽くしているというようなところなんですけれど

も、今回定例会で村長が危機感を持って宣言をしたというようなところと非常にそのインパクトが

村内外、国のほうにも、国内でもインパクトがあったというように思います。 

 それでクールチョイス宣言もしているということで、２つの宣言をしている村になったというと

ころが非常にすごいことだな思いますし、非常にインパクトがあったというように思います。 

 先ほど私が条例を制定したらどうかというところを質問したんですけれども、今のところはそれ

はないというようなところなんですけれども、ぜひこのさらにもう一本インパクトを与えるために
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も、何かしらの条例というものはぜひ制定してほしいというように今本当に思っているんですけれ

ど、村長はどうですか、インパクトをさらに打ち出すためにも条例制定っていうのを考えられたら

どうでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  下川村長。 

村長（下川正剛君）  きのうの宣言に対しての国内外から非常に注目度が上がっているというような

そんなお話がありますが、確かに私の答弁にありましたとおり、村としての宣言をしたというのも、

これからどういう取り組みをしていくかということを非常に大事だというふうに思っております。

この前議会の皆さんにもお話をしたわけでありますけれども、これは各、一行政だけで対応できる

ものではないというような中で、村民を挙げて白馬も環境を守っていくということが非常に大事だ

ということでありますので、これから事あるごとにこの非常事態というようなことを挨拶の中でも

いろいろな部分で村民に対して周知をしてまいりたいというふうに思っております。 

 まだまだこれから庁内でどういう体制でいくかということも総務課長ともいろいろお話をしてい

るわけでありますけれども、庁内体制をしっかり整えて、そしてまた先ほど言ったように村民に対

して、それからお客様も含めていろいろな方に情報を発信してまいりたいというふうに思っており

ます。 

 そしてまた、今条例というような話がございましたけれども、場合によってはそういうことも考

えられますけれども、今は当面はこれからどういうふうに進めていくかということが大事だという

ふうに思っておりますので御理解をいただきたいというふうに思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  私も議員のなりたてのころなんですけれども、議員発議というような形で

アイドリングストップ条例なんてつくったらどうだというそういう議員提案があったんですけれど

も、私はまだまだ入ったばかりで、議員になったばかりで条例の制定っていうものがどういうもの

かっていうのがちょっとわからなかったんですが、それは結局成立はしなかったんですが、今考え

るとあのときのアイドリングストップ条例というものは賛成してもよかったのかななんてちょっと

思ったりなんかしているわけであります。 

 それでこの氷河というものはちょっと調べてみると、地球温暖化のバロメーターと言われている

ところなんですね。バロメーターっていうことは状態とか程度を推し量る基準となるものというよ

うなところで、常に世界の温暖化に対して、日本の白馬村から常に発信するような場所であるとい

うことになっていくと思います。そういう意味合いにおいては世界水準のという世界を見据えてい

る山岳リゾートを目指して村にとっても、村からもこういうところを現在の温暖化は今こういう状

態ですよっていうようなところを発信するというのは非常に価値あるものだと思うし、さらにその

氷河の調査というのもきちんとやっていかなきゃいけないんじゃないかと思うんです。 

 だから、そうなると予算も当然必要になってくるんですけれども、そういう氷河の情勢をきちん
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と調べるところが毎年でなくてもいいんですけど、予算を計上して調査をしていくっていうところ、

継続して調査をしていくっていうところが大事なところではないかと思いますけれども、その点は

どうでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  関口生涯学習スポーツ課長。 

生涯学習スポーツ課長（関口久人君）  氷河調査の関係でございますけれども、唐松沢氷河につきま

しても、前回調査した部分っていうのは秋の１カ月間の調査でございます。一番氷の厚さが少ない

とき、要は氷厚が少ないときの調査でございます。それを今後１年間、あるいは２年間とか調査す

ることによって、唐松沢氷河の実態というのがわかってくるということもありますので、今後、白

馬沢、杓子沢、不帰沢、調査すると一緒に唐松沢もあわせて調査をしていきたいというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  それでは最後の質問なんですけれども、山案内人組合の皆さんの１００年

の式典がやったんですけれども、議会の方々も招待をされたんです。 

 そのときに山案内組合の人たちがそのエコバッグを皆さんに配付していたというようなところで、

やはりあのエコバッグだけにとってもその山案内人の組合員の人たちのその自然を守っていくこの

素晴らしさを後世に残していきたいという、あの小さなバッグだけでもそれだけでも訴えるものが

あったかと思います。 

 そのようなところで、村としてもそのエコバッグをこれから買い物に行ったら持参していきまし

ょうというようなところも村民に訴えていくというようなところも大事なのではないかと思うんで

すけれども、どなたかに、村長いいですか、エコバッグを下げていくのを。 

議長（北澤禎二郎君）  山岸住民課長。 

住民課長（山岸茂幸君）  話が大きくこちらになりました。 

 エコバッグの推奨につきましては従前から行なっておりまして、県ともタイアップしながらアン

ケートにお答えいただいた方に無料プレゼントするというようなことも取り組んでおりますので、

今後もレジ袋の削減といった観点もございますし、それはひいては環境への負荷の軽減にもなって

まいりますので、エコバッグについては今後も推奨してまいりたいというように考えております。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  それでは、次の質問に移ります。 

 改選された民生児童委員についてであります。 

 超高齢化社会が加速する中にあって、可能な限り住民が住みなれた地域で安心して自分らしい暮

らしが続けられるよう、地域包括ケアシステムの構築が進められております。特に独居老人、在宅

療養者、居宅要介護者に対し、継続的な支援がますます求められています。 
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 そんな中、このほど民生児童委員の方々の改選があり、１２月から任期３年がスタートをいたし

ました。そこで次のことについて伺います。 

 １、より重要度がましている民生児童委員の活動ですが、現状と課題を伺います。 

 ２、区未加入の方で支援の必要な方の対応について伺います。 

 ３、全国でサポーター制度を取り入れている市町村がふえていますが、村としての考えを伺いま

す。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  改選された民生児童委員について３つの項目のご質問をいただいておりますの

で、順次答弁をさせていただきます。 

 １点目のより重要度がましている民生児童委員活動の現状と課題についてお答えをいたします。 

 今回の民生委員・児童委員の一斉改選により、１２月１日に２１名が厚生労働大臣から民生委員・

児童委員の委嘱を受け、そのうち２名が主任児童委員に指名されました。２１名のうち１５名の方

が新たに民生委員・児童委員になり、６名の方が再任となっております。民生委員の推薦に当たり、

関係されました区長及び議員の皆さんには深く感謝を申し上げたいというふうに思います。 

 民生委員法には、民生委員は社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及

び必要な援助を行ない、もって社会福祉の増進に努めるものとすると定められております。 

 少子高齢化とともにひとり暮らしの世帯の増加、家族意識の変容が進む中、地域社会では人と人

とのつながりが希薄化する今日、民生委員・児童委員の皆様には地域住民の身近な相談相手として

日常的な見守り、訪問等をしていただき、地域住民が抱える悩みや心配事など相談に乗り、必要に

応じて関係機関や福祉サービス等の情報を提供し、必要等を促すパイプの役割をしていただくとと

もに課題を解決するための支援を行なっていただいております。また、小中学校の先生方との意見

交換、デイサービスセンターでのボランティアにも参加をしていただいております。 

 次に、課題という点でお答えをさせていただきますが、先ほども申し上げましたが、少子高齢化、

単身世帯の増加、隣人関係の希薄化など地域社会の姿が変化している中で、民生委員・児童委員が

支援すべき対象者は増加をしています。一人一人に合った支援等、個々の価値観の相違や生活環境

の多様化により支援の困難性も増加をしています。また、個人情報保護に伴う活動の難しさもあり

ます。 

 毎月の定例会では活動報告、懸案事案等についての委員同士の情報交換を行ない、活動する上で

悩んでいることや困っていることなどについて意見を交換することで解決の道を探っています。村

といたしましても関係機関とともに必要な支援や情報の提供を行ない、この定例会が委員相互の助

け合いや支え合いの場となるように努めてまいります。 

 ２点目の区未加入で支援の必要な方の対応についてでありますが、長野県民生委員児童委員選任

基準に民生委員・児童委員としての適任の者という項目がありますが、その一つに個人の人格を尊
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重し、人種、信条、性別、社会的門地によって差別的な取り扱いをすることなく職務を行なうこと

ができる者という１文がございます。したがいまして、この１文が示すとおり民生委員の活動にお

いて、支援が必要な方については分け隔てなく対応することが求められており、行政区の加入・未

加入やあるいは住所の有無等について支援の必要な方への対応が変わることは基本的にはないと考

えています。 

 最後に、サポーター制度に対する村としての考え方についてでありますが、民生児童委員の活動

は困難を抱えている住民の方々へ最初に救いの手を差し伸べ、必要な福祉サービスや機関につなぐ

地域福祉の重要な柱であります。その一方、民生児童委員を取り巻く環境は福祉ニーズの多様化、

複雑化に伴い一つ一つのケースへの対応が困難となり、負担も増大しております。 

 このたびの民生児童委員の改選でも、民生児童委員のなり手がなかなか見つからないということ

で、区の役員の皆さんには大変ご苦労をいただいたというふうにお聞きをしております。 

 こうした状況の中で、民生児童委員活動を補助するサポーター制度として、例えば前任の民生児

童委員さんにサポーターになっていただければ新任の民生委員さんも大変心強いと思いますし、負

担軽減やなり手不足の解消にもつながるものではないかと思いますので、前向きに検討をさせてい

ただきたいというふうに考えております。 

 田中榮一議員の２つ目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  ６年前も私このように民生児童委員の改選のときに同じ質問をさせていた

だきました。それから６年たったわけでありますけども、余り変わらない答弁だったのではなかっ

たのではないかというふうに思います。 

 なぜもう一度今回やったかというようなところなんですけれども、何人か児童委員を経験された

方の話を聞くと、当然その民生委員の方々は守秘義務が当然あるわけでありますけれども、個人情

報の提供というようなところがどうも不十分ではないかということをよくお聞きします。そこのと

ころはちょっと私も調べてみたんですけれども、個人情報保護法の施行以来、行政から民生委員・

児童委員に対する情報提供がなされなくなり、民生委員の活動がやりにくくなったというような声

が他の市町村でも聞こえてくるんですけれども、村の経験されたその児童委員さんの中にも、余り

強くはないんですけれども、やりにくくなったというよりも情報提供っていうのは不十分ではない

かというようなところを聞いております。そのようなところで今回一般質問をしたわけであります。 

 課長にお伺いしているんですけれども、厚生労働省の平成２４年に出されている文書があるんで

すけれども、自治体から民生委員・児童委員への個人情報の提供に関する事例集というようなとこ

ろが都道府県として都市中核市というんですか、そこに出されていると。村には、白馬村には多分

来ていないんじゃないか思いますけれども、こういう事例集というものが出されていて、その中に

長野県の民生児童委員協議会、民生児童委員活動と個人情報の取り扱いに関するガイドラインとい
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うものが長野県民生児童委員協議会から出されている。この事例集というのは非常に参考になるか

ら全国の皆さん、この長野県のこの民生児童委員協議会のガイドラインというのを参考にしたらど

うですかというのが出ているというようなところなんですが、このところは課長はガイドラインの

ところは承知しているんでしょうか、どうでしょう。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  お答えします。 

 長野県のほうから出されていますその個人情報取り扱いに関するガイドラインですか、手引きに

つきましては、はっきり申し上げてちょっと見たことはございません。 

 ただ今回、田中議員のほうからこの関係の質問をいただくということでインターネットで検索を

させていただきました。検索結果には出るんですけど、そのページ開くとページが見当たりません

ということで見つかりませんでしたので申し添えます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  それでそのガイドラインによりますと、先ほど言ったように民生児童委員

は守秘義務があるというようなところが事前に皆さんも当然その就任に当たってはこういうことで

すよというふうに指導はされているというふうに思います。市町村からの民生委員に対する情報提

供ということなんですけれども、どの程度その情報提供をされているのかということなんです。 

 それできのうの田中麻乃議員の質問の中で、災害時要配慮者の把握と避難行動要支援者名簿の作

成、個別計画の進捗状況について伺いますというようなところも質問されていたんですけれども、

これは災害時です。災害時以外のところでもってその個人情報ですね、例えば障がいを持っておら

れる方、独居老人の方とか、そういう支援が必要な方なんですが、区に入っている方たちの情報っ

ていうのは大体わかるんですけれども、そういう情報、入っていないところのほうのそういう情報

っていうものを担当エリアの民生児童委員の人たちに提供しているのかどうかっていうようなとこ

ろをお聞きしたいというように思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  個人情報の民生委員・児童委員さんへの提供についてということでご

ざいますが、個人情報の保護というのは本当に非常に大切な部分でありまして、民生児童委員活動

をやっていく上でも必要な個人情報というのは提供されないと活動のほうにも支障が出るようなこ

とがあるかと思います。 

 まず、お尋ねにはありませんけれども、個人からの民生児童委員さんに対する個人情報の提供と

いうのは個人情報保護法にも適用除外とされているところでありまして、また地方公共団体からの

個人情報の提供につきましては、民生児童委員さんの身分といいますのは特別職の地方公務員とい

うことで、個人情報保護法第２３条第１項第４号にある個人データの第三者提供の除外には該当す

ると考えられているということでございます。 
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 また、民生児童委員さんは村の福祉委員のほうも兼ねてやっていただいておりますが、村にござ

います個人情報保護条例におきましても、第１０条第２項第４号の規定により、今議員さんから御

質問がありましたような個人情報のデータというものは住基データをもとに毎年お渡しして、それ

を持って見守り活動等を行なっていただいているところであります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  それでそのガイドラインをちょっと見てみますと、例えば区に入っていな

い人で独居老人というそういう情報があります。それは住民課なり健康福祉課なりで把握をしてい

るんですけれども、その情報を提供するに当たって、本人に確認をし、民生委員にあなたは独居老

人でこれこれこうで、民生委員の方にこの情報を提供しますけれどもよろしいですかという、そう

いう了解のもとに提供をするという、そういう解釈になんですか、今ちょっとよく聞き取れなかっ

たので、そういう解釈でよろしいんですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  お答えいたします。 

 まず、今の本人の同意の部分につきましては、きのうも質問ございましたけれども、災害時要支

援者名簿の個別計画の部分について今同意をとりながら情報提供できるということでやらさせてい

ただいています。 

 今の同意なき個人情報の提供につきましては、先ほど申し上げました個人情報保護法ですとか村

の条例におきまして、同意を得ることによってその活動に支障が出るような場合については同意が

なくても提供できることとして取り扱っているところでございます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  それでは次に質問をしますけれども、民生児童委員さんにどんな提供が欲

しいかっていうことを聞きました。それで、そういう情報を場合によっては了解を得なくてもいい

という答弁でしたけれども、特にその情報の種類というようなところで、ひとり暮らしの高齢者に

関する情報、それから障がい者に関する情報、それから要援護者に関する施設に入所したのか、入

所または退所をしたりするか、それに入退院ですか、そういう情報も特に欲しいと。それで、ある

とき尋ねていったら今病院に入っていなかったとか、そういうようなところがまぁまぁあるという

ようなところなんですけれども、できる限りそういう情報が欲しいって言っているんですけれども、

これは民生児童委員さんの要望に基づいてそれはやっていくんですけれども、できる限り速やかに

その要望がなくても知ることができれば、速やかにその担当地区の民生児童委員の人たちに知らせ

ていくというようなところが大事なのかなというふうに思います。 

 それで、これは先ほどの田中麻乃議員のほうの災害時の要支援者に対する台帳の整備を今してい

るということなんですか、もう台帳整備は終わっているということなんですか、どちらなんでしょ
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うか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  台帳ですか、災害時要支援者名簿についてはその村で持っている、き

のうの多分村長の答弁にもあったと思うんですけれども、情報をもとに障がいの情報ですとか介護

の認定の情報ですとかを集計しまして、毎年２回ぐらい更新をしています。要支援者登録台帳です

ね、個別計画に当たるものですけれども、そちらについては順次民生児童委員さんと区の役員に協

力をお願いしまして、毎年災害時住民支え合いマップづくりの場で依頼をして更新しているところ

でございます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  それでその台帳は、区に入っている人たちはあれなんですけれど、入って

いない人たちのその台帳というものは、民生児童委員さんたちにも災害時に配付をされるというん

じゃなくて、もう事前に配付されているというそういう解釈でいいんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  毎年民生児童委員さんのほうに提供する情報は住基データをもとにい

ろんな分を作成しておりますので、そこには当然区に入っている、入っていないというのはこちら

ではわかりませんので、住所のある方は全てお渡ししているというところです。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  わかりました。 

 それでこの長野県のガイドラインなんですけれども、そのところではガイドラインには書いてあ

ることでちょっと課長の答弁、かなり進んでいる答弁だというふうに思います。このガイドライン

のところは、その災害時の情報提供というようなところは、本人確認をしなくても情報提供ができ

るというところの、その個人情報保護法の条例でそういうことができると、そういうところをちょ

っと整備をしていたほうがいいというようなところが書いてあるんですけれども、総務課長、その

個人情報保護法の中の災害時におけるその情報提供のところは本人にも確認しなくてもいいという、

そういうところは白馬村のその条例には書かれているのかどうかというところなんですけれども。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  個人情報保護法にというよりも災害対策基本法の中で、災害時には

この情報を提供するというところが自治体の義務になりますので、それは法律が上位法になります

から条例での制定は不要というふうに考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。田中議員の質問議員はあと４分です。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  わかりました。 

 サポーター制度というようなところで先ほど答弁がありましたように、民生委員の経験者がつい
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ていただければ非常に新しくなった人も心強いのではないかというようなところが答弁にありまし

たので、ぜひこれからどんどん我々の団塊の世代が７５、８５になってくると、民生児童委員さん

の活動っていうのが非常に忙しくなるようなところで、そのようなサポーター制度をぜひ前向きに

検討していただきたいというふうに思います。 

 ついては他の市町村もそうなんですけれども、当然民生委員と同じように守秘義務を課してそれ

でお願いをしていくというようなところでやっているようであります。高齢者に優しい村となるた

めに、ぜひ区には加入してほしいんですけれども、そんな村になってほしいなと、ぜひ民生委員さ

んの活動に期待したいというふうに思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  質問がありませんので、第１０番田中榮一議員の一般質問を終結いたします。 

 ただいまから５分間休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５３分  

再開 午後 ２時５８分  

議長（北澤禎二郎君）  会議を開きます。 

 次に、第１１番太田伸子君議員の一般質問を許します。第１１番太田伸子議員。 

第１１番（太田伸子君）  １１番、太田伸子でございます。定例会最後の一般質問で１０人目という

ところ、１日５人目の村長のお疲れのところですが、もう少し頑張っていただいて、しっかりとし

た一般質問になりますようによろしくお願いいたします。 

 ５月１日に元号が平成から令和に改元されました。この令和元年もあとわずかとなり、歳月の過

ぎる早さを実感するこのごろです。村においても、この時期は多くの行政課題解決のための予算編

成時であるかと思います。 

 下川村長には、ときのたつ早さに果敢に挑んで、重要施策を着実に実現されるよう、大北農協経

済部長として培った高い見識と村民から信託された２期目のご自身の公約の達成のために、強い

リーダーシップを発揮してほしいものと、村民こぞって期待をしているところであります。 

 今回の質問は、以前にも伺っていますが、その後進展もなく、村民の皆様から寄せられる声も多

く、その声をお届けしたく再度伺うところであります。 

 ぜひとも村民に寄り添った温かみのある政治手腕を発揮していただいて、今回は通告に従い、２つ

の質問を行ないたいと思います。 

 １番目に公共交通についてであります。 

 ことし３月に白馬村公共交通網形成計画が策定されました。中を見せていただくと、計画期間は

平成３１年度から令和６年までの６年間とされています。村長の任期はあと３年なのですが、これ

は、契約期間だけのことでしょうか。村長の実施に至るお考えを伺います。 

 ２番目に、高齢者に運転免許証自主返納を推奨しています。自主返納をされた方の支援事業及び
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返納状況を伺います。 

 ３番目に、村は高齢者や自動車運転免許証を持たない移動制約者の買い物、通院などの交通確保

と社会参加を図るため、デマンド型乗合タクシーを運行しています。現在の利用状況を伺います。 

 ４番目に、村内２校の小学校ＰＴＡから、スクールバス運行の陳情書が提出されています。非常

時は別として、村の考えを伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  太田伸子議員から公共交通について４つの項目の質問をいただいておりますの

で、順次答弁をさせていただきます。 

 １点目の白馬村地域公共交通網形成計画の計画期間は、令和６年までの６年間とされており、村

長の任期期間中に実施に至る考え方についてお答えをいたします。 

 白馬村地域公共交通網形成計画につきましては、今年度より計画に定められた施策について順次

着手をしているところです。具体的には、デマンド型乗合タクシーの運行日、運行時間、利用状況

の見直しやシャトルバスの統合運行、通年運行の検討、あわせて生活交通等について、関係する課

や事業者が集まり検討を行なっております。今後、話がまとまった段階で、検討委員会を立ち上げ

ていきたいというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、計画に沿うことは当然ですが、計画期間内であっても、スピード感を

持つとともに、１つずつ丁寧に検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いをいた

します。 

 ２点目の運転免許証自主返納事業についてですが、運転免許証を自主返納した方には、返納時に

警察署で発行される申請による運転免許の取消通知書を健康福祉課の窓口に持ってきて申請をいた

だくと、乗合タクシーの利用券を３３枚交付をいたします。この支援は１回限りで、申請ができる

期間は、取消通知書に記載されている日付から１年以内となります。取消通知書によるタクシー利

用券の交付は、昨年度は２３名、今年度は、１１月末時点で２８名の方に交付をいたしました。 

 年代別に見ますと、９０代の方が４名、８０代の方が１４名、７０代の方が８名、６０代の方が

１名です。昨年度もそうですが、８０代の方の返納が多くなっております。 

 また、継続的な支援といたしましては、今年度より、免許証を自主返納した折に、申請により交

付される運転経歴証明書の提示により、乗合タクシー利用回数券がいつでも半額で購入できるよう

になりました。これまで、これにより半額での利用券購入は、延べ３１名の方が購入をされており

ます。 

 ３点目のデマンド型乗合タクシーの現在の利用状況についてお答えをいたします。 

 １０月末現在の登録者数は７４５名で、施設へ入所されている方などを除きますと、７０６名の

方が登録をされております。年代別には、５０代未満の方が２３名、５０代の方が１４名、６０代

の方が７２名、７０代の方が１８９名、８０代の方が２８４名、９０代以上の方は１２４名となっ
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ております。 

 また、この４月から１０月までの乗客数は５,１６３名であり、昨年同期間に比べ９００名ほど増

加をしております。５月から１０月の実証期間の土日、祝日便、１７時便の増便を考慮いたしまし

ても、５００名余りが伸びている状況であります。年代別に見ますと、自主返納されている方の多

い８０代が２,５４９名と、乗客数の５０％近くを占めており、続いて７０代が８４７名、６０代が

７９５名、９０代が７２０名となっております。 

 次に、目的地別に見ますと、病院関係を目的地とする乗客が８５１名と最多であります。このほ

か、買い物が６０７名と続き、村施設、福祉施設、金融機関、スポーツや浴場、理美容といったリ

フレッシュを目的とした外出、また通勤等、幅広い目的で利用をされております。 

 最後に、５月から１０月に実施した実証期間の利用状況についてでありますけども、土日、祝日

便についての乗客数は、期間中の土曜日は１６５名、日曜日は９２名、祝日は６日で５３名の利用

があり、増便した１７時便につきましては、６４名の方が利用されました。 

 最後に、スクールバス運行における村の考え方についてでありますけれども、昨日の加藤議員の

質問に対する答弁と重複しますが、地域公共交通網形成計画における通学用公共交通の確保に関す

る事業スケジュールでは、本年から３カ年を検討期間とし、令和４年度以降に計画実施と定めたわ

けでありますが、白馬南小学校と北小学校の両ＰＴＡからの陳情書に記載がありましたとおり、少

子化や核家族化、保護者の働き方などを背景として、登下校における防犯面のみならず、クマの出

没への対応や冬季の路面状況や夏季の異常高温への対策など、児童生徒の安心安全な登下校には、

スクールバスの運行が有効な手段であることと認識をしているところであります。 

 そこで、総務課と教育委員会では、まず、小学校児童の登下校に対して、通学用公共交通の確保

に向けた具体的な検討を進めているところであります。新年度の予算編成は、現在進行中でありま

すが、計画の前倒しも視野に入れて、事業の必要性や効果、優先度を厳密に判断をした上で、事業

化にしてまいりたいというふうに考えております。 

 １点目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。太田議員、質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  今の答弁から、交通網計画、６年間となっているが、いろんなところで検

討していって、できることから順番に試験運行なり何なりをやっていっていただけるというふうな

解釈でよろしいでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

 交通網全体を考えている中で先行する部分は出てくるのかもしれませんけども、まずは全体の構

築をどう考えるのかというところで着手しているということで考えますと、議員のご質問のとおり、

できるところから始めるということも考えているということでございます。 
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 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  ぜひできるところから、そういうふうにしていっていただかないと、一口

に６年というと、今、小学校の話が出ましたけれども、１年生の子供はもう６年生になるというふ

うな、そういうふうな時間になることになります。なので、なるべくできること、試験運行ができ

るようなものがあるようであれば、ぜひ進めていただきたいと思います。 

 ただ、公共交通というところで調べたところ、公共交通というものは、不特定多数の方が利用で

きる交通網というふうにうたわれています。白馬村で今検討しているスクールバスとなると、私は、

対象は不特定多数ではなく、小学生、子供だけになるというふうになるので、公共交通に当てはま

らないのではないか、各学校の学校が運行するスクールバスでなければちょっと話が違うのではな

いかなというふうに思いますが、その辺どのようにお考えになりますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  確かに公共交通の定義につきましては、議員のおっしゃるとおり、

不特定多数の方が制限なく乗れるということになったんです。現在私ども考えているのは、これは

一つの例ではありますが、仮にスクールバスが、スクールバスというのは、時間帯は登校と下校の

時間帯に重なってくるというふうになります。それは、車両のことを考えますと、朝と夕方を抑え

るということになります。それが、当然のことながら、事業者の関係もありますので、就業規則で

あったり、その車両がどういう形態で利用することが一番効率的なのか、ここら辺を考えますと、

朝の使い方と日中の使い方、ここら辺がどういうふうに利用できるのかというところが、現在の作

業で少しいろいろと探っているという状況でございます。 

 当然のことながら、スクールに限らずデマンドに関しましても、これも、時間帯を含め、スクー

ルとしての活用ができるかどうか、今現在も資源がありますので、そこら辺を現在いろいろと調整

をし、意見交換をして作業を進めているという状況でございます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  この質問事項の公共交通についてという中に、私が高齢者の自主返納され

た方の状況、それから、デマンドタクシー、それから、スクールバスを入れたのは、そういうとこ

ろであります。１日のうちで、使う時間帯がいろいろ、子供たちにとっては登下校であるだろうし、

それから、高齢者の方にとっては、日中に使われることが多いのであれば、ある程度、公共交通と

した、いわゆるコミュニティバスのような時間帯を決めたバスを回していただければ、まだほかに

も、通勤されている、デマンドでいう５０以下の普通の皆様も村民の方も使えるというふうになる

のではないかというふうに考えているのですが、その辺のところ、どういうふうにお考えになりま

すか。 
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議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまのご質問ですけども、まさにそのとおりでこちらのほうも

考えております。ただ、車両の大きさ、人数による台数の確保、この辺というのも非常に大きな要

素となってきます。それによって、ご質問でいくと、スクールでいきますとどこを回るのかという

部分も車両の台数によって変わってきます。そこら辺を含めながら、日中の時間帯もどのように、

例えば、一つのコミュニティバスができるかどうか、それは、当然のことながら経費のこともあり

ますので、車両の配備できる数であったり、そこら辺をまさしく作業をしているということで、基

本的な考えについては、議員おっしゃるとおりの作業を現在それぞれでいろんな意見を出し合いな

がら詰めているということでございます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。太田議員、質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  デマンドの乗合タクシーなんですが、使われている利用者の方からの声を

聞くと、始めの行きのときは電話をして予約をすれば、１０分、２０分の差はあっても来てもらえ

る。ただ、行なった先で、用事が済んだときに足がないので、そこからデマンドにその予約をしな

ければいけないというところで、とても不便だと。それから来ていただけるかどうかもわからない。

それで、行きも帰りも３００円、結局６００円要るというところでとても不便だとおっしゃってい

ます。 

 ただ、７００人、今、７４５名の方が登録されているというふうにおっしゃっています。これを

去年の決算書で見ますと、利用された方の利用料というのが２００万余りです。それで、村費で

１,０００万補充してこのデマンドタクシーを運用している。それならば、これが５０代以上の皆さ

んでこれだけの村費を投入するのであれば、村の村民が誰でも使えるコミュニティバスを運行でき

るようにして、もし、村費がもう少しかかっても、村民全体が利用したものに対しての利用できる

交通網というものをつくるというところは、全然公平な行政にとっては、私は一番いい方法だと思

います。その辺のところ、費用面のこともおっしゃいましたが、総務課長、どういうふうに捉えら

れますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいま収入の関係でのご質問でございますけども、まず、料金体

系をどういうふうにするのかという部分については、公共交通会議がありますので、そこでの合議

というのがまず必要になってまいります。高くするのか安くするのかという部分ももちろんありま

すけども、仮に一つの例でいきますと、安価にしてバスを走らせたときに、どこの事業者に影響が

出るのかというと、既存のタクシー事業者にも影響が出てくるというふうなこともありますので、

料金体系については、公共交通会議の合議というものが必要になってまいります。当然のことなが

ら、費用的なものをどういうふうにするのかというのは、当然経費の中からどれだけの収入がある
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のか、または、公共交通の中で、交付税、または内容によっては特別交付税で措置をされるという

部分も実施には中にありますので、そこら辺をどう判断していくのかというところはもちろん考え

なければいけないことだと思います。 

 ただ、運行するとなると、やはりどれだけのニーズがあって、どれだけ乗るのかという部分もも

ちろん調査しなければ、一度やはりあれば乗るかということでは、恐らく乗らない方が多いと思い

ますので、やる以上は、当然のことながら周知も必要となってきますし、それなりの収入も見込ま

なければいけないという作業も必要になってまいります。 

 先ほど支出の分のお話をしましたけども、当然のことながら、収入に関する部分についても、検

討する段階では入っていくようになろうかと思いますので、その点についてはご理解いただきたい

と思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  もちろん検討していただくのは結構ですが、なるべく早くしていただきた

い。いつも聞くのは、検討しています、まだまだ実証しなければいけない、やってみなければわか

らない。もちろんそうです。 

 先ほどからいろんなところで出ています、スノーピークさんの未来促進法も官民が一体になって

やるというところで、民の方がいるからあれだけ早く、やはり皆さんのスピーディーな行動になっ

ているんだと思います。もう少し早目に動いていただきたいなというふうには思います。 

 それで、私は、昨年のときも、この高齢者の自主返納された方への支援事業というのをお聞きし

ました。そのときは、３３枚の利用券を進呈して、これはデマンドタクシーのお試しを、これを利

用していただいて、３３枚使って、よければデマンドを使っていただきたいというところでやって

いるんですよというふうに聞きました。ことしは、さらに、この返納した証明証を持っていけば、

ずっと半額で買えるというふうに支援していただいているみたいです。一見、それはよかったなと

思ったんですけれども、一つ考えてみたときに、今まで免許証を持っていなくて不便されていた方

が、デマンドタクシーを利用している方は満額でこれずっと利用券３００円で乗られているんです

けれども、この辺ちょっと不公平ではないかと思いますが、いかが、何も考えないでしょうか、課

長お願いします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  免許証返納事業でございますが、今おっしゃったとおり、今年度から

さらにちょっと拡充させていただいて、半額で購入できるような形にさせていただいております。

それまだ１年たたないんですけども、やってみて、やはりおっしゃられたように、免許をもともと

持たない方、あるいは免許を流しちゃった方については、その半額の対象になりませんので、その

辺がこれからずっとデマンドがある限り続くということであると、やはりちょっとその辺は検討し
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ていかなければいけないかなというふうには考えております。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  ぜひ公平な感じというか、高齢者の方、やっぱりデマンドしか今足がない

ので、ぜひいろんなところでご検討いただければいいかなというふうに思います。 

 一つお聞きしたいんですけれども、今、自主返納を推奨しているといいながらも、どうしても車

がなければ、白馬村動けないというところで、今、アクセルとブレーキの踏み間違いとか、今のと

ころ、幸いにも白馬の中では事故がないように思っているんですけれども、今新しくこういう制御

装置というんですか、そういう安全装置のついている車の購入の補助については何かお考えになっ

ていますでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  ブレーキ、アクセルの踏み間違い、非常ことし春先から多発して、ほぼ連日

のように、そういった痛ましい交通事故のお話があったということは重々承知しておりまして、私

も興味あってちょっと聞いたところによると、そんな高いもんではないと、その制御装置自体は。

それで、国のほうも、それに対する設置の補助も考えているみたいな記事を見ましたので、一応そ

こら辺を研究した上で対応できるかどうか、また、同じ言葉になりますが、検討させていただきた

いと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  どうしても検討していただいているものは検討中と言っていただかなけれ

ばいけないので、ぜひ実行に移すような検討にお願いしたいと思います。 

 スクールバスなんですが、やはり子供さんたち、先日も道路飛び出しとかあったりしてちょっと

危ないなというときもあったので、まずは、スクールバス、まだコミュニティバスがなかなか検討

中であるならば、各学校なりのその安全に対しての指導というのをよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 村民に寄り添う村政についてお伺いいたします。 

 神城断層地震から５年が過ぎ、村長の最近のご挨拶にも、いつどこで何が自然災害が起きるかわ

からないという言葉をよくお聞きします。村民にとって、災害時のライフラインは重要です。村の

水道事業について、現在の状況を伺います。 

 ２番目に、近年、白馬村に外人による不動産の取引がふえています。白馬に住みたくても土地が

高額で、家や部屋を借りるにも高くて手が出ないと、若い世代の方からのお言葉をお聞きします。

前にもお伺いしましたが、民民の取引に立ち入ることはできませんが、村有地の確保や空き家バン

ク等の施策を立ち上げることから、移住定住の考えを伺います。 

 これも昨年お伺いしましたが、公営墓地公園について、墓地を持たない多数の村民、住民がいま
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す。白馬の自然に思いをはせて移り住んだ住民の眠りにつく場所の確保、地震による墓石の倒壊の

心配のない、管理された美しい墓地公園のお考えを再度伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  ２つ目の村民に寄り添う村政について、３つの項目について質問をいただいて

おります。最後の質問でありますので、力強く答弁をさせていただきます。 

 １点目の水道事業の状況についてお答えをいたしますが、白馬村では、昭和４９年から５７年に

かけて、観光人口や別荘の増加等による水需要の増加を予想し、各地区に当たった簡易水道を統合

し、白馬村浄水場を創設をいたしました。他の事業体でも同様な傾向でありますが、水道を取り巻

く状況は、老朽化の進行、耐震化の推進、経営基盤の脆弱さ、人材の減少や計画的な更新のための

備えが不足をしていることが上げられます。村内の水道管管路の施設は約２００キロメートルであ

りますが、法定耐用年数の４０年を超えた管路が６６キロを超え、今後も増加傾向にあります。こ

れまで管路更新事業は、体に有害であるとされる石綿管の交換をする老朽管布設替え事業や下水道

工事に伴う布設替え工事等で、約４０％の更新が行なわれているものの、老朽に伴う大きな更新は

なされていないのが現状であり、更新は大きな課題であります。 

 上下水道課では、平成２７年度に基本方針である白馬村水道ビジュンを策定をし、将来像の設定、

施設整備の検討、運営管理の検討、事業計画を定め、アセットマネジメント、資産管理を行ない、

将来予測を行ない、具体的な更新計画の策定に取り組んでおります。 

 村がかねてから要望をしていた大町の建設事務所による無電柱化工事や国道１４８号通地区の道

路改良、県道白馬美麻線等の大型道路改良事業が次々に着工されたことから、道路下に埋設をされ

た水道管路にも大幅な布設替え工事が必要となります。 

 来年度以降は、県の事業を順調に進める上でも、これらの布設替え工事を重要な更新事業と位置

づけながら、最優先で取り組む予定です。また、基幹となる配水管の更新工事には補助事業があり

ますので、補助事業の採択にのせた更新計画を策定してまいります。 

 耐震化の推進につきましては、５年前の神城断層地震の際には、地震による断層変位が多数見ら

れ、布設されていた水道管路にも多数の被害が生じました。森上、塩島地区で確認をされた大きな

褶曲箇所の村道下にも配水管は布設されており、この断層は約８０センチの垂直変位及び約３０セ

ンチの水平変位が確認をされました。 

 当時、明らかに被災をしているものと現地確認を行なったところ、平成８年より採用を始め、耐

用性能があるとされていた水道配水用ポリエチレン管は、剪断することなく、給水を継続し続けま

した。その後の復旧工事で掘り上げ調査を行なったところ、水道管は緩やかに変形し、過度の断面

変形は見られなかったことから、水道配水用ポリエチレン管は、断層変位にも柔軟に追従し、高い

耐震性能が実証されたと考えております。 

 今後の更新工事の際にも、このような耐震性環境を整備することにより、村にとっても、最重要
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施設への給水を強化していく予定であります。 

 経営の状況につきましては、水道事業の単年度決算は昨年度も黒字の決算でありますが、将来的

には給水人口や観光人口の減少から、使用料料金収入の減少に見込まれていますが、新日本有限責

任監査法人の調査によると、本村においては、近い将来値上げが必要であると推計をされており、

今後の水道事業会計は、厳しい財政状況となることが予想されます。 

 現在の水道使用料金は、昭和５９年の４月１日に値上げを行なって以来、３５年間にわたり改定

をされていないわけですが、老朽化した施設の更新や重要施設の改築、耐震化を計画的に進めるに

は、料金値上げの検討は、もはや避けられない状況であります。 

 水道は、住民にとってはあって当たり前のものであり、普段は余り意識をされない存在になって

いますが、今後は水道事業の状況を知っていただき、事業内容を見える化していくことが大切だと

考えています。積極的に水道事業の内容を知っていただく機会を設け、知らせるだけではなく、意

識を向けていただけるよう取り組みます。 

 このため、まず、本定例会にも提出をさせていただきましたが、白馬村上下水道事業経営審議会

を立ち上げ、皆様から、上下水道事業に関する重要な事項や料金、使用料に関することなどを審議

をしていただく予定であります。 

 今後も安全安心の水道水を安定的に給水するサービスと、それを支える財政の両輪を健全化させ

るべく、住民とのコミュニケーションを継続しながら、官民連携の拡充にも取り組みつつ、なお一

層の経営の効率化に努めてまいりたいと思います。 

 それから、２点目の近年、白馬村に外国人による不動産の取引がふえており、白馬に住みたくて

も土地が高額、家や部屋を借りるにも高くて手が出ないといった若い世代の方からの言葉をお聞き

することから、村有地の確保や空き家バンク等の施策を立ち上げることから、移住定住の考えにつ

いてをお答えをいたします。 

 昨年１２月の議会において、太田伸子議員から土地開発公社の活用による移住定住施策について

のご質問をいただきました。その答弁と同じ趣旨になりますが、空き家バンクの実態としては、不

動産会社に手数料をお支払い委託する必要があります。村としては、住まいの手配は民間に任せた

ほうがよいという考えから、空き家バンクを実施をするという予定は考えておりません。移住定住

施策に関しては、引き続き、移住相談、お試し移住、情報発信、ふるさとワーキングホリデー、操

業支援や企業版のふるさと納税を活用した就業者支援等を中心に支援を続けていきたいというふう

に考えております。 

 最後になりますが、公営の墓地公園整備についてお答えをいたします。 

 昨年の１２月の定例会の一般質問でも、同様のご質問をいただいておりますが、現在、大北管内

で公営の墓地を整備しておりますのは、大町市、池田町、松川村の３市町村であります。現在の白

馬村の財政状況でありますが、震災対応、広域のごみ処理施設の建設、給食センター建設、防災情
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報システムと大型事業が引き続き厳しい状況となっており、実施計画に計上されていない新規事業

である墓地公園の整備を行なうには困難な状況と認識をしております。 

 今後、財政の回復の状況及び住民からの要望の高まりぐあいによっては、整備事業に着手をする

場合もあろうかと思いますが、現時点では、整備計画に着手できる状況にないことをご理解をいた

だきたいというふうに思います。 

 今回も村営の墓地公園整備につきましては、太田伸子議員からのご提案と受けとめさせていただ

きます。 

 以上、２点目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。太田議員、質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  今まで生活してきて、水がない生活というのは、今までに想像もしたこと

もなく、この近年、大きな災害起きるたんびに、いろんなところで断水が長引いているというふう

な話を聞いたときに、ああいうことが困るんだということが、今、白馬村では幸いに断水というの

が長く続いていないので実感していませんが、とても身近に水が大事だなというふうに感じるよう

になってきました。 

 それで、９月の決算委員会ですか、決算を行なったときに、これ会計監査のほうからの報告書な

んですけれども、この水道事業に関して、年間の総配水量というのが、これ２８５万立方メートル

の配水量に対して、有収水量というのがちょっとわかりづらかったんですけど、結局、一般家庭な

り何なり水道料として入ってくるそういう水の量が１万３,２９０立方メートルで、その配水してい

る量に対して４６.６％ぐらいがお金になっている。あとはどうなっているんですかといったら、お

金にはなっていない水の量が配水されている。それはどういうことなんでしょうと聞いたときに、

私も、すみません、この間表彰していただくほど議員やっていて、こんなに水道が出ているんなん

ていうことを今ごろ知ったというのは恥ずかしいんですけれども、結局、半分以上の水が外に流れ

ている。それはえらいことだねという話から、聞いたら、いろんな消防の方の訓練とか、そういう

ところでも水が出ている、そういうものも含まれているけれども、やっぱり水道管が古くなってき

ていて、いろんなところで漏水していても、少しずつ漏水していてもわからないんだと。それがど

ういうことかということで聞いていくと、先ほど村長の答弁がいただいた、この水道管も古くなっ

ているし、４０年も過ぎている水道管がこんなにもある。じゃあこれをもう少し何とかしていただ

くように、いろんな事業を私たちも、先ほどからこの事業もやってくる、あの事業もやってくると

言っているけれども、一番大事なこのライフラインの工事について、まず、やっていただくのがい

いのではないかというふうに思いますが、まず、下水道課長のご意見聞きたいと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井洋君）  今の太田議員の質問でございますけども、有収水量が４６％程度と、こ

れは余りにも低過ぎないかということにつきまして、これは、監査のほうからも指摘されている事
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実でございます。 

 私、３年ぶりに上下水道課長に戻ってきたわけですが、正直、私自身もこの数値を見てびっくり

しているとこでございます。５年前に上下水道課長をやっておったときは、６６％ぐらいの有収率

だったというふうに記憶しております。 

 これのやはり大きな原因というのは、やはり５年前の神城断層地震が非常に大きいというふうに

私は分析しております。それと、当然のことながら老朽化というのも非常に大きいと思います。 

 実際のところ、流量は、配水池の出口に流量計がついております。ですので、それを全部総計し

たものが総配水量になりまして、有収水量というのは、先ほど太田議員おっしゃったとおりに、料

金の対象となった水量でございますので、各それぞれの家に通っている水道メーターを通った量だ

というふうに考えていて、そのとおりで結構でございます。 

 先ほど言ったように、消防、それから、防災、それから、維持管理、水道の破損等の漏水等を差

っ引いたにしても、やはり目標とする有収水量というのは、中小の市町村であればやっぱり８０％

以上あるべきであろうなというふうに、私自身も感じております。 

 特に、その中でも分析したところ、源太郎の水系が実は漏水量が多うございます。夜間流量はか

りますと、やはり、夜間でもかなり配水されているということが出ております。恐らく推定でござ

いますけれども、めいてつ、みそら野地区、これは、上水道にしましても、当時、開発業者が開発

した水道だったものを、白馬村上水道に移管を受けたと、組み込んだというものでございまして、

実際の施行年度も昭和４３年、ピークは４５年と、ほとんどの水道管が４５年ということで、普通

に計算するともう５０年たっていると、耐用年数から１０年以上たっているということで、また、

当時の管種は塩ビ管ではございますけども、やはり当時のちょっと５０年前は、施工方法は現在に

比べれば少々荒っぽい施工だったのかなというふうに思っております。やはり、そういったところ

で漏水が多いんであろうというふうに考えておりまして、上下水道課としても、この漏水は何とか

しなきゃいけないという認識を今回の決算を見まして持ったところでございますが、正直申しまし

て、先ほど村長にも答弁にもありましたとおりに、来年度は建設事務所の関係で非常に大型の水道

管布設替工事が目白押しということで、なかなか現在の体制では、それに対応するだけでも精いっ

ぱいかなという部分もございます。ただ、この漏水を放っておくわけにはいきませんので、何らか

の調査方式、また委託等も検討しながら、少しでも有収水量を向上させ、目標に向かって進めてい

きたいというふうに、現在は考えているところです。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  大体の原因がわかっていて、そこまでわかっているのでありますので、災

害がいつ来るかわからないというところで、なるべく早い手当てをお願いしたいと思います。 

 めいてつ地区の皆さんは、急に、先ほどおっしゃったときは、別荘地として多分水道を引かれた
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ので、水道管が細くて、たくさんの今、住民の方がいらっしゃるというところで、水道管を太くし

ていただきたいというふうな話もお聞きしております。また、相談に乗ってあげていただければい

いかなというふうに思います。 

 それから、去年にこの不動産の話、墓地の話させていただきましたが、ほかにやらなければいけ

ないこともたくさんあるし、空き家バンクなどは、民間に任せる。民間に任せるのはいいんですけ

れども、まず、この白馬に移住された方、移住していただく方に何か手当てをするというふうなも

のが全然出てこない。墓地にしてもそうですけれども、大町も移住された方、大町に住まわれた方

には、何かの補助金がある。松川に至ってそうです。新しい家を建てたら補助金、もし借りても補

助金、古いお家を借りられても補助金があるというふうに聞いています。若い皆さんが白馬に来ら

れるために、そういう移住してくる支援制度というもののお考えというのは、村長やはりなかなか

そちらのほうまでは、白馬村は手が回らないでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  かねてから、そういった意見もあることは、私も十分承知をしているところで

あります。何とか若い人たちがこの白馬に住んでいただける、そういったことが非常に重要だとい

うふうに理解をしておりますし、特に白馬のアパートの家賃が非常に都会並みだと、こんな話も聞

いているわけでありますけれども、私としては、何とかできることなら支援をしたいなというふう

には思っておりますけども、今の、先ほど来の答弁でありますけども、今そんな状況ではないとい

うことでありますが、今後検討はしてまいりたいというふうに思っております。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  私は、前には出産に対してのお祝い金ということも村長に提案させていた

だいたり、財政は厳しくてもすごい金額になることはないと思うんです。だから、ぜひ若い人たち

のこの移住がふえて住民がふえたときに、白馬が活気して、この村が明るくなるというところも考

えていただきたい。わずかなお金というか、大きなお金ですけれども、村民のために使って、村民

が潤っていくというところの生きたお金の使い方をぜひ考えていただきたい。 

 先ほどから、何かにつけて、何をやるにもきょう一般質問いろいろ聞きましたが、検討委員会を

立ち上げました。何をします、策定委員会をします。みんな委員会を立ち上げているけれども、実

現に向いてのことが、先ほどからお聞きするたんびに、検討していますというふうになっている。

策定委員会もただではできませんので、その辺のお金の使い道をしっかり考えていただきたいなと

いうふうに思います。 

 村長が初日のご挨拶で気候非常事態宣言をされて、いろんな内外に反響を呼び、白馬村もすばら

しいことをしている、評価を受けています。私たちも一生懸命、それの村長についていって、この

気候非常事態乗り切っていかなければいけないと思っています。白馬村が財政非常事態宣言などを

出さないように、村長のさらなる前進を願って、私たちも村政にご一緒に考えていきたいと思いま
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すので、よろしくお願いいたします。 

 一般質問を終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  質問がありませんので、第１１番太田伸子議員の一般質問を終了いたします。 

 以上で、日程第１ 一般質問を終了いたします。 

 これで本定例会第３日目の議事日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日から定例会日程予定表のとおり、各委員会等を行ない、１２月１３日午

前１０時から本会議を行ないたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、明日から定例会日程予定表のとおり、各委員

会等を行ない、１２月１３日午前１０時から本会議を行なうことに決定いたしました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。大変ご苦労さまでした。 

散会 午後 ３時５１分  
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令和元年第４回白馬村議会定例会議事日程 

令和元年１２月１３日（金）午前１０時開議 

（第４日目） 

１．開 議 宣 告 

日程第 １ 常任委員長報告並びに議案の採決 
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令和元年第４回白馬村議会定例会議事日程 

令和元年１２月１３日（金） 

（第４日目） 

  追 加 日 程 

日程第 ２ 発委第９号 免税軽油制度の継続を求める意見書 

日程第 ３ 常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

日程第 ４ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

日程第 ５ 議員派遣について 
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令和元年第４回白馬村議会定例会（第４日目） 

 

１．日  時 令和元年１２月１３日 午前１０時より 

２．場  所 白馬村議会議場 

３．応招議員 

   第 １ 番   太 谷 修 助      第 ７ 番   加 藤 亮 輔 

   第 ２ 番   丸 山 勇太郎      第 ８ 番   津 滝 俊 幸 

   第 ３ 番   田 中 麻 乃      第 ９ 番   横 田 孝 穗 

   第 ４ 番   太 田 正 治      第１０番   田 中 榮 一 

   第 ５ 番   伊 藤 まゆみ      第１１番   太 田 伸 子 

   第 ６ 番   松 本 喜美人      第１２番   北 澤 禎二郎 

４．欠席議員  

   なし 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

 村    長   下 川 正 剛    副 村 長   横 山 秋 一 

 教 育 長   平 林   豊    参事兼総務課長   吉 田 久 夫 

 健康福祉課長   松 澤 孝 行    会計管理者・室長   田 中   哲 

 建 設 課 長   矢 口 俊 樹    農 政 課 長   下 川 啓 一 

 税 務 課 長   横 川 辰 彦    上下水道課長   酒 井   洋 

 教育課長兼子育て支援課長   田 中 克 俊    住 民 課 長   山 岸 茂 幸 

 総務課長補佐兼総務係長   下 川 浩 毅    生涯学習スポーツ課長   関 口 久 人 

６．職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長   太 田 洋 一 

７．本日の日程 

 １）常任委員長報告並びに議案の採決 

 ２）追加議案審議 

   発委第９号（産業経済委員会提出議案）説明、質疑、討論、採決 

 ３）常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

 ４）議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

 ５）議員派遣について 

８．地方自治法第１４９条第１項の規定により長より提出された議案は次のとおりである。 

 １．発委第９号 免税軽油制度の継続を求める意見書 
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開議 午前１０時００分  

 １．開議宣告   

議長（北澤禎二郎君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。 

 これより令和元年第４回白馬村議会定例会第４日目の会議を開きます。 

 ２．議事日程の報告   

議長（北澤禎二郎君）  本日の議事日程は、お手元に配付してあります資料のとおりです。 

 △日程第１ 常任委員長報告並びに議案の採決   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１ 常任委員長報告並びに議案の採決を行います。 

 それぞれ常任委員長に付託されました案件について、順次、各委員長より審査結果の報告を求め

ます。 

 お諮りいたします。 

 議案第６７号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第４号）は分割審査をしていただいており

ますので、常任委員会報告が終了した後に、討論、採決をいたしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、議案第６７号 令和元年度白馬村一般会計補

正予算（第４号）は、常任委員会報告終了後に、討論、採決を行うことに決定いたしました。 

 最初に、総務社会委員長より報告を求めます。第２番丸山勇太郎総務社会委員長。 

総務社会委員長（丸山勇太郎君）  令和元年第４回白馬村議会定例会総務社会委員会の審査報告をい

たします。 

 本定例会において、総務社会委員会に付託された案件は議案１０件、請願１件、陳情１件と継続

審査となっている陳情２件です。 

 審査の概要と結果を報告します。 

 議案第５７号 工事変更請負契約の締結について、小中学校へのエアコン設置工事において増工

するもので、北小の２教室において教室の利用形態からエアコンの馬力を落として２台から３台に、

中学校では室外機架台の仕様変更、３校共通で室外機の転倒防止装置、北小のキュービクルは当初

計画より小さくできることから減額するもので、増減合わせて工事費で８０万円の増額に諸経費、

消費税を入れて１１３万３,０００円を増額するものです。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第５７号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定しました。 

 議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の規定に伴う関係条例の整備

に関する条例について、法改正による特別職、非常勤職員の厳格化と、会計年度任用職員制度導入
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により関係する１１条例の所要の一部改正と、嘱託職員の任用及び勤務条件等に関する条例の廃止

です。 

 質疑、意見に入り、執行機関の附属機関の設置等に関する条例改正では、地域公共交通会議と地

域公共交通検討委員会との関係性、メンバー構成を問う質疑が相次いで出され、特に利用者をメン

バーに入れるべきではないかとの質疑があり、検討委員会には入り、デマンドタクシー、ナイトシ

ャトルバスなども検討委員会で検討した後、事業者が入る公共交通会議で合意を得るという流れな

ので問題はないとの答弁がありました。 

 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例改正では、鳥獣被害対策実施隊員の報酬は安過ぎ

ないかとの質疑があり、３,０００円は確かに安い気がする。今後、広域のほうで話してみたいとの

答弁がありました。 

 同じ条例改正で、表から消えた区長、環境衛生委員等の職務はどんな形になっているかとの質疑

があり、会計年度任用職員は地方公務員法の適用を受けるためかなりの制限がある。これからは有

償ボランティアとし、別に規則で定めるとの答弁がありました。 

 討論に入り、反対、地域公共交通会議の委員の中に利用者を入れるべきとの討論がありました。

採決したところ、議案第６０号は、委員長を除く委員多数の賛成により可決すべきものと決定しま

した。 

 議案第６１号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律の規定に伴う関係条例の整備に関する条例についてです。 

 関係法律の公布に伴い関係する条例について所要の改正をするもので、号ずれ改正や引用条文の

削除です。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第６１号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定しました。 

 議案第６２号 白馬村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例に

ついてです。 

 これは、期末手当の支給月額０.０５月の引き上げる改正と支給率を６月と１２月に均等に分ける

改正で、前者の公布の日から施行、後者は令和２年４月１日から施行との説明がありました。 

 質疑では金額を問う質疑があり、今回の補正予算書にあるとおり１９万１,０００円の引き上げで

１人当たり１万５,９００円との答弁がありました。 

 討論はなく、採決したところ、議案第６２号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべき

ものと決定しました。 

 議案第６３号 白馬村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

て。これも議案第６２号と同様、期末手当の支給月額０.０５月の引き上げる改正と支給率を６月と

１２月に均等に割り振る改正です。 



－171－ 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第６２号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定しました。 

 議案第６４号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてです。 

 令和元年人事院勧告に準拠し、給料表のうち若年層職員が在職する号俸を平均０.１％改定、初任

給の２,０００円引き上げ、勤勉手当を０.０５月引き上げ、宿日直手当を２００円アップし上限額

を６,１００円とする改正です。残っている部分は３月とのことでした。 

 質疑に入り３月議会に何をかけるかとの質疑があり、人事院勧告で残るのは住居手当になる。任

意する部分があり、何を任意するかわからないので３月に上程するとの答弁がありました。 

 討論はなく、採決したところ、議案第６４号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべき

ものと決定しました。 

 議案第６５号 フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

です。 

 フルタイム会計年度任用職員の給与表は、一般職給与表の１級と２級を使用するため改正するも

の。９月上程時より号俸をふやし、公営塾の主任講師を該当させるとのことでした。 

 質疑では、パートタイムの人たちの給料表はこれを機にこれを参考にするのかとの質疑があり、

フルタイムの給料が基準で勤務時間に応じて支給するとの答弁がありました。 

 討論はなく、採決したところ、議案第６５号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべき

ものと決定しました。 

 議案第６６号 白馬村災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてです。 

 法改正により償還金の支払いを猶予する条項が新設されたことによる改正及び災害弔慰金等の支

給審査委員会の新設をうたうものです。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第６６号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定しました。 

 議案第６７号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第４号）についてです。 

 これは、歳入決算予算の総額に歳入歳出それぞれ５,１３６万２,０００円を追加し、予算総額を

６４億７,７８６万４,０００円とするものです。 

 全般を通じて、人件費に人事院勧告に基づく給料、手当の補正額と説明がありました。 

 次に、所管する課ごとに主なものだけを報告します。 

 初めに総務課関係です。 

 ふるさと納税５,５２０万円は、業務委託料とクレジット決済の手数料です。 

 防災事業１億３,０２２万７,０００円の減額は新防災情報システム事業の２カ年での事業費が固

まり減額、これに合わせて事業債１億２,９６０万円を減額、第２表の債務負担行為を改め、今年度

事業は電波の許可申請と親局５局の製作、戸別受信機は２,０００台の製作を発注した。ふるさと納
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税寄附金は増額に伴い１億１,０００万円を積み立てするもの、ふるさと白馬人づくり基金は新たに

４０万円寄附する企業があり、一般財源４０万円とで計８０万円を積み立てるとの説明がありまし

た。 

 ふるさと納税は１０月末現在、対前年２０％アップとのことであるが、対策を講じたのか。今後

の見通しはとの質疑があり、ＳＮＳを活用してのＰＲ、イベントでの取り組みもし、返礼品も見直

した。ミルキークイーンに人気があった。見込みは昨年並み以上は期待するが、台風災害により他

に流れることも予想されるとの答弁がありました。 

 今回の補正予算の大方５,５００万円増がふるさと納税の返礼品、今後ますますふえていくとき、

一般財源でいいのかとの質疑があり、今後条例改正をし、返礼品のさわり分は財源充当できるよう

にしていくとの答弁がありました。 

 屋外子局が１５局到達範囲を考え、新たな場所での用地交渉が必要かとの質疑があり、基本的に

はないが許可のワット数で現地に入り、また建柱工事を確認してみて、場合によっては用地交渉の

可能性もあるとの答弁がありました。 

 教育課関係には、南小修繕費５９万９,０００円は落雷による火災感知器交換、北小修繕費４７万

２,０００円はプールのろ過ポンプ交換と除雪機の修繕です。 

 子育て支援課関係では、人勧による人件費計上と幼児教育・保育無償化の施設等利用費補助金は

計上誤りであり、同額２,０２２万８,０００円を扶助費に組み替えるものです。 

 生涯学習スポーツ課関係は、スポーツ振興事業５００万円増額のうち、７７万円は聖火リレーボ

ランティア警備のウエア代、４２３万円はミニセレブレーションの式典委託、告知の３看板、懸垂

幕を委託するのを委託料して一括計上する。 

 ウイング２１、維持管理事業９３万２,０００円は、初日に議決した高屋根工事の増額補正と光熱

水費２５万円は消防施設のスプリンクラーポンプの誤作動による漏水が発生している、今原因究明

をしているとの説明がありました。質疑で、ミニセレブレーションは組織委員会とはならないのか

との質疑があり、聖火リレーは組織委員会、沿道警備は県、それ以外は村、警備のボランティアは

村となるとの答弁がありました。４２３万円は一括委託かとの質疑があり、一括委託、既に県が行

っており、ながのアド・ビューロに委託するとの答弁がありました。 

 税務課関係は、総務課計上の人件費のみです。 

 住民課関係は、国保特別会計繰出金２１２万４,０００円は保険基盤安定繰入金の国、県、村の各

負担金の確定によるもの、北アルプス広域連合負担金９４万２,０００円はリサイクルセンター計画

再開で設計単価の見直しによる負担金増が主なものです。 

 健康福祉課関係では、心身障害者福祉事業で自立支援給付復帰５５５万６,０００円の減額は施設

利用者の志望提出によるもの、児童福祉給付費７１０万８,０００円の増額は児童発達支援の小谷村

の施設利用児童と放課後デイサービスの利用の増加によるもの、国庫負担返還金３４２万２,０００円
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は３０年度の自立支援給付費の返還金です。 

 各課審査が終わり、全体討論はなく、採決したところ、議案第６７号所管事項は、委員長を除く

委員全員の賛成により可決すべきものと決定しました。 

 議案第６８号 令和元年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）についてで

す。 

 これは、歳入決算予算の総額に歳入歳出それぞれ１０９万５,０００円を減額し、予算総額を

１１億１,０３７万４,０００円とするものです。 

 歳入では一般会計補正予算にもあった保険基盤安定繰入金の国、県、村各負担金の確定による一

般会計繰入金の増額とそれによる財政調整基金繰入金の減額。 

 歳出では、国保制度改正に伴うシステム改修委託料を次年度で県下一斉に改修する費用分につい

て減額、そのほかは保険基盤安定繰入金の増額に伴う財源組み替えです。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第６８号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定しました。 

 請願第８号 幼児教育・保育の無償化の対象から除外される給食の副食費について、白馬村とし

て保護者の負担を免除するための請願。請願者は新日本婦人の会白馬支部長、高橋英子さんです。

請願者より趣旨説明があり、消費税増税に伴い幼児教育・保育の保育料が無償化になったが、副食

費は保護者が負担している。６１市町村は独自の減免をし、白馬村は減免しない１６の市町村に入

っている。近隣の町村は減免している。子育て支援を大事と考えるなら、本村においても手厚い施

策をお願いしたいというものです。請願者への質疑で、請願事項の認可保育施設には幼稚園が含ま

れないが、理解し、幼稚園も入れてほしいとの答弁がありました。 

 質疑、意見に入り、国の無償化制度が１０月にスタートし、副食費だけが実費負担でしたが、既

に財源が不足し、１００億円単位の補正をしなければいけないとある。村へは今年度は特別交付税

で来年度は通常の交付税かと思うが情報は、に対し、今年度に限って臨時交付金、国の制度と同様

としているので、独自にやるとなるとそれ以外は持ち出しとなるとの答弁がありました。もし全て

無償化すれば、年間の負担はどのぐらいかに対し、副食費も保育園で４４％、幼稚園で４６％は既

に減免をしているが、それ以外全てとなると、保育園、幼稚園合わせれば約４６０万円が必要との

答弁がありました。 

 小谷村からの幼稚園児は副食費をとっているので、幼稚園からは無償化すると困ると言われた。

小谷の子供と格差が生じると言っていたに対し、白馬幼稚園は新制度に移行していない幼稚園だが、

白馬村では幼稚園のほうの保育料も減免しているとの答弁がありました。 

 保育料無償化導入に当たり、近隣市町村を参考にされたと思う。白馬村が徴収することについて

不満が出るという考えはなかったかに対し、当然、近隣の確認はしている。本村の考えは小中学校

の給食は自己負担、支援ルームの一時預かりの子供も自己負担、自宅で育てている方も当然実費、
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どちらが公平かわからないが、本村は国の制度に従い徴収はしていく。経済的負担が大きな世帯の

フォローはできていると思う。近隣は政策的部分が入っているとの答弁がありました。５歳児未満

の人口はどんどん減っている、４６０万円で子育て支援が充実するならそっちをとるべきと思うと

いう意見。また、議会は文書主義なので、公文書で判断すべきと思う。請願事項の認可保育施設だ

けを取り上げ、採択すれば、支援も保育園だけになってしまうとの意見がありました。 

 討論に入り、請願は認可保育施設の副食費となっていて幼稚園は入らない、それでは不公平感が

出てしまうので採択すべきではない。請願は文書主義では間違いがあることはある。しかし、そこ

を唱えては冷たい、他の自治体並みにしてほしいという小さな要望、議会として当然のことと思い

採択すべき。なぜ、９月議会に意見を出さなかったのか。また、まだ始まって２カ月、小谷村の問

題もあり、少なくとも半年や１年はやっていただきたい、今回は否決でいいのではとの討論があり

ました。 

 採決したところ、委員長を除く委員少数の賛成により請願第８号は不採択にすべきものと決定し

ました。 

 陳情第１４号 スクールバスの運行を求める陳情書、これは継続審査です。 

 陳情第１５号 通園バスの運行とこの冬からの試験運行に関する陳情書、これも継続審査です。

第３回定例会からの継続審査であり、同じ内容の陳情であること。閉会中に各陳情者との懇談会、

学校関係者との懇談会を行って、各委員とも考えを深めてきていることから一括で審議すること、

採決は別です。また、議会改革で実施を模索している自由討議を行うことを委員長発議し、異議は

ありませんでした。 

 まず、執行部の質疑として村バスの会との懇談時に教育委員会に要望を出したときに機関決定し

ていると言っていた。機関決定とはどういう意味なのか、決定したとするといつなのかに対し、地

方教育行政の組織と運営に関する法律で村長の権限と教育委員会の権限は区別されている。我々の

機関決定は、教育委員会の中でスクールバスが有効な手段と決定した。川崎の事件や村内で犬にか

まれたということがあり、総合教育会議で村長にスクールバス運行を早期に実現してほしいという

のが機関決定です。機関決定して村長に予算づけを求める行為を行ったのかに対し、教育委員会単

独実施ではなく、公共交通網形成計画、以下は網計画と略させていただきます。にのっとってとい

うことを考えている。議会法の取り上げ方では網計画があるから進まないという書き方になってい

る。そこはどう思うかに対し、各それぞれが計画を立てばらばらに進んでいた。今回は村の公共交

通を見直そうということで網計画がつくられた。教育委員会として独自で行うことはない、網計画

に沿って進めていく。ＰＴＡと教育委員とのやりとりはどのぐらいしているかに対し、運行エリア

はおおむね３キロメートルでたたき台をつくっているが、網計画もあり、保護者への問いかけやア

クションは起こしていない。スクールバスについては、先行実施する機運が高まりつつあった。来

年からではなく、令和４年までずれ込んだのはどういう考えかに対し、公共交通のあり方を考える
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ことを大前提にデマンドなどを整備している。スクールバスは車両確保、対象児童数、ルートなど

を考えたとき、登校以外の時間帯をどのような使い方ができるか庁内検討に入っている、公共交通

の全体のあり方をまず考えている。その中で先行できるものは先行するが、現時点での予算計上は

確約できないが、考え方は庁内でまとまりつつあるので、進捗状況と考え方を理事者に示し判断し

ていただく。目論見としての予算の積算はに対し、ある程度の想定は必要、白ナンバーでの運行で

はなく緑ナンバーでやる、路線バスが走っていない本村からすると、一般貸切旅客自動車運動事業

者、一般乗用旅客自動車運送事業者が考えられる。地区によってバスとタクシーを使い分ける。単

純見積もりでは４,０００万円はかかるが、スクールバス単独ではなく、間に村民の足とすれば単価

は下がるので一概には言えない。スクールバスだけで頼むとすればそのくらいの金額になる。 

 自由討議に入り継続審査に賛成したが、緊急性があると思っていて、ＰＴＡが意見をまとめてき

て聞く場を持ったほうがいいと思い、継続審査とした。現状を理解していただきたい、せっぱ詰ま

った陳情と理解してほしい。４,０００万から５,０００万円かかり、財源はどうするのかと心配し

ている。何か事業を１つやめないとできない。現実的にはとても難しいと思っている。２年前に村

のアンケートでは、６５％以上で通学バスが欲しい、保護者負担感があることを六十数％であった。

今回のアンケートも同じ。とりあえずスクールバスを先行し、その後に循環バスや定時定路線バス

に移行するとなるかもしれないが、とりあえず運行してほしい。継続の理由は、ＰＴＡからの聞き

取りでは内容が二転三転し総論では固まっていなかった。村バスの会のほうスクールバスより公共

交通を早期にということで立ち上がった。必要性は感じるが、子供の数が減ることは目に見えてい

る。学校統合の問題を先に考えた方がよく、そうなったときにスクールバスを走らせ、今は拙速に

走らせる必要はないかと思った。趣旨は理解するが、内容はしっかり詰めて慎重に考えるべきと思

う。とりあえずやってみようは無責任、制度設計が大事、運行しても乗らなくなるのは前例があり、

保育園の通園バスは誰も乗らなくなった。ＰＴＡ、村バスの会とも路線バス方式で乗っても乗らな

くても親の自由と言ったが、小学生のスクールバスとはそういうものではないと思う。制度設計を

しっかりやって保護者の役割、財政的裏づけをしっかりさせてからやってもらいたい。執行部では

既に検討に入っているので、議会としては趣旨採択が相当かと思う。保護者の意見をしっかり聞い

た中での制度設計をしていくべきと思う。 

 討論に入りまして、必要性は感じている、趣旨採択においても要望に関して行政が検討に入って

いる、冬に間に合わせるのはハードルが高い。 

 採択です。村づくりの基本は、村民要望の強い事業を事業化することが行政の基本と思う。早く

運行するように。せっぱ詰まった中で陳情してきているＰＴＡの陳情は採択。ＰＴＡは当事者であ

り、アンケートを集計して出してきたが、村バスの会のほうは当事者でない人たちが裏づけなく出

してきているので趣旨採択。議会としてはＰＴＡをバックしたいのが行政と話していないというこ

と。行政も一般質問答弁では、令和４年度以降で計画、児童生徒の安心安全の登下校には有効な手
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段と認識しているとしている。現在、行政と詰めることが進まないとなると趣旨採択でよいのでは

ないかなどの討論がありました。 

 陳情第１４号を、採決したところ、委員長を除く委員多数の賛成により趣旨採択にすべきものと

決定しました。 

 続いて、陳情第１５号を採決したところ、委員長を除く委員多数の賛成により趣旨採択にすべき

ものと決定しました。 

 陳情第１７号 白馬村役場庁舎改修に関する陳情書です。陳情者は白馬建設業組合組合長、池田

昌彦さん。役場庁舎、多目的施設の劣化が激しく、雨漏りが発生している。改修時期が来ているの

で計画を立て改修を。その際は村内事業者の指名を望むとの陳情です。 

 質疑、意見として、改修時期が来ているのかいないのか、改修計画を立てているのかとの質疑が

あり、改修時期は来ている。改修は個別計画に盛り込んでいる。屋根の防水やエレベーター交換な

ど順次予算化していくとの答弁がありました。庁舎全体での改修計画の説明が欲しい。全体計画と

は別に行うのかとの質疑があり、緊急性がある屋上の防水は予算化していきたい。全体改修だとか

なりの金額になるので、財政と相談しながらになるとの答弁がありました。 

 討論はなく、採決したところ、陳情第１７号は、委員長を除く委員全員の賛成により採択すべき

ものと決定しました。 

 以上で総務社会委員会の報告を終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 議案第５７号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第５７号 工事変更請負契約の締結については、委員長報告のとおり決定するに賛成の方の

挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第５７号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第６０号の討論に入ります。まず、原案に反対の方の討論を許可します。第７番加藤亮輔議

員。 

第７番（加藤亮輔君）  ７番加藤亮輔です。議案６０号に反対の立場で意見を述べます。 

 この条例整備の中に白馬村執行機関の附属機関の設置に関する条例の２条に、白馬村地域公共交

通会議を通過し、その構成メンバーが決められています。メンバーを１５名以内とし、肩書を省略
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しますが、１番、副村長、２番、長野県の交通政策課長、３、北アルプス地域振興局長、４、大町

建設事務所長、５、白馬村交番署長、６、一般乗合旅客自動車運送事業団体の代表、７、公募によ

る村民、８、北信越運輸局の交通企画課長、９、北信越運輸局長野運輸支局長、１０、一般旅客自

動車運送事業の運転手団体の代表、１１、白馬村観光局事務局長となっています。今述べたように

メンバーは、行政関係者と運輸・運送関係者ばかり、公共交通を利用する側の高齢者、婦人、子供

を見守る学校関係者や保護者がメンバーに指定されていません。私は、公共交通を整備し利用を待

ち望んでいる交通弱者とそれらの関係団体の代表を構成メンバーに加えよと提案しましたが、原案

を可決しました。公共交通はまちづくりの基本インフラであり、児童生徒の教育と安全の確保、高

齢者の移動の確保、地域コミュニティーの確保など、住民が地域で生きていく土台です。そこに住

む住民の声が反映され、利用しやすい制度をつくらねば長続きしません。担当課の説明では、課題

が出れば公共交通検討委員会を設置するから問題はないとのことでしたが、しかし、１０年前の平

成２１年８月の公共交通検討委員会で中学校及び高校生の保護者アンケートの結果を協議し、通学

の利用要望が高く、交通会議へ通学・交通システムの構築を要請しましたが、通学バスの運行は

１０年間見送られています。１０年前の交通会議に公共交通を利用する側の高齢者、婦人、学校関

係者や保護者が構成メンバーに加わっていれば、１０年間の塩漬け状態にはならずに済んだと思い

ます。このような経験を大切にし、利用者、当事者を構成メンバーに加えることは、村づくりを進

める上でも重要なことです。また、長続きする利用率の高い運行を図る面からも必須条件と思いま

す。よって、利用者が除外された条例改正には反対します。 

議長（北澤禎二郎君）  他に討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は可決です。議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正

する法律の規定に伴う関係条例の整備に関する条例については、委員長報告のとおり決定するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（多 数 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手多数です。よって、議案第６０号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第６１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第６１号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律の規定に伴う関係条例の整備に関する条例については、委員長報告のとおり決定する
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に賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第６１号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第６２号の討論に入ります。討論はありませんか。第５番伊藤まゆみ議員、議案に対してど

ちらですか。 

第５番（伊藤まゆみ君）  賛成です。 

議長（北澤禎二郎君）  賛成討論。 

第５番（伊藤まゆみ君）  ５番伊藤まゆみです。議案第６２号 白馬村議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてに賛成の立場で討論を行います。 

 私は、過去５年にわたり、人事院勧告に基づく議員報酬、特別職の給与及び一般職の給与の引き

上げに反対してまいりました。しかし、議員の任期もあと１年４カ月余りを残すところとなり、新

たに議員を目指す、特に若い人たちにとって議員報酬が足かせとなり、出馬を断念することがない

ようにしたいとの思いが一つであります。 

 また、６３号、６４号についても賛成する立場で、ここで討論をさせていただきます。 

 これから少子高齢化、雇用の不安定な時代に入り、地方が生き残っていくには厳しい状況に追い

込まれるのは必至であります。公約無視のＴＴＰ参加に始まり、公共事業費の削減、電力、水道の

自由化、働き方改革を含む労働規制の体制・緩和、競争原理に基づいた教育、大学改革、漁業法や

農協法の改正、種子法の廃止、国有林野管理経営法改革、外国人による土地取得の無規制、そして、

国家百年の計を完全に台無しにする移民法の受け入れ拡大と、デフレ状況下の中での消費増税、こ

れらの国の政策は我々の生活を直撃し、経済的にも精神的にも追い込まれていくことが予想され、

我が村の住民も田畑を売り、あるいは土地、家屋まで手放し生活費に充てる状況がさらに加速する

のではないか。これからの２０年、３０年どう自治体が生き残るかはここ数年の政策立案次第であ

り、非常に重要な局面であることは間違いありません。 

 折しも来年度の予算編成に向けて全職員を対象に予算編成会議を行い、村の財政状況を確認し、

課ごとに一般財源を配分する一般財源の枠配分方式に１０年以上ぶりに方向転換したと本定例会の

村長挨拶にて説明がありました。 

 これにより、今までコンサル等に出していた委託料などは大幅に削減されるのではないか。特に、

第５次総合計画の後期計画の策定は職員が頭を悩ませて計画してくれると大いに期待をしておりま

す。理事者側には借り物のエリートに頼るのではなく、職員を信頼し、彼らを育てることでこの村

がよくなる、そう信じ、住民に近い現場の声がしっかりと政策に結びつく体制を構築していただき

たい。オリンピックをやった、震災を乗り越えた、その自信を糧にこの難局を乗り越えていただき

たい。理事者、職員の皆さんの士気が高まるよう、給与改定に賛成いたします。 

 以上です。 
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議長（北澤禎二郎君）  他に討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第６２号 白馬村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例に

ついては、委員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第６２号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第６３号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第６３号 白馬村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

ては、委員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第６３号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第６４号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第６４号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、委員長報告

のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第６４号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第６５号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第６５号 フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

は、委員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第６５号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第６６号の討論に入ります。討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第６６号 白馬村災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例については、委員

長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第６６号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第６８号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行います。 

 議案第６８号 令和元年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）については、

委員長報告のとおり決定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、議案第６８号は委員長報告のとおり可決されました。 

 請願第８号の討論に入ります。まず、原案に賛成の方の発言を許可します。第５番伊藤まゆみ議

員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  ５番伊藤まゆみです。幼児教育・保育の無償化の対象から除外される給食

の副食費について、白馬村として保護者の負担を免除するための請願に賛成の立場で討論を行いま

す。 

 「政治は、今まで頑張ってきたお年寄りとこれから頑張っていく子供たちのためにある」、これ

はＴＢＳの冠ニュース番組、ＮＥＷＳ２３で長年キャスターを務めた故筑紫哲也さんの言葉であり

ます。先ほどの議案６２号で申しましたとおり、これから私たちの生活はいろんな場面で追い込ま

れていく方向に向かっています。 

 そんな中、唯一の希望は、村に子供たちの声がこだまし、明るい未来があるのではないかと思え

ることであります。子供たちを大切にしない村に未来はないと思っています。「高々４６０万なら

私が出してやりたいくらいだ」。こんな請願の傍聴に来られた住民の方が言っていました。そんな

ことを住民に言わせる村でいいんですか。そんな村に希望が持てますか」と問いたい。副食費の保

護者負担を免除し、子供たちの行く末を大きな心で見守る村であってほしいと願い、この請願を採

択することに賛成いたします。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  次に、原案に反対する方の発言を許します。第８番津滝俊幸議員。 

第８番（津滝俊幸君）  第８番津滝俊幸です。私は、この請願に対して反対する立場で討論をさせて
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いただきます。 

 委員会において請願者より説明を受けた際、請願事項に認可保育施設には幼稚園が含まれていな

いがという質問に、幼稚園も入れてほしいという答弁がありました。議会においては請願は文書主

義であるので、この要望事項については間違いがあり、認可保育施設だけを取り上げて採択するこ

とを認めてしまえば、しろうま保育園だけが補助対象となってしまう。文書に書いてあるものを取

り上げていくことはできない。さらに、保育料の無償化が始まってまだ２カ月足らずで、今後、こ

の制度の進捗状況を十分に精査していくことが重要である。白馬幼稚園には小谷村からも児童が入

園していることや他の請願との公平性を保つことを踏まえ、この請願は不採択とすべきである。議

員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  次に、原案に賛成の方の発言を許可します。第７番加藤亮輔議員。 

第７番（加藤亮輔君）  ７番加藤亮輔です。私は、請願８号 副食費の保護者負担を免除するための

請願に賛成の立場で発言します。 

 この請願は、消費税１０％値上げ反対の世論が多数だったため、選挙対策も絡んで政府が幼児教

育の無償化を持ち上げた上、審議途中から副食費を除外すると言い始めるなど、制度設計が未熟で

ふぐあいを自治体に押しつけたことに端を発します。無償化といえば、当然、無料になると考えま

す。今まで保育料に給食費も含まれていましたが、今回の改定で副食費、つまりおかず代の

４,５００円は保護者負担にするというみみっちいことを国が言い始めたために、保護者に失望感が

起こったと考えます。 

 長野県でも少子化が深刻する中、子育て支援策に力を入れている自治体を初め、６１市町村が副

食費の独自減免を実施しています。大北管内でも小谷村はゼロ歳から５歳児の全て、池田町、松川

村は３歳から５歳児の全ての副食費を無料にしています。しかし、白馬村は国が決めた基準の年収

３６０万未満世帯及び第３子以降の免除しか認めていませんから、約半数の園児の保護者は副食費

を支払うことになり、このような自治体格差、負担格差が生じました。 

 この格差を解消するには、副食費の全面無償化を国に要請しながら、当面は村独自の減免政策で

子育てに自治体格差が生じないように、池田町、松川村と同じ３歳から５歳児までの全ての園児の

副食費を白馬村も免除すべきと考えます。 

 また、不採択の理由として、認可保育施設だけで幼稚園を含めていないのは問題だとの意見があ

りましたが、そのことについては、私も表記上は不十分だと思います。しかし、議会として請願の

趣旨を尊重し、まずは採択し、理事者、村民に熱意を伝えるべきではないでしょうか。担当課が事

業を整備し準備する中で、幼稚園児も含めた全ての３歳児、５歳児までは免除になれば、保護者に

とって大きな負担軽減になり、子育てしやすい村になると思います。よって、この請願は採択すべ

きと考えます。よろしくお願いします。 
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議長（北澤禎二郎君）  他に討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は不採択です。したがって、原案について採決します。 

 請願第８号 幼児教育・保育の無償化の対象から除外される給食の副食費について、白馬村とし

て保護者の負担を免除するための請願を原案のとおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

（少 数 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手少数です。よって、請願第８号は不採択とすることに決定いたしました。 

 継続審査となっておりました陳情第１４号の討論に入ります。討論はありませんか。第３番田中

麻乃議員。原案に対してどちらですか。 

第３番（田中麻乃君）  賛成です。 

議長（北澤禎二郎君）  賛成。 

第３番（田中麻乃君）  ３番田中麻乃です。陳情第１４号の採択に賛成の立場で討論いたします。 

 この陳情は、子供たちの安心安全な登下校を望む北小、南小両ＰＴＡが保護者にスクールバス運

行についてのアンケートを実施し、約８割が運行を希望しているという結果に基づき提出されたも

のです。 

 近年、川崎殺傷事件、新潟小児女子殺害事件や登下校中の子供の列に車が突っ込むなど、登下校

中の子供が犠牲になる事件が全国で発生しています。観光地であるがゆえ、国内外かかわらず村外

から人の流入が多い白馬村だからこそこういった事件が起こる可能性が十分にあります。 

 通学路は、冬季は日照時間が短く十分な街灯が確保されていないため、子供たちは薄暗い中、雪

が降った場合は除雪も間に合わず、歩道もない中を登下校しており、生徒数の減少と遠距離通学に

より１人で徒歩通学している見守りの空白地帯も多く生じています。 

 さらに、エコーランドなど外国人観光客が多い繁華街では下校時から飲酒した観光客が路上を行

き来し、雪道になれない村外の車両の交通量も非常に多く、治安と事故の両面から子供たちは危険

にさらされています。 

 また、ことし頻発した熊の出没や夏季における異常な暑さや豪雨や豪雪など、自然環境がもたら

す危険も鑑みると、登下校における保護者の心配は日々耐えません。現状３割を超える家庭が無理

をしながら毎日送迎しています。ことしの熊の出没に至っては、保護者の送迎が必須になる地区も

ありました。共働き家庭においては、送迎のため仕事や勤務先の調整に苦労したとも聞いています。

保護者が子育てする上で経済的にもしっかり活動でき、安心安全が確保された子供たちの登下校を

１日も早く実施すべきです。何か起こってからでは遅いのに、村は子供が犠牲にならないと動かな

いのか、そういった声も聞こえます。子供たちが朝元気に「行ってきます」と学校へ行き、「ただ
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いま」と無事に帰ってくる日常を心から願っています。 

 このことから、緊急性のあるこの陳情を採択し、保護者の意見を十分に反映した上で早急に実施

すべきと考え、賛成討論といたします。 

議長（北澤禎二郎君）  他に討論はありませんか。第７番加藤亮輔議員。原案に対してどちらですか。 

第７番（加藤亮輔君）  賛成です。７番加藤亮輔。陳情１４号に賛成する立場で意見を述べたいと思

います。 

 さて、皆さん、テレビを見ている村民の皆さん、それから北小、南小の保護者の皆さん、ＰＴＡ

から提出された陳情について私の意見を述べます。 

 この陳情については９月議会に提出されましたが、関係団体との意見交換及び議員間の議論は不

十分だ、もっと議論が必要だとのことから継続審査になった陳情です。付託された総務社会委員会

では、委員長を除く５人中２人の委員が賛成、３人が趣旨採択に挙手し、僅差で趣旨採択に決まり

ました。この本会議では、産業経済委員会の６名も加わり、議長を除く１１名の判断で議会の態度

は決定します。採決の方法は、賛成の採択か反対の否決かまたは趣旨採択か、三種類から取捨選択

して多数決で決まります。最後までごらんください。 

 陳情の内容は、一つ、来年度から通年のスクールバスを運行すること、一つ、２０２０年の冬季

シーズンに試し運行をすること、一つ、運行に当たっては、対象児童生徒の通学距離、バス停など

保護者の意見を反映することの３項目です。私は至極当然な願いだと思います。教育委員会はスクー

ルバスは通学に有効な手段であると決定し、スクールバス運行についての課題と実施する前に解決

しなければ、問題の整備を始めています。そして、スクールバス運行の前倒しを村長にも要望して

います。あとは村長が予算づけを担当課に指示するかどうかにかかっています。その後はスクール

バスを運行事業の予算案を議会が認めれば白馬村でも運行されることになります。村の交通事情、

道路事情、治安状況、遠距離通学、そして、少子化から来るひとりぼっち通学など、１０年、２０年

前とは比較にならない通学事情です。村長に早い決断をするように後押しするためにも、議会とし

て陳情の趣旨は理解したという消極的な趣旨採択ではなく、陳情内容全てをきちんと採択し、子育

てしやすい白馬村にすべきと思います。議員の皆さんの賛成を期待して意見を終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  他に討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は趣旨採択です。陳情第１４号 スクールバスの運行を求める陳情書の

件は、委員長報告のとおり趣旨採択とするに賛成の方の挙手を求めます。 

（多 数 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手多数です。よって、陳情第１４号は趣旨採択とすることに決定いたしま
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した。 

 継続審査となっておりました陳情第１５号の討論に入ります。討論はありませんか。第７番加藤

亮輔議員。原案に対してどちらですか。 

第７番（加藤亮輔君）  賛成の立場で。 

議長（北澤禎二郎君）  賛成の。 

第７番（加藤亮輔君）  はい。陳情１５の通園バスの運行とこの冬からの試験運行に関する陳情に賛

成の立場で意見を述べます。 

 陳情１５号は、ただいま審議した１４号と同じ通学バスの運行を求めるものです。大きな違いは、

小学生だけでなく中学生も含めた通学バスの運行を求めている点です。中学生のほうについての意

見を述べたいと思います。 

 ご存じのように、中学生から自転車通学が認められていますが、気象状況、遠距離、部活動など

の事情から保護者の車での送迎が村民アンケートによりますと２８％あります。送迎の理由は、ほ

かに手段がないからが２９％、送迎の保護者負担度については、「感じる」「非常に感じる」が６８％

に上ります。今後の公共交通については、スクールバスが３４％、循環バスが３０％と集計されて

います。その上、積雪期になれば、頼みの自転車通学が禁止になります。先ほどのアンケートでは

３４％が自転車通学です。冬季は危険だと考え、車送迎が５４％に増加します。このような状況を

考えれば、小学生だけでなく中学生も必要です。 

 また、村は観光に特化したバス事業には予算を使っています。昨年度のナイトシャトルバスの事

業に１,５０９万円、アルペンライナー事業に３３８万円、グリーン期の白馬シャトルバスに

８８９万円です。白馬村の宝である子供たちの通学バスや移動手段の予算はゼロ円です。このよう

な状況は本末転倒ではないでしょうか。早急に対応するためにもこの陳情を採択すべきと考えます。

議員の皆さんも一緒に賛成いただけることをお願いしまして、意見を終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  他に討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は趣旨採択です。陳情第１５号 通学バスの運行とこの冬からの試験運

行に関する陳情書の件は、委員長報告のとおり趣旨採択とするに賛成の方の挙手を求めます。 

（多 数 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手多数です。よって、陳情第１５号は趣旨採択することに決定いたしまし

た。 

 陳情第１７号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は採択です。陳情第１７号 白馬村役場庁舎改修に関する陳情書の件は、

委員長報告のとおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、陳情第１７号は採択することに決定いたしました。 

 続いて、産業経済委員長より報告を求めます。第５番伊藤まゆみ産業経済委員長。 

産業経済委員長（伊藤まゆみ君）  令和元年度第４回白馬村議会定例会産業経済委員会の審査報告を

いたします。 

 本定例会において、産業経済委員会に付託された案件は議案５件、請願２件、陳情１件でありま

す。 

 付託されました議案について、審査の概要と結果をご報告いたします。 

 議案第５８号 工事委託に関する変更協定の締結について。白馬村公共下水道、白馬村浄化セン

ターの建設工事委託に関する協定の一部を変更する協定の協定金額を２４８万円減額し、契約金額

を１億２,７５２万円にするもの。変更内容は、仮設工の精算による減免であります。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第５８号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定いたしました。 

 続いて、議案第５９号 白馬村上下水道事業経営審議会条例の制定についてであります。 

 円滑な上下水道事業推進のために村長の諮問機関として設置するもので、水道料金、下水道、農

業集落排水使用料や、その他上下水道事業に関する重要な事項を審議会の任務とし、使用者、受益

者、学識経験者や公募による者を１５人以内の委員構成を予定しております。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第５９号は、委員長を除く委員全員の賛成により採択

すべきものと決定いたしました。 

 議案第６７号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第４号）所管事項であります。 

 まず初めに観光課関係です。 

 主なものは、条例改正に応じた観光総務費の給与の増額とナイトシャトルバスのバス停の名称変

更と期間を延長する海外観光客受皿整備事業の業務委託料１２９万４,０００円の増額であります。 

 質疑、意見では、運行期間に対する質疑があり、期間は１２月２１日から３月４日までで昨年の

運行日数には変わらない、当初、予算では２月までとしたが、交通会議の検討により３月上旬まで

としたもの。１台４,２００円で１日４台、７日分を増額、運行会社を株式会社白馬交通とのことで

す。 

 討論はありませんでした。 

 建設課関係であります。 
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 主なものは、村道維持補修工事費６０万円を冬季の風倒木に備え、道路等維持作業委託料に予算

を組み替えるもの。また、村道改良国庫補助事業の実施設計等委託料の１,１７０万円を工事請負費

に組み替え、橋梁修繕の進捗を図りたいものであります。 

 災害復旧費１５３万８,０００円は、査定が行われた工事費が決定したことにより、工事費と設計

額を増額するものであります。 

 質疑、意見に入り、設計委託料を橋梁修繕費へ組み替えたのはどの場所か、災害復旧の工事箇所

と工事の内容はとの問いに、橋梁の設計を３つの会社に委託、姫川通橋ほか十数カ所あり、３つに

分けているとリストが提出されました。災害は２カ所、野平のグラウンド南斜面、中込と分かれ、

菅に入る道を南側の斜面の法面保護の工事とのことでした。 

 討論はありませんでした。 

 続いて、農政課関係です。 

 主なものは、多面的機能支払交付金の６６万６,０００円で今年度より新たな５年がスタートし、

それに伴い面積がふえたことによる増額であります。 

 質疑、討論はありませんでした。 

 続いて、上下水道関係です。 

 環境衛生費合併処理浄化槽整備事業の３２３万３,０００円の減額は、国庫補助要綱が改正となり、

営業施設が対象外となったための減額であります。 

 質疑、意見では今後の補助の考えはとの問いがあり、増額の予算編成としたいが国庫補助と県費

補助がかかわっており、制度の見直しにより国は営業施設を補助対象外とし、県は今のところ確約

ができないということで県には相談している。総務課では、枠内方式によりこの事業も含まれると

の答えでした。大型のところの補助は要らないのではとの問いに、大型で予算をとってしまうと家

庭用に回らないので来年に向けて対応したいとの答えでした。 

 討論はありませんでした。 

 各課の審査終了後、全体を通した討論はなく、採決したところ、委員長を除く委員全員の賛成に

より、議案第６７号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第４号）所管事項は可決すべきものと

決定いたしました。 

 続いて、議案第６９号 令和元年度白馬村水道事業会計補正予算（第２号）であります。 

 主なものは、加入分担金の１,２４０万円、水道使用料の３００万円を含む水道事業収益の収入

１,６７０万円の増額、県道白馬美麻線の改良工事が延期されたことに伴う工事負担金、企業債など

で資本的収入が３,５６１万１,０００円の減額、排水設備工事費の委託料、工事請負費などの資本

的支出が３,２３２万４,０００円の減額であります。 

 質疑、討論では、加入分担金は何件かとの問いに、１０月末までで８９口との答えでした。 

 討論はなく、採決したところ、議案第６９号は委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきも
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のと決定いたしました。 

 続いて、議案第７０号 令和元年度白馬村下水道事業会計補正予算（第３号）であります。 

 主なものは、水道事業会計と同じく県道白馬美麻線の布設工事の延期に伴う企業債、県補助金等

で、資本的収入が３,０４４万７,０００円の減額、区域外流入分担金８１４万９,０００円、受益者

負担金１３７万１,０００円の増額、同じく県道白馬美麻線の工事延期により、工事請負費等で資本

的支出が３,９５８万７,０００円の減額であります。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第７０号は委員長を除く委員全員の賛成により可決す

べきものと決定いたしました。 

 続いて、請願第７号 白馬駅前東側整備に関する請願書であります。 

 提出者は、白馬駅前を考える会会長、太田勝氏。紹介議員は太谷修助議員であります。提出者よ

り趣旨説明の申し出があったため、当日、白馬町区長の太田豊茂氏より説明を受けました。 

 請願内容は、国道１４８号線沿い１.７キロメートルに８５０人の住民が住み、大型トラックの振

動に悩まされている。駅東側に高規格道路を早期に建設し、大型トラック等による騒音、振動の解

消と駅東側に駐車場を設け、駅西側の駐車場不足の解消、同時に駐車場に隣接する図書館等の公共

施設を建設することで、無電柱化とともに白馬町の活性化を検討してもらいたいというものであり

ます。 

 説明者に対する質疑では、東側に駐車場を造成した場合、西へのルートをどう考えるか、ＪＲと

協議がなされているかとの問いに、ＪＲにお願いしたが、動きが見えていない、４０６号線と

１４８号線がマッチング使用になればいいと思うとの回答でした。東側に駐車場を設けても商店街

に来るお客さんは少ないと思う。駐車場不足解消のため、広島木材店跡地を駐車場にと提案したが、

検討したのかとの問いに、区としての協議はしていない、高規格道路ができれば道路と直結するの

で、東側に設けたほうがいいかと思うとの答えでした。商店は東側で異論ないのかとの問いに、白

馬町の署名が３７０名くらいあり、理解していると考えているとの答えでした。大出集落と線路の

間を通ることを想定化、示されているルートは神城断層地震もあり、難しいのではないかとの問い

に、近隣の区には一緒に請願する旨の投げかけはした。白馬町の安心安全を守るために東側に通し

てもらいたい。地盤強化は今の技術では可能と思う。危険なら調べていただき、早く建設してほし

い。住所を白馬町から動かしたいという人も何人かいるとの回答でした。過去にルートを決める際、

駅のすぐ東側を走るのは景観や湧水もあり、問題が出てきている。他地区との調整が必要ではない

かとの問いに、難しい質問でそこまでは考えていなかったとの答えです。 

 また、白馬駅前は観光地白馬の顔、駅前の無電柱化はお客様を迎えるのにあたり、村の意気込み

が見えてこなければいけない場なので大切な事業。白馬町の若い人たちの考えはとの問いに、当然

論議し、請願項目の２番目に意見が入っているとの答えです。無電柱化になった町並みをどうする

のか。町並みをつくるところの案を出してほしいと県議や関係者が要望していた。そこが請願に入
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っていないがとの問いに、町並みのデザインは我々にはできないので、無電柱化に関する第三者委

員会の立ち上げが区で了承されたばかり。専門家の意見を聞きながらやっていきたいとの答えでし

た。 

 討論に入り、賛成討論では、活断層の心配はあるが、白馬の産業は西側に高い傾向、東側に道路

建設の請願は重いものと考える。住民からの署名もあり、安曇野市などの南部住民に訴えるよいタ

イミングであり、賛成する。 

 また、同じく賛成討論では、請願項目の２つ目に関しては検討委員会を設置し、検討を予定して

いる。賛成して流れをつくりたいとのことです。 

 趣旨採択討論では、松糸道路の早期着工は望んでいることであり、村内の議論を盛り上げるため

にも提起されたことは歓迎するが、無電柱化が決まり、駅を降りた際に白馬の顔ということで西側

を重要視してほしい。１と２の両方に賛成できかねるので趣旨採択。松糸道路は早期を希望するが、

無電柱化に伴うまちづくりの案がないと整合性がとれない。趣旨には賛同できるため趣旨採択。駅

前から八方はアウトドアの商業施設が集まっており、八方から駅に流れるのが自然。東側に新たな

ハードを展開するのではなく、無電柱化というハードに伴い住民がソフトを展開することが重要と

考えるため趣旨採択とのことです。 

 採決したところ、請願第７号は委員長を除く委員多数の賛成により趣旨採択すべきものと決定い

たしました。 

 続きまして、請願第９号 免税軽油制度の継続を求める請願書であります。 

 提出者は、白馬村索道事業者協議会会長、倉田保緒氏。紹介議員は、加藤亮輔議員であります。 

 請願内容は、軽油取引税の課税免除の特例措置が令和３年３月末に廃止されるに当たり、それ以

降も免税軽油制度の継続を求める意見書を政府各機関に提出することを求めるものであります。 

 質疑、意見では、令和３年３月末以降の継続を求めるものだが、来年も同じ意見書提出の請願が

出されるのかとの質疑があり、３年前も同じ時期に出ている。税制大綱が閣議決定されるのが１２月

ごろで、決定されれば令和３年の４月１日に継続になる。だからこの時期なのではないかと思われ

るとの事務局からの説明がありました。 

 討論はなく、採決したところ、請願第９号は委員長を除く委員全員の賛成により採択すべきもの

と決定いたしました。 

 これにより、委員会として意見書を提出いたします。 

 続きまして、陳情第１６号 リフォーム支援事業補助金制度策定に関する陳情書であります。 

 提出者は、白馬建築業組合組合長、池田昌彦氏。 

 陳情内容は、以前、当村で策定された白馬村リフォーム補助金制度を個人住宅のみならず、営業

施設まで拡大した内容で策定するよう求めるものであります。 

 なお、同じ提出者で平成３０年第１回定例会にて、白馬村の産業育成建築業界の活性化のための
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建築リフォーム補助金創設の陳情が出されており、賛成多数で採択されています。今回は長い不況

で資金不足のため改修に踏み切れない個人経営の営業施設に広げてほしいというものであります。 

 質疑、意見はありませんでした。 

 討論に入り、以前にも建築業の活性化でやった経緯がある。村は気候異常事態宣言をしており、

化石燃料を使わないよう窓を二重三重にすることや老朽化している多くの建物も修繕が必要だ。気

候非常事態宣言と合わせてリフォーム補助をすることに賛成するというもの。賛成討論でした。 

 採決したところ、陳情第１６号は委員長を除く委員全員の賛成により採択すべきものと決定いた

しました。 

 以上で産業経済委員会の報告を終わります。 

 すいません、一般会計補正予算所管事項の観光課関係の質疑、意見の中で、１台４,２００円と報

告いたしましたが、そうですが、４万２,０００円の誤りですので訂正させていただきます。運行期

間等です、運行期間は１２月２１日から３月４日までと報告いたしましたが、３月８日に訂正させ

ていただきます。まことに申しわけありませんでした。 

議長（北澤禎二郎君）  ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 議案第５８号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第５８号 工事委託に関する変更協定の締結については、委員長報告のとおり決定するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第５８号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第５９号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第５９号 白馬村上下水道事業経営審議会条例の制定については、委員長報告のとおり決定

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第５９号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第６９号の討論に入ります。討論はありませんか。 



－190－ 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行います。 

 議案第６９号 令和元年度白馬村水道事業会計補正予算（第２号）については、委員長報告のと

おり決定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、議案第６９号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第７０号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行います。 

 議案第７０号 令和元年度白馬村下水道事業会計補正予算（第３号）については、委員長報告の

とおり決定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、議案第７０号は委員長報告のとおり可決されました。 

 請願第７号の討論に入ります。討論はありませんか。第９番横田孝穗議員。原案に対してどちら

です。 

第９番（横田孝穗君）  賛成です。 

議長（北澤禎二郎君）  賛成。 

第９番（横田孝穗君）  第９番横田孝穗です。請願第７号 白馬駅前東側整備に関する請願書に対す

る賛成の討論を行います。 

 ただいまの委員長報告は趣旨採択です。私は趣旨採択には反対であります。白馬駅東側整備に関

する請願書については、地域高規格道路、松糸道路早期実現に向けた請願書でもあります。松本市

を初めとする安曇平地域住民の皆様や、そして、北安曇地域全域に及ぼす影響は非常に重大であり、

また喫緊の課題でもあります。 

 そこで、賛成の立場で賛成の討論を行います。また、この請願書においては、既に新聞報道もさ

れ、松糸道路、村内東側ルートの早期実現要望が含まれております。 

 また、今回は関係地域住民の署名活動もされ、多くの理解が得られている点は大きく評価されま

す。白馬、小谷両村民の命をつなぐ道路としての多くの願いと南部地域である安曇平地域住民への

この建設への早期実現に向けて訴えるタイミングといたしましては今が非常にいい機会であり、大

変重要であると考えます。 

 また、図書館建設においても白馬村が予定している多目的図書館建設に対しましても、非常に協

力的、前向きな面がうかがわれ、大きく評価されます。 
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 そしてまた、白馬駅前の無電柱化実施計画では工事実施期間中における６年間にも及ぶ国道

１４８号線及び県道白馬岳線における道路の片側通行が実施されます。それに伴う国道１４８号線

及び県道白馬岳線の道路の大渋滞も非常に懸念されるところであります。それにかわる村内の東側

道路の確保についても必須の検討課題と判断されるところであります。 

 以上ことから、白馬村地域における将来を見据えた長い目での白馬村の末永い発展が述べられて

います。この請願書であると判断されます。 

 よって、以上の理由により、請願第７号 白馬駅東側整備に関する請願書に対する賛成討論とい

たします。 

議長（北澤禎二郎君）  他に討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 本案に対する委員長報告は趣旨採択です。 

 採決いたします。 

 請願第７号 白馬駅前東側整備に関する請願書の件は、委員長報告のとおり趣旨採択とすること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（多 数 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手多数です。よって、請願第７号は趣旨採択とすることに決定いたしまし

た。 

 請願第９号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は採択です。 

 請願第９号 免税軽油制度の継続を求める請願書の件は、委員長報告のとおり採択とすることに

賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、請願第９号は採択することに決定いたしました。 

 陳情第１６号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は採択です。 

 陳情第１６号 リフォーム支援事業補助金制度策定に関する陳情書の件は、委員長報告のとおり
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採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

（多 数 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手多数です。よって、陳情第１６号は採択することに決定いたしました。 

 次に、常任委員会において分割審査をしていただきました議案第６７号の討論に入ります。討論

はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行います。 

 議案第６７号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第４号）は、常任委員長報告のとおり決定

するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、議案第６７号は委員長報告のとおり可決されました。 

 産業経済委員長より発議の申し出、常任委員長より閉会中の所管事務調査についての申し出、議

会運営委員長より閉会中の所掌事務調査の申し出があり、議長においてこれを受理いたしました。 

 よって、会議規則第２２条の規定により議事日程を変更し、追加議案を審議したいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、議事日程を変更し、追加議案を審議すること

に決定いたしました。 

 ただいまから、事務局より議事日程を配付いたします。 

（資 料 配 付） 

議長（北澤禎二郎君）  配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  配付漏れなしと認めます。 

 △日程第２ 発委第９号 免税軽油制度の継続を求める意見書   

議長（北澤禎二郎君）  お諮りいたします。 

 日程第２ 発委第９号 免税軽油制度の継続を求める意見書を議題といたします。 

 趣旨の説明を求めます。第５番伊藤まゆみ産業経済委員長。 

産業経済委員長（伊藤まゆみ君）  発委第９号 免税軽油制度の継続を求める意見書、請願第９号が

採択されたことに伴い、意見書を提出するものであります。意見書は別紙のとおりであります。 

 内容は、観光産業や農林水産業等幅広い産業への影響を鑑み、免税軽油制度を継続するよう強く

要望するものであります。 

 なお、提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、
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経済産業大臣、国土交通大臣であります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 発委第９号 免税軽油制度の継続を求める意見書は、原案のとおり決定するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、発委第９号は原案のとおり可決されました。 

 △日程第３ 常任委員会の閉会中の所管事務調査について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第３ 常任委員会の閉会中の所管事務調査についてを議題といたします。 

 常任委員長から、所管事務のうち、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付してあります

所管事務の調査事項について閉会中の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継

続調査とすることに決定いたしました。 

 △日程第４ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第４ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査についてを議題といたし

ます。 

 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付してあります議会の運営に

関する事項について閉会中の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定いたしました。 

 △日程第５ 議員派遣について   
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議長（北澤禎二郎君）  日程第５ 議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本件については、お手元に配付してあります議員派遣の件の資料のとおり議員を派遣することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、お手元の資料のとおり、議員を派遣すること

に決定いたしました。 

 以上で、今定例会に付された議事日程は全て終了いたしました。 

 ここで、下川村長より挨拶をしたい旨の申し出がありましたので、これを許します。下川村長。 

村長（下川正剛君）  令和元年第４回白馬村議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上

げます。 

 議員の皆様には今月４日に開会して本日までの１０日間にわたり、提出をいたしました全ての案

件につきまして原案どおりお認めいただきまして、厚く御礼を申し上げます。 

 本定例会の開会時に白馬村気候異常事態宣言を宣言させていただきました。この宣言以降、多く

の村民や白馬ファンの方々から今後の取り組みに対する期待の声が寄せられております。気候変動

対策を進めていくためには一人一人の気候変動問題に対する理解を深め、行動を起こすよう促すこ

とが重要であります。 

 行政としても持続可能で環境負荷の少ないまちづくりを進めるため、環境教育、環境学習の充実

や環境情報の提供などにより、環境に配慮したライフスタイル及びビジネススタイルへの転換を促

し、特に家庭や事業者における温室効果ガスの排出削減を図り、これに取り組む住民や事業者等が

その効果を実感できるような環境示唆と今後において展開しなければなりません。私といたしまし

ても、令和の時代が気候変動対策の時代となるように具体的な取り組みを定め、推進をしてまいり

たいと考えております。 

 さて、来年はいよいよ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックイヤーとなります。これに

伴い、国民の祝日に関する法律の一部改正により、２０２０年限定で一部の休日が変更されます。

７月の第３月曜日と定められている海の日はオリンピックの開会式が７月２４日に予定されている

ため、前日の２３日に移動になります。通常、１０月の第１月曜日と定められている体育の日が開

会式の当日である７月２４日にスポーツの日として移動されます。また、８月１１日と定められて

いる山の日でありますが、オリンピックの開会式が８月９日でありますので、その翌日である１０日

に持ってくることが決まっております。これらの休日の変更に伴い、村内でも令和２年度における

各種行事日程がこれまで慣例としていた日程と変更となることが既に発生をしており、村といたし

ましても日程調整を含めて調整をするなどにより、村民の皆様への早目の周知に心がけたいという

ふうに思います。 



－195－ 

 これから年末年始に向かう折、寒さも一層増してまいります。議員各位におかれましても健康に

留意をされ、ますますご活躍をいただきますとともに、よい年を迎えられ、令和２年もご指導、ご

協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、村民の皆様にとってもよりよき年になりますよ

うご祈念を申し上げまして、閉会に当たってのご挨拶とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  これをもちまして、令和元年第４回白馬村議会定例会を閉会といたします。

大変ご苦労さまでした。 

閉会 午前１１時３１分  



－196－ 
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